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【巻頭言】

特集：エビデンスに基づく評価の試み

特集にあたって

「エビデンスに基づく評価」（Evidence-based Evaluation）が、世界の評価研究における大きな流れになっ
ている1 。簡単に言えば、確かに効果があるというエビデンス（証拠）が確認された介入行為を政府の政
策として採用してもらうことを目指す評価活動ということである2 。この背景には以下のような考え方が
あるとされる。
「過去50年間にわたり、医学の分野においては、科学的に厳密なエビデンス（証拠）に基づいた公共政

策により健康に関して大きな進展が見られた。これに比べて、例えば、教育、貧困削減、犯罪と司法、薬
物乱用防止策といった社会政策の分野においては、エビデンス（証拠）はほとんど注目されずに施策が実
施されていて、その結果、巨額な資金が使われているが、私たちの社会が本当に必要とすることに対して
何ら解決策を見出せないでいる。しかしながら、いくつかの非常に効果がある社会的な介入（Intervention）
がどのようなものであるかが、厳密な研究により明らかになってきている。このことは、これらの効果が
あると証明された介入の例を集め、広く利用されるような方策を政府がとれば、医学を変えたように社会
政策においても急速な進展が見られるかも知れないということを意味している。」3

ここに、評価活動が社会を大きく改善するポテンシャルが垣間見える。そのポテンシャルを現実のもの
とするためには、上記の説明にもあるように、次の3つの作業が必要だと言える。

1．効果があると客観的に証明された介入の評価事例の産出
2．そうした介入の事例の収集と体系化の作業
3．広く利用されるような仕組の整備

まず「1．効果があると客観的に証明された介入の事例の産出」であるが、これはいわゆる実験デザイ
ン（Experimental Design）を用いるということである4 。サンプル集団を、無作為割当（例えばコインの裏
表）によって2つのグループに分け、片方のグループに介入を施し、一定期間経過後に、2つのグループに
現れた違いを測定する。無作為割当によって2つのグループのあらゆる要素（例えば平均身長や男女比率）
が等しくなっているわけで、2つのグループに現れた差は、途中の唯一の違いである介入を実施したかし
なかったかの違いによって引き起こされたと考えることができる。つまり2つのグループに現れた差は、
純粋に介入の効果であると結論することができる5。評価研究の「黄金標準」（Gold Standard）と呼ばれる
方法である。ただし、実験デザインによる評価事例が決して多くない社会科学分野では、それより低い質
のエビデンスであっても利用せざるを得ない場合があるのが現状である（例えば回帰非連続デザインの適
用など）。次に「2．そうした介入の事例の収集と体系化の作業」であるが、この作業は「システマティッ
ク・レビュー」（Systematic Review, SR）とも呼ばれる。複数の同種の評価結果を統合して、対象とした介
入の効果があるのかないのかに関して一般的な結論を出す作業である。最後の「3．広く利用されるよう
な仕組の整備」であるが、これは、収集された事例や統合化して出された結論をデータベース化して、誰
でもアクセスして参照できるようにしておくという作業である。

佐々木　亮
ウェスタンミシガン大学

日本評価学会『日本評価研究』第6巻第1号、2006年、pp.1-2



2 佐々木　亮

本特集では、医療、刑事司法、教育、ODAの分野における、上記の3つの作業の進捗状況について検証
し、その検証結果を踏まえて日本での普及の可能性について議論した。

最後に、一つ注意を要することがある。それは、エビデンス（証拠）に基づく評価が各分野で注目を浴
びていると言っても、それは世界的な動向であり、日本ではまだまだこれからの話だという点である。著
者の知る限り、日本の社会科学の諸分野において、実験デザインを用いた評価はほとんど実施されていな
い。日本では、医療分野、農業分野、教育心理学、および工業生産管理の分野等の限られた分野で事例が
報告されているだけである。したがって、レビューのプロトコルを定め、データベース化を進めると言っ
ても、まずは大量の評価結果（一次研究）が産出される必要がある。各論文では、日本で大量の一次研究
が産出される可能性とその道筋についても議論している。そして、この特集号自体が、エビデンス（証拠）
に基づく評価に関する適切な認識の定着と、大量の一次研究の産出のきっかけとなることを期待している。

注記

1 本来、evidence-based という形容辞は、EBM（evidence-based medicine）に見られるように、エビデンスによって裏

付けられる対象、つまり、その有効性が評価される対象に付加されるものである。しかし、 evidence-based

evaluationと言う場合のevaluationは、評価対象ではなく評価行為それ自体を指している。つまり、evidence-based

evaluation とは、evaluation自体がエビデンスによって裏付けられていると言うことを意味するのではなく、さまざ

まな分野で進展している、エビデンス重視の流れに沿った評価活動の総体を意味している。本特集では、研究者

の間で使用されているevidence-based evaluationという用語を使用してはいるが、本来は、evidence-based practices

and policies（エビデンスに基づいた実践と政策）あるいは、evidence-based policy-making（エビデンスに基づいた

政策決定）という用語の方が、実際のエビデンスの位置づけと利用目的を適切に表現していると言える。さらに

正確を期せば、evidence-based よりも、evidence-centred 、evidence-focused、あるいはevidence-informedと表現すべ

きだと言わざるを得ない。このように用語に関して多様な意見があるのが世界の評価研究の現状であるが、本冒

頭文では、筆者（佐々木）の責任において、標記のタイトルを用いることにした。

2 あるいは逆に、確かに効果がないというエビデンスが確認された政府の介入行為を廃止するということも当然に

含む。

3 連邦政府の改善を求める民間団体であるThe Council for Excellence in Governmentから資金援助を得た「エビデンス

に基づいた政策を推進するための連合」（The Coalition for Evidence-based Policy）のウェブページから抜粋。

http://coexgov.securesites.net/index.php?keyword=a432fbc34d71c7

4 社会科学では、無作為割当を用いたデザインを実験デザインというが、医療分野では当該デザインを「RCT:

Randomized Controlled Trials」と呼んでいる。

5 実験デザインには、ここで紹介した最も単純なデザイン以外に、より高度なデザインも存在するが、無作為割当

を適用するという基本的な考え方は同じである。
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はじめに

国内外の公共投資が効果的に実施されているか
を考えるとき、プロジェクトやプログラムレベル
における効果測定や判定も重要であるが、社会的
コンテクストを踏まえたよりマクロな政策の評価
もまた重要である。本稿では、このような視点か
ら「エビデンスに基づく医療」（Evidence-based
Medicine: EBM）と政策評価の系譜についての考
察を試みる。まず、EBMという概念が誕生した
歴史背景を概観し、その社会的要請がいかに達成
されたか（されつつあるか）をみる。次いで、情
報インフラの役割を担っているコクラン共同計画

（The Cochrane Collaboration: CC）3について、シス

テマティック・レビュー（Systematic Review: SR）
とその結果をまとめてデータベースとしたコクラ
ン・ライブラリについて概説する。さらに、情報
の質の確保について要点をレビューし、研究デザ
インと批判的吟味、研究結果の要約を効率よく伝
えるための構造化抄録の重要性などについて述べ
る。

因みに、EBMは広義には、Evidence-based
Healthcare、 Evidence-based Public Health、
Evidence-based Policy-making他、保健医療のみな
らず健康に関わるあらゆる領域を含む。一方、狭
義には、文字通り、まさに一人の患者を対象とし
た医療現場での治療に関わる狭義のプラクティス
を示す本来の意味としてのEBMがあり、その関

【研究論文：依頼原稿】

エビデンスに基づく医療（EBM）の系譜と方向性：
保健医療評価に果たすコクラン共同計画の役割と未来

要　約

国内外の公共投資について科学的なエビデンス1を明らかにすべきとの社会要請に対し、日本における
経験は保健医療分野を除いて皆無と言わざるを得ない2。しかし、イギリス、アメリカにおいては、公共
政策判断の場においてもエビデンスに基づく評価が行われ、着実にエビデンスが蓄積されつつある。キャ
ンベル共同計画、アメリカ教育省のWhat Works Clearinghouse、ODA分野の貧困アクションラボの事例な
どがそれにあたる。このような背景を踏まえ、本稿では、まず先行する「エビデンスに基づく医療」

（Evidence-based Medicine: EBM）の系譜とコクラン共同計画について概観する。ついで、社会基盤として
の質の高い情報の蓄積の重要性と社会認識の問題を踏まえ、EBMの今後の方向性について考察した。

キーワード

EBM、エビデンス、ランダム化比較試験、システマティック・レビュー、社会認識

正木　朋也 津谷　喜一郎
国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻 東京大学大学院薬学系研究科

masakit-tky@umin.ac.jp tsutani-tky@umin.ac.jp

日本評価学会『日本評価研究』第6巻第1号、2006年、pp.3-20
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連書籍も多い。本稿では上述の視点から、後者の
詳細については殆ど触れず、公共投資の評価とマ
クロレベルの政策に関わる視点からEBMを紹介
させて頂くことをご承知頂きたい。本来、前者は
広義のEBMとしてEvidence-based Healthcare

（EBH）とでも表記し区別すべきものであるが、
現実には、後者（狭義のEBM）をも含めた（合
わさった）概念としてEBMという用語が普及・
定着しつつある。EBMという用語を初めて目に
された方は、この状況に留意のうえで本稿をお読
み頂ければ幸いである4。

このようにEBMには、広義と狭義の意味があ
るが、その根底には対象となる患者の好み

（patient preference）、価値システム（value systems）、
および現場の状況などをも踏まえた共通性があ
る。時に「ランダム化比較試験（randomized
controlled trials: RCT）に基づく医療」（RCT-based
Medicine）との批判を受けることもあるが、その
認識は誤りである。EMBの基本は、研究による
エビデンスの産出にあり、そのエビデンスにはグ
レードがあることを明白にしたうえで、それを場
の状況に応じて適切に利用することである。

実績と経験にも支えられたEBMの考え方は極
めて有益であるので、他の分野・領域においても、
その現状に則した評価活動に活かすことが可能で
ある。

本稿ではさらに、この基本的な考え方を支える
科学の公衆的理解（public understanding of science:
PUS）の重要性にも触れ、適切なナレッジ・マネ
ジメントの仕組みが、基本的な社会要請（事実を
正確に公表した上で公明正大な判断を行う）に対
するひとつの有力な回答となり得ていることを述
べ、社会認識（social epistemology）に及ぼす影響
と未来展望についても言及した。

1．政策評価とEBM

Evidence-based Medicine（EBM）という用語は、
カナダのマクマスター大学のGuy a t tの論文

（Guyatt 1991）に用いられたのが始まりとされる。
EBMという用語はその後、特にSackettらの“Evidence-
based Medicine: how to practice and teach EBM”

（Sackett 1996）発行後、さらに世界的に用いられ
るようになった。

日本では、「科学的根拠に基づいた医療」など
と訳されることもあった。上述の広義・狭義の違
いに加え、「科学的根拠」という一般的用語とし
て理解されることによる議論が生じ易いため、昨
今著者らは「エビデンス」というカナ標記を用い
ることを推奨している。

ここでは、政策評価の変遷を振り返りながら、
EBMがどのような時代背景に生まれ育ったかに
ついて歴史背景をもとに考察する。

（1）イギリスの研究開発戦略とエビデンスに基
づく保健医療（EBH）

イギリスでは1980年代の行政改革の動向を背景
に、医学研究に対する深刻な論議が起こった

（Smith 1988）。当時の論点は、①研究活動の低下、
②基礎研究と応用研究のバランスの崩れ、③研究
結果の未利用、であった。上院が委員会を設置し
問題を検討した結果、健康サービス研究（health
service research）と公衆衛生研究（public health
research）を促進すべきという結論に至った。当
時としては、大変驚くべき結論であったが、政府
はこれを歓迎した。

こうした研究の方向性の転換は、英国保健省
（National Health Service: NHS）のサービス提供と
国家的な研究投資の費用-効率に大きな影響をも
たらした。1990年に政府はNHSの中核に研究開発
部門を設置して1991年には保健医療の研究開発戦
略を打ち出し、①国民の健康・福祉の改善、②科
学的な情報に基づく医療政策と医療行為の促進、
③効果的で効率的な資源の利用、のための行政改
革を実施した。これらの改革は、それまでの意思
決定者の意見に基づく政策決定から、エビデンス
に基づいた政策決定へとシフトするきっかけ作り
になったとともに、政策実施により成果を挙げた
かどうか、納税者である国民に対しその説明責任
を果たす試みでもあった（ミュア・グレイ19995）。
この改革の目的は、エビデンスに基づく保健医療

（Evidence-based Healthcare: EBH6）そのものとい
える。

このような背景の中、1992年10月に研究開発部
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門の情報ネットワークと協力する形でTh e
Cochrane Centreがオックスフォードで活動を開始
し、翌1993年3月にThe UK Cochrane Centreと名称
変更の後、10月の第1回コクラン・コロキアム

（Oxford）により正式にCCとしての活動を開始し
た。また同年にはレビュー作成と共にイギリスの
医療関係者をはじめとして、情報を必要とする
人々にレビューとその結果の意味を普及させる目
的で、政府直轄のNHSレビュー普及センター

（NHS, the Centre for Reviews and Dissemination:
NHS CRD）がヨーク大学内に設置された。

イギリス政府の行政改革や世論としての研究開
発思考の追い風もあり、計画的かつ継続的に質の
高いエビデンスを維持・更新する基盤が確立し
た。アメリカの研究者や行政評価の立役者らとも
相互に呼応して、その後、十数年にわたる情報と
経験の蓄積を経て、ようやく今日のゆるぎない保
健医療技術評価基盤を形成し得たものと理解でき
る。広義の概念を擁するEBHの発展は、それぞれ
保健制度の異なるイギリスとアメリカにおいてほ
ぼ同時に進展し、情報技術のめざましい発展の恩
恵も受けながら、次第に世界中で受け入れられ、
多くのボランティアらの協力を得て現在もなお拡
大展開しつつ今日に至っている。

（2）アメリカを中心とした政策評価の変遷と
EBM

アメリカの政策評価の歴史を振り返ると1930代
の教育と公衆衛生の分野にその原型をみることが
できる（Rossi et al 1999）。1965年合衆国連邦政府
は、ジョンソン大統領が打ち出した2つの政策的
スローガン（①貧困との戦い、②偉大なる社会の
建設）達成のため全ての省庁に予算配分システム
PPBS（Planning Programming Budgeting System）
を導入し、事業目的、成果評価、代替案の作成、
効率性評価という一連の手続きの下に予算配分を
行った。このPPBSの影響で、これまであまり脚
光を浴びることの無かった政策評価についても、
その評価手法や方法論に関する研究と実績が飛躍
的に増えることとなった。なお、PPBSは1960年
代後半に合衆国連邦政府で導入が開始され、地方
政府も含めて一応の定着を見たプログラム評価

（今日的な意味での政策評価）の起源ともいうべ
きものであったが、その定着は失敗したとの見解
がある（窪田1998）。

その後、1980年代に入り、財政赤字の抑制を目
的とした公共プログラムの絞込みと効率化のため
の道具として政策評価が採用されるようになり、
その結果この時期には、評価手法・評価研究それ
自体の質的な向上と発展がみられた。

1990年代は市場経済の波に押され、政策評価に
ついても財務的・経済的な効率性の比重が高くな
り、科学的な評価からより実用的な評価へと評価
対象が広がっていった。連邦政府は1992年に行政
改革の綱領ともいえるNational Performance
Review（NPR）を発表し、①より少ないコストで、
よりよい成果を上げる、②消費者を最優先に、③
手続き重視から結果重視へ、を掲げ一般に、より
結果が理解され易い評価を重視する機運が醸成さ
れた。1993年には「政府業績成果法」（Government
Performance and Results Act: GPRA）も成立し、事
前・事後の比較等を応用し、計量可能な指標を用
いたパフォーマンス・メジャーメントによる評価
が広範に利用され始めるに至った（龍、佐々木
2000、田辺2003）。

このような背景の中、連邦政府は医療分野に関
してもGPRAの下位に保健医療法（Health Care
Act）を制定し、NPRの具体的項目を達成するた
めに必要な法的整備を行った。NPRでは行政施策
が何を目指し、どのような手続きを経て、どうい
う目的を達成したかをみることとしていた。その手
法は、Evidence-based Management、Result Oriented
Management、Performance-based Management、
Managing for Resultsなどさまざまな用語で呼ばれ
ているが、何れも経営管理論の始祖として知られ
るアンリ・ファヨール（Henri Fayol, 1841-1925）
の示した“Plan, Do, See”サイクル7の循環の上に
成り立つ。即ち、事前に定めた計画に従って、目
的に合致した活動を実行し、その効果を測定し評
価するという、改善に向けての基本的かつ連続的
なアプローチであった。

John Rodman Paul（1893-1971）が1938年に米国
臨床研究学会で提唱し（Paul 1938）、Alvan R.
Feinstein（1925-2001）により始められた臨床疫学

（Feinstein 1968）におけるOutcome Researchや
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Decision Analysis、Cost-Effectiveness Analysisなど
は、上述のマクロレベルの社会改革の進展に呼応
した医療評価におけるアプローチといえる

（Sackett 1991）。その背景には、経営管理医療
（マネジド・ケア）や健康維持組織（health main-
tenance organization: HMO）による医療の効率化
とNPRの医療適用について、当時北米を席巻して
いた社会改革の手法が少なからず影響したであろ
うことは容易に想像できる。

重要な点はEBMそれ自体が独立先行し現在に
至ったわけではなく、むしろ社会改革の一翼を担
い、また、社会の要請に応える形で、他の社会改
革評価手法と共鳴しつつ発生・発達し得たことで
ある（林2000）。

2．コクラン共同計画とシステマティッ
ク･レビュー

（1）エビデンスを「つくる」「つたえる」「つかう」

コクラン共同計画（The Cochrane Collaboration:
CC）は1992年にイギリスの国民保健サービスの
一環として始まり、現在世界的に展開されている
医療技術評価のプロジェクトである。ランダム化
比較試験（randomized controlled trial: RCT）を中
心に、世界中の臨床試験のシステマティック・レ
ビュー（SR, 収集し、質評価を行い、統計学的に
統合する）を行い、その結果を、医療関係者や医
療政策決定者、さらには消費者に届け、合理的な
意思決定に供することを目的とし、EBMの情報
インフラストラクチャーとしての役割を担ってい
る。

コクランというのはアーチボルト・コクラン
（Archiebald Cochrane, 1909-1988）という医師で疫
学者の名であり、彼は1979年に「各トピック毎に、
それぞれのランダム化比較試験を、定期的にクリ
ティカルにまとめていないことに関して、われわ
れ専門家は批判されるべきである。」と述べた。

この意味するところは、①すでにあるRCTから、
②よいものを選りすぐり質の悪いものは省いて、
③それらをまとめて、④遅滞なく、⑤必要な人に
届ける、ことが大切だということである。

エビデンスは「つくる」「つたえる」「つかう」
ことに意義があり、それに関わる立場も3つある

（表1）。コクランの発言で最も重要な点は、エビ
デンスを「つくる」場と「つかう」場の間に入っ
て「つたえる」ことが大事だと力説したことであ
る。なお、エビデンスは「つかって」こそ意味が
あるのだが、実際にはこの「つたえる」ことは意
外に容易でないことについては後で述べる。

（2）システマティック・レビュー（収集し、質
評価を行い、統合する）

CCはコクランの弟子のIan Chalmers というイギ
リスの産婦人科医が始めたものである。彼はコク
ラン共同計画を始める前から、10年以上にわたり
周産期領域のシステマティック・レビュー（SR）
を行っていた。CCの「つたえる」ことの前半部
分（情報の生産）の中心的作業がSRである。後
半部分の作業は利用者へのサービス提供であり、
そのプロダクトが後に述べるコクラン・ライブラ
リである。

SRの具体的手順は図1のステップによるが、手
順の詳細とCCが提供するシステマティック・レ
ビュー・ハンドブックなどの概要については既報

（津谷1997, 2000a, 2000b）を参照されたい。ここ
で強調しておきたいことは、部品としてのRCTを
実施すること（あるいはエビデンスをつくること）
自体はもちろん重要であるが、既存の蓄積された
研究成果（領域によっては必ずしもRCTがなされ
ているとは限らない）を、批判的・系統的に吟味
し、重要な結果のみを抽出・整理・上清してゆく
SRのプロセスこそが最も重要であるという点で
ある。即ち、SRはCCをはじめ、キャンベル共同
計画、アメリカ教育省のWhat Works Clearinghouse
および貧困アクションラボなどに共通する活動の
本質ともいえる。

正木　朋也　　津谷　喜一郎

つくる　　　―　臨床試験 
つたえる　　―　コクラン共同計画 
つかう　　　―　臨床家、行政官、消費者 

表1 エビデンスに関わる3つの立場

（出所）津谷2000a
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なお、コクラン共同計画では上記全体のプロセ
スそのものをシステマティック・レビューと呼
び、統計学的・数学的なプロセスの部分をメタ・
アナリシスと呼んでいるが、一般には全体をメ
タ・アナリシスと呼んでも差し支えないと思われ
る。昨今では、時に、質的研究のメタ・アナリシ
スという言葉も耳にするが、この場合は既存研究
を統合する研究の総称であり、さらに広い意味で
メタ・アナリシスという用語が用いられている。
EBM同様、狭義と広義の意味の違いには注意が
必要である。

（3）コクラン・ライブラリ

先にCCの主要な活動の「つたえる」ことには、
前半部分（情報の生産）と後半部分（利用者への
サービス提供）があることを述べた。その後半部
分のプロダクトがコクラン・ライブラリである。
CCでは、上述のSRを経て四半期に一度コクラ
ン・ライブラリを更新し有料でその成果を一般に
還元している。CD-ROMに専用の検索ソフトをバ
ンドルし販売するとともに、ホームページから
Webによる利用も可能である。日本の医学系学部
をもつ多くの大学で利用可能であり、個人などで

エビデンスに基づく医療（EBM）の系譜と方向性：
保健医療評価に果たすコクラン共同計画の役割と未来

Systematic Reviewの7Step エビデンスの流れ EBMの4Step

Step �.  研究テーマの設定 

Step �.  研究をもれなく収集 

Step �.  各研究の妥当性を評価 

Step �.  アブストラクトフォームに要約 

Step �.  メタアナリシスによる統計学的解析 

Step �.  結果の解釈 

Step �.  編集と定期的更新 

つくる 

つたえる 

つかう 

Step 1. 問題の定式化 

Step 2. 情報収集 

Step 3. 批判的吟味 

Step 4. 患者への適応 

Systematic 
Reviewに対応 

図1 システマティック・レビュー

（出所）http://www.lifescience.jp/ebm/opinion/200308/#fig01（accessed Jan 3, 2006）

1）The Cochrane Database of Systematic Reviews（Cochrane Reviews） 
2）Database of Abstracts of Reviews of Effects（DARE） 
3）The Cochrane Central Register of Controlled Trials（CENTRAL） 
4）The Cochrane Database of Methodology Reviews（Methodology Reviews） 
5）The Cochrane Methodology Register（Methodology Register） 
6）Health Technology Assessment Database（HTA） 
7）NHS Economic Evaluation Database（NHS EED） 
8）About The Cochrane Collaboration and the Cochrane 
      Collaborative Review Groups（About） 

4,113 
5,585 

463,763 
20 

7,484 
4,733 

16,418 
90 

 

Database Total Records

表2 コクラン・ライブラリ

（出所）The Cochrane Library, http://www.thecochranelibrary.com/（accessed Jan 3, 2006）
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の購入も可能である8。
コクラン・ライブラリは8種類のデータベース

からなり、2006年1月時点でそれぞれ表2に示す件
数の登録がある（The Cochrane Library 2005, Issue
4）。

それぞれのデータベースの内容は以下のとお
り。

1）The Cochrane Database of Systematic Reviews
（Cochrane Reviews）
コクラン・ライブラリの中心的データベー
ス。各種疾患を対象とした治療や診断につ
いてのSRを収録し、Complete reviewsと
Protocols（レビュー中のもの）からなる。
CCのCollaborative Review Group（CRG）が

“Cochrane Reviewers' Handbook”に基づき作
成。

2）Database of Abstracts of Reviews of
Effectiveness（DARE）
学術誌等で公表されたSRを収録。イギリス
のヨーク大学NHS Center for Reviews and
Dissemination（CRD）において、基準を満
たすレビューを選択し、構造化抄録を作成。

3）The Cochrane Central Register of Controlled
Trials（CENTRAL）
RCT検索の中心的データベース。ランダム
化比較試験や比較臨床試験（準ランダム化）
の論文、学会抄録等の書誌情報を収録。非
公開の臨床試験も収録している。

4）The Cochrane Database of Methodology
Reviews（Methodology Reviews）
SRの方法論を検討しているMethodology
Review Group 作成のデータベース。

5）The Cochrane Methodology Register
（Methodology Register）
SRに関する方法論（作成手法・ランダム化
比較試験の研究手法）論文の書誌情報のデ
ータベース（EBM実践の為の資料集）。

6）Health Technology Assessment Database
（HTA）
医療技術評価の文献を収録。治療、予防、
リハビリテーション、医療機器、手術手法
などを対象。NHS CRDにより維持管理。

7）NHS Economic Evaluation Database（NHS
EED）
医療の経済効果、費用分析論文の構造化抄
録・書誌情報データベース。NHS CRDによ
り維持管理。

8）About the Cochrane Collaboration and the
Cochrane Collaborative Review Groups（About）
コクラン共同計画そのものの情報。

表2上の8）About The Cochrane Collaboration and
the Cochrane Collaborative Review Groups（About）
をみると、ミッション・ステートメントとともに、
各運営委員会メンバーが過去5年以内にどこから
資金援助を受けたか、コンサルテーションに関わ
る報酬を得たか、などの情報が公開されており、
独立性と中立性を自ら示そうとする姿勢も興味深
い。

また、Collaborative Review Groups（CRGs）の
リストもあり、終了したReviewや現在進行中の
Protocolの全てを一覧することができる。

なお、DARE、HTA、NHS EED は、NHS CRD
のDAREサイト9にて無料で検索可能である。

Cochrane Reviewのabstractについても無料でweb
上で公開されている。その日本語訳は日本のネッ
トワークであるJANCOCでボランタリーになされ
ていたが、作業量の多さなどから中断した。その
後、（財）日本医療機能評価機構のMINDSで診療
ガイドラインに関連したCochrane Reviewを中心
に訳がなされ、2006年3月から無料公開がスター
トした。

（4）組織体制、レビュー・グループ、関連ネッ
トワーク

CCは独立した中立機関として活動を展開し、
現在12のセンター（各支部を加えると計25）が地
域毎の教育や活動支援を行うとともに、レビュー
の重複が生じないよう調整と維持管理にあたって
いる。

これらのセンターを拠点に、現在50のレビュ
ー・グループが活動しておりその殆どが独自のホ
ームページを持ち、進行中のレビュー内容につい
て相互に参照できるようにしている。レビュー・

正木　朋也　　津谷　喜一郎
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グループの殆どは疾病・治療領域毎に形成されて
いるが、中にはMethodology Review Groupのよう
に、レビュー方法そのものについての検討グルー
プもある。

CCではさらに、異なる研究グループとの協力
体制をとるため13の分野（カウンターパート／専
門グループを含む）について担当者を定め公表し
ている。キャンベル共同計画や各領域の専門家グ
ループらと相互に連携することにより、常に最新
の動向を共有するとともに、重複したレビューの
調整などを行うことが目的である。同様の相互連
携や協力体制はキャンベル共同計画の教育グルー
プとアメリカ教育省のWhat Works Clearinghouseと
の間にもあり、目的と方法論を共有できるグルー
プ同士が相互の活動を尊重しつつ連携をとること
は、SRを推進する立場や過去の歴史的な背景か
ら考えても極めて自然な流れといえる。

3．情報の質の確保

インターネットの世界的な普及により、情報量
は指数関数的に増加している。このように情報が
氾濫する中で、我々はどのように情報を取捨選択
し、合理的な判断を行うことができるだろうか？
このような、情報の質の確保とその評価は、行政
判断あるいは個人の生活に直接影響する問題であ
るにも拘わらず、多くの場合なおざりにされてい
る。情報が日々刻々と変容することを考えれば、
この問題は受身の姿勢では解決できないことは明
らかである。ここでは、情報の質をいかに積極的
に高く維持するかという観点から、エンドポイン
ト、バイアス、試験デザイン、エビデンスのレベ
ルについて留意事項を述べる。

（1）エンドポイント（endpoint）

臨床研究において用いるエンドポイントという
用語は、評価目標、評価項目、評価基準、評価尺
度、評価のものさし、といった意味であり（津谷
1995）、ICH統計ガイドライン（E9）10の定訳とし
て「主要変数（「目標」変数、主要評価項目とも
いう）」がある。英語ではindicator、marker、

parameterなどと呼ばれるもので、臨床評価や薬効
評価においては、時に、主要評価項目（primary
endpoint）副次的評価項目（secondary endpoint（s））
などにより介入効果を測定し、効果判定のよりど
ころとする。要は当該研究で「何を見たいか」を
エンドポイントとし、一番重要な項目を主要評価
項目と定義して重要視し、それ以外のものを副次
的評価項目として参考とする。

主要評価項目が疾病による生死といったように
観察しづらい場合には、その代替エンドポイント

（surrogate endpoint）を用いる場合もある。これは
真のエンドポイント（true endpoint）に対する用
語である。例えば糖尿病や高脂血症の患者を治療
対象として考えるとき、本当は薬剤投与の効果に
よる延命（生死が真のエンドポイント）を臨床研
究の結果としてみたいのであるが、倫理的、経済
的、および時間的制約などの実施可能性から生死
を主要評価項目とすることができないため、過去
の研究などから疾患の病態と相関することが明ら
かになっている血糖値やコレステロール値を代替
エンドポイントとして臨床試験を実施し、本来知
りたいエビデンスを間接的に産出する。なお、代
替エンドポイントが正しく選択されていたかにつ
いては、通常、平行あるいはその後実施される疫
学調査などにより、後になって明らかにされるこ
とになる。

エンドポイントは「客観性objectivity」の高い
ものとすべきとの考え方が強く、数値や画像で表
されるものや、死亡のように「あり」「なし」で
表されるものは明確にみえるので、ハード・デー
タと呼ぶ。一方、生活の質（Quality of Life: QOL）
のように本人の「主観性subjectivity」や時に「第
三者の主観性」を重視したものをソフト・データ
と呼び区別する場合もある。

何れの場合でも、エンドポイントは客観的であ
ることが望まれる。しかし、「主観性」はもちろ
んであるが「客観性」にも社会文化的な価値観が
反映されるため「客観性」のあるエンドポイント
を設定することは必ずしも容易ではない。特に文
化的価値観に相違のある歴史的あるいは国際的な
研究を行う場合には「客観性」という言葉が常に
曖昧さを含んでいることには十分留意する必要が
ある。

エビデンスに基づく医療（EBM）の系譜と方向性：
保健医療評価に果たすコクラン共同計画の役割と未来
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なお、「信頼性reliability」と「再現性reprod-
ucibility」は結果的にほぼ同義と考えることがで
きる。観察者や測定日時が変わった場合でも同様
の結果を得るために「信頼性（再現性）」の確保
が重要である。「信頼性（再現性）」が確保されて
いればその結果の評価は容易になる。

しかし、次に述べるような、様々な原因により
発生するバイアス（bias）に妨げられて再現性が
確保できないことは評価の現場ではよく経験され
ることである。以上を踏まえれば、科学的なエビ
デンスを産出するためには上述した問題を十分意
識したうえで、積極的にこれらバイアスを排除し
なければならないことが改めて理解できる。

（2）バイアスと研究の事前登録

あらゆる研究や評価には必ず何らかのバイアス
が入り込むと考えるべきである。統計学では傾向
のないランダム誤差（random error）であるバラ
ツキ（variability）に対して、バイアスは系統誤
差（systematic error）として捉えられる。

マクマスター大学のハダッドの著書（ハダット
200411）には36種類ものバイアスが紹介されてい
る。1982年に報告されたもの（Owen 1982）を補
足し「利用者が情報を理解する過程で生じるバイ
アス」として紹介している。ここで各バイアスの
詳細説明は省略するが以下の括弧内の語の後にバ
イアスという語をつけ、語感から想定されるバイ
アスの内容を推察すると面白い。

「競合」「彼には借りがある」「モラル」「専門
領域」「何かをしなければならない」「好みのデ
ザイン」「有名雑誌」「有名な著者」「大規模試
験」「はでなタイトル」「資格あるいは専門的な
バックグラウンド」「地理的」「公表物の言語に
よる」「怠慢」「伝統」「銀行通帳」「反抗」「テ
クノロジー」「経験主義」「私は疫学者である」

有名の反対には無名、大規模の逆に小規模とい
った表裏をなすバイアスがあることを考えれば、
さらに多くのバイアスが存在することが理解でき
る。バイアスというと、研究デザインを立案する
ときに可能な限り取り除くべきものであるといっ

たことを考えがちであるが、得られた結果を解釈
する際にも気づかぬうちに多くのバイアスを自ら
抱え込んでいることは認識しておくべきであろ
う。

また、研究者やスポンサー側からみて良い（あ
るいは悪い）結果だけを報告するといった出版バ
イアスにも注意が必要である。こうした問題に敢
えて立ち向かうことを表明し2002年に発行を開始
した基礎医学の電子雑誌Journal of Negative
Results in Biomedicine12は、出版バイアスが研究全
体の方向性に誤った示唆を与え、ひいては社会認
識に問題を生じさせることに対する警鐘を与えて
いる。

2004年9月、国際医学雑誌編集者委員会（Inter-
national Committee of Medical Journal Editors:
ICMJE）は、臨床試験の事前登録がなされている
ことを雑誌投稿の条件とした。翌月カナダ・オタ
ワにて、国際的な臨床試験の登録をサポートする
原則を構築し、さらにその実施を推進することを
目的とした会議が催された。これを受け、世界保
健機関（WHO）は、2005年にInternational Clinical
Trials Registry Platform（ICTRP）13プロジェクトを
立ち上げた。これは世界に多数存在する臨床試験
登録システムを、一定基準の下に束ね、これらの
臨床試験登録システム内で一意となる試験識別番
号を発行することにより、世界中に散在する臨床
試験情報を統一的に検索できるようにすることを
目指した活動である。

日本においては、2005年6月に「UMIN臨床試
験登録システム」（UMIN Clinical Trial Registry:
UMIN-CTR）14が立ち上がり、2006年1月時点で
ICMJEの了承を得るに至った。また時を同じくし
て、財団法人日本医療情報センター（Japan
Pharmaceutical Information Center: JAPIC）15も臨床
試験情報の登録と開示に関する情報提供環境を整
備し、広く一般にその情報を公開し2005年7月よ
り運用を開始している。さらに、日本医師会活験
促進センター16において、医師主導活験にかかわ
る情報が提供されている。

いずれも登録は任意であり、開示する内容につ
いても、登録者側に委ねられている。なおその際、
治験17の登録において、治験薬コード等を含んだ
情報を登録・公開した場合、薬事法上の未承認薬

正木　朋也　　津谷　喜一郎
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の広告規制に抵触するのではないかとの議論も生
じたが、厚生労働省は2005年6月、「直ちに広告に
は該当しない」旨の見解を示した。これら一連の
背景を踏まえ、日本製薬工業協会医薬品評価委員
会では「臨床試験の登録・結果公開に関する実施
要領」を定めるなど、国内製薬企業においても具
体的な運用が始まっている18。因みに、このよう
な臨床試験登録については、CCとの協力のもと
にGlaxoWelcome社が1998年に先陣を切って始め
ていたことは特筆に価する（Sykes 1998）19。

エビデンスを正しく伝えるためには、研究の独
立性や中立性を積極的に示すことも必要である。
例えば、喫煙に関する研究に際し、たばこ産業か
ら支援を受けたか否かを明らかにすることは必要
であろう。また特定の団体や企業から支援を受け
ている研究者に対しても同様で、その団体や企業
から支援を受けていたか否かについて公表するこ
とにより、他の報告書も含め、研究結果に潜在す
るバイアスの可能性の有無についての情報を補足
することになる。国内では2005年に施行された個
人情報保護法との兼ね合いで容易に実現できない
可能性もあるが、既にこうした試みは、米食品医
薬品局（Food and Drug Administration: FDA）にお
いては実施されている。

（3）研究デザインの基礎、ランダム化比較試験
（RCT）

紙面の関係で、各種研究デザインの詳細につい
ては他の書籍に譲るが、ここではRCTの要点をレ
ビューするとともに、RCTが保健医療領域でここ
まで普及した背景について、またその他の領域で
あまり普及しなかった点について考察する。

上述のバイアスを避ける唯一の方法がRCTのデ
ザインであり、介入（intervention）の真の効果や
因果の推論を行ううえで極めて重要である。仮に
未知のバイアスが入り込んだとしても、ランダム
化により、そのバイアスを均等に振り分けること
ができ、集団として同質の背景（性質）をもつグ
ループ分けが可能となる。この同質の集団に対し
て、特定の介入を施しその結果を比較することに
より、介入の効果のみを純粋に抽出できるところ
がRCTの研究デザインの本質である。自然変動や

想定しない内外の影響があるため、通常、単純な
前後比較から、介入効果のみを抽出することは困
難である。

ときに、RCTを「無作為抽出試験」と誤訳され
ることがある。これは想定する母集団から無作為

（ランダム）に被験者を抽出するプロセス「無作
為抽出」（random sampling）と、抽出された被験
者を二群にランダムに振り分けるプロセス「無作
為割付」（random allocation）が混同されたことに
よる。臨床試験は、抽出したサンプルから得た結
果を母集団に対して一般化（generalize）しよう
という試みであり、その際、前者の無作為抽出は
試験結果の「外的妥当性」を、後者の「無作為割
付」は「内的妥当性」を保障するものである。

臨床試験の場でRCTというと通常ブラインド化
（blinding20またはマスキングmasking）が前提とな
る。Concealment（隠蔵）21とマスキングとはよく
混同されるが、前者は割付方法や割付順を、介入
を行う前に介入を与える人に知られないようにす
ることである。一方、マスキングは介入が始まっ
た後で患者や医師、結果の評価・解析者などに割
付内容を知らせないことである。隠す時点と隠さ
れている対象者が異なる。二重盲検のデザインや
中央割付方式によるランダム割付が実施されてい
る場合には、通常concealmentも確保されている
と理解できる。

マスキングしない状態で数種類の薬剤を割り付
けることを考えるとき、例えば、現場の医師であ
れば、割付対象となった重症患者を前に低用量群
やプラセボ（偽薬）を割付することに倫理的な問
題を感じ、割付指示どおりの投薬をしないという
行動（バイアス）が生じる。このような非ブライ
ンド、あるいは単ブラインドの研究デザインの問
題点は臨床研究を重ねるうちに経験的に把握され
たもので、現在保健医療領域においては、それら
の方法から質の高いエビデンスを得にくいとの認
識が一般的である。この領域でRCTといえば暗黙
の了解の下、二重マスキング（かつランダム化比
較）試験を示すと理解される22。二重とは治療を
施される患者と治療を施す医師の両者がともに、
割り付けられた治療方法の中身を知らないという
意味である。さらに、必ずしも一般的ではないが、
評価者・統計解析担当者にも治療法をマスクする

エビデンスに基づく医療（EBM）の系譜と方向性：
保健医療評価に果たすコクラン共同計画の役割と未来
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ことにより、評価・解析時のバイアスを取り除く
三重・四重ブラインドのデザインもある。

臨床試験には、①評価を目的とした、②ヒトを
用いて、③意図的に開始される、④科学実験、と
いった四つの視点がある。ヒトを対象として意図
的に行うため、当然倫理的な問題が生じる。臨床
研究においてはその必要性から、こうした問題に
正面から取り組み、実施にあたっての様々な手続
きや法制化23によりこれらを解決してきた。例え
ば、インフォームド・コンセント（informed
consent）の下に自由意志で試験に参加すること
や、事後の同意撤回は今や常識であり、後で同意
を撤回してもその後の治療に不利益を受けないこ
となどについては、臨床試験にかかわる全ての人
で合意形成がなされている。

未知の副作用などの負の作用の可能性もあり、
必ずしも新しい治療法が優れているとは限らない
のであるが、新薬の方が既存薬よりも優れている
という一般認識がある。割付の結果、既存薬や比
較対照として用いるプラセボ投与を受けることに
なる可能性についても、事前に説明し合意を得る
が、ときに被験者側からどうしても新薬の治療を
受けたいといった希望もありうる。このような場
合には、クロスオーバー法24により、二種類の治
療を時間的に順番を変えて交互に全員に施すこと
により参加者への不公平感を是正することも可能
である。通常この方法は臨床試験の初期段階にお
いて少数の被験者から多くの情報を引き出すため
に利用されているが、不公平感の是正という観点
から教育分野や国際援助の現場でも応用可能であ
る。

臨床研究で経験した様々な問題は、同じく「人」
を対象とする人文・社会科学の研究においても同
様に生じ得る。保健医療とそれ以外の領域におい

てRCTとSRが普及しない理由のひとつに、これ
らの手間のかかる問題を克服してまでRCTによる
エビデンスを産出する必要性と合理性が認識され
ない（他の手法で十分であると考えている）こと
が推察できる。また一方で、保健医療でエビデン
スの集積が可能となった背景には、健康問題は行
政も個人も共に直面する強い興味対象であったこ
ととがあげられる。さらに、イギリスNHSの研究
開発戦略の追い風も受け、適時に予算確保が可能
であったことは保健医療領域でのエビデンスの蓄
積に大きく貢献したものと思われる。保健医療以
外の（場合によってはむしろ予算削減された）領
域は、これらの点で結果的に大きく水を開けられ
ることになったものと考えられる。

なお、保健医療領域外のRCTについては、実施
上の制約などからマスキングしない（できない）
状態で試験を実施することの方が多いようであ
る。RCTの品質を読者が評価する場合にも、評価
がマスキングされた状態でなされたか、あるいは
オープンな状態でなされたか、に依存する系統的
な 相 違 が 存 在 す る こ と が 報 告 さ れ て お り

（McNutt 1990）、今後RCTの経験が増えるにつれ、
保健医療領域で経験した同様の問題が浮上する可
能性はある。なお、遺伝情報など個人の利害に関
わる情報を扱う場合には、倫理的な観点からその
個人が特定できない配慮を施すことは当然である
が、マスキングと患者情報の秘匿とは独立した異
なる問題である。

（4）エビデンスの質とお勧め度のグレーディング

エビデンスとは、「バイアスのない方法により
得られたデータを、バイアスのない方法で分析し
て得られた結果」の総称であり、介入結果のほか、

正木　朋也　　津谷　喜一郎

Ⅰa 　ランダム化比較試験のメタ・アナリシスによる 
Ⅰb 　少なくとも一つのランダム化比較試験による 
Ⅱa 　少なくとも一つのよくデザインされた非ランダム化比較試験による 
Ⅱb 　少なくとも一つのほかのタイプのよくデザインされた準実験的研究による 
Ⅲ   　比較試験や相関研究、ケース・コントロール研究など、よくデザインされた非実験的、記述的研究による 
Ⅳ   　専門家委員会の報告や意見、あるいは権威者の経験 

表3 エビデンスのレベルと内容

（出所）Agency for Health Care Policy and Research（AHCPR）, 1993（現、Agency for Healthcare Research and Quality）
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診断や予後に関わる結果についても産出され得
る。そのレベルは科学的研究結果の質や水準に依
存し、その研究デザインによって、通常、メタ・
アナリシス＞ランダム化比較試験（RCT）＞比較
臨床試験（CCT）＞コホート研究＞症例対照試験

（case-control study）＞症例集積研究（case
series）＞1例報告（case report）の順番にレベル
が高いとされる。以下に示す、米国の医療政策研
究局（Agency for Health Care Policy and Research:
AHCPR，1993）のグレーディング・スケールも
このような考えによっている（表3）。このスケー
ルの基本的な考え方はその後多くのバリエーショ
ンを生んだ。その代表的なものがOxford Centre
for Evidence-based Medicine21の分類（2001）とし
て取り入れられている。

EBMにおいては通常、RCT以上のレベルの臨
床情報をエビデンスが高いものとして扱うが、非
ランダム化あるいはその他の研究スタイルであっ
ても、よくデザインされた研究の結果は、専門家
や権威者の報告や意見よりも高いレベルのエビデ
ンスとしている点に注目すべきである。別の見方
をすれば、領域により、RCTの実施が困難な場合
であっても、よくデザインされた研究を実施すれ
ば当該領域内においてエビデンスを「つくる」こ
とが可能であることを示している。重要なことは
領域毎に異なるエビデンスのレベルを提供者と利
用者の間で正確に共有することであろう。このよ
うなレベルの概念を含むエビデンスを精確に表現
し伝える努力が必要であるが、最終的にはどうし
ても「つかう」側の認識の問題が介在するため、
うまく「つたえる」ための方策や施策が重要とな
る。

なお、上述したように複数のグレーディング・
スケールが並存する中でその運用についての欠点
と問題点を改善する目的で有志らが集まり、2000
年よりGRADE Working Groupとして非公式な活
動を開始している26。彼らは、2004年にはエビデ
ンス利用者の視点に立ち、「エビデンスの質」と
そのお勧め度（strength of recommendation）を評
価するシステムを開発した（GRADE Working
Group 2004, 津谷他訳 200527）。その中で、個々の
主要なアウトカムにおけるエビデンスの質は、（1）
研究デザイン、（2）研究の質、（3）一貫性、（4）

直接性、をそれぞれ考慮したうえで決定すべきと
している。そこでは、まず研究デザインをRCTと
観察研究（コホート研究、ケース・コントロール
研究、断続的な時系列研究、コントロールされた
前後比較研究）に分類し、その介入による利益が
害より多いか否かを利害得失の4段階（正味の利
益あり、利害得失あり、不確かな利害得失あり、
正味の利益なし）に分類することを提案した。さ
らに、これらをもとに「お勧め度」のグレード4
段 階 、 し な さ い （ Do it）、 し た 方 が よ い

（Probably do it）、しない方がよい（Probably don't
do it）、するな（Don't do it）のカテゴリーを提案
した。

彼らの活動の重要な点のひとつは、意思決定に
必要な簡潔性（simplicity）と明瞭性（clarity）を
うまくバランスするよう試みた点である。システ
ムを単純化すれば判断が黙示的になりやすく、明
瞭性を欠くことになり、逆に、明瞭性を高め意思
決定のプロセスをわかりやすくしようとすれば、
システムは複雑なものとなりやすい。もうひとつ
の重要な点は、彼らのアプローチは、構造化され
た熟考（structured reflection）のための枠組みを
提供するものであり、適切な判断を確実に行う助
けとなるが、ユーザー自身の判断の必要そのもの
をなくしてしまうものではないとする立場を明確
にし評価システムを開発・提案している点であ
る。

（5）構造化抄録のすすめ

エビデンスを効率的に「つたえる」ための一つ
の方策として構造化抄録がある。これは学術雑誌
編集者らにより提案されたもので、介入研究の場
合に限られるがRCTとメタ・アナリシスの論文・
報告書の書き方については1996年にCONSORT声
明28,29としてまとめられ、国内でも同様の構造を
用いた記述が推奨されている（青木2000）。中山
らは欧文医学雑誌の構造化抄録書式について検討
し、従来から一般に科学論文で用いられてきた抄
録記述のIMRAD構造の書式（In t roduc t i on ,
Method, Results And Discussionの頭文字）と実際に
用いられていた8項目の対応を示した（Nakayama
2005）。（1）ObjectiveはIntroduction、（2）Design、
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（3）Setting、（4）Patients or participants、（5）
Interventions、（6）Main outcome measurementの5
項目はMethod、（7）Resul t sはResul t s、（8）
ConclusionsはDiscussionに対応したと報告してい
る。

ここで重要な点は、①で研究の目的を明確に記
述すること、追従する研究者らが追試を再現でき
るよう方法については②～⑥を漏れなく書くこと
である。また、⑦の結果をもとにした単なる議論
よりも、⑧で、良かったか、悪かったか、どちら
でもないか、といった結論をきちんと書くことが
重要である。これらが押さえられていれば、読者
は論文の本文を読む前に、研究結果とその結論を
容易に知ることができ、その上で必要に応じて試
験デザインや目的を知るといった、効率的な情報
共有が可能となる。また研究報告者側としても、
これらの抄録を書くために、研究開始前から試験
目的やデザインを明確にしたうえで、どういう結
論を述べるかを事前に十分検討する必要が生じる
ことになり好ましい。さらに、論文化する時点に
おいても標準的な基本構成に従って記述すること
から、重要な情報の記載漏れを防ぐことにも役立
つ。

研究論文の報告形式として構造化抄録が世界的
に広く認識されつつある一方で、国内学術雑誌の
取り組みが遅れていることも明らかにされた
30,31,32。これは、EBMに基づくインフラが国内にお
いてはまだ整備できておらず「つたえる」ことの
重要性が十分認識されていないことを示唆する状
況である。エビデンスを「つたえる」ところは、
コクラン共同計画などの活動だけに委ねるのでは
なく、エビデンスを生産する研究者も、それを届
ける出版社などとともに情報提供環境の整備に貢
献できることを再認識すべきであろう。

4．情報の共有化と社会認識

エビデンスに基づく健康施策や政策を考えると
き、SRの結果、整理・蓄積された情報を、どの
ように政策に反映して利用できるかは社会認識

（social epistemology）の視点を含めて考える必要
がある。公衆の健康を考える場合蓄積されたエビ

デンスは貴重で有益な情報を与えるが、施策や政
策が他の諸々の情報をもとに決定されることを踏
まえれば、いかに明白なエビデンスであろうとも、
ひとつの要素に過ぎない。エビデンスを政策決定
へ統合させ、広く社会に還元させるために、どの
ような問題と解決策があるか考察した。

（1）説明のジレンマ

マスメディアによる（エビデンスや保障のない）
興味本位の報道の方が容易に社会に伝播・浸透す
る現実があり、ときに、重要なエビデンス情報を
伝えることの弊害にもなり得る。これをうまく回
避する方法論が必要になるが、一般に、複雑な情
報を専門家でない人に説明する場合、細かく説明
すればするほど（情報量が増せば増すほど）かえ
って本質の理解から遠ざかるということはしばし
ば経験される。いわば「説明のジレンマ」とも言
うべき障壁である。個人の理解を促す最適な情報
量というものは伝達する情報毎に必ずどこかに存
在するはずであるが、それは個人の背景知識や認
知能力にも依存し、また、質的にも全く異なるも
のと理解すべきである。従って、「説明のジレン
マ」を前に、個人に適切かつ正確に要点を伝える
共通の道具や方法論にはあまり期待がもてない。

一方、個人に対してエビデンスが正確に伝わら
ない場合でも、社会全般にエビデンスから得られ
た施策や思考パターンなどを流布させることは可
能である。「説明のジレンマ」が生じにくい（と
考えられる）レベルの情報量を比較的短時間で繰
り返し伝達することにより、形骸的な部分は容易
に伝播する。ラジオ・テレビのコマーシャルや広
告チラシによる、日常生活における知識の伝播が
それである。斬新さはないが、既に一般に定着し
ているメディアであり、情報の受け手の認識力の
トレーニングや特別なスキルは必要ない。しかし
この方法は、一つの現実的な対応策であるが、制
御不能の過剰反応を生じる危険性も伴う。情報の
受け手の幅が極めて広いため、エビデンスから得
られた本質的な情報を正確に伝達できない可能性
もあり、ときに情報内容が意図せず誇張されたり、
伝達内容が多様化し全く異なる方向に認識される
という問題も生じ得る。

正木　朋也　　津谷　喜一郎
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同じ情報を流した場合に生じるこれらの問題
は、受け手側の認識上の問題であるが、その原因
は多種多様であり全体としての解決方法はなさそ
うである。

コミュニケーションの問題は、意思を伝えよう
とする側とその受け手が存在する限り、常に不確
定な要素が介在するため、公衆を対象とした優れ
たキャッチ・フレーズがいつも見つかるとは限ら
ない。

（2）知識伝播と社会認識

科学的な意味やその背景が伝わらなくとも、特
定の機会を通じて、エビデンスの本質を社会に伝
達・認識させることは可能である。在住のヘル
ス・ケア専門家の協力を得ることにより、地域の
コミュニティーや学校教育の場を通じて、場に適
した情報を効率よく提供し共有できる。直接顔を
合わせた双方向性の指導は、一般を対象とした一
方向性の情報よりも、大きな影響力を持つことは
経験的に明らかにされている（Redelmeier 1993）。

また、日常診療の変更に関して、地域の専門家
による勧告は国が公表したエビデンスに基づく一
般的なガイドラインよりも強い影響力を持つこと
も報告されている（Lomas 1991）。このような背
景を考えると、上述のマスメディアを用いた、大
まかな知識伝達を、こうした地域レベルのきめ細
かなフォローアップにより支援することが最も効
率よく社会認識を醸成できる方法のように思われ
る。開発途上国における筆者らのヘルス・プロモ
ーションの経験からも、このような国レベルのマ
クロなキャンペーンと地域レベルの実践的なフォ
ローアップによるアプローチが、社会認識に有効
であることは十分理解できる。

エビデンスの知識伝播と社会認識において、も
うひとつ課題がある。エビデンスを効果的に伝え
るコンテンツの作成がそれである。ほとんどの保
健医療に関わる論文は、研究者により他の研究者
のために書かれたものである。これを利用者にわ
かりやすく伝達する方法が必要である。すなわち、
伝統的な紙媒体の、また専門用語を用いて精緻に
記述された論文は、恐らくほとんどの人にとって
は全くつまらない読み物であり、明確にエビデン

スが記述してあったとしてもほとんど意味をなさ
ない。このような場合には、セールス、初等教育、
グラフィックデザインや広報を専門とする人々の
知識や技術を学び協力する必要がある（ハダット
2004、p.118）。特に、次世代の担い手らの特質も
踏まえて、適切なメディアを利用することが肝要
である。初等教育においてエビデンスについて

「つたえる」ことは一見困難かのように思えるが、
適切なメディアがあればその本質部分をうまく伝
えることは可能と思われる。

社会認識が伴わないために、多大のリソースを
つぎ込んで構築したエビデンスの宝庫が公益に資
さないとなれば、これは深刻な問題である。上述
のいずれの方法によるにしても、その基本として、
科学の公衆的理解（public understanding of science）
の振興が鍵となる。このあたりの方策と議論につ
いては、雑誌「臨床評価」の特集「ナレッジ・マ
ネジメントと情報の共有化」に詳しい29。また、
集団を対象とするEBHにナレッジ・マネジメント
の概念等を導入し、エビデンスに基づく意思決定、
および研究から実践へのアプローチについてはミ
ュア・グレイの著書（2版）が参考となる（ミュ
ア・グレイ200534）。この意思決定や研究から実践
へのアプローチの重要性と、同書で述べられてい
る「正しいことを正しく行う（Doing the right
things right）」ことの意味するところは深い。

また、エビデンスを適切に伝播し社会認識を喚
起するための評価コミュニケーションは、健康問
題をはじめとするあらゆる領域におけるリスク・
マネジメントの視点からも重要である。さらに、
EBMの方法論と問題点、現代科学論、科学哲学
の視点からの考察は斉尾らの総説が参考になる35。

（3）量か質か？

RCTやSRの話をすると必ず昔ながらの論争が
噴出する。量的研究（RCTとSRにも応用される
統計学的手法の適用が可能な研究）対、質的研究

（個人や社会の内面の定性的な側面を対象とする
研究）の対峙、いわゆる研究パラダイム（対象の
把握の仕方）論争である。

RCTやエビデンスに纏わる多くの論争について
は、量か質かのどちらかに偏った保守的な考え方
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に加え、単に、互に各々の評価研究法を未経験で
あることによる不理解があるように思われる。あ
るいは、量的研究においては数学や数理統計が共
通言語と成り得るが、質的研究にはこれに対応す
る共通言語がないことがコミュニケーションを難
しくしている原因かもしれない。

様々な議論は省略するが、明白にいえることは、
RCTやSRはむしろ定性的・質的な研究を支援す
るものであり、あらゆる既存研究の成果を相補的
に高めるものであって、決して既存研究と齟齬き
たすものではないということである。必ずしも一
般的ではないが、医学界に強調されてきた「根拠」
や「統計」「科学性」に対する補完的な意味をも
つ考えとしてNBM（Narrative-based Medicine）も
提唱されている（グリーンハル2001）。質的研究
法により量的研究の欠陥が明らかになることもあ
るので、量的研究と質的研究両者のバランスよい
協調は本来の目的（対象から得られる真実を明ら
かにすること）への近道である。

1993年のPopeらの論文（質的研究をしている社
会学者と保健医療サービス研究部門の責任者の間
で交わされた架空の議論を哲学者らの問答のよう
にした内容）を契機に、保健医療の分野における
質的研究についての注目が高まり、Br i t i s h
Medical Journal誌の連載を経て1996年に単行本が
出版された。この世界的に著名な医学誌に連載が
始まってから、イギリスでは保健医療分野で質的
研究が盛んに行われるようになった。質的研究が
様々な問題を理解することに役立つことが注目さ
れ、2000年には改訂2版も上梓され、さらに内容
を充実させている。質的研究においても研究の質
の問題が生じ、質の「良いもの」と「悪いもの」
を区別する方法を模索することとなった。英国
NHS Research and Development Programmeは、
1998年頃医療技術評価に関する質的研究手法を再
検討するための研究費を付けたが、残念ながら現
時点でまだガイドラインは出ていないようであ
る。

このように最近は研究上の疑問に答えるための
より一貫した効果的な方策により、定量的アプロ
ーチと定性的アプローチが併合される方向性が模
索されている（Pope 1995）。2005年10月、メルボ
ルンで開催された第13回Cochrane Colloquiumにお

いて「エビデンスは既に十分か？」との疑問のも
とに議論が行われ、得られたエビデンスは単独で
はなく、必要とされる場で実際に利用可能な形で
研究の成果と統合されるべきであるとの再確認が
なされた（Summerskill 2005）。Web検索でこの方
面の動向を眺めると英国Leicester大学のQual-
Quan Evidence Synthesis Groupなどがこの革新的な
境界領域の研究を進めていることがわかる36。こ
こでは、蓄積したEBHにおけるSRの経験をもと
に、質的研究論文のSRを行い、質的エビデンス
を併合する研究を行っている。また、2006年6月
末、EBH推進の担い手となっているOxford大学の
Centre for Continuing Professional Developmentは、
Qualitative Research and Systematic Reviews
Workshopを開催され37、コクラン共同計画の
Cochrane Qualitative Methods Review Groupに経験
のフィードバックを行うようである。EBM/EBH
の系譜を踏まえ、今後の研究動向に注目したい。

おわりに

わが国における人文社会科学領域におけるエビ
デンスの産出とその情報基盤の整備は、次世代に
向けての我々の責務である。歴史的考察から得た
教訓として、政府は明確な戦略を掲げたうえで、
ガイドラインや法的な整備を進めるとともに、適
切な予算確保の仕組みを構築する必要がある。ま
た同時に、評価研究を行うわれわれは諸外国の評
価研究者や既に活動を推進しているグループとの
連携を深める必要がある。各々の役割と専門性を
活かし、ひとつひとつ、社会認識を醸成するため
の布石を置き続けてゆくことが肝要である。澎湃
たる未来は、次世代に向けた長期的視野に立つ施
策と個人の科学理解および社会認識能力の高揚に
ゆだねられている。

注記

1  EBMにおけるevidence は、「バイアスのない方法に

より得られたデータを、バイアスのない方法で分析

して得られた結果」の総称である。介入結果のみな

らず診断や予後についても産出され、その産出の方

正木　朋也　　津谷　喜一郎



17
エビデンスに基づく医療（EBM）の系譜と方向性：
保健医療評価に果たすコクラン共同計画の役割と未来

法や研究の質によりそのレベルは異なる。「証明力」
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ることがあるが現時点で定訳はない。本稿では「エ
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International Conference on Harmonisation of Technical

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for

Human Use（ICH: http://www.ich.org/）が作成したガ

イドラインのひとつ。日英対訳および関連情報は以

下に詳しい。http://home.att.ne.jp/red/akihiro/index.htm 

11 原本: Alejandro R. Jadad（1998）. Randomized

Controlled Trials: A User's Guide. BMJ Books. 

12 Journal of Negative Results in Biomedicine,

http://www.jnrbm.com/

13 International Clinical Trials Registry Platform（ICTRP）

（http://www.who.int/ictrp/）

14 UMIN臨床試験登録システム

（http://www.umin. ac.jp/ctr/）

15 財団法人日本医療情報センター

（http://www.japic. or.jp/）

16 日本医師会治験促進センター

（http://www.jmacct. med.or.jp/）

17 「患者や健康な人を対象とした治療を兼ねた試験」

が「臨床試験」であり、そのうち特に新薬開発（医

薬品製造承認申請）を目的とした「臨床試験」を

「治験」と呼ぶ。

18 臨床試験の登録・結果公開に関する実施要領

2005 http://www.jpma.or.jp/policy/pdf/rinsyou.pdf、同

Q&A http://www.jpma.or.jp/policy/pdf/rinsyouqa.pdf

19 企業合併にともない一時中断したが現在も以下に引

き継がれている。（http://ctr. gsk .co.uk/）

20 盲検（blinding）という用語は、盲人蔑視の視点が

含まれるとして日英ともに使用を控えるべきとの議

論もある。代案として「遮蔽」「マスクキング」な

どが提案されている。

21 著者らは「隠蔵」と訳している。隠蔽と訳される場

合もある。

22 臨床研究の現場で、二重盲検ランダム化比較試験と

いう語は使わない。盲検化すればランダム化するこ
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とは通常包含されるため、ランダム化を省略して二

重盲検比較試験あるいは、比較も省略し二重盲検試

験と呼ばれる。

23 日米欧三極のハーモナイゼーション会議（ICH）で

の協議を経た「医薬品の臨床試験の実施に関する基

準（Good Clinical Practice: GCP）」や「疫学研究に関

する倫理指針」などがある。いずれも、ヒトと対象

とする医学研究の倫理的原則であるヘルシンキ宣言

にその起源をみることができる。

24 クロス・オーバー法: 最も単純な例として、二種類

の介入AとBの比較を行う際、ABの順に実施する群

とBAの順に実施する二の群を設け、集計解析時に

AとBの介入をそれぞれまとめてA群とB群を比較す

る方法。

25 Oxford Centre for Evidence-based Medicine

（http://www.cebm.net/index.asp）

26 GRADE working group

（http://www.gradeworkinggroup.org/）

27 原本: GRADE Working Group（2004）. Grading

Quality of Evidence and Strength of Recommendations.

BMJ,328（7454）:1490-7.

28 Begg ,C .他（著）、津谷喜一郎、小島千枝（訳）

（1997）「無作為化比較試験の報告の質を改善する方

法 ― CONSORT声明」『JAMA<日本語版>』、74-78 

29 Rennie,D.（著）、津谷喜一郎、小島千枝（訳）（1997）

「 無 作 為 化 比 較 試 験 を い か に 報 告 す る か ―

CONSORT声明」『JAMA<日本語版>』、78-79 

30 中山健夫（2001）「EBMを指向した「診療ガイドラ

イン」と医学データベースに利用される「構造化抄

録」作成の方法論の開発とそれらの受容性に関する

研究」、『平成13年度 総括・分担研究報告書』、厚生

科学研究費補助金 21世紀型医療開拓推進研究事業

（http://mhlw-grants.niph.go.jp/）

31 同上、『平成14年度（2002）総括・分担研究報告書』

32 同上、『平成15年度（2003）総括・分担研究報告書』

33 臨床評価刊行会（2002）「特集：ナレッジ・マネジ

メントと情報の共有化」、『臨床評価』、29（2・

3）:222-305

34 原 本 : J.A.Muir Gray（ 2001）. Evidence-Based

Healthcare - How to Make Health Policy and

Management Decisions. 2nd Ed., Churchill Livingstone.

35 斉尾武郎、栗原千絵子（2001）「Evidence-based

medicineの現代科学論的考察 ― EBM questioned; a

metascientific critisism」『臨床評価』、29（1）:185-

201 

36 Qual-Quan Evidence Synthesis Group, Biostatistics &

Genetic Epidemiology Group, part of the Department of

Health Sciences, at the University of Leicester.

http://www.hs.le.ac.uk/research/qualquan/index.htm 

37 http://www.conted.ox.ac.uk/cpd/healthsciences/courses/

short_courses/qsr/speaker.asp
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Abstract

Although there is a social demand for scientific evidence of public investment, experience in areas other than
healthcare are quite rare in Japan.  However, in the United Kingdom and the United States of America, several
activities of evidence-based practice in decision making for public policy are in existence, and these evidences are
steadily increasing in number.  These examples are: the Campbell Collaboration, What Works Clearinghouse of
US Department of Education, and the Poverty Action Laboratory in the area of official development assistance.
Taking into account such a background, an overview of the genealogy of the Evidence-based Medicine（EBM）
and the Cochrane Collaboration as the precedent experience is reviewed in this paper.  In addition, the role and the
future direction of EBM with regard to the importance of accumulating quality information as a social
infrastructure and social epistemology are discussed. 

Keywords
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1．はじめに

刑事司法分野、とりわけ、非行の予防・処遇に
ついては、RCT（randomized controlled trial：ラン
ダム化比較試験）や擬似実験、それらに基づく
SR（systematic review：系統的レビュー）が行わ
れ、エビデンスが蓄積されてきた1。そこで課題
となってきたのは、「エビデンスをいかに実務に
活用するか」である。本稿では、この問いへの解
答を求めるための模索が続く、アメリカ合衆国の

状況を紹介し、わが国への意義を検討したい。
非行の予防と処遇に関するエビデンスを活用す

る手法には二つある。一つは、特定のプログラム
についてRCTやSRによって効果検証を行って有
効性を判定し、無効な（あるいは有害な）プログ
ラムを実務から退却させる一方、有効なプログラ
ムの定着を図るという手法である。もう一つは、
特定のプログラムについてRCTやSRを行うので
はなく、非行予防・処遇全般に関するSRを行い、

「有効なプログラム」に関する原則を抽出し、こ

【研究ノート：依頼原稿】

刑事司法におけるエビデンスの活用：非行の予防・処遇を中心として

要　約

刑事司法分野、とりわけ、非行の予防・処遇については、RCT（ランダム化比較試験）や擬似実験、そ
れらに基づくSR（系統的レビュー）が行われ、エビデンスが蓄積されてきた。そこで課題となるのが、蓄
積されたエビデンスをいかに活用するかである。本稿では、アメリカ合衆国において、非行の予防・処遇
に係るエビデンスの活用のために提示されている2つの手法－〔手法1：特定のプログラムについてRCTや
SRによって効果検証を行って有効性を判定し、無効な（あるいは有害な）プログラムを実務から退却させ
る一方、有効なプログラムの定着を図るという手法〕及び〔手法2：非行予防・処遇全般に関するSRを行
い、「有効なプログラム」に関する原則を抽出し、この原則を踏まえたサービスを提供するという手
法〕－について概観しつつ、エビデンスをわが国のコンテキストに適用するという観点からいずれの手法
が適しているかを検討した。その結果、手法2については、①プログラムの頑健さを要求しない、②わが
国の実務を否定するのではなく改善する形で利用できるという利点があり、よって、わが国においてはエ
ビデンスの活用を行うには、手法2によることが現実的であると結論する。
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の原則を踏まえたサービスを提供するという手法
である。

アメリカ合衆国を見ると、前者の手法に基づい
たエビデンス活用は急速に進展している一方、後
者の手法は提案されてはいるものの実務上の応用
はこれからという状況である。しかし、筆者は、
欧米において蓄積されたエビデンスをわが国のコ
ンテキストに適用するという観点からは、むしろ、
後者の手法が有効であると考える。以下、この二
つの手法について概観する。

2．手法1：特定のプログラムの放棄・普
及によるエビデンス活用

国際的な取組みであるキャンベル共同計画2

を始めとして、英語を媒体とし、非行の予防・処
遇に関するエビデンスを提供しているウェブサイ
トは少なくない。筆者が青少年暴力に関するエビ
デンスを提供しているウェブサイトをレビューし
た際には、23のウェブサイトが見出された（津富
2005）。

この種のウェブサイトを代表するウェブサイト
として、司法省の少年司法非行防止局（OJJDP:
Office of Juvenile Justice and Delinquency
Prevention）などの支援を受け、コロラド大学暴
力予防研究センター（CSPV: Center for the Study
and Prevention of Violence）が運営する、Blueprints
for Violence Prevention（以下、Blueprintsという。）
3がある。

Blueprints for Violence Preventionは、有効な暴力
防止プログラムをModelプログラムとして同定
し、かつ、これらModelプログラムを実施しよう
という主体に研修と技術的支援を行うことを目的
としている。Model プログラムとして現在認定さ
れているのは、①強力な研究デザイン（RCTない
しマッチング統制を用いた擬似実験）を用いてい
る、②暴力、非行、薬物乱用のいずれかをアウト
カムとする、③最低1年間にわたり効果が持続す
る、④最低一か所において追試されるという条件
を満たした、11件のプログラムである。アメリカ
においては、処遇プログラムは開発者によって登
録商標化され、その利用は有償であることが多い

が、これら11件はいずれもこうしたプログラムで
ある4。

こうしたウェブサイトが情報を提供したからと
いって、直ちに実務が影響を受けるわけではない。
そこで、どのようなメカニズムによって、エビデ
ンスが実務に反映されるかを、無効な（あるいは
有害な）プログラムの放棄、有効なプログラムの
定着の順に見ていこう。

（1）無効な（あるいは有害な）プログラムの放棄

刑事司法に関するプログラムは信念に基づいて
いることが多く、否定的なエビデンスが提供され
た5プログラム6であっても、放棄されることは滅
多にない。しかし、否定的なエビデンスが活用さ
れ、プログラムが放棄される事例もある。そのも
っとも代表的な事例が、学校における薬物防止教
育の中核であるD.A.R.E. (Drug Abuse Resistance
Education)である。D.A.R.E.は、1980年代初めに
ロサンゼルスで始まった、制服の警察官が学校に
来て小学校5年・6年生を対象に、毎週1コマ、1学
期間、薬物教育を行うというプログラムである。
1999年の時点では、全米の学区のおよそ80％が利
用していた（Petrosino 2005, Figure 1.）。

D.A.R.E.の効果検証は、1990年代に始まり、メ
タ･アナリシス（Ennett et al. 1994）、一次研究

（たとえば、Rosenbaum et al. 1995）のいずれもが、
その効果に疑問を呈した。しかしながら、こうし
たエビデンスが直ちにD.A.R.E.の隆盛に影響する
ことはなく、むしろ、1990年代を通じてD.A.R.E.
を採用する学校は増え続けた。

この動きにストップがかかったのは、連邦教育
省のOffice of Safe and Drug-Free Schools が2001年
に発表した、List of Exemplary or Promising Safe,
Disciplined, and Drug-Free School Programs7の影響
である。このリストは、9件のExemplary プログ
ラムと33件のPromising プログラムを掲げたが、
D.A.R.E.は含まなかった。このリストが D.A.R.E.
の利用に影響を与えたのは、「研究成果に基づい
たプログラムを実施する」か、「研究成果に基づ
かないプログラムを実施する場合には2年以内に
有効性を示す」かのいずれかを選択しないと、プ
ログラムに対する連邦予算の配賦を縮小ないし中
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止するという「誘導」と併せて提示されたからで
ある。プログラムの効果検証を自力で行いうる学
区はなく、D.A.R.E.が有効であると「信じる」学
区も次々とD.A.R.E.から撤退し、他のプログラム
へと転換した。つまり、この転換は、各学区が産
出した（あるいは少なくとも理解した）エビデン
スに基づいて行われたわけではない。各学区は単
に、リストから受身的にプログラムを選んだので
ある。つまり、より上位の行政レベルの誘導によ
るエビデンスに基づく行政は、ローカルなエビデ
ンス理解を経由せず、シンプルな「オン」と「オ
フ」のメカニズムを提供した（Weiss et al. 2005）。

D.A.R.E.に関するエビデンスが実務に影響を与
えた第二のルートは、メディアを通じてである

（Petrosino 2005）。D.A.R.E.が無効であることを
人々が知ったのは、New Republic, Rolling Stone,
New York Times, Boston Globe, U.S. News and
World Report, Newsweekといった活字メディア、
Dateline, 20/20といった放送メディアが、D.A.R.E.
が無効であることや、ソルトレイクシティやミネ
アポリスといった大都市がD.A.R.E.を放棄したこ
とを報道したことによる。D.A.R.E.を自発的に放
棄し他のプログラムにスイッチした学区の実務家
は、いずれもメディアから『研究』に基づくエビ
デンスを入手していた（Weiss et al. 2005）。

D.A.R.E.の事例は、プログラムの放棄に当たり
エビデンスが活用されるメカニズムにおいては、
エビデンスのローカルな産出や理解が鍵となるわ
けではなく、むしろ、より上位の行政レベルから
の「誘導」やメディアの影響が重要であることを
示唆している。

（2）有効なプログラムの普及

プログラムの放棄とプログラムの普及は表裏一
体の関係にあり、行政的誘導が有効であることに
変わりはない8。しかし、放棄と普及は2点におい
て異なっている。第1点は、普及は、放棄と異な
り、新たな予算措置を必要とすること、第2点は、
プログラムが普及すべきコンテキストにおいても
有効であるかどうかは、そのコンテキストにおけ
る実施条件にかかっていることである。いずれの

点においても、先駆的な取組みを行っているのは、
ワシントン州議会の外部研究機関である、ワシン
トン州公共政策研究所（WSIPP: Washington State
Institute for Public Policy）9である。WSIPPは、刑
事司法分野における研究を通じて、有効なプログ
ラムの普及を図ってきた。

第1点であるが、WSIPPは、犯罪減少プログラ
ムの費用便益分析10（Aos et. al 200111; Aos et al.
200412）を行い、これをもとに議会・行政を説得
するノウハウを積み上げてきた。WSIPPの研究者
Aos（2005）は、政府はサービスの購入者である
から、研究者はエビデンス（＝商品）の生産では
なく消費に目を向けなければならないと主張し、
商品を買ってもらうためには、次の3点が重要だ
と指摘している。

①売り込んでくれる人。私心のない、鍵となる
議員を一人か二人確保する。政治では、何を
伝えるかより誰が伝えるかのほうが大事であ
る。

②売り込むタイミング。メディアの見出し記事
とタイミングを合わせる。

③セールストーク。経済的な観点（費用と便益）
をきちんと示し、プログラムを導入する提案
は無効なプログラムをカットする提案とセッ
トとするのがよい。

このように、WSIPPの真骨頂は、ローカル・ポ
リティックスをいかに説得するかというノウハウ
にある。③で強調される経済的な観点を担うのが、
費用便益分析である。Aos et al.（2004）は、61件
の非行の予防・処遇プログラムの費用便益分析を
行い、うち38件について便益が費用を上回ること
を見出し、十分に納税者の期待に応えうるプログ
ラムがある13と結論付け、州議会及び州知事に対
し、次の2点を提言している。

①行政的誘導：研究によって有効であることが
示されているプログラムに予算を配賦し、同
時に、研究によって無効であることが示され
ているプログラムを廃止すること（そして、
そのプログラムに充てられていた予算を有効
なプログラムに振り替えること）。また、地
方の行政体（市、郡など）が、研究に裏付け
られたプログラムを優先的に実施するような
インセンティブを設けること
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②エビデンスの実践：　研究によって有効であ
ることが示されているプログラムであって
も、実施上の十分な品質管理がなければ、現
場で有効であるとは限らないこと

②が、先ほど指摘した、第2点に当たる。
WSIPPは、Blueprintsで取り上げられたFunctional
Family Therapy（FFT）などのプログラムを州規
模で追試を行っているが、その結果、Barnoski

（2004）は、職務能力を備えた担当者が実施する
か否かで、プログラムの効果が異なることを見出
した。たとえば、FFTは、職務能力を備えた担当
者が実施した場合、重罪再犯を38％減少

．．
させたが、

備えていない担当者が実施した場合、16％増加
．．

さ
せた。費用便益分析に換算すると、前者は1ドル
の投資あたり10.69ドルの利益、後者は4.18ドルの
損失であった。WSIPPではこの研究の予備的知見

（Barnoski 2002a; 2002b）に基づき、処遇の実施の
質、及び担当者の質を担保し、再犯率・プログラ
ム修了率・再犯リスク要因を測定することにより
プロセス管理を行うための基準（Barnoski et al.
2003）を策定した。

プログラム実施の質が重要だというこの知見
は、Petrosino and Soydan（2005）によっても確認
されている。彼らは、1945年から1993年にかけて
公表された、個人を介入単位とし、犯罪行動をア
ウトカムとする、RCTないし擬似RCT（交替での
割付）を300件見出し、（19件を情報不足として除
外して）281件をサンプルとするメタ・アナリシ
スを行った。その結果、サンプルすべてを統合し
た効果値は「.10」であるが、プログラム開発者
自身が評価者である場合には効果値が「.47」と
大きいことを見出した。この結果は、処遇がモデ
ルどおりに行われることの重要さ、すなわち、処
遇の忠実さ（fidelity）の重要さを示していると解
釈できる14, 15。

以上、プログラムの普及に当たりエビデンスが
活用されるメカニズムにおいては、（政策決定者
に対しては）費用便益分析による経済的な根拠を
もった説得、（実務家に対しては）プロセス管理
による処遇の忠実度の確保が鍵となることが明ら
かとなった。

さて、処遇の忠実さがこれほどまでに処遇効果
に大きな差を及ぼすとすると、従来、Be s t
Practiceといわれてきたプログラムの、実施コン
テキストを超えた頑健性16に疑問を呈さざるを得
ない。そこで、有用なのが手法2によるエビデン
スの活用である。

3．手法2：「有効なプログラム」に関す
る原則の適用によるエビデンスの活用

特定のプログラムについてRCTやSRを行うの
ではなく、非行の予防・処遇全般についてSR、
とりわけ、メタ回帰分析を行うことで、一般的に
どのようなプログラムが有効かという原則を抽出
することができる。Howell and Lipsey （2004）は、
これまで実施されたSR（例えば、Lipsey 1992;
Lipsey and Wilson 1998）に従い、プログラムの有
効さは、①主たるサービス、②従たるサービス、
③サービスの密度・期間など実施上の要素、④対
象者とのマッチングの4つの要素によって決まり、
これらの要素について有効な内容を提供できれ
ば、そのプログラムの再犯率を最小化することが
できると予測する。例えば、①（非行予防プログ
ラムとして）親の訓練・カウンセリング、対人関
係訓練、個人別学習支援、（審判命令として）家
族カウンセリング、個人別学習支援、メンタリン
グ、②行動マネジメント、ライフ・スキル、密接
な監督、認知行動療法、③15週間以上にわたって
31日間以上のプログラム提供、④ハイリスクの年
少の少年といった内容である（Lipsey 2003）。
HowellとLipseyは、こうした要素を組み合わせる
ことで、プログラムの有効さを評定するためのツ
ールである、Standardized Program Evaluation
Protocol（SPEP）を提案している。表1に、SPEP
に基づき、主たるサービスを家族カウンセリング
とした場合の、評定用フォームを示した。

このフォームは、プログラムの設計図としても、
また、自らの実施しているプログラムの採点表と
しても用いることができる。SPEPの得点は、再
犯率の予測と表裏一体の関係になっている。つま
り、得点が上がるほど、予測される再犯率が下が
る仕掛けとなっている。つまり、SPEPに基づい

津富　宏
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てプログラムを設計すれば、より低い再犯率が予
測できる。手法2に従えば、特定のBest Practiceに
対する厳密な忠実さを求められることはない。む
しろ、大きな意味での原則に従っている限りにお

いて、非行の予防・処遇プログラムは、一定の再
犯率の減少をもたらすことが統計的に予測できる
のである。

表2は、①から④の要素を適切に組み合わすこ

刑事司法におけるエビデンスの活用：非行の予防・処遇を中心として

（出所）Howell and Lipsey (2004) Figure 2

表1　「有効なプログラム」の原則に基づくプログラムの有効さの評定 

審判命令によるプログラム 

主たるサービス：　家　族　療　法 60点 
従たるサービス 

　□　親の訓練　10点 

　□　個人カウンセリング　2点 

　□　なし　0点 

サービスの期間 

　□　なし　　0点 

　□　67％　6点 

直接的なサービス提供の日数 

　□　なし　　0点 

　□　67％　8点 

過半数の少年のリスクレベル 

　□　低リスク　2点 

　□　高リスク　4点 

少年の年齢 

　□　14歳以下　5点 

　□　15歳以上　2点 

合計点 

□　薬物／アルコールカウンセリング　6点　　　 

□　メンタリング　4点 

　 

 

□　33％　3点 

□　100％　9点 

　 

□　33％　4点 

□　100％　12点 

（出所）Howell and Lipsey (2004) Table 1

表2　「有効なプログラム」の原則に基づく再犯率の予測 

審判命令によるプログラム 

条件 再犯率 

.40 

.34 

.32 

.28 

.24
 

 

.21

プログラムに参加していない少年の再犯率（統制群の追跡6ヵ月後の値） 

平均的なプログラムに参加している少年の再犯率 

平均以上の主たるサービスを受けた少年の再犯率 

平均以上の主たるサービスと最良の従たるサービスを受けた少年の再犯率 

平均以上の主たるサービスと最良の従たるサービスを、最良の実施条件（実施期間及び接触日数） 

で受けた少年の再犯率 

平均以上の主たるサービスと最良の従たるサービスを、最良の実施条件（実施期間及び接触日数） 

で、対象者適性（リスク及び年齢）がマッチした少年が受けたときの再犯率 
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とによって予測される、再犯率がどんどん下がっ
ていくことを示している。つまり、表2は、表1に
おいて得点の高いプログラムを設計すればするほ
ど、予測される再犯率が低くなることを示したも
のであるといえる。

Best Practiceといわれるプログラムも、ひとつ
だけの要素で出来上がっているわけではなく、複
数の要素の組み合わせである。手法2は、プログ
ラムの有効さの「素

もと

」を四つの要素にいったん分
解して組み立てなおそうという発想であり、予
防・処遇プログラム提供者に、自らが提供してい
るプログラムがどのように有効である（ない）か
を本質的に理解させるという機能をもっている。
HowellとLipseyは、SPEPに基づく少年司法サービ
スの改善を、ノースカロライナ州で展開中である
17。

4．おわりに

海外で産出されたエビデンスを、わが国のコン
テキストで活用しようというとき、いずれの手法
がより有用であろうか。手法1は、Best Practiceの
細部にいたるまでの再現を求める。現時点までの
研究成果を見ると、プログラムは実施コンテキス
トに対して頑健ではなく、その効果は、実施の忠
実さに大きく依存している。海外で開発されたプ
ログラムを、コンテキストの大きく異なるわが国
において忠実に実施し、効果を挙げることは可能
なのだろうか。しかも、Best Practiceはいずれも
有償のパッケージプログラムであるため、これを
わが国に導入するためには、新たな予算措置を講
じなければならず、費用負担の問題が大きい。

一方、手法2は、SRで見出された一般的な原則
に基づいて、サービスを構築するという考えに立
っているため、手法1のようにプログラムの頑健
さを要求しない。また、SPEPは、現行のプログ
ラムの評定を出発点にしてその改善を図る仕組み
であって、新たなプログラムの導入を要求するわ
けではないから、直ちにわが国の実務を直ちに否
定しない。

以上、二つの手法を比較すると、わが国におい
ては、手法2に立ってエビデンス活用を図ること

が現実的であると考える。

女児の殺人など、悲惨な事件が大きく報道され
るたびに、わが国のメディアでは、海外の犯罪対
策の安易な「導入」が提唱されがちである。現時
点において、RCTやSRの実践を欠いているわが
国は、エビデンスの「輸入国」として、エビデン
ス産出よりも、むしろ、エビデンス活用の手法に
ついての議論を深める必要がある。

注記

1  たとえば、①最低50単位が実験群あるいは統制群に

割り付けられた、②犯罪をアウトカムとしている、

③英語で発表されたRCTは、1957年から1981年の間

に35件、1982年から2004年の間に83件あることが報

告されている（Farrington 1983; Farrington and Welsh

2005）。また、Petrosino and Soydan（2005）は、犯罪

行動をアウトカムとする、メタ・アナリシスが50件

あることを報告している。

2  現時点で、完了し公表されたSRが2件（Scared

Straight 及びブートキャンプ）、完了し審査中のSRが

12件、プロトコルが承認されたSRが7件、プロトコ

ルが審査中のSRが11件、タイトルのみ承認された

SRが9件である（CCJG Steering Group 2005）。ブー

トキャンプとは、矯正施設を、新兵訓練所に模して

運営することにより、更生を図るという処遇である。

3 http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/

4 処遇プログラムを登録商標化する流れは、心理療法

の商業化に淵源を持つ。

5  社会政策に関するエビデンス提供するウェブサイト

には、エビデンス提供の仕方をみると、2種類ある。

一つは、効果検証の結果を、プログラムが有効であ

るか無効であるかにかかわらず報告するウェブサイ

ト、もう一つは、有効なプログラムのみをリスト化

し、推奨するウェブサイトである。前者は、無効な

（あるいは有害な）プログラムを明示的に示すこと

により、後者は、無効な（あるいは有害な）プロブ

ラムを推奨リストから外すことにより、無効な（あ

るいは有害な）プログラムを実務から排除すること

を狙っている。

6  たとえば、Scared Straight（エビデンスは、Petrosino

et al. 2003）は有害、ブートキャンプ（エビデンスは、

津富　宏
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Wilson et al. 2005）は無効と、否定的エビデンスが

示されたにもかかわらず放棄される気配がない。

7  http://www.ed.gov/admins/lead/safety/exemplary

01/exemplary01.pdf

8  先述した、教育省と同様の取組みは、司法省におい

ても行われている。同省のOJJDPはすべてのプログ

ラムにロジック･モデルを導入し、アウトプットの

業績指標としてBest Practiceモデルを用いているかど

うかを含めている。

Best Practiceは研究及び評価によって少年非行を防

止・抑止する効果があると認められた対策及びプロ

グラム。Best Practiceモデルは狙いとするアウトカ

ムを達成することが、厳密な評価及び追試によって

示されたプログラム・モデルを含む。モデルプログ

ラムについての情報は、OJJDPのModel Programs

Guide、CSPVの Blueprints、健康福祉省薬物乱用・

精神衛生管理局（SAMHSA：Substance Abuse and

Mental Health Service Administration）の Model

Programs、各州のモデルプログラムに関する情報源

などから得られる」と定義されている。ロジックモ

デルは、OJJDPのすべての助成プログラムを対象と

するため、大きな影響を与えるものと思われる。

9 http://www.wsipp.wa.gov/

10 刑事司法における費用便益分析において困難なの

は、便益の算出（犯罪のもたらす費用の算出）であ

る。この分野の研究は、Cohenが研究を集大成

（Cohen 2005）したほか、医療経済学を応用した論

考（例えば、Dolan et al. 2005）も現れ、活況を呈し

ている。2002年には、コクラン共同計画とキャンベ

ル共同計画のジョイントの経済学方法論グループ

（Campbell & Cochrane Economics Methods Group

http://www.c-cemg.org/）が結成されている。

11  http://www.wsipp.wa.gov/rptfiles/costbenefit.pdf

12  http://www.wsipp.wa.gov/rptfiles/04-07-3901.pdf（本

文）http://www.wsipp.wa.gov/rptfiles/04-07-3901a.pdf

（補遺A）http://www.wsipp.wa.gov/rptfiles/04-07-

3901b.pdf（補遺B）

13 例えば、最も有効とされているのは、Dialectical

Behavior Therapyという認知行動療法であり、少年

一人当たり、便益が32807ドル、費用が843ドルで、

差し引き31243ドルの利益があると試算されてい

る。

14 もちろん、評価者自身の利害の意識的・無意識的な

利害の反映の結果としても解釈することができる。

15 CSPVはModelプログラムの普及を目指し、Blueprints

Conference 2006（http://www.blueprintsconference.

com/）を2006年5月に開催する。このカンファレン

スでもプログラムを忠実に実施するための工夫が一

つの中核的なテーマである。

16 例えば、Curtis et al.（2004）の、Multisystemic

Therapyに関するメタ・アナリシスでは、プログラ

ム開発者が担当者の研修とモニタリングに主体的に

取組み、かつ、担当者が博士課程の学生だった場合

と、プログラム開発者が研修とモニタリングに主体

的に取り組まず、かつ、担当者が修士課程の学生だ

った場合を比較して、前者では効果値が「.81」、後

者では「.28」と大きな差があることを報告してい

るが、この結果も、忠実さの違いを反映しているよ

うに思われる。最近発表された、Multisystemic

Therapyのメタ･アナリシス（Littell et al. 2005）にお

いて効果が見出されなかったのも、プログラムが普

及するにつれ、忠実度が担保できなくなった結果だ

と解釈することもできる。

17  http://www.ncdjjdp.org/jcpc/evaluation.html
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Utilization of Evidence in Criminal Justice 
with a Focus on Prevention and Treatment of Delinquency
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Abstract

Scientific evidence produced by RCTs（randomized controlled trials）and quasi-experiments and SRs
（systematic reviews）has been accumulated in criminal justice, especially as regards delinquency prevention and
treatment.  We now face the challenge of how to utilize the evidence so that it can be put into practice.  In this
article, the author describes two approaches to evidence utilization so far developed in the U.S. and discusses the
relative applicability of these approaches to a Japanese context.  The first approach is a model program approach
which encourages practitioners to discard ineffective and harmful programs and to adopt effective model programs
based on the results of RCTs and/or SRs while the second approach is a model principle approach which
encourages practitioners to assess and improve their programs in terms of effective program principles derived
from SRs.  The second approach is preferred as a method of utilizing evidence in Japan firstly because it does not
require the robustness of programs across contexts and secondly because it allows us to improve Japanese criminal
justice practices without replacing them. 
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はじめに

エビデンスに基づく施策の採用を目指す最近の
評価研究の流れにあって、新しい動きとして注目
されるのが、アメリカの教育改革とWhat Works
Clearinghouse（WWC）の動向である。ブッシュ
政権は、州や学校現場に対し、エビデンスに基づ
いた意思決定を求める法改正を行っており、そう
した意思決定を支援するために、評価研究の系統
的レビュー（Systematic Review）を提供する情報
サイトであるWWCが開設された1。

エビデンスの系統的レビューの試みとしては、
保健医療分野のコクラン共同計画や、社会科学の

キャンベル共同計画が先行している。WWCも両
計画に大きな影響を受けているが、コクランやキ
ャンベルとの重要な違いは、WWCは開設の時点
ですでに、コンテンツに対する需要が用意されて
いるという点にある。WWCによって今後、充実
が図られていくコンテンツは、アメリカの教育現
場の意思決定に、ダイレクトな影響を与えること
が予想される。

本稿では、アメリカの教育改革におけるエビデ
ンスの重視とWWCの現状について、関連する議
論の動向を含めながら紹介する。

【研究ノート：依頼原稿】

エビデンスに基づく教育
―アメリカの教育改革とWhat Works Clearinghouseの動向―

要　約

アメリカの「子どもを一人も落ちこぼれにしないための2001年法」（NCLB法）は、教育現場にエビデン
スに基づく施策の採用を求めている。エビデンスとして特に重視されるのが、実験デザインを用いた評価
研究である。教育省は、評価研究に関する信頼できる情報を提供することを目的に、What Works
Clearinghouse（WWC）というウェブサイトを開設した。評価研究の系統的レビューを行い、その結果を
エビデンス･レポートとして掲載している。WWCはまだ構築の途上であるが、今後、どのようにコンテン
ツが充実され、教育現場に採用されていくのか、動向が注目される。

日本の教育界にとっても、エビデンスを重視するNCLB法の発想は示唆的である。わが国でも、信頼性
の高い評価研究を蓄積し、系統的レビューを行っていく意義は大きい。

キーワード

エビデンス、プログラム評価、実験デザイン、教育、What Works Clearinghouse

田辺　智子
国立国会図書館
s-tanabe@ndl.go.jp

日本評価学会『日本評価研究』第6巻第1号、2006年、pp.31-41
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1. アメリカの教育改革とエビデンスの重視

（1）「子どもを一人も落ちこぼれにしないため
の2001年法」

2001年に誕生した現ブッシュ政権は、教育を最
優先の政策課題と位置づけ、政権発足後いち早く
教育改革に着手した。2002年1月には、超党派の
支持を受け、「子どもを一人も落ちこぼれにしな
いための2001年法」（No Child Left Behind Act of
2001：NCLB法2）が成立した。NCLB法の基本的
目的は、アメリカの教育水準を引き上げることに
置かれている。そのために、州や学校の裁量を拡
大し、代わりに子どもの学力向上という「結果」
に対する責任を厳しく問うアカウンタビリティ･
システムが導入された。その他、具体的な施策と
して盛り込まれたのは、読解力の向上、親への情
報と選択権の付与、教師の質の向上、学校の安全
確保、テクノロジーを活用した教育の促進などで
ある（松山2001）。

以上に加え、NCLB法は、それまでにない重要
な特徴を持っていた。科学的研究によって有効性
が裏付けられた施策や指導法の重視である。
NCLB法の条文には、100回以上も「科学的根拠
のある研究」（Scientifically-Based Research）とい
う表現が登場する。たとえば、「科学的研究に基
づいて総合的な読解プログラムを構築した州政府
に対し予算を与える」、「不利な条件にある生徒へ
の教育サービスの計画にあたっては、科学的根拠
のある研究結果を考慮しなければならない」、「若
者の暴力やドラッグを防止すると科学的に示され
た施策に予算を振り向ける」といった具合である

（Reyna 2005；U.S. Department of Education 2002）。
NCLB法のベースにあるのは、連邦政府はこれ

まで教育に多額の予算を投入してきたにもかかわ
らず、学力向上という成果につながっていないと
いう問題意識であった。そして、成果を上げるた
めの手段の一つと位置づけられたのが、科学的に
有効性が確認された施策の採用、つまりエビデン
スの重視である。

（2）何がエビデンスとされるのか

では、NCLB法のいう「科学的根拠のある研究」
とは、具体的にどのようなものを指すのだろうか。
同法の第9101条では、その定義を次のように与え
ている。「教育活動や施策に関する妥当で信頼で
きる知識を得るための、厳格･体系的かつ客観的
な手続きの適用を含む研究」であって、それには、
観察や実験に基づく体系的･実証的研究、仮説の
検証を伴うデータ分析、実験デザイン･擬似実験
デザインを用いた研究などが含まれる。

この定義からは、実験デザインや擬似実験デザ
インが「科学的根拠のある研究」に含まれること
は読み取れるが、定義を満たす研究の要件は必ず
しも明らかではない。また、一般の教育関係者に
は、こうした分析手法は必ずしも馴染みのある概
念ではなかった。このため、「科学的根拠のある
研究」をどのように解釈し運用するか、教育現場
に戸惑いが生じることとなった。

こうした状況を受け、教育省は、2003年12月に
「厳密なエビデンスによって裏付けられた教育実
践の識別と実施：ユーザーフレンドリー･ガイド」
と題したガイドラインを発表した（Coalition for
Evidence-Based Policy 2003）。このガイドライン
では、教育にかかわる介入（intervention）の有効
性を、どのように見極めるかを説明している。

それによれば、最も厳密なエビデンスが得られ
るのは、ランダム化比較試験（Randomized
Controlled Trial: RCT）である。生徒やクラス、学
校などをランダムに実験グループと比較グループ
に分けるこの方法によれば、他の要因による影響
を排し、純粋な介入の効果を測定することができ
るとされた。教育分野でのRCTの適用例としては、
学力面で遅れをとるリスクのある子供に対する個
別指導、学級規模の縮小、英語習得のための発音
練習などを対象としたものがあり、それぞれ有効
性が確認されている。

教育分野でより広く使われているのは、ランダ
ム化以外の方法で比較グループを設定する擬似実
験デザインである。この方法では、グループ間に
存在する見かけではわからない差異のために、正
しい結果が得られない場合がある。同ガイドライ
ンは、RCTと擬似実験デザインで正反対の結果が
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出たケースを紹介し、この方法だけで最終的な結
論を出すことはできないとしている。さらに、学
校現場でしばしば行われる事前事後比較では、意
味のある評価結果は得られないとされた。比較グ
ループがないままに施策を適用し、実施前と実施
後のデータを比較しても、その変化が施策による
ものなのか、施策が無くても生じたものなのかが
区別できないためである。

このように、教育省は、施策のエビデンスとし
てRCTを最も上位に位置づけている。RCTは、医
学や農学などの自然科学で一般的に用いられてき
た手法である。それを教育分野にも採用し、施策
の有効性をあらかじめ実験的に確かめることが意
図されている。

（3） RCTをめぐる論争　

このRCTの重視は、教育や評価にかかわる研究
者の間に、大きな論争を巻き起こすこととなった。
その論点は多岐にわたるが、ここでは二つの主要
な論点に絞って紹介する。

第一の論点は、RCTを他の評価手法より上位に
位置づけることの是非である。一部の評価研究者
からは、擬似実験や相関分析などでも因果関係の
検証は可能であり、RCTが現実社会の複線的な因
果関係を検証するのに適さない場合もあるなどの
反論が提起された（Donaldson and Christie 2005,
p.63）。こうした見方は、上記の教育省の立場と
真っ向から対立する。

第二の論点は、教育現場でRCTの広範な適用が
可能かどうかという問題である。社会科学におけ
るRCTの実施は、倫理的に難しい場合があること
が指摘されている。加えて、学校や生徒を取り巻
く状況は多様かつ複雑であるため、医療分野で行
われるような統制された実験は難しく、実験結果
の一般化もしにくいという議論がある（Glenn
2004）。これに対し、RCTを擁護する立場からは、
医療においても患者の個人差や症状の多様性を織
り込んだ上で一般化可能な実験を行っているとい
う反論が示されている（Slavin 2004）。

多くの場合、RCTに批判的な論者であっても、
必ずしもRCTの有用性自体を否定しているわけで
はない3。RCTは強力な評価手法ではあるが、現

実に適用できるケースは限られており、RCT以外
の研究にも重要な役割があるというのがその主張
である。反対に、RCTを擁護する論者も、RCT以
外の手法の有用性を否定しているわけではない。
NCLB法のいう「科学的根拠のある研究」には
様々な研究が含まれうるが、施策の有効性、すな
わち "What works?" という問いに答えるために
は、RCTが最も有用だというのがその主張なので
ある（Mageau 2004, p.2）。

アメリカの評価関係者の間には、実験デザイン
に代表される定量的評価の優位性を主張する立場
と、定性的評価を重視する立場とがあり、長い間、
論争を繰り返してきた歴史がある（龍・佐々木
2000、pp.12-14）。上記の意見対立には、こうし
た従来からのパラダイム論争が色濃く反映されて
いる。いいかえれば、NCLB法を契機に初めて
RCTをめぐる論争が巻き起こったわけではなく、
専門家の間で続いてきた大きな論争が、NCLB法
によってあらためて表面化したということになろ
う。

（4）労働･福祉分野の経験

以上のような議論があるにもかかわらず、RCT
の有用性が、ここにきて強調されているのはなぜ
なのだろうか。一つの重要な背景となっているの
は、コクラン共同計画とEBM（Evidence-Based
Medicine）の発展、キャンベル共同計画やイギリ
スにおけるエビデンス重視の動き（Evans and
Benefield 2001）であろう。こうした一連の活動
の中では、RCTは最もレベルの高いエビデンスを
産出するものと位置づけられている。これに加え
アメリカの場合、労働や福祉など他の社会科学分
野において、RCTがすでに広く実施され、政策決
定に影響を与えてきた経緯があることを指摘して
おきたい。

アメリカで、社会科学におけるRCTの適用が始
まったのは1960年代である。その時点では、現実
社会における実験が果たして可能なのかどうか、
また有用な情報が得られるのかどうかは未知数で
あった。それ以降、労働、社会福祉、刑事司法な
どの分野で、数多くのRCTが実施されてきたが、
特に事例が多いのは、福祉政策が雇用に与える影
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響 や 、 職 業 訓 練 を 対 象 と し た R C T で あ る
（Greenberg and Shroder 2004）。この結果、RCTは
十分に適用可能であり、政策決定に有用な情報を
与えうることがわかってきた。

RCTの結果が、政策決定に直接的な影響を与え
た例の一つに福祉改革がある。1996年までの社会
保障法では、州が新しい福祉改革アプローチを試
行する際に評価を義務付けていたため、州の施策
を対象とした数万人規模のRCTが実施された

（Gueron 2002, p.33,42）。1988年には、福祉受給者
の就職を支援する法改正が行われたが、そこでは、
RCTによる評価結果が重要な役割を果たしたとさ
れる（Szanton 1991）。

RCTは、評価結果の信頼性が高いことから、他
の手法に比べ、政策決定への影響力が大きいと指
摘されている（Burtless 2002, p.183）。たとえば、
1980年代の労働省の職業訓練プログラムでは、擬
似実験による評価結果にバラつきがあり、正しい
施策の効果が判然としなかった。このため、専門
家の助言を受けた労働省がRCTによる評価を行っ
たところ、若年層を対象とした職業訓練には効果
がないことが判明し、この結果、効果が認められ
た他の年齢層に大きく予算が振り替えられた。
RCTによる評価結果に説得力があったため、議会
も抵抗なく行政府の決定に従ったという。

こうした経験を通じ、労働や福祉の分野では、
RCTはもはや特別なものではなくなっており、プ
ログラム評価の一環として、ごく普通に実施され
ている。Abt Associates、Mathematica Policy
Research、 MDRC（Manpower Demonstration
Research Corporationから2003年に改称）など、
RCT実施のノウハウを持つコンサルタントも成長
した。MDRCは、2002年までの時点で30の大規模
なRCTを実施しており、200以上の地域において
30万人近い人々を対象としたという（Gueron
2002, p.16）。

これに対し教育分野では、RCTが行われる場合
も、施策の有効性評価よりは理論的な検証が多く、
実験期間も短かったと指摘されている（Slavin
2002, p.16）。教育施策のRCTの事例としては、
1960年代に早期教育の有効性を評価したペリー就
学前教育プロジェクトや、1980年代に学級規模と
学力の因果関係を検証したテネシー州STARプロ

ジェクトなどが有名である。しかし、全体として
見れば実施は限定的であった。

労働･福祉分野と教育分野で、このような違い
が生まれた背景として、次のような要因が指摘さ
れている（Burtless 2002；Gueron 2002）。まず、
労働省や保健福祉省では、経済学者など厳密な評
価に積極的な専門家が影響力ある地位に就いた
が、教育省では、そうした状況が生まれなかった。
また、福祉では連邦政府の政策への影響力が大き
いのに対し、教育は原則として州の所管であり、
連邦の影響力が小さかったことがある。連邦のほ
うが評価予算や人材面で恵まれているため、連邦
の影響力が大きい分野のほうが、RCTが実施され
やすい傾向がある。さらに、労働や福祉分野では、
短期間で実施できる介入が多いこと、実験グルー
プによる比較グループへの波及的な影響を遮断し
やすいことなど、教育と比較して実験の実施に適
していた要素もあった。

果たして、このような過去の傾向をくつがえし、
教育分野でのRCTの産出と利用は進むのだろう
か。その答えは、今後、実際にNCLB法を運用し
ていく中で検証していくほかはないように思われ
る。そして、NCLB法の成否の一つのカギを握っ
ているのが、次に述べるWWCの動向である。

2. What Works Clearinghouse（WWC）
の概要と現状

（1）目的と位置付け

NCLB法によって、教育界には、エビデンスを
求める強い需要が生まれた。しかし、膨大な教育
分野の研究の中から、質の高いエビデンスを見分
けることは容易ではない。NCLB法を運用してい
くためには、科学的研究をわかりやすい言葉で教
育関係者に伝える仕組みが必要となる。この役割
を期待されているのが、WWCによる系統的レビ
ューである。

WWCは、教育にかかわる政策、施策、活動、
製品の有効性について、最新で質の高いレビュー
を提供し、エビデンスに関する信頼できる情報源
となることを目的としている。2004年7月には、

田辺　智子
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第一弾のレビュー結果を掲載したウェブサイトが
公開された。WWCの運営は、教育省の教育科学
研究所が、American Institute for Research とキャ
ンベル共同計画によるジョイント･ベンチャーへ
の契約を通じて行っている。

（2）系統的レビューのプロセス

WWCにおける系統的レビューのプロセスは、
以下のとおりである。

①レビュー･トピック
まず第一に、レビュー対象となるトピックが選

定される。WWCは、ウェブサイトや専門家のネ
ットワークを通じ、トピックの候補を募集してい
る。選定にあたっては、生徒への成果が期待でき
るか、現場での適用可能性があるか、教育関係者
にレビューに対する需要があるか、科学的研究が
存在しそうかどうか、などが基準とされる。表1
に、WWCがこれまでに選定したレビュー･トピ
ックをまとめた。

②レビュー･チーム
続いて、あるトピックを担当するレビュー･チ

ームが編成される。それぞれのチームには、当該
分野の専門家と分析手法の専門家がアドバイザー
として含まれる。彼らの指導のもとで複数のリサ
ーチ･アナリストがレビューを行い、プロジェク
ト･コーディネーターがレビュー･プロセス全体の
監督を行う。

③文献検索とスクリーニング
レビュー･チームはまず、体系的かつ包括的な

文献検索を行い、当該トピックにかかわる研究を
収集する。検索対象には、査読誌だけでなく、非
査読誌や非出版物も含まれる。教育関係者や出版
社などが、関連する研究を推薦することもできる。
集められた研究は、トピックとの関連性や新しさ
などの観点からスクリーニングされる。

④エビデンス基準
続いてレビュー･チームは、個々の研究のエビ

デンスとしての信頼性をWWCエビデンス基準に
基づいて判定する。その結果、それぞれの研究は、
以下の3カテゴリーにランク付けされる。

◎「エビデンス基準を満たす」…RCT、回帰非
連続デザイン

○「留保つきでエビデンス基準を満たす」…擬
似実験デザイン、ランダム化･サンプルの脱
落･実施過程等に問題のあるRCT、サンプル
の脱落･実施過程等に問題のある回帰非連続
デザイン

×「エビデンス･スクリーンを通らない」…上
記以外の研究

「エビデンス基準を満たす」、「留保つきでエビ
デンス基準を満たす」と判定された研究は、介入
の正確さ、アウトカム指標、統計分析などの重要
な側面について、さらなるレビューを受ける。

⑤エビデンス･レポート
レビューの結果は、WWCの最終成果物である

エビデンス･レポートにまとめられる。これに含
められるのは、「エビデンス基準を満たす」、「留
保つきでエビデンス基準を満たす」と判定された
研究のみである。エビデンス･レポートには、
個々の研究の要約である「研究レポート」、介入
ごとのエビデンスをまとめた「介入レポート」、
トピック全体のレビュー結果を総合した「トピッ
ク･レポート」の3種類がある（表2）。WWCは、
新しい研究結果を含めるために、エビデンス･レ
ポートを定期的にアップデートする予定である。

エビデンスに基づく教育
－アメリカの教育改革とWhat Works Clearinghouseの動向－

 
 ・中学校の数学カリキュラム 
 ・小学3年生までの初期の読解 
 ・人格（道徳）教育 
 ・高校の退学防止策 
 ・英語を母語としない小学生の英語学習 
 ・小学校の算数カリキュラム 
 ・3～5歳児の就学前教育 
 ・中学校・高校の非行・暴力的行動の防止策 
 ・成人の読解力向上策 
 ・小学生同士の相互指導とグループ学習 
 

表1　WWCで選定されたレビュー・トピック 

（出所）WWC ウェブサイトをもとに 
　　　    筆者作成 <http:w-w-c.org/topics/current_topics.html> 
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⑥品質管理
WWCには、リサーチ･デザインや評価研究の

専門家からなるテクニカル･アドバイザリー･グル
ープ（TAG）が儲けられている。レビュー･プロ
セスのあらゆる段階で、このTAGやその他の専
門家によるピア･レビューが行われる。また、レ
ビューを受けている研究の実施者や、レビュー対
象の教育ソフトウェアの開発者などにも、エビデ
ンス･レポートをレビューする機会が与えられる。
最後に、教育省がレビュー･プロセスが適切だっ
たかを検証し、承認されたものがウェブサイトに
アップされる。

（3）系統的レビューの実際

現時点で、WWCのウェブサイトに掲載されて
いるエビデンス･レポートは、「中学校の数学カリ
キュラム」というトピックに関するもののみであ
る。ここでは、その概要を紹介する。

アメリカでは、国際的な学力調査でアメリカの
子どもの数学力が低位に甘んじていることもあ
り、数学力を向上させねばという問題意識が強い。
そのための方策の一つとして、画一的な内容だっ
た従来の教科書に代わる、新しいタイプの数学カ
リキュラムの開発が進んでいる。新種の教材、コ
ンピュータ･ソフト、ビデオなどを用い、指導方
法を工夫することによって、生徒の数学的理解を
深めることを意図したものである。こうした数学
カリキュラムは、すでに一部で普及が始まってい
るが、その有効性については専門家の間でも見解
が分かれていた。

WWCは、様々な情報源をもとに、中学生を対
象とした44種類の数学カリキュラムを特定した。
このうち、関連する評価研究が存在した20種類の
カリキュラムに対するレビュー結果が、WWCウ
ェブサイトに掲載されている（表3）。これらカリ
キュラムに対する評価研究のうち、文献検索の段
階でのスクリーニングを通過したものは78件であ
った。それらがエビデンス基準に基づいてレビュ
ーされた結果、4件が「エビデンス基準を満たす」、
6件が「留保つきでエビデンス基準を満たす」と
判定され、残る68件は「エビデンス・スクリーン
を通らない」とされた。この結果、10件の研究レ
ポートと5件の介入レポートが作成された。表4に、
介入レポートの要約表の一例を示す。

トピック･レポートは、以上のレビュー結果を
総合したものである。エビデンス基準を満たす研
究が存在したのは、表5に示す5種類のカリキュラ
ムである。このうち、統計的に有意な有効性が示
されたのは、Cognitive Tutor と I CAN Learn
Mathematics Curriculum の2種類であった。それぞ
れについて有効性を示す研究は1件のみである。
こうした結果から、トピック･レポートでは、中
学校の数学カリキュラムについてのエビデンスは
貧弱であるとして、評価手法の改善を呼びかけて
いる。

ここで注意してほしいのは、ある介入について
十分なエビデンスがあるということと、その介入
が有効であるということとは別だという点であ
る。信頼性の高い研究が存在したとしても、その
結果が「当該介入は有効でない」という場合もあ
る。同様に、ある介入についてのエビデンスが存

田辺　智子

（出所）WWC ウェブサイトをもとに掲載されているエビデンス・レポートをもとに筆者作成 
　　　    <http:w-w-c.org/topics/current_topics.html> 
 

表2　WWCのエビデンス･レポート 

レポート 

研究レポート 

介入レポート 

トピック･レポート 

エビデンス基準を満たす個々の研究を要約したもの。当該研究の概要、研究結果、エビデンス
基準を満たすかどうか、研究の長所と短所などが記載される。 

エビデンス基準を満たす研究（留保つきであってもよい）が一つ以上ある介入について作成さ
れる。当該介入についての説明、個々の研究結果の要約、全体としてのエビデンスの強さなど
が記載される。付録として、個々の研究から得られた統計データの概略が掲載される。 

当該トピックに関連するすべてのレビュー結果をまとめたもの。エビデンス基準を満たす全研
究結果が要約され、総合的なエビデンスの状況が説明される。 

内　　容 
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在しないということは、その介入が有効でないこ
とを意味しない。まだ科学的に有効性が検証され
ていないだけで、今後の研究しだいで有効性が明
らかになる可能性もある。

（4） WWCと意思決定

冒頭でも述べたように、WWCの場合、エビデ
ンスの使い道がNCLB法によってあらかじめ用意
されている点が、キャンベル共同計画やコクラン
共同計画との大きな違いである。今後、WWCで
収集され、レビューされたエビデンスが、どのよ
うに教育現場で活用されていくかが注目される。

教育省の関係者は、WWCはあくまで意思決定
を助ける情報を提供するものであり、特定の施策
や製品を支持するものではないという点を強調し

ている（Megeru 2004, p.35）。NCLB法はエビデン
スに基づいた施策の採用を求めてはいるが、実際
にどのような施策を科学的根拠があると判断する
かは現場に委ねられており、WWCのエビデンス
基準を満たす施策のみを採用せよということでは
ない。つまり、WWCはあくまで参考情報である
というのが教育省の立場である。

しかし、教育現場は、WWCをもっと拘束力の
あるものと捉え、過剰に反応するおそれも指摘さ
れている。これは、連邦の補助金を受ける際に、
特に問題となる。NCLB法のいくつかの条文では、
連邦の交付する資金を「科学的根拠のある研究」
で有効性が確認されたもののみに使用するよう求
めている。このため、現場が補助金を受けられな
くなることを恐れ、WWCの基準を満たさない施
策の採用を自粛する可能性が出てくる。WWCが

エビデンスに基づく教育
－アメリカの教育改革とWhat Works Clearinghouseの動向－

（出所）WWC ウェブサイトをもとに筆者作成 <http:w-w-c.org/topics/TopicInterventions.asp?EvidenceRptID=03>

表3　トピック「中学校の数学カリキュラム」のレビュー結果 

介入レポート 
の有無 

Adventures of Jasper Woodbury Series 
Algebra Project 
Algebraic Thinking 
Cognitive Tutor  
CompassLearning 
Connected Mathematics Project (CMP) 
Connecting Math Concepts (CMC) mathematics program 
CORD Applied Math 
Destination Math 
I CAN Learn  Education Systems 
Integrated Mathematics, Science, and Technology (IMaST) 
Mathematics in Context (MiC) 
MATHThematics 
Model Mathematics Program (MMP) 
Moving with Math 
Partnership for Access to Higher Mathematics 
  (PATH Mathematics) 
PLATO 
Saxon Math 
Successmaker 
The Expert Mathematician 
Studies not categorized by intervention 
　　　　　　　　　　　合　計 
　　　　　　　　　　レポート数 
 

カリキュラムの名称 
エビデンス基準 

満たす 留保つきで 
満たす 

満たさ 
ない 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

0
 

 
0 
1 
0 
1 
0 
4 
4 
 

0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

0
 

 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
6

1 
2 
1 
5 
2 
12 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
12 

1
 
 
1 
4 
9 
0 
2 
68 
- 
 

- 
- 
- 
○ 
- 
○ 
- 
- 
- 
○ 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
○ 
- 
○ 
- 
 
5 
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どの程度、現場へのインパクトを持つかは、地域、
施策内容、分野により異なると予想されている

（Schneiderman, 2004, p.32）。

（5）エビデンスの需要と供給

現在のところ、教育分野でのRCTの事例は非常
に限られており、エビデンスに対する需要が、供
給を大きく上回っている状況にある。中学校の数
学カリキュラムのレビューでも、WWCが特定し
た44のカリキュラムのうち、24については、評価
が一件も行われていなかった。この需要と供給の
大きなギャップは、エビデンスを積極的に生み出
させる強いインセンティブとなる。

教育省は、プログラム評価を実施する際に、実
験デザインによる研究に優先順位を与える方針を
発表している4。この結果、2004年に行われた同

省の施策の有効性評価のうち、90％でRCTが採用
されている（U.S. Department of Education 2005）。
その中には非常に大規模なものもあり、たとえば、
Mathematica Policy Researchは、16種類の商業ソフ
トウェアの英語と数学への効果を評価するため
に、560万ドルの資金を受けている（Glenn 2004）。

評価研究への需要と同時に、評価研究のレビュ
ーに対する需要もまた増加している。もともと
RCTの実施例が限られていることを反映し、
WWCがレビュー対象に選定しているトピックは
まだ限定的なものである。WWCによるレビュー
がさらに進展するまでの間は、教師や地方政府の
行政官など、教育関係者自身に、エビデンスを見
極める目が求められる。WWCのレビュー･トピ
ックの中でも、英語読解などはRCTが比較的多く
存在する分野であり、そのレビュー結果が待たれ
るところである。

田辺　智子

（注）タイトルⅠとは、社会経済的に恵まれず学力が低位の生徒に対し、連邦から補助金を支給する施策である。 
（出所）Institute of Education Sciences, What Works Clearinghouse Intervention Report: I CAN Learn  Mathematics Curriculum. Updated  
                December 1, 2004, p.1

表4　I CAN Learn  Mathematics Curriculumの介入レポート要約表 

介入 
 
 
 
対象 
評価結果 
 
 
 
 
 
 
エビデンスの基盤 
 
 
エビデンスの限界 
 
 
 
 
利用状況 
 
 
開発者と連絡先 

I CAN Learn  Mathematics Curriculumは、基礎代数･代数のための双方向のソフトウェア･
システムである。初歩的な数学から高等代数までの326のレッスンから成る。生徒が自分
のペースで学習するためにデザインされており、主に7年生から10年生の人種的に多様な
インナー･シティの生徒を対象としている。 
中学生 
・1件のRCT（1校、254人）によれば、I CAN Learn を利用した生徒は、州の数学テストに
　おいて、通常のカリキュラムに従った比較グループよりも統計的に高い点を取ったこと
　が示された。 
・1件の擬似実験によれば、I CAN Learnを用いた生徒が比較グループより高い点数をとっ
　たが、その差は統計的に有意ではなかった。 
・もう1件の擬似実験によれば、I CAN Learn を使った生徒が比較グループより高い点数
　をとったが、分析に欠陥があるため、結果の有意性を正確に見極めることができない。 
◎ エビデンス基準を満たす…1（RCT） 
○ 留保つきでエビデンス基準を満たす…2（擬似実験） 
× エビデンス･スクリーンを通過しない…4 
I CAN Learn  Mathematics Curriculumのエビデンスの基盤は3件の研究であり、そのうち1
件のみがRCTによるものである。その他は擬似実験によるもので、2グループ間の測定さ
れていない差異が結果に影響を与えている可能性があり、エビデンスとしてはRCTより弱
い。擬似実験のうちの1件は、推計されたインパクトの信頼区間を計算していないという
分析上の欠陥がある。 
このカリキュラムは1995年に最初に導入された。2004年10月までに、23州501校で利用さ
れている。典型的な利用例は、タイトルⅠ(注)指定校や、都市部の大規模学区における学力
面で遅れをとるリスクのある生徒、マイノリティーの生徒である。 
JRL Enterprises, Inc., 400 Poydras Street, Suite 100, New Orleans, LA 70130; telephone (504) 
263-1380; www.icanlearn.com. 
 

What Works Clearinghouse Intervention Report: I CAN Learn  Mathematics Curriculum
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今後、アメリカの教育界で、どれだけのRCTが
生み出され、レビューされ、活用されていくのか。
WWCの息の長い取組みは、ようやく動き始めた
ばかりである。

おわりに～日本への示唆～

今、わが国では、学校評価への関心が高まって
いる。それぞれの学校が、目標を設定した上で教
育活動を評価し、その結果を教育の改善に役立て
ることをねらったものである。しかし、学校を評
価するという発想はあっても、学校で行われる施
策や指導方法の一つ一つを評価するという発想
は、希薄なように感じられる。日本の教育現場で
も、習熟度別授業、ITの活用、学級規模の縮小な
ど、多くの熱意ある取組みが行われている。こう
した取組みが、学力向上など意図した効果を上げ

ているか科学的に評価し、効果のある取組みを採
用していこうというのがNCLB法の発想なのであ
る。

NCLB法は、まだ緒に付いたばかりであり、そ
の成否は今後の検証を待たなければならない。ま
た、RCTを特に重視することに関しては、アメリ
カにおいても議論のあるところである。しかし、
エビデンスに基づく教育を目指すNCLB法の方向
性は、わが国にとっても示唆に富むものといえる
だろう。

数年前に話題になった学力論争が浮き彫りにし
たのは、日本では、そもそも議論のベースとなる
学力のデータが十分存在せず、学習指導要領の変
更などの重要な政策変更が、科学的に評価されて
いないという問題であった。定性的な評価と定量
的な評価はいずれも大切なものであるが、わが国
の場合、定量的な評価が不足している感は否めな
い。今後はわが国でも、定量的な有効性評価の蓄
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（出所）Institute of Education Sciences, What Works Clearinghouse Topic Report: Curriculum-based interventions for increasing K-12 math  
                achievement - middle school. Updated December 1, 2004, p.4

表5　トピック「中学校の数学カリキュラム」に関するエビデンスの要約 

　　　　介入 
 
Cognitive Tutor  
 
 
 
 
 
 
Connected mathematics 
 Project 
 
The Expert 
Mathematics  
Curriculum 
I CAN Learn  
Mathematics  
Curriculum 
 
 
Saxon Math 
 

　　
サンプルと環境 

 
・9年生 
 
 
 
・6-8年生 
・中西部、西部、東部、 
　北東部、南部 
・農村部、都市部、郊外 
・社会経済状況が高位の 
　地域と低位の地域 
・8年生 
・低所得層 
 
・7-10年生 
・都市部のタイトルⅠ 
　指定校 
 
 
・8年生 
・都市部 
 

      研究の強さ 
◎ RCT 
 
 
 
○ 擬似実験 
 
 
 
 
 
◎ RCT 
 
 
◎ RCT 
○ 擬似実験 
 
 
 
◎ RCT 
○ 擬似実験 

   サンプル数 
1 RCT 
・360人 
 
 
3擬似実験 
・1,095人 
・50校 
・36-42校 
 
 
1RCT 
・70人 
 
1RCT 
・254人 
2擬似実験 
・169学級 
・116学級 
1RCT 
・36人 
1擬似実験 
・78人 

        効果の推計結果 
RCT 
・Percentile rank: 9.1 
・Standard scores: 0.23 
     
擬似実験 
・有意ではない 
 
 
 
 
RCT 
・有意ではない 
 
RCT 
・Percentile rank: 15.9 
・Standard scores : 0.41 
擬似実験 
・有意ではない 
RCT 
・有意ではない 
擬似実験 
・有意ではない 

エビデンスの強さ 

Connected mathematics 
 Project

What Works Clearinghouse Topic Report: Curriculum-based interventions for increasing K-12 math  
                achievement - middle school



積が必要といえよう。アメリカのようなRCTの実
施が日本でどの程度可能かどうかは議論の余地が
あろうが、大切なのは、それぞれの施策に応じ、
適切なデザインを用いた評価を行うことである。
その上で、評価の質をレビューし、意思決定につ
なげるためのインフラとして、WWCのような系
統的レビューが求められる。文部科学省は、学力
向上フロンティア事業で各県の実践研究を支援し
ているが、こうしたモデル事業の評価から始める
のも一案であろう。

注記

1 http://w-w-c.org

2 正式名称An act to close the achievement gap with

accountability, flexibility, and choice, so that no child is

left behind. P.L. 107-110.

3 実験的手法には、ランダム化バイアス、代替バイア

スなどの手法上の問題があることが指摘されている

が（労働政策研究・研修機構 2004、p.11）、アメリ

カの議論においては、こうした点は主たる論点とは

なっていない。

4 Department of Education, RIN 1890-ZA00,“Notice of

proposed priority,”Federal Register, 68（213）, Nov. 4,

2003；“Notice of final priority,”Federal Register,

70(15), Jan. 25, 2005. 教育分野では、従来、定性的な

研究が主流であったため、評価予算の一部は、労働

経済学者などRCTを頻繁に行ってきた他分野の研究

者に流れているという（Glenn 2004）。この評価予算

の配分問題は、RCTをめぐる研究者間の論争にも影

響を与えている。
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Evidence-Based Education
―What Works Clearinghouse in the United States―

Satoko Tanabe

National Diet Library
s-tanabe@ndl.go.jp

Abstract

The No Child Left Behind Act, which was enacted in the United States in 2002, includes challenging
provisions that require states and local schools to adopt programs and practices based on scientifically-based
researches. The act focuses especially on studies using experimental designs. In order to provide the education
community reliable information on "what works," Department of Education opened a web site called What Works
Clearinghouse (WWC). WWC review teams conduct systematic reviews of studies and the results are
disseminated as WWC evidence reports. WWC is now under development, and is likely to influence U.S.
education programs by its contents. 

The idea of evidence-based education is suggestive for the Japanese education community. It is desirable that
we accumulate reliable evaluation studies and conduct systematic reviews.

Keywords

evidence, program evaluation, experimental designs, education, What Works Clearinghouse
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1．組織的活動の起源、背景、問題意識

ODA分野は、世界的に見ても比較的早くから
評価が実施されてきた公共分野である。例えば、
評価のもっとも初期的な文献とされるハイエスの
評価に関するモノグラフは「開発プロジェクトの
評価」という題であった（Hayes, 1959）。また、
評価に関するテキストとしてもっとも広範に利用
されている「評価：体系的アプローチ」（Rossi,
Freeman, Wright, 1979）は、もともとユネスコの
会議で発表された二つの別々の論文がもとになっ

ている（Rossi et al, 1993, p.x）。ロッシとライトが
書いた論文と、フリーマンが書いた二つの論文は、
それぞれユネスコの依頼に基づいて、途上国の開
発プロジェクトの評価に利用できる手法をレビュ
ーした論文であった。3人はそれをもとに加筆し
て、開発プロジェクトの評価手法を一冊の本にま
とめたが、それが「評価を行う」（Rossi, Freeman,
Wright, 1980）であった。そして同書をもとに、
アメリカ国内の公共政策一般を対象にして作成さ
れたのが前出の「評価：体系的アプローチ」

（Rossi et al, 1979）であった。したがって、もと

【実践・調査報告：依頼原稿】

ODA分野における『エビデンスに基づく評価』の試み：
「貧困アクションラボ」の動向

要　約

医療分野のコクラン共同計画、社会政策分野のキャンベル共同計画に大きな影響を受けて、ODA分野で
も厳格な実験デザインを適用した一次評価を産出し、将来的にはデータベース化して提供することを目指
す「貧困アクションラボ」というプロジェクトが始まっている。その動向を踏まえつつ、実験デザインを
巡る諸問題である倫理の問題、費用の問題、バイアスの問題、準実験デザインではなく実験デザインが望
ましい理由、そして、今まで実験デザインがODA分野でほとんど使われなかった理由を議論する。さらに、
日本の当該セクターの現状と課題を議論し、最後に、ODA分野でも実験デザインによるインパクト評価を
行っていくこと、及び同プロジェクトを資金的に支援している世界銀行の最大の出資者である日本が同プ
ロジェクトに注目し、より積極的に関与していくことを提言する。
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もとODA分野のために編纂された本がアメリカ
国内向けに転用されたと見ることができるのだ。

ところで、「評価：体系的アプローチ」の初版
（Rossi et al, 1979）は、キャンベルの「リサーチ
のための実験と準実験デザイン」（Campbell ,
Stanley, 1966）の影響を強く受けて、実験デザイ
ンと準実験デザインの解説に過半のページを割い
ていた。この伝統は版を重ねて受け継がれ、途中
の版では各種の準実験デザインを追加して構成が
煩雑になったが、同書の最新版である第7版では、
再び、実験デザインと準実験デザインというシン
プルな章立てとなった（Rossi et al, 1982, 1985,
1989, 1993, 1999, 2004）。

ODA分野において、理論としては広く知られ
ていた実験デザインが実際に最初に用いられた事
例が何であるかは定かではない。1970年代に、コ
ロンビアの児童の知覚開発プロジェクト（1971-
1975年、USAID支援）の評価と、ニカラグアの
遠隔教育プロジェクト（1974-1978年、フォード
財団支援）の評価で適用されたとの記述があり

（Rawlings, 2003）、これらが最も初期的な案件の
ひとつと言えるであろう。

ただし、1970年代から、途上国の開発プロジェ
クトの評価で実験デザイン（別名：ランダム化比
較実験、実験計画法、ランダム実験モデル等）が
広範に用いられてきたのかというと、保健分野を
除けば、適用案件に関する入手可能な情報は限ら
れ る 。 世 界 銀 行 の オ ペ レ ー シ ョ ン 評 価 部

（Operations Evaluation Department）は、1970年代
後半から評価を実施しているが、対象はODAプ
ロジェクトの計画部分（Project design）と実施部
分(Implementa t ion)が主であった（Valadez ,
Bamberger, 1994, p.227）。その状況から1980年代
後半に至って、より長期的なインパクト（介入に
よるネットの効果）の測定に重点が移っていった
が、実際に利用が検討された主なインパクト評価
手法は準実験デザインであった。さらに、それさ
えも「手法的に厳格すぎる」として非現実的だと
みなされ（Valadez et al, 1994, p.228）、簡便で経済
的なインパクトの測定方法が模索されて実際に手
法 が 開 発 さ れ 普 及 し て い っ た （ 例 え ば
USAID,1987）。

こうした趨勢の中で、社会セクターにおいて近

年実施された実験デザイン適用の試みとしては、
1990－1992年に実施されたフィリピンの初等教育
プロジェクトの評価がある（Tan, Lane, Lassibille,
1999）。また近年の別の試みとして、1993年から
1997年に実施されたボリビアの社会投資基金プロ
ジェクトの評価があげられる（Rawlings, 2003）。
ただし、いずれも世銀によるパイロットプロジェ
クトとして小規模に実施されたに過ぎない。そし
て、簡便で経済的なインパクトの測定方法が主流
をなす時代の趨勢の中で、これらは例外的な試み
として認識されていたと言える。

その後、2000年代に入って、こうした状況に大
きな変化が訪れた。マサチューセッツ工科大学の
ジャミール（Abdul Latif Jameel）、ハーバード大
学のバナージェ（Abhijit Banerjee）等が中心とな
って設立した「貧困アクションラボ」(Poverty
Action Lab)が、その変化の原動力である。このプ
ロジェクトは、医療分野のコクラン共同計画、社
会政策分野のキャンベル共同計画に大きな影響を
受けて始められたものであり、20世紀に医療分野
で実験デザインが革新的な役割を担ったのと同じ
ように、ODA分野で実験デザインが革新的な役
割を担うことを目指すとしている（Kremer, 2005,
p.10）。

2．貧困アクションラボの概要

同ラボは、2003年に設立された。医療分野にお
けるコクラン共同計画、社会政策分野におけるキ
ャンベル共同計画と同様に、ODA分野において
実験デザインを用いた評価結果をデータベース化
して提供することを目指していると思われる。た
だし、現在までのところ、実験デザインを利用し
た評価事例がODA分野にはほとんどないことか
ら、同ラボに加盟している研究者が、同ラボに依
頼された評価案件を実施して一次評価を産出して
いる段階である。したがって、構造化抄訳や、そ
のためのプロトコル（システマティック・レビュ
ーの手続き）が整備されるまでには至っていない。

一方で、2003年設立でまだ2年しか経っていな
いにも関わらず、すでにのべ42件の評価に取り組
んでおり、19件を終了して、23件が実施中である。
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多くは世界銀行がファイナンスしているという特
徴がある。また、アメリカの財団法人であるマッ
カーサー財団（MacArthur Foundation）も積極的
にファイナンスを支援しているのも特徴的であ
る。対象国も、インド（8件）、インドネシア（2
件）、フィリピン（2件）、ケニア（15件）、南アフ
リカ（2件）、マダガスカル（1件）、ペルー（2件）、
コロンビア（2件）と、アジア、アフリカ、南米
をカバーしている。（図1）その他、本来の対象で
はなかったが、依頼に基づいてアメリカ国内で実
験デザインを適用して実施した評価案件が、8件
ある。分野も教育（主に初等教育）、保健、ジェ
ンダー、マイクロクレジット、地方分権化と多方
面にわたっている。本論文の最後に42件の概要リ
ストを添付したので参照されたい。（表3）

知識の共有（データベース化）のための活動と
しては、ホームページを開設して、各評価案件の
報告書を無料で公開している。また、「貧困と戦
う：何が機能するか」(Fighting Poverty: What
Works)と題する定期的な購読紙（bulletin）を
2005年中に発行開始する予定である。

今後、評価実施済みの案件が蓄積され、また同
ラボ以外でも実験デザインを適用した評価結果が
産出されるようになれば、コクラン共同計画、キ
ャンベル共同計画のような体系的なデータベース
化の作業が計画されると予想される。

3．具体的評価事例

ODA分野は、その分野の中で、さらに教育、
保健、地方行政、社会福祉などの小分野に分かれ
ているわけであり、ODAの案件であるからと言
って、当該案件の本質的な性格が先進国の国内の
案件と変わるわけではない。ただし、先進国には
一般に見られない途上国特有の状況があり、これ
に対しては、当該途上国のコンテクストの中で介
入を検討し、その効果を検証する必要がある。次
の案件は、ケニアにおける保健プロジェクトの例
であり、世界銀行等の資金援助を受けて「貧困ア
クションラボ」が実験デザインを適用した評価結
果の概要である。（ボックス1）

4．実験デザインに関する諸議論に対する
回答の試み

同ラボの2003年の設立にあわせて、世銀のオペ
レーション評価部が主催してカンファレンスが開
催された。同ラボの設立メンバーであるデュフロ

（Esther Duflo）とクレマー（Michael Kremer）は、
（1）なぜ実験デザインでなければならないか、（2）
なぜデータベース化が必要か、（3）なぜ倫理的に
も費用的にも問題ないと言えるのか、そして（4）
なぜ今まで実験デザインがODA分野でほとんど
使われなかったのか、に関して議論している

（Duflo, Kremer, 2003）。以下では、まず彼らの分
析を紹介し、さらに筆者の見解を加えて議論を深
めた。

（1）なぜ実験デザインでなければならないか

回帰分析などの準実験デザインと、実験デザイ
ンを同一のODAプロジェクトに適用して、イン
パクトを評価したところ、評価結果が著しく違っ
たという研究結果がある（Glazerman, Levy and
Meyers, 2002）。つまり、厳格な実験デザインによ
る評価では効果が確認されなかったにも関わら
ず、回帰分析では高い効果があると評価されたわ
けである。こうした状況はなぜ起こるのだろうか。
クレマーによると、事後的な回帰分析では、イン
パクトとして、ネットの効果のほか、本来は含ま
れるべきではない測定エラーと、測定者のバイア

インド 
8件 

インドネシア 
2件 

フィリピン 
2件 

ケニア 
15件 

南ア 2件 

マダガスカル 
1件 

ペルー 2件 

コロンビア 2件 

図1 評価案件の地域分布（ODA分野）

（Source）Poverty Action Lab（2005）Projects by Status
http://www.povertyactionlab.com/projects/
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ボックス1 小学校における回虫駆除プロジェクト（ケニア）
世界の4人に一人は、腸内寄生虫に感染しており、それは途上国の小学生の間で特に顕著である。

本プロジェクトはケニアのブシア県において、小学生に医療処置と関連教育を行うことを介入内容
として、1998－2002年に実施された。同県の75校を、ランダム（無作為）に25校ずつ3つのグルー
プに分けて、以下の年に介入を実施した（本来は3年連続の予定であったが、洪水が発生したので、
2000年の分を2001年にずらして実施した）。

このように時期をずらして実施することによって結局全ての学校が介入を適用されることにな
り、通常、実験デザインに関して指摘される倫理的な問題を回避している。

1998年末の時点では、G1を介入グループ、G2を比較グループとして比較できる（G3も比較グル
ープとして利用できるが省略）。同時点のG1（介入グループ）の回虫感染率が27％で、G2（比較グ
ループ）の同感染率が52％だったので、その差である－25％が介入の効果であると評価された。

実験デザインを適用しているので、もし同年に同県全域で何らかの感染症が大流行していたとし
ても、両グループ（G1とG2）が受ける影響は同程度になっているはずなので、上記の表に現れ
た－25%という差は純粋な介入の効果であるとみなすことができる。

さらに、2001年末の時点では、介入を受けた学校の周辺の学校（G1～3以外の学校）でも、ある
程度感染率が下がっていることが確認されたが、それは本介入による外部効果であると評価された。
その外部効果を計算に入れると、合計で5,707感染数が削減されたことになる。

このほか、学校出席日数が、介入グループでは、比較グループと比較して15日間の増加（1-4学
年）および10日間の増加（5学年以上）であった。従来は、保健指標だけで介入の効果を測定する
ことが多かったが、学習指標にも効果が現れていることが確認された。なお、当該介入に要した費
用と比較すると、一日あたりの出席を増加させるための費用はUS$0.02と計算され、従来型の出席
を増加させるための直接的なプロジェクトよりも、費用対効果が格段に優れていることが確認され
た。

（注）◎は介入実施を表す 

表1　各グループの介入実施年 

G1（25校） 　◎ 　　◎   　　　  × 

G2（25校） 　× 　　◎   　　　  × 

G3（25校） 　× 　　×    　　　  ◎ 

 

 1998年  1999年  2000年  2001年 

G1（25校）：介入グループ  27% 

G2（25校）：比較グループ  52% 

差（介入の効果）              －25%

表2　介入結果 

 1998年末 

（Source）Kremer, M., and Miguel, E. （2003）Worms; Education and Health Externalities in Kenya.
Poverty Action Lab, MIT
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スの2つがさらに含まれてしまうことになる。し
たがって簡単に言うと、本来は効果がないにも関
わらず評価者が有するバイアスによって押し上げ
られた評価結果が出されることがしばしばあると
している（Kremer, 2005, p.10）。この状況をアー
バンインスティチュートのオール（Larry Orr）は、

「フィッシング」（釣り）だと表現している。つま
り、「標準的な回帰分析のテクニックを使って、
自分が出したいと思う結果を出せるのであり、ど
の評価結果が一番正しいのかは誰も言うことがで
きない」と述べている（Orr,1999, p.xi）。こうし
た回帰分析の制約を克服するには、より厳格な準
実験デザイン（回帰・分断デザインなど）が使用
されるべきであるが、もっとも厳格なデザインが
実験デザインであると言える。したがって、もっ
とも高い客観性を有するインパクト評価をしよう
とすれば、実験デザインを使用するべきというこ
とになる。ODA分野にもこの状況は当てはまる
であろう。

ただし、彼らは、全ての評価で実験デザインが
用いられるべきと主張しているわけではない。
ODA分野では、簡便な評価が主流をなす一方で、
実験デザインを用いた評価が今まで皆無に等し
く、この状況は著しくバランスを欠いていると主
張しているのだ（（Duflo, Kremer, 2003, p.30）。

（2）なぜデータベース化が必要か

次に、データベース化の必要性であるが、デュ
フロとクレマーは「出版バイアス」（Publication
Bias）の存在を指摘している。つまり効果があっ
たという評価結果しか出版されない傾向があるた
め、出版を実現するために正の効果を出そうとい
うバイアスが評価者にかかるというもので、分野
を問わず一般にこうした出版バイアスは非常に甚
大だという研究結果がある（Delong, Lang, 1992）。
これを回避するためには、データベースとして、
出版されたものも出版されなかったものも登録し
ておくことが望まれる。また、組織として、効果
がなかった、あるいはマイナスの効果があったと
いう評価結果を受け入れる文化を持つべきであ
り、実際に医療分野ではこうした慣行が定着して
いるとされる（Duflo, Kremer, 2003, p.24）。ODA

分野でも統一された評価のデータベースの構築が
望まれるが、現時点では、貧困アクションラボが
その役割を担う可能性が高い。

（3）なぜ倫理的にも費用的にも問題ないと言え
るのか

まず、倫理的な問題である。無作為割当（ラン
ダム・アサインメント）によってサンプルとして
参加した人たちの間に不公平が生まれるという主
張がよくなされるが、介入適用に当たらなかった
人が何か不利益を被っているわけではなく、もと
もとサンプルに加わらなかった人たちという母集
団のレベルに戻されるだけである（佐々木、
2003, p.107）。デュフロとクレマーは、この見解
よりも若干控えめであり、無作為割当に当たらな
かった人たちにも、一定期間後に介入を適用する
ことによって倫理的な問題は回避できるとしてい
る。事例として掲載したケニアの保健プロジェク
トがまさにこれを実行している。また、通常、プ
ロジェクト実施予算は限られているのが普通であ
り、毎期の予算制約の中で介入適用の順番を決め
る方法として、無作為割当が最も公平で、逆に倫
理的だと主張している（Duflo, Kremer, 2003,
p.20）。

また、実験デザインは通常、多大な費用を必要
とすると言われるが、他のサーベイ調査となんら
変わることはなく、必要な費用はそれ以上ではな
いと主張している。近年は比較的大規模なサーベ
イが実施されるケースが見られるようになった
が、それならば実験デザインのみが高コストだと
批判される所以はないことになる。また、その地
域でしか有効でないサーベイ調査よりも、効果の
有無を厳格に明らかにした評価結果という「国際
的公共財」を実験デザインは提供するのであるか
ら、費用に比べて利用価値が高いと主張している。
そして、誤った公共政策を大規模に実施してしま
うよりも、実験デザインによってその前に政策の
誤りを明らかにする方が、よほど低コストで済む
と述べている（Duflo, Kremer, 2003, p.20, p.28）。

ODA分野における『エビデンスに基づく評価』の試み：「貧困アクションラボ」の動向
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（4）なぜ今まで実験デザインがODA分野ではほ
とんど使われなかったのか

この検討は、日本と世銀ではかなり状況が違う
ので注意が必要である。日本の特殊事情に関する
検討は次節で扱うが、日本を含むODA一般を検
証すると、案件選択過程の意思決定過程が大きく
影響するとデュフロとクレマーは指摘している。
例えば、前述の回帰分析などの準実験デザインに
よって、効果（例えば就学率の改善）が10％と推
定されたプロジェクトと、厳格な実験デザインに
よって同2.5%と推定されたプロジェクトがあっ
たとする。その場合に、予算配分を行う意思決定
者としては、2.5%の評価結果となったプロジェ
クトを採用するべき理由がないとしている。また、
多くの場合、意思決定者は複数の評価結果の質の
違いを判断できなかったり、過去の経験から推計
された効果を割り引いて低く見てしまう場合も多
い、とデュフロとクレマーは指摘している

（Duflo, Kremer, 2003, p.29）。したがって、案件を
提案してサポートする担当局の担当者も、予算配
分を行う意思決定者も、実験デザインを適用して
厳格に効果を測定するインセンティブはないとい
うことになる。こうした状況は現実を的確に指摘
していると思われるが、実験デザインに関する不
十分な理解に起因すると言わざるを得ず、実験デ
ザインの利点が広く理解されることを待つしかな
い。

5．日本の当該セクターの現状と課題

日本のODA分野で実験デザインが適用された
評価結果はまだない。ただし、これはODA分野
に限ったことではなく、日本の社会セクター各分
野で実験デザインが適用された案件は極めて限ら
れているとされる。日本では、医療分野、農業分
野、教育心理学、工業生産管理等でその事例が観
察されるだけである。ところが近年、ODAの開
発調査に、いわゆる「実証」部分が導入されたわ
けで、このスキームを利用した実験デザインの適
用の可能性が出てきているが、今までのところ事
例はない。厳格にインパクトを特定しようという

発想が最もはっきりしていた案件は、インドネシ
アの初等教育案件（正式名称：インドネシア地域
教育開発調査（REDIP）の実証部分であったと考
えられるが、マッチングモデルの適用であった

（同ファイナルレポート（2001））。
実験デザインの適用に関係すると思われる日本

の特殊事情としては、援助の「要請主義」があげ
られる。これは、相手国政府自身が、自国の援助
ニーズとそれに対する処方箋を熟知しており、そ
れに基づいて最も合理的な援助要請を出してくる
という前提に立っている。この前提が真実であれ
ば、実験デザインの出る幕はない。しかし、実際
には相手国政府が必ずしも最も合理的な処方箋を
知っているわけではないため、援助国による知的
支援が行われ、その結果に基づいて「要請を出さ
せる」という一件矛盾した表現が非常に一般的に
使われているのが実情である。また例え、要請主
義の前提があるとしても、援助資金は日本の納税
者の税金が投入されているわけであるから、相手
国政府のみの判断ではなく、援助の効果が確かに
あると主体的に確認してから案件を実施すること
は、税金を投入する機関として当然になさねばな
らないことであろう。その責任を果たすために、
実験デザインが適用できる余地があると思われ
る。

また日本の組織運営の原則にも改善の余地があ
ると思われる。筆者の経験上、実験デザインを提
案した際によく発せられるコメントは、「実験デ
ザインを適用して、本当に効果がないとわかった
ら困る」というものである。これは、他の援助
国・機関ではあまり見られない日本に特有の発想
であると考えられるが、解決策としては、すでに
デュフロとクレマーが指摘しているように、効果
がなかった、あるいはマイナスの効果があったと
いう評価結果を、組織として率直に受け入れる慣
行を定着させるべきであるということに尽きる

（Duflo, Kremer, 2003, p.24）。また、日本の組織に
おいてはさらに、それを受け入れることが担当者
に関するマイナスの人事評価にはならないという
人事評価基準の変更が検討されるべきではないだ
ろうか。

佐々木　亮



49

6．日本の当該セクターへの教訓

日本は世界銀行の最大の出資者である。したが
って、本論文で議論した世界銀行の資金的協力に
よって実施される「貧困アクションラボ」の実験
デザインによる評価結果のデータベース化の試み
とその成果には注目していくことが必要である。

また日本国内では、ODAは本当に役に立って
いるのかという意見が以前から聞かれていたが最
近はさらに頻繁に聞かれるようになっている。こ
うした意見に対応して、実験デザインによるイン
パクト評価を行い、効果を確認し、そしてその評
価結果を広報していくことは納税者の観点からも
望ましいことである。また実験デザインによるイ
ンパクト評価は、ODAに関する意思決定者が行
う合理的な意思決定にも貢献するであろう。

そして、コクラン共同計画の日本支部、キャン
ベル共同計画の日本支部が設立されて活発な活動
や議論が行われているように、ODA分野におい
ても「貧困アクションラボ」の日本支部が設立さ
れ、ODA分野では逆に本部をリードするくらい
に成長することが期待される。
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Challenge of Evidence-Based Evaluation in ODA Sector: Poverty Action Lab
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Abstract

A challenge of evidence-based evaluation has already started at official development assistance (ODA) sector,
just like the trial of Cochran Collaboration in Medicine and that of Campbell Collaboration in social policies. The
name of the project is MIT

,
s Poverty Action Lab. It has actively conducted and produced evaluation results using

rigorous randomized experimental design since its establishment in 2003. In this paper, firstly the progress of the
project is reviewed, and then, based on its review, several issues relating to randomized design are discussed. They
include ethical issue, cost issue, bias issue, the reason why true experimental design is more preferable than quasi-
experimental design, and the reason why this design has not been used in this sector. Then, the current situation
and issues in Japanese ODA relating to introduction of experimental design is discussed. Finally it is
recommended that Japan should actively commit this project because Japan is the largest financer of the World
Bank that has financially supported this project.

Keywords

experimental design, ODA, request-based, Poverty Action Lab
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1．研究の背景と目的

開発援助におけるCapacity Developmentの概念
は、援助の質向上に向けたキーワードとして、
1990年代初頭より多く用いられるようになり、
UNDP、CIDA、JICA等の援助機関で、その実践
に向けた議論が進められてきた（UNDP 1998、
Lavergne and Saxby 2001、JICA 2004）。そして、
貧困に起因する環境破壊への環境ODA増加や、
地球環境問題の顕在化に対し、環境問題に対処す
る能力への着眼も必然であった。

環境問題に対処する能力は、1987年のブルント

ラント委員会報告による持続可能な発展提唱の流
れを受け、1992年の国連環境開発会議で採択され
たアジェンダ21で必要性が示された1。そして、
そ れ を 受 け た OECD/DACで 、 Capacity in
Environment、Capacity Development in Environment
の理念や定義の議論2がなされてきた（OECD/DAC
1999）。

しかし、能力への着目と能力開発の必要性の認
識は共有されながらも、いずれも、能力とは何か
について、統一的な合意が得られたわけではなく、
抽象的、概念的に定義するに留まっている。これ
に関して、松岡・本田（2002）は、「概念が広く
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抽象的であるが故、理念として援助機関に受け入
れられてきたが、定義や具体的な中身について十
分な検討は行われていない」と指摘している。ま
た、Boesen et al.（1998）、Janicke et al.（1997）、
UNDP/GEF（2003）など、具体的に能力の構成要
素を示している場合でも、それを論理的および体
系的に示すには至っていない。

これらに対し、UNEP/WHO（1996）は、都市
の大気質管理に係る能力の内部構造を定量的に明
らかにしようとした（図1）。そこでは、経験的見
地より、大気質の計測、データの評価と検証、排
出源調査、環境管理の実行の4項目を能力の構成
要素として挙げ、20都市の大気質管理に係る能力
の得点化と評価を行っている。しかし、能力要素
の必要十分性は検証されず、能力要素ごとの大気
質改善への寄与度も示されておらず、評価対象と
して設定された能力要素の妥当性に疑問が残る。
また、各能力要素は、下位の評価項目数や大気質
改善に向けた役割の違いにも関わらず、25点満点
で重みづけなしに並列に評価されるなど、能力概
念の明確化とその測定方法について十分な研究蓄
積があるとはいえない。

能力開発には、事前の能力評価が必要となる。
しかし、対象とする能力が明確にされ、適切な評

価基準が設定されなければ、効果的な評価は行え
ない。環境問題に対処する能力の評価手法確立の
ためには、まず、評価すべき能力とは何かについ
て、理論的かつ実証的な観点から、体系的に示す
必要がある。ここでの評価すべき能力とは、政策
成果に貢献する能力であり、これを評価基準とし
て設定することが、効率的で効果的な能力評価手
法の提案につながる。

本研究は、環境質改善に貢献する能力要素を実
証的に示し、それを評価基準とする実践的な能力
評価手法の開発を目的とする。具体的には、環境
対策に係る能力要素を抽出し、政策成果である環
境質との関係性を実証的に示すことで、環境質改
善に貢献する能力要素を提示する。そして、これ
を評価基準とする新たな能力評価手法を、松岡他

（2004）の「社会的環境管理能力」を雛形にして
提案し、UNDP（1998）での既存の能力評価手法
との比較を通じて、その優位性を明らかにする。

本研究の構成は、2.で研究対象および方法とし
て、実証分析での分析対象、分析手法およびデー
タを示し、3.で分析結果を示す。4.では、3.で明
らかにした成果をもとに、能力評価手法の提案を
行い、5.で結論を述べる。
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図1 都市の大気質管理能力の内部構造（UNEP/WHO 1996）

（出所）松岡他（2000）
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2．研究対象および方法

（1）分析対象の設定

UNEP/WHO（1996）との比較を想定し、環境
対策分野として、都市の大気汚染対策を対象とす
る。大気汚染物質は、産業型公害の典型である二
酸化硫黄（SO2）とする。分析期間は、全国の長
期継続測定局のSO2濃度年平均値が1967年をピー
クに減少に転じていることを踏まえ、原嶋・森田

（1995）での環境政策の前進期（1965～）、松岡・
朽木（2003）での社会的環境管理能力の本格的稼
動期（1970～）という、環境政策が本格的に実施
され、成果を挙げ始めた時期からを対象とする。
ここでは、データの制約上、1970年から2000年ま
でとする。

分析対象とする能力は、行政、企業、市民の各
主体の能力が候補に挙がる。これは、松岡他

（2004）の社会的環境管理能力の定義である「政
府・企業・市民の3つのアクター（主体）および
アクター間の相互関係からなる、環境問題に対処
するための社会全体としての総体的な能力」から
導かれる。ここで、産業型公害としてのSO2は、
市場の失敗としての外部不経済に起因するもので
あり、行政介入の根拠に基づき、環境政策、特に

直接規制が対策に係る主要な役割を担った(植田
1996)。具体的には、行政が汚染排出者である企
業に対して、一定の権限を持って、燃料転換、運
転管理、技術開発・導入などの汚染抑制行動を促
すことで、大気質改善が進められた。また、1970
年前後は、いわゆる公害国会での公害関係14法案
の制定・改定（1970年）、環境庁設置（1971年）
など、環境政策が充実強化された時期である（原
嶋・森田 1995）。したがって、本研究では、分析
対象とする能力を、行政の能力とする。

対象とする都市は、政令指定都市であり、都市
構造の異なる北九州市と大阪市の2都市とする3。
図2のとおり、製造業事業所数および大規模事業
所比率（従業員300人以上事業所の全製造品出荷
額に占める割合）の違いより、2都市の都市構造
は大きく異なる。1970年時点での全政令指定都市
の比較において、北九州市は製造業事業所数は最
も少なく、大規模事業所比率は最も高い。一方、
大阪市は製造業事業所数は最も多く、大規模事業
所比率は最も低い。また、行政の財政規模、職員
数は大阪市が最も多く、北九州市は京都市と並ん
で最も少ない。そして、人口、人口密度は大阪市
が最も高く、北九州市は最も低い4。

これらの産業構造を中心とした都市構造の違い
は、工場・事業所などの固定排出源からの排出が
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（出所）経済産業省「工業統計表」（各年版）より筆者作成

図2 製造業事業所数、および従業員300人以上事業所の全製造品出荷額に占める割合
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主なSO2に対して、汚染排出状況と対策の相違を
生じさせる。表1にあるように、北九州市の主な
規制対象は、環境対策に向ける技術力、資金力の
豊富な少数の大企業であり、行政と企業のコミュ
ニケーションに係る取引費用は小さく、定期的な
協議の場で行われる事前協議や情報交換により、
政策の実現性と実効性が担保できた。他方、大阪
市は、環境対策に向ける技術力、資金力に余裕が
無い多数の中小企業が主な対象であり、コミュニ
ケーションに係る取引費用は大きく、個別対応の
積み重ねにより政策の実現性と実効性の確保を目
指すほかなかった。これらより、両市のSO2政策
は、企業の対策促進を促すための取引費用の大き
さが要因の一つとなり、北九州市が公害防止協定、
大阪市が行政指導という異なる政策手段選択とし
て帰結する5。

したがって、都市規模を踏まえた合理的な政策
手段を用いた典型例として、北九州市と大阪市を
選択し、都市規模および政策手段の異なる都市ご
とに大気汚染政策に係る能力の構成要素および大
気質改善への貢献を明らかにする。そして、それ
らを比較検討することで、都市ごとおよび共通的
な結論を導き出す。

（2）分析手法

大気汚染政策に係る能力要素を抽出し、それら
が大気質改善に貢献する能力要素かを確認するた
め、2段階の実証分析を行う。

①分析1：能力要素の抽出
行政の大気汚染政策に関するデータを用いて因

村上　一真　　　　松岡　俊二

主な規制 
対象 

北九州市 大阪市 

環境対策に向ける技術力、資金力の豊富な少数の大企業 環境対策に向ける技術力、資金力に余裕が無い多数の中小
企業 

政策手段 公害防止協定 行政指導 

政策内容 　1970年施行の北九州市公害防止条例の規定に基づき、
1972年に「いおう酸化物に係る公害の防止に関する協定」

（第一次）が、北九州市、福岡県と47社54工場の間で一括
締結された。 
　公害防止協定は、行政と企業が結ぶ紳士協定であり、法
律以上の上乗せ規制、未規制事項の措置等があり、契約文
書の形態で調印された。事業所別の目標値などを記した別
紙計画書は、非公表となっている。 

　科学的根拠を持った「行政指導計画」を公表し、工場・
事業所に対しての説明会で、大気汚染状況や対策技術、支
援制度などを説明し、大阪市の技術職員が立入調査を行い、
個別の工場・事業所に具体の改善目標を示した。そして、
双方で議論を重ね、各企業に「大気汚染防止計画書」を年
次計画として市長宛に提出させ、その実行を求めた。 
　大気汚染防止計画書には、市長名の承認証書は交付され
ず、企業の自主的な提出という形での対策実施となり、公
文書のない口頭での行政指導が特徴といえる。 

技術開発・ 
導入 

　八幡製鉄所がクリーナー・プロダクション化を図り、省
エネ、硫黄酸化物排出量低減を果たすなど、企業自らが技
術力、資金力を背景に技術開発・導入を行うことが可能だ
った。また、中小企業も多くは大企業の下請けで、大企業
の敷地内に立地している場合も多く、大企業に対する指導
を通じて、中小企業も間接的に指導できた。 

　西淀川区での企業の防止装置の導入に際して、「大阪市
公害防止設備資金融資制度」が大いに活用された。また、「大
阪市公害工場移転跡地買収制度」は独自の経済支援制度と
して特筆すべきと評価されているように、行政が対策技術
や資金調達を支援していた。 
　また、大阪市役所の職員は頻繁に対策技術の見本市に通
い、企業への説明会には対策装置のパンフレットを持参し
て臨んだとされる。 

コミュニ 
ケーション 

　1970年に北九州市、福岡県、福岡通商産業局と市内企業
（30社32工場）から構成される「北九州市大気汚染防止連
絡協議会」が設立され、発生源規制等に関する事前協議や
情報交換が行われた。 
　この企業会員30社32工場は、当時、硫黄酸化物排出量の
市内全排出量の97%を占めており、事前協議の結果は、施
策の実現性と実効性の確保につながった。 

　大阪市が指導し行政区ごとに設立した「区煤煙防止会」
を通じて、燃焼指導、技術・知識の普及を図った。 
　また、煤煙防止に関する調査研究や普及啓発活動を行う
「大阪市煤煙防止会連合会」の協力を得て、全市域を対象
とした業種別説明会、施設規模別説明会など、各種説明会
も随時開催された。 

科学的調 
査と目標 
設定 

　1969年から実施された北九州地区産業公害総合事前調査
による汚染状況の把握と汚染予測などの科学的調査の結果
に基づき、汚染削減の目標値を設定した。そして、企業に
自社の汚染状況の把握と対応方針が記載された「硫黄酸化
物に係る改善計画書」の提出を求め、その進捗確認のため、
行政による立入り検査による監視が行われた。 

　汚染の著しい西淀川区においては、西淀川区公害特別機
動隊や大気汚染解析班を発足させ、夜間を含む立ち入り調
査、全工場へのヒアリングによる詳細な現状把握によりき
め細かい指導を行った。また、大気拡散シュミレーション
により、各工場ごとの汚染寄与率の算定を行い、企業ごと
の公害防止計画の目標値を設定した。 

表1 都市構造に起因する大気汚染政策（SO2）の違い

（出所）大阪市（1994）、北九州市（1998）、勝原（2001）、藤倉（2002）より筆者作成
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子分析を行い、能力要素を抽出する。因子分析は、
いくつかの顕在化した事象の背後にある、共通で
潜在的な変量を抽出する分析手法である。ここで
は、いくつかの大気汚染政策が、共通的な因子ご
とに区分される。この区分された複数の大気汚染
政策の潜在的な共通性を、それら政策の実効性を
担う能力として捉え、因子を行政の大気汚染政策
に係る能力要素として提示する。因子分析は、能
力という潜在的で抽象的な概念を可視化させ、ま
た、因子ごとの能力全体に占める寄与率も定量的
に把握できるため、本研究の目的に沿った分析手
法となる。

②分析2：能力要素の検証
分析1で示された各能力要素、およびウェイト

付けされた能力要素により統合された大気汚染政
策に係る能力全体が、大気質改善に寄与している
かを検証する。つまり、抽出された能力要素に関
して、個および全体としての政策成果への貢献の
有無を検証する。このことは、各能力要素の存在
とウェイトの妥当性の検証にもなる。

各能力要素の検証は、分析1の因子分析により
得られた能力要素ごとの因子得点を説明変数と
し、SO2濃度を目的変数とした回帰分析を行い、
各能力要素と大気質の関係性を明らかにする。

各能力要素を統合した能力の検証は、まず、因
子分析により得られた能力要素ごとの因子得点
を、因子負荷量の寄与率をウェイトとして加重平
均し、大気汚染政策に係る統合された能力を導出
する6。そして、それを説明変数とし、SO2濃度を
目的変数として回帰分析を行い、大気汚染政策に

係る能力全体と大気質の関係性を明らかにする。
因子負荷量の寄与率は、大気汚染政策に係る能力
全体を各因子がどの程度説明できるかを示してお
り、能力要素ごとのウェイトとして捉えることが
できる。したがって、ウェイトづけされた能力要
素により導出された大気汚染政策に係る能力と、
政策成果である大気質との回帰分析において、適
切な関係性が確認されることで、大気汚染政策に
係る能力の妥当性、すなわち、各能力要素のウェ
イトの検証がなされる。

（3）データ

分析対象とする行政の範囲は、市に加えて、政
策形成・遂行に向けて科学的データ・情報提供を
行った、公害対策に係る市立の研究所を対象とす
る7。ここでは、北九州市環境科学研究所（旧北
九州衛生研究所）、大阪市環境科学研究所（旧市
立大阪衛生試験所）が対象となる。

データは、両市ともに1970～2000年において継
続的に収集可能な、各組織の直接的な大気汚染政
策に関わるインプット、アウトプットに関する量
的データとする（表2）。SO2濃度改善という政策
成果（アウトカム）との比較に際して、その達成
に向けた大気汚染政策に関する行政活動の程度を
示すデータを対象とすることとなる。

研究所では、研究所予算、研究所人材（在籍人
数×平均勤務年数）、研究者の学会発表数、研究
者の学術雑誌への論文掲載数、研究所による行政
や住民からの依頼に基づく大気汚染に係る検体の
分析件数が収集できた。

都市大気汚染政策における社会的能力の評価

環境科学研究所・予算 
環境科学研究所・人材（人数×平均勤務年数） 
環境科学研究所・学会発表数 
環境科学研究所・論文掲載数 
環境科学研究所・大気汚染検査件数 
市・環境部署人材（人数×平均勤務年数） 
市・工場事業場への大気汚染立入検査施設数 
市・企業への大気汚染防止資金融資額 
市・企業への大気汚染防止資金融資件数 
市・衛生費 
一般環境大気測定局数 

 
北九州市環境科学研究所報（各年版） 
大阪市立環境科学研究所報告（各年版） 
地方公務員給与制度研究会「地方公務員給与の実態」（各年版） 
 

北九州市の環境（各年版） 
大阪市環境白書（各年版） 
地方公務員給与制度研究会「地方公務員給与の実態」（各年版）

 
 
地方財政調査研究会「地方財政統計年報」（各年版） 
環境省「日本の大気汚染状況」（各年版） 

データ 出　所 

表2 データ

（出所）筆者作成
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市では、衛生費8、一般環境大気測定局数、環
境部署人材（在籍人数×平均勤務年数）、大気汚
染防止法や公害防止条例および市民からの苦情等
に基づく工場・事業場への大気汚染に関する立入
検査件数、要綱に基づく企業への大気汚染防止資
金融資件数、およびその融資額が収集できた。

ここで、人材は、量だけでなく、質の把握が重
要となる（Honadle 2001）。Barro（ 1991）、
Mulligan et al.（1997）ら、経済成長に係る人的資
本の実証分析では、いわゆる労働力の質の計測に
おいて、主に教育年数や労働者所得などが代理変
数として用いられている。これらを踏まえて、環
境政策に携わる人材の質を、経験および熟練を示
すものとして平均勤務年数を設定し、人員数と掛

け合わして人材として示した。

3．分析結果

（1）分析1：能力要素の抽出

探索的因子分析（主因子法・プロマックス回転）
により、スクリーテストを基準として2市でそれ
ぞれ4因子が抽出された（表3、表4）。クロンバッ
クのα係数は、大阪市の第4因子が0.684と若干低
くなったが、その他は0.782～0.976となり、各因
子の存在について、一定の信頼性が確保できた。
因子ごとに含まれるデータ構成は、1つのデータ

村上　一真　　　　松岡　俊二

因子1データ 
環境科学研究所・予算 
北九州市・衛生費 
環境科学研究所・人材（人数×平均勤務年数） 
一般環境大気測定局数 
北九州市・環境部署人材（人数×平均勤務年数） 
北九州市・工場事業場への大気汚染立入検査施設数 
環境科学研究所・大気汚染検査件数 
北九州市・企業への大気汚染防止資金融資額 
北九州市・企業への大気汚染防止資金融資件数 
環境科学研究所・学会発表数 
環境科学研究所・論文掲載数 
固有値 
寄与率（％） 
累積寄与率（％） 

因子2 因子3 因子4
0.933 
0.819 
0.733 
0.692 
0.096 
-0.229 
0.133 
-0.198 
-0.571 
0.394 
0.193 
3.363 
52.0 
52.0

-0.182 
-0.080 
0.310 
0.172 
0.915 
0.855 
0.707 
0.073 
-0.372 
0.253 
0.420 
2.508 
21.4 
73.4

0.000 
0.380 
0.411 
0.502 
-0.076 
0.167 
-0.033 
-0.818 
-0.603 
0.170 
0.271 
1.821 

6.9 
80.2

0.058 
0.342 
0.347 
0.408 
0.216 
0.024 
0.450 
-0.100 
-0.286 
0.864 
0.526 
1.594 

4.2 
84.4

表3 因子負荷量と能力要素抽出（北九州市）

（出所）筆者作成

因子1データ 
一般環境大気測定局数 
大阪市・環境部署人材（人数×平均勤務年数） 
環境科学研究所・人材（人数×平均勤務年数） 
環境科学研究所・予算 
大阪市・衛生費 
大阪市・企業への大気汚染防止資金融資額 
大阪市・企業への大気汚染防止資金融資件数 
環境科学研究所・論文掲載数 
環境科学研究所・学会発表数 
大阪市・工場事業場への大気汚染立入検査施設数 
環境科学研究所・大気汚染検査件数 
固有値 
寄与率（％） 
累積寄与率（％） 

因子2 因子3 因子4
0.971 
0.832 
0.687 
0.665 
0.613 
-0.225 
-0.492 
0.068 
0.389 
0.020 
-0.212 
3.538 
42.6 
42.6

0.189 
0.443 
0.629 
0.604 
0.542 
-0.952 
-0.827 
-0.029 
0.496 
-0.383 
-0.103 
3.479 
30.3 
72.9

-0.034 
0.220 
0.225 
0.257 
0.381 
-0.046 
-0.052 
0.992 
0.580 
-0.503 
0.043 
1.995 
10.7 
83.5

0.002 
0.216 
0.213 
0.317 
0.409 
-0.049 
-0.108 
-0.091 
0.230 
-0.568 
-0.489 
0.891 

4.9 
88.4

表4 因子負荷量と能力要素抽出（大阪市）

（出所）筆者作成
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を除いて2市で同じ結果となり、2市とも同様の因
子の解釈が可能となった。

北九州市は、第1因子はヒト、モノ、カネなど、
環境政策を資源面で支える「環境政策資源」の運
用能力、第2因子は汚染排出源への立入りや検体
検査としての「直接規制」の遂行能力、第3因子
は汚染排出者の対策を経済的に支援する「経済的
支援」の遂行能力、第4因子は政策形成・遂行の
根拠となる科学的根拠を示す「科学的知見」の提
供能力と解釈した。一方、大阪市は、第1因子は

「環境政策資源」の運用能力、第2因子は「経済的
支援」の遂行能力、第3因子は「科学的知見」の
提供能力、第4因子は「直接規制」の遂行能力と
なった。

両市を比較すると、「市・環境部署人材」デー
タが、北九州市では「直接規制」の遂行能力、大
阪市では「環境政策資源」の運用能力となった以
外は、因子の序列は異なるが、全く同じ因子構造
となった。この「市の環境部署・人材」での相違
は、両市の大気汚染政策の違いで述べたように、
北九州市では少数の企業を対象とした公害防止協
定に基づく立入検査で主に人材の持つ機能が発揮
され、大阪市では多数の企業を対象とした行政指
導において、数多くの説明会実施や技術調査など、
広範な行政活動において人材の持つ機能が発揮さ
れたという理解ができる。

また、因子ごとの寄与率は、第1因子の「環境
政策資源」の運用能力が、北九州市では52.0%、
大阪市では42.6％となり、大気汚染政策に係る能
力の約5割程度を説明する。そして、第2因子を合
わせると、能力の7割強が説明できる。第2因子は、
北九州市は「直接規制」の遂行能力、大阪市では

「経済的支援」の遂行能力となった。これは、環
境対策に向ける技術力、資金力の豊富な少数の大
企業を対象とした北九州市では、企業の対策の事
後的な監視が主な活動となり、環境対策に向ける
技術力、資金力に余裕が無い多数の中小企業を対
象とした大阪市では、企業の対策過程での指導・
支援が主な活動となるという、都市構造の違いに
基づく政策手段の違いで説明できる。両市とも、
各都市の特性に適した政策を遂行する能力要素
と、その政策形成等を可能にする資源を運用する
能力要素により、能力の大部分が説明できること

が示された。
異なる都市形態で、異なる政策手段を用いたに

も関わらず、両市とも行政の大気汚染政策に係る
能力は、累積寄与率の大きさを踏まえると、この
4要素で説明できることが実証的に示された。そ
して、能力要素の第1、2因子の寄与率の大きさよ
り、両市の大気汚染政策の実際と整合的であるこ
とも確認された。

（2）分析2：能力要素の検証

SO2濃度を目的変数とし、4つの能力要素の因
子得点を説明変数として、最小2乗法（OLS）に
よる回帰分析を行った。両市とも全ての係数の符
号が負で、かつ統計的に有意となり、4つ全ての
能力要素のSO2濃度改善への寄与が明らかとなっ
た（表5）。また、標準偏回帰係数より、両市とも

「環境政策資源」の運用能力が最も大きい寄与を
示した。次いで、両市ともに、「経済的支援」の
遂行能力、「直接規制」の遂行能力、「科学的知見」
の提供能力と続いた。

表3、4では、大気汚染政策の実際を反映する形
で、能力全体に占める能力要素の寄与率の序列は
両市で異なったが、表5では、能力要素のSO2濃
度改善へ寄与度の序列は、両市とも等しくなった。
表5より、政策成果の達成に向けた能力形成の優
先度は、「環境政策資源」、「経済的支援」、「直接
規制」、「科学的知見」とするのが合理的となる。
ここで、両市とも「環境政策資源」の能力全体に
占める寄与率は最も大きく、能力形成の優先度と

都市大気汚染政策における社会的能力の評価

 
科学的知見 
 
環境政策資源 
 
直接規制 
 
経済的支援 
 
定数項 
 
F 値 
Adj.R2

北九州市 大阪市 
-0.366  ** 

（-6.49）    
-0.567  ** 

（-10.01）    
-0.368  ** 

（-6.54）    
-0.501  ** 

（-8.85）    
0.010  ** 

（18.06）    
72.587 ** 
0.905     

-0.113  *   
（-2.51）    
-0.881  ** 

（-19.55）    
-0.222  ** 

（-4.94）    
-0.323  ** 

（-7.21）    
0.016  ** 

（26.79）    
118.367 ** 

0.940     
** 1％有意、* 5％有意 

（出所）筆者作成

表5 4つの能力要素の回帰分析
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して適切であった。しかし、「経済的支援」は、
大阪市では、寄与率が2番目に大きい第2因子とな
ったのに対し、北九州市では第3因子となってお
り、大阪市がSO2濃度改善に向けて、より合理的
な対応を行ったといえる。

次に、4つの能力要素の因子得点を、因子負荷
量の寄与率をウェイトとして加重平均した値を算
出し、それを大気汚染政策に係る能力として設定
した。そして、それを説明変数とし、SO2濃度を
目的変数として、最小2乗法による回帰分析を行
った（表6）。結果、両市とも係数が負符合で、か
つ統計的に有意となり、大気汚染政策に係る能力
が大気質の改善に寄与することが確認された。

さらに、1970～2000年における大気汚染政策に
係る能力の形成過程を図示した（図3、図4）。両
市とも1970年代前半に大気汚染政策に関する能力
形成が急激に進んだことが見て取れる9。原嶋・
森田（1995）は、日本の環境政策の発展段階とし
て、環境政策が充実強化されその効果が認められ
た前進期（1965～1974年）、環境政策の対象とな
る環境問題が質的に変化する変容期・停滞期・地
球環境時代（1975年～）に区分している。また、
寺西（1994）は日本の環境政策の歴史的推移を、
形成・発展期（1965～1974年）、激流・後退期

（1975～1988年）、模索・再編期（1989年～）に区
分している。

本分析の大気汚染政策に係る能力形成過程は、
これらの環境政策区分と整合的であり、かつ、政
策成果である大気質の改善にも貢献している。こ
のことは、環境政策の実効性を担う能力も同様の
経緯で発展し、政策成果を挙げてきたことを示し
ている。政策成果である大気質と政策の実効性を
担う能力の関係性が確認されたことから、大気汚
染政策に係る能力の妥当性、すなわち、4つの能

力要素の存在とウェイトが検証された。

4．大気汚染対策に係る能力評価手法の提案

3.では、因子分析により4つの能力要素を抽出
し、それらがいずれも大気汚染改善という政策成
果に貢献する機能を有すること、また、能力全体
に占める各能力要素のウェイトは妥当であること
を実証的に確認した。これにより、4つの能力要
素が評価すべき能力要素、つまり、能力の評価基

村上　一真　　　　松岡　俊二

 
大気汚染政策に係る能力 
 
定数項 
 
F 値 
Adj.R2

北九州市 大阪市 
-0.807  ** 

（-7.36）    
0.010  ** 

（9.26）    
54.155  ** 
0.639      

-0.935  ** 
（-14.19）   

0.016  ** 
（18.19）   
201.247  ** 

0.870      
** 1％有意、* 5％有意 
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図3 能力形成と大気質の推移（北九州市）

（出所）筆者作成

図4 能力形成と大気質の推移（大阪市）

（出所）筆者作成

（出所）筆者作成

表6 大気汚染政策に係る能力の回帰分析
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準として適当であることが示された。
新たな能力評価手法の提案に際しては、これら

の能力要素を、能力評価に係るフレームワークの
中に位置づける必要がある。

ここでは、政策の実効性を担う能力の水準が、
政策成果の程度を規定すると捉え、4つの能力要
素が政策サイクルにおいてそれぞれ担う役割を示
す。能力要素の関係性を、政策サイクルにおける
役割の関係性として提示することで、能力の評価
基準を政策サイクルにおける各ステージの評価基
準として同時に示すことができる。このことは、
能力評価に係るフレームワークが、多面的な評価
の視点を内包することとなる。

また、政策サイクルは知識マネジメントの観点
から捉えることができ（山内他 2000）、政策サイ
クルを知識サイクルとしても表現することで、能
力要素の政策サイクルにおける役割設定の指針と
した。

この能力要素の政策サイクル、知識サイクルと
の対応は、能力要素間の関係性の明確化とともに、
能力概念の具現化を手助けし、能力評価の際のデ
ータ収集等を容易にさせる実用的なメリットがあ
る。

（1）能力評価に係るフレームワークの設定

政策成果の程度は、政策の実効性を担う能力水
準により規定される。他方、政策成果は、政策課
題設定、政策形成、政策遂行、政策評価のステー
ジで構成される、一連の政策サイクルの円滑な循
環（スパイラルアップ）により生み出されるとも
説明できる。ここで、政策の実効性を担う4つの
能力要素ごとに、政策サイクルでの役割を示すこ
とが可能となる。もちろん、能力は特定の目的の
みに対応する性質ではないため、能力要素が実効
性を担う政策サイクルのステージは、明確に分離
されるとは限らず、一部重複することもあり得る。

政策サイクルにおいて、4つの能力要素が果た
す役割は、図5のように、政策課題設定（知識創
造・蓄積）としての「科学的知見」の提供能力、
政策遂行（知識実践）としての「直接規制」およ
び「経済的支援」の遂行能力、政策形成（知識利
用）および政策評価（知識再生産）としての「環

境政策資源」の運用能力と位置付けられる。また、
後述するが、「環境政策資源」は、政策課題設定、
政策遂行の実効性にも影響を与える。
「科学的知見」は、大気汚染状況の分析、汚染

除去技術の評価等、調査研究、試験検査、情報収
集に基づき、政策的に対応すべき課題を科学的根
拠を基に示す役割を担う。勝原（2001）は、北九
州市環境科学研究所を、科学的データ・情報を提
供し説得力のある環境行政の実施を可能にしたと
し、藤倉（2002）は、公害対策において、行政が
企業に対策を迫る際の科学データの有効性を指摘
し、両市の早期の研究所の設置を評価している10。
「直接規制」、「経済的支援」には政策遂行を担

う役割が与えられる11。「直接規制」は、大気汚染
防止法や公害防止条例および市民からの苦情等に
基づく工場・事業場への大気汚染に関する立入検
査であり、燃料や原料採取による検査、機器の効
率判定や維持管理状況検査などの届出内容や基準
適合状況の検査とともに、公害防止組織の整備状
況や公害防止管理者の活動状況の検査等を行う。
そして、違反に対して、改善命令、改善勧告、改
善指示などの行政指導を実施するなど、発生源対
策を進める能力である。
「経済的支援」は、主に中小企業の公害対策を

資金的に支援するもので、公害防止のために必要
な機械、装置の設置、事務所や設備移転などに係
る資金の融資、および利子助成を行う12。中小企
業の規制基準達成の困難さに配慮して設計された
制度であり、直接規制との相互関係に基づく、ア
メとムチの機能を有する大気汚染政策の一端を担

都市大気汚染政策における社会的能力の評価

経済的支援 

直接規制 環境政策資源 科学的知見 

政策評価 
（知識再生産） 

政策形成 
（知識利用） 

政策遂行 
（知識実践） 

政策課題設定 
（知識創造・蓄積） 

図5 能力評価に係るフレームワーク

（出所）筆者作成
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うものとして位置づけられる。「経済的支援」の
執行能力は、単に融資枠の確保だけでなく、その
過程での説明会実施や審査、管理監督などに係る
能力として捉えられる13。

施設・設備、人材、予算などの「環境政策資源」
の運用能力は、政策サイクルの全ステージにおい
て、資源を確保し、適正に配分し、効率的に活用
する役割を担う。施設・設備としての一般環境大
気測定局は、環境政策の必要性および効果に関す
る情報を提供する。つまり、特に政策形成、政策
評価のために、大気汚染状況を把握する資源とい
える。

また、人材は環境政策に係る全ての行為の担い
手であり、予算はその環境政策の対象範囲を定め
る枠組みとなる。人材、予算ともに、どのような
政策を、どの程度実施するかの政治的な意思決定
を司ることで、特に、政策形成および政策評価の
機能を果たす。このことは、政策課題設定、政策
遂行のステージでは、ある程度、目的と対応範囲
が明確にされており、政治的な意思決定の必要性
は相対的に低いと言える。

また、政策形成と政策評価を同様の役割に位置
づけることは、政策評価論から説明できる。昨今
の政策評価論では、政策アウトカムを想定し、政
策の評価基準を定めた上で、政策形成を行うこと
が求められている（上山 1998、真山2001）。これ
は、“形成”された政策の成果を“評価”し、新
たに政策を再検討するというスパイラルアップ型
の政策サイクルにおいて、政策形成と政策評価は
一連の政策項目、もしくは表裏の政策項目となっ
ており、その実効性を支える能力も同様のものと
して捉えられる。したがって、政治的意思決定を
司る「環境政策資源」の運用能力が、政策形成と
政策評価の役割をともに担うものとして説明でき
る。

以上、図5の政策サイクルにおける能力要素の
役割の関係性、すなわち、実証分析により示され
た能力の評価基準を盛り込んだ能力評価に係るフ
レームワークが設定された。

（2）アクター・ファクター分析の提案

ここでは、図5の能力評価に係るフレームワー

クを用いた新たな能力評価手法を、松岡・朽木
（2003）の「社会的環境管理能力」をもとに提案
する。

実証分析では、政府という1アクターの大気汚
染政策に係る能力要素を考察したが、この成果を
応用し、企業、市民の評価項目の設定を行った。
そして、政府・企業・市民という3つのアクター
ごとに、評価すべき能力要素（ファクター）を設
定したアクター・ファクター分析を提案する。表
7では、その分析フレームワークであるアクタ
ー・ファクター・マトリクスを示した。マトリク
スでは、統計データにより定量的に把握できる評
価細目を中心に示した。ファクターは、能力要素
および政策サイクルでの3つの役割ごとに区分さ
れており、3つのアクター区分とともに9つのセル
を構成する。実際の評価では、このマトリクスを
用いて、9つのセルで区分された大気汚染対策に
係る能力を、統計データに加え、インタビューや
アンケートでの質的情報を基に把握していく。

このアクター・ファクター分析は、体系的な能
力要素の抽出、能力要素の大気質改善への貢献の
確認、そして、政策サイクルに基づくフレームワ
ークの設定を行った上で開発した能力評価手法で
あり、UNDP（1998）等で示されている個人、組
織、社会システムという3区分での能力評価手法
に比べて、以下の3点で優位性が指摘できる。

まず、評価基準の体系的な整理である。UNDP
（1998）は、社会システムの能力要素について、
政策、法・規制、マネジメント・アカウンタビリ
ティ、資源（人材、予算、情報）、プロセスを挙
げている。そして、組織では、ミッション・戦略、
組織文化・構造、能力（Competencies）、プロセ
ス、資源（人材、予算、情報）、インフラを挙げ
ている。しかし、これらは、能力の内部構造とし
て、能力要素の必要十分性や関係性が明確にされ
ておらず、体系的な評価基準設定となっていない。
そのため、評価に際してのデータ収集・選択にお
けるフレームワークとしては不十分である。アク
ター・ファクター分析は、実証分析により体系的
な能力抽出を行い、かつ、政策サイクルおよび知
識サイクルに対応させる形で能力要素を設定して
いる。このことは、政策サイクル、知識サイクル、
能力要素という整合的な区分を指針とすること
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で、能力要素に係るデータの体系的な収集・選択
が容易となる。

2点目は、効率的かつ効果的な評価実施である。
UNDP（1998）では、評価フレームワークの曖昧
さ、あるいは柔軟さにより、個々の環境問題ごと
に、膨大なチェックリストを作成することになる。
しかも、そのチェックすべきとして挙げられた能
力要素は、能力要素の関係性や政策サイクルにお
ける役割が不明であり、他の評価基準との関連性
が見えにくい、独立的もしくは重複性の高い評価
基準に陥りやすい。このことは、全てのチェック
項目が政策成果に貢献する適切な評価基準である
か、また、チェックの必要性があるかは確認でき
ない。アクター・ファクター分析は、政策成果へ
の貢献が確認された、評価すべき能力要素を評価

基準としており、評価に係る労力と効果の観点で
優位である。このことは、途上国のオーナーシッ
プ、および自己診断能力の形成に向けた、途上国
自らでの評価実施を可能とする簡便な評価方法と
しても適当である。表7では、大気汚染対策のマ
トリクスを例示しているが、政策サイクル、知識
サイクル、能力要素という、一般的な基準で能力
を区分し、下位の評価項目も標準的な項目区分と
しているため、他環境分野にも応用できる共通的
な評価フレームワークになり得る。

また、実証分析の表3、4で、能力要素ごとのウ
ェイトを示したが、政策課題設定、政策形成・政
策評価、政策遂行の3つの役割の両市の各ウェイ
トは、4.2と10.7%、42.6と52.0%、28.3と35.2%で
あり、2都市の平均は、7.5%、47.3%、31.8%とな

都市大気汚染政策における社会的能力の評価

役割 

能力 
要素 

  政策・対策遂行（知識実践） 

P：政策・対策の遂行能力 R：環境対策資源の運用能力 K：知識・技術の提供能力 

  政策・対策課題設定（知識創造・蓄積） 
  政策・対策評価（知識再生産） 
  政策・対策形成（知識利用） 

ファクター 

○規制的手法 
   ・大気汚染対策に係る法規制の制定・運用 
   ・環境基準、排出基準の設定・監視 
   ・大気汚染対策条例、基本計画の策定・運用 
   ・立入検査等による監視 
 
○経済的手法 
   ・環境税、課徴金・補助金制度の整備・運用 
 
○自主的手法 
   ・公害防止協定（法的根拠なし）の締結 
   ・環境学習・教育の推進 

○予算 
   ・大気汚染対策予算の拡充 
 
○人員・組織 
   ・環境関連部署の設置 
   ・大気汚染対策組織（委員会、審議会、企業・

市民協議会）の設置 
   ・大気汚染対策部署職員数の拡充 
 
○施設・設備等 
   ・大気汚染モニタリングシステムの整備 
   ・大気汚染警報設備の設置、情報システムの整備 

○調査・研究 
   ・大気汚染の要因・メカニズム等の研究 
   ・大気汚染対策技術の開発、ノウハウの蓄積 
   ・大気汚染対策の政策研究 
 
○情報公開・共有 
   ・大気質実態、大気対策情報の公開 
   ・職員教育・研修の実施 

G： 
政府 

○規制的手法 
   ・大気汚染対策に係る法規制の遵守（野焼き等） 
 
○経済的手法 
   ・補助金制度等の活用による対策（NGO、NPO） 
 
○自主的手法 
   ・苦情、要望、ロビイング 
   ・エコドライブ等、省エネ・省資源生活への転換 
   ・グリーン購入、エコファンド 

○予算 
   ・環境対策予算の拡充（NGO、NPO） 
 
○人員・組織 
   ・環境対策人員数の拡充（NGO、NPO） 
   ・NGO、NPO活動への参加 
 
○施設・設備等 
   ・環境対策に係る施設・設備の確保（NGO、NPO） 
   ・環境配慮製品の活用（省エネ、新エネ機器） 

○調査・研究 
   ・調査・研究（NGO、NPO） 
   ・監視・モニタリング（NGO、NPO） 
 
○情報公開・共有 
   ・大気汚染状況の把握 
   ・環境学習、環境教育の実施 

C： 
市民 
社会 

○規制的手法 
   ・大気汚染対策に係る法規制の遵守 
   ・環境基準、排出基準の遵守 
   ・大気汚染対策条例、基本計画への対応 
 
○経済的手法 
   ・補助金制度等の活用による対策 
 
○自主的手法 
   ・公害防止協定（法的根拠なし）の締結 
   ・財・サービス生産等、全プロセスでの環境負荷

抑制 
  ・ISO14001の取得、ESCO事業の導入等 

○予算 
　・大気汚染対策予算の拡充 
 
○人員・組織 
　・環境関連部署の設置 
　・環境関連部署職員数の拡充 
　・環境管理者数、公害防止管理者数の拡充 
 
○施設・設備等 
　・エンド・オブ・パイプ設備の導入 
　・クリーナー・プロダクション技術・設備の導入 

○調査・研究 
   ・工場・事業所の自社モニタリング 
   ・大気汚染対策技術の開発、ノウハウの蓄積 
 
○情報公開・共有 
   ・環境報告書、環境会計の作成・公開 
   ・職員教育・研修の実施 

F： 
企業 

ア
ク
タ
ー 

表7 アクター・ファクター・マトリクス（大気汚染対策）

（出所）筆者作成
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る。大気汚染政策に係る能力の都市間比較、また、
時系列比較を行う目的であれば、能力要素のウェ
イト付けによる定量的な評価も可能である。この
ウェイトは、日本での都市構造および大気汚染対
策の異なる都市でも大きな差は無く、ある程度、
一般的な数値として解釈可能である。

3点目は、能力形成に向けた適切な政策提案で
ある。UNDP（1998）での個人、組織、社会シス
テムの関係性は、包括性のある階層関係になって
いるため、階層ごとの能力評価の結果からは、ど
こに資源投入するのが望ましいかは判断できな
い。アクター・ファクター分析のフレームワーク
は、政府・企業・市民というアクター区分と、能
力要素（政策サイクル、知識サイクル）で区分さ
れる重なりの無い9つのセルにより、誰が、何を
すべきかの役割分担が明確になっている。したが
って、能力評価結果に基づき、アクター間の代替
可能性を踏まえ、どのセルに資源投入すべきか明
確であり、能力形成に向けた、より実効性の高い
政策提案が可能となる。

ただし、社会的環境管理能力は、社会経済状態、
環境質との相互関係の中で位置づけられるもので
あり、実際の評価に際しては、社会的環境管理能
力のみに着目するのではなく、これら相互関係に
基づくトータルシステムとしての視点も合わせて
必要となる。

5．結論

本研究は、行政の大気汚染政策に係る能力要素
を体系的に抽出し、能力要素の大気質改善への貢
献とウェイトを実証的に確認することで、能力の
評価基準を示した。そして、その評価基準を、政
策サイクルと関連付けた能力評価に係るフレーム
ワークの核に位置づけ、新たな能力評価手法とし
て、アクター・ファクター分析を提案した。本研
究により、以下のことが明らかとなった。今後は、
モデルケースでの評価実施などを通じて、実践的
な評価手法の確立に向けて、更なる知見を蓄積し
ていく必要がある。

（1）大気汚染政策に係る能力の構成要素は、「科

学的知見」の提供能力、「環境政策資源」の
運用能力、「直接規制」の遂行能力、「経済的
支援」の遂行能力の4つで示される。

（2）4つの能力要素全てがSO2濃度改善に寄与し、
大気質の改善という政策成果に貢献する能力
要素であることが確認できた。また、ウェイ
ト付けされた能力要素により統合化された大
気汚染政策に係る能力が、SO2濃度改善に貢
献すること、また、日本の環境政策の発展段
階区分と整合的であることから、4つの能力
要素のウェイトの妥当性も確認できた。これ
により、4つの能力要素が能力の評価基準と
して適切であることが示された。

（3）政策サイクルにおいて4つの能力要素が担う
役割を設定することで、評価の視点の多様化
と能力概念の具現化を可能とした能力評価に
係るフレームワークを設定した。

（4）新たな能力評価手法として、アクター・ファ
クター分析および分析のフレームワークとし
てのアクター・ファクター・マトリクスを示
し、UNDPで示されている能力評価手法との
比較を行い、評価基準の体系的な整理、効率
的かつ効果的な評価実施、能力形成に向けた
適切な政策提案の3点において優位性を指摘
した。

付記
本論文は、21世紀COEプログラム「社会的環境

管理能力の形成と国際協力拠点」（広島大学大学
院国際協力研究科、拠点リーダー：松岡俊二）の
研究成果の一部である。

注記

1  第37章「開発途上国における能力開発のための国の

メカニズム及び国際協力」では、持続可能な発展は

人々や制度の能力によって多くが規定される、と示

されている。

2 Capacity in Environmentの定義は、「社会が環境問題

を把握し、対処する能力（ability）」（OECD 1994）、

「個人、集団、機関、制度が、与えられた状況におい

て持続可能な発展を成し遂げるために必要な努力の

一部として環境問題に取り組む能力（abi l i t y）」

村上　一真　　　　松岡　俊二



67

（OECD 1995）とされている。

3 政令指定都市は、都道府県からの一定の権限委譲を

受けており、ある程度独自に政策立案・実施が可能

であり、意思決定に際してのバイアスが少ない。大

阪市では、1965年に公害防止条例が大幅に改正され、

同条例施行規則の一部改正となった1967年に、条例

権限の大部分が大阪市長に委任された。北九州市で

は、1970年に大気汚染防止法に係る県知事権限が委

譲された。そして、北九州市大気汚染防止連絡協議

会を設立し、対策が進められた。

4  大都市統計協議会「大都市比較統計年表」（各年版）

に拠る。

5  藤倉（1998）は、これに関して、「（北九州）市は大

気汚染防止連絡会議に所属する30社32工場を説得す

れば、対策にかなりの効果が期待できた。その点は、

西淀川区公害対策特別機動隊が域内一千余の中小・

零細工場を相手にして、しらみつぶしに「どぶ板作

戦」を行わざるを得なかった大阪市とは状況が異な

る」としている。

6  長島・新堂（2001）は同様の方法を用いて、「厚生

指標」を作成している。

7  大気環境学会史料整理研究委員会（2000）は、地方

公害試験研究機関の大気汚染研究推進に果たした役

割は大きいと評価している。また、日本の大気汚染

経験検討委員会（1997）は、公害対策に係る市立の

研究所のみを対象としてはいないが、「企業の取組

が十分でなかった公害問題の初期においては、測定

技術、対策技術の開発等にも地方公共団体の技術者

が大きな役割を果たした」と評価している。

8  衛生費は、環境対策費に加えて、保健、健康に係る

費用も含むが、1970～2000年の全期間を通じて、環

境対策のみの予算を表すデータはないため、これに

代替した。

9 能力（Capacity）は、フローではなくストックで示

されるべきという見方もある。松岡・本田（2002）

は、Sen（1985）、UNDPの人間開発論を踏まえ、

Ca p a c i t yをパフォーマンス・ベースの能力、

Capabilityを人間活動の選択の自由・拡大につながる

潜在的能力としている。そして、その関係性を、

「所与の条件での実践能力であり、その成果」であ

るCapacityと、その根底にある潜在能力としての

Capabilityと位置づけている。本研究での大気汚染政

策に係る能力は、実際の活動として現れたパフォー

マンスとしての能力（Capacity）を計測しており、

年度ごとのパフォーマンスに対するフローにおいて

能力を捉えている。もちろん、フローとしての能力

（Capacity）は、その時間展開に基づきストックとし

て形成された潜在能力（Capability）の水準に基づき

発揮されるものである。

10 大気環境学会史料整理研究委員会（2000）は、大気

汚染研究は、政治、行政に影響を与え、汚染低減の

達成に寄与したかによってのみ評価されるべきとし

ている。

11 植田（1996）にあるように、環境政策手段としての

直接的手段、間接的手段、基盤的手段という区分に

おいて、「経済的支援」は間接的手段の範疇に入る。

ただし、あくまでも経済的優遇措置であり、環境税

などの市場メカニズムを用いた政策手段とは性質は

異なる。

12 北九州市は1968年に北九州市公害防止資金融資制度

要綱を制定し、大阪市は1967年に公害防止設備資金

融資要綱を設けた。

13 世界銀行では、融資業務を相手国のキャパシティビ

ルディングの機能を果たすものとして捉えている

（ヒアリング）。この場合、行政の能力とともに、企

業の能力形成にも貢献する政策制度であるといえ

る。
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Evaluation of Social Capacity for Urban Air Quality Management
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Abstract

Since early 1990s, Capacity Development and Capacity Development in Environment（CDE）are discussed
in the field of aid assistance. In the current literature, although there is consensus on necessity of capacity
development, there is none on its definition as well as its measurement. Regarding this, this study tries to develop a
new evaluation method for capacity development. As a case study, we examine the elements of governmental
capacity for urban air quality management in major cities of Japan. In this respect, city-level panel data in 1970-
2000 period are used in the analysis. By using Factor analysis, we estimate four elements of capacity that
contribute to urban air quality improvement. These four elements are further arranged into three factors. Using
these factors, we propose an evaluation form called as Actors-Factors matrix. Evaluation method based on Actors-
Factors matrix is superior to UNDP,s method in a systematic classifies of evaluation criteria, efficient and
effectives evaluation, and appropriate policy design for capacity development. 

Keywords

capacity development, evaluation, indicator, factor analysis, air quality management
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1. はじめに

地方分権に関わるインドネシアの概況
2001年の地方自治法の施行により、インドネシ

アにおいて地方分権化は本格的に実施され始め
た。分権化の背景には、旧スハルト時代の負の遺
産である汚職や業務遂行の非効率性などの課題を
抱える中央集権体制から、新しい時代に則した行
政システムとしての分権化を完成し、更なる発展
を目指すというインドネシアのねらいがある。こ

のような分権化への移行は時代の潮流でもあり日
本もその例外ではない。

しかし、地方分権化が常に問題解決の万能策に
はなりえないことは、様々な先行研究が明らかに
しているところである。1980年代に新自由主義政
策の一環としてチリ政府が実施した教育行政の地
方分権化は、教員の非公務員化や市場原理の導入
で、効率性の向上を図ることをベースにしていた
が、中等教育の就学率増加など量的拡大をもたら
した一方で、学校類型間での階層間格差や学力の

【研究論文】

インドネシア前期中等教育における地方分権化の影響
教育環境と教育成果に関する因果モデルによる評価

要　約

インドネシアでは、2001年の地方自治法の施行を受け、中央から県・市への予算直接配分や地域参加型
の学校運営の導入など、教育分野における地方分権化が進められている。

本稿では、インドネシアの前期中等教育に着目し、地方分権化実施の前後において、教育環境が教育成
果に与える有効性がどのように変化したかを、因果モデルを用いて検証した。

主な分析結果として、①学校の予算状況の改善は、教員資質を高めるなど教育環境の向上をもたらし、
学力の向上や中退率の減少という教育成果の改善に寄与するが、地方分権化後はこれらの因果関係につい
て影響力と有効性に低下が認められる；②予算規模の大きい学校グループと小さい学校グループを比較す
ると、地方分権化によるマイナスの影響は予算規模の小さい学校グループにより多く現われていることが
明らかになった。

地方分権化が教育現場に与える影響について、更に継続観察するとともに、教職員の質向上や財政的措置
により、地方分権化後に拡大が認められる地域や学校間の格差の是正に取り組んでいくことが重要である。
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低迷などの副作用ももたらした（斎藤2004）。ブ
ラジルでは1994年に始まったカルド－ゾ政権の教
育改革によって初めて地方分権化を導入し、市や
学校への教育運営責任の移譲や財政改革によっ
て、学校の自治力・教育力の強化を図り、成功事
例も報告されている一方で、北東部など貧しい地
域では改革の遅れが指摘されている（江原 2005）。

インドネシアの地方分権化は、「地方自治体が、
公共サービスの提供及び政府開発事業の有効性と
効率性を向上させ、地方自治体と住民の自立性を
高め、民主主義を育成する」ことを目標とし、主
に県・市の自治権拡大を図っている。教育改革に
関しては、①教育の質、②平等性、③妥当性、④
効率性の向上を方針に掲げ、それまでの教育行政
組織の大幅な改革に臨んでいる。代表的な組織改
編としては、初等及び前期中等教育は県・市の教
育局に、後期中等教育は州政府の教育局に教育行
政上の権限が委譲されるなど、国家教育省の役割
と権限の大幅縮小、及び地方政府や組織の権限の
拡大が行われた。また、教育行政の一元化として、
それまで地方に置かれていた国家教育省の州、県、
郡事務所が廃止された。

加えて、学校に基礎をおいた経営（School-
Based Management、以下SBM）と地域社会に基礎
をおいた教育（Community-Based Education、以下
CBE）が、初等中等教育の運営システムを改善す
るための中心的施策として推進されている。

広範囲な群島からなるインドネシアは、地域間

の格差などの課題を抱えながらも、強力な中央集
権体制の下で統合されてきた。新しいシステムが
従来からの課題を克服しつつ発展していくことが
望まれるが、新たな課題が生じることも懸念され
ている。JICA（2005）の報告書でも、分権化が
実施された2001年度の調査結果として、中部ジャ
ワ州や北スラウェシ州での就学率の低下や、県や
都市間での就学率格差の拡大が指摘されている。

図1は国家教育省管轄の公立中学校全体の教育
データについて、分権化後（2002/2003年度）に
おける変動係数値が最も高かった上位10項目（以
下、変数）を取り上げ、分権化前（1999/2000年
度）と比較したものである。

変動係数とは、標準偏差と平均値の比であり、
歳入や中退率など測定単位の異なる変数や、測定
単位が同じでも分権化の前後で中心が著しく異な
る変数においても、データの散らばり具合を相対
的に比較することができる。分権化前と比較する
と分権化後は全体的に変動係数が高くなってお
り、データ間つまり学校間の散らばりが大きくな
っていることがわかる。この傾向は図中の10変数
以外の教育環境においても認められた。公立中学
校は他の学校種よりも比較的教育環境が整ってい
るが（戸井・牟田2003）、それでも分権化後の教
育環境については、データ間つまり学校間の差異
が広がっていること、特に予算に関する変数(生
徒1人あたりの歳入・歳出)において学校間格差が
著しくなったことがわかる。
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この現象の背景にあるものとして、財政分権化
による地方の財政状況の変化があげられるが、そ
れに関しては松井（2003）が詳しく論及している。
インドネシアの地方財政は、植民地時代より中央
からの移転資金（歳入分与、一般配分金、特別配
分金から成る）に大きく依存してきた。この依存
体制は、各自治体の自発的な発展の妨げになって
いたが、地域間格差の大きいインドネシアにおい
て、格差是正の重要な役割も果たしていた。しか
し、分権化後には、歳入分与における国民1人当
たりの配分格差は2倍に拡がっている。

この歳入分与の格差拡大の背景のひとつには、
分権化を機に地方行財政の運営に変更が施された
ことがある。例えば、中央集権時代にその富みの
ほとんどを中央に徴収されてきた東カリマンタン
等の資源富裕地域においては、分権化以前に比べ
ると優遇的な配分が行われるようになった。歳入
分与による地域間格差の拡大を緩和させる役目を
有するのは一般配分金であるが、一般配分金の算
出には前年度を下回らないための「均衡部分」が
加味されており、結果的に格差是正の役割は充分
に機能していない。地方分権化では地方の財政的
自立が期待されているが、県や市レベルについて
いえば、それまで重要な税源であった地下水税や
湧水利用税の州税化などにより、安定した税源が
なくなったため、その自己財源比率は低下し、中
央からの移転資金に依存せざるをえない構造とな
っている。移転資金の中身として、分権化以降は
歳入分与の比重が高まっており、経済活動や資源
賦存の偏りを考慮すれば、中央からの資金の配分
差が短期的には地方間格差の助長をもたらすこと
になったと考えられる。また、分権化によって初
等・前期中等教育の直接的所轄は国家教育省から
県・市教育局に移管され、予算の交付先も県・市
への直接交付となったため、交付される資金の使
途や配分については県・市議会によって決定され
ることとなった。しかしながら、供給すべき地方
公共財・サービスについての能力や関心が不充分
なまま、以前よりも拘束のない移転資金が始まっ
たため、地方政府の議会対策や備品購入など住民
生活とは関連のない使途に使われる傾向も少なか
らず指摘されている。図1に認められたような予
算の学校間格差の背景には、以上のような分権化

による地方行財政の変化や過渡期における混乱等
が作用していると推察される。

インドネシアの前期中等教育
インドネシアにおいては、初等教育の就学機会

は80年代に大幅に拡大し、完全就学がほぼ完成さ
れている。しかし、中学校にはまだ課題が多く、
粗就学率は70%台（百瀬 2001）に増加してはい
るが地域差が存在している。教育の質向上につい
ても1999年に決定された国策大綱（1999～2004年）
では基礎教育分野における最優先課題の1つとし
て重要視されているが、分権化にともなう変化が、
中学校における教育活動にどのようなインパクト
を与えたかを評価する論及は少ない。インドネシ
アにおけるSBMの一環である「学校を基盤とす
る質向上のための経営」（Manajemen Peningkatan
Mutu Berbasis Sekolah:MPMBS）という施策に焦
点を当て、学校内外における様々な問題を抱えな
がら、MPMBSが質向上に向けてどのようなしか
けをしているのかについての研究（中矢2005）で
は、首都のある優秀校における成功事例が報告さ
れているが、広範囲の中学校に与えたインパクト
については論及されていない。行政体制の変化が、
それ以降の教育活動に影響した例としてペレスト
ロイカ以降のロシアについての研究がある。森岡

（2000）は、体制転換以降、学校の民主化、自治
の拡大が叫ばれ相次いで改革案が出されたが、90
年に行われた意識調査によって教育に対する国民
の満足度はかなり低いこと、その理由として8割
近くが物資・財政的基礎の弱体さを上げたことを
報告している。改革に伴う実質的保障が十分にな
されないことによって、教育における経営・財政
面の不均衡による地域及び学校間格差の拡大を懸
念しているが、実際の教育成果へのインパクトは
検証されていない。

教育成果の規定要因に関しては、生徒の家庭環
境等の社会経済的格差による影響が大きいとする
説（Coleman 1966;Bowls and Gintis 1976）や学校
要因による影響を唱える説（Edmonds 1979;
Psacharopoulos and Woodhall 1985）などがある。
また、先進国に比べて教育に関わるリソースがよ
り限られている途上国においては、学校環境の整
備が教育成果の向上に大きな影響力をもつ事例も
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報告されている（Cass & Deaton 1999; Fuller 1987）。
図1で認められたような教育環境における変動

が、中学校における教育活動に及ぼした影響を明
らかにすることは、分権化にともなう新たな取組
みの必要性を探るためにも重要と考える。

そこで本研究では、インドネシアにおける地方
分権化の影響を、教育環境と教育成果の因果関係
の変化に着目し考察していく。中学校における主
要な教育環境要因を特定した上で、要因間の関連
を検討し、教育環境のどの要因が教育成果の向上
に影響力を持つのかを検討する。そして、それら
教育環境と教育成果の因果関係が分権化の前後で
どのように変化したかを検証していきたい。具体
的には、1）現象の因果関係を調べるための統計
的手法である共分散構造分析によりモデルを構築
し、インドネシアの中学校における教育環境と教
育成果について、要因間の因果関係を検討する。
その上で、それらの関係が分権化によってどのよ
うな影響を受けたのか全体的傾向を把握する。次
に、検証すべき現象を踏まえた上で、2）分権化
後に著しい学校予算の格差拡大に着目し、予算の
多いグループと少ないグループに大別して分析を
行い、分権化の影響は学校の予算状況によって異
なるかを検討する。

インドネシアのフォ－マルな中学校には、国家
教育省管轄のSLTP（Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama）（公立、私立）と宗教省管轄のMTs

（Madrasah Tsanawiyah）（公立、私立）がある。そ
れぞれのタイプの学校では、学校予算の財源、教
員人事など学校組織や運営方法は異なるため、本
研究では、このうち学校数ではインドネシア全中
学校の34%、生徒数においては58%と最大の割合
をしめる（Department Penddikan National 2003）
SLTP公立校を分析の対象とする。

2．分析1：SLTP公立校全体にみる地方分
権化の影響

（1）目的

SLTP公立校について、教育環境と教育成果と
の関係を示す因果モデルを構成し、その妥当性の

検討を通して、要因間の因果関係を探る。そして
インドネシアの地方分権化がそれらの因果関係に
どのような影響を及ぼしたかについて、全体的傾
向を把握する。

（2）方法

分析に使用するデータ インドネシアの国家教育
省が管轄する全中学校に対して毎年実施する学校
基本調査データの原表を用いる。地方分権化以前
の状態を示すデータとして学校基本調査の
1999/2000年度版を、分権化後のデータとして同
調査の2002/2003年度版を使用した。欠損値のあ
るケースを除外した1999/2000年度データのSLTP
公立校は4853校、2002/2003年度データでは4045
校であり、全SLTP公立校のそれぞれ46.2%、
36.9%であった。

因果関係モデルの構成 まず、中学校における主
要な環境要因を探るため、学校基本調査に含まれ
る中学校関連の全項目（観測変数）を投入して探
索的因子分析（主因子法、斜交プロマックス回転）
を行い、これら観測変数の背後に潜んで特に深い
影響を与える主要な因子（潜在変数）を抽出した。
教育要因として5つの因子が抽出され、因子負荷
量の大きさ及び観測変数の内容に基づいて、それ
ぞれ「校長資質」、「教員資質」、「学校予算」、「学
習環境」、「教育成果」と命名した。

教育環境と教育成果の関係については、知識や
経 験 な ど 教 員 の 質 的 要 因 の 学 力 へ の 影 響

（Fuller.1987, Jimenes & Paquo,1996）や、生徒対教
員の人数や設備環境への投資による教育効果への
影響（Cass & Deaton,1999）などに関する先行研
究がある。

インドネシアでは、校長は教育活動、学校経営、
教職員の育成（研修・人事異動の申請等）、土
地・施設・設備の管理補修についての責任を持つ
と規定されており（中矢2001）、SBMやCBEの導
入によって、分権化後は校長の役割が一層重要性
を増すと推測される。中学校の教員資格は最低3
年間の高等教育が必要とされているが、その資格
を充たしているのは約半数にすぎず質の向上が課
題となっている（百瀬2001）。また、教員不足も

戸井　敦子　　　　牟田　博光
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地域によっては深刻であるが、予算要求に関して
も中央集権時代は中央の予算配分次第であったの
で、学校の早急のニーズは反映されにくく、要求
がすべて満たされる訳ではなかった。教員不足の
問題を抱える学校は保護者からの寄付金によって
安く働いてくれる非常勤教員を探さなくてはなら
ず、学校間に格差が生じていた。特に、新設校や
遠隔地は、教員配属の遅れや定着率の悪さから問
題は更に深刻であった（中矢・諏訪2001）。図書
館や理科実験室のない学校は3割近く存在すると
言われており、施設・設備の学校間格差も課題と
されている。インドネシアの教育予算が国家予算
に占める割合は分権化前でも7％台とタイなど近
隣諸国と比べても低く、慢性的な予算不足状態に
あったものが、分権化後は5％台に落ちている

（Ministry of National Education,2003）。
これらの事前分析や先行研究、そしてインドネ

シアの教育事情に基づき、抽出された5因子の最
初の2因子は学校環境のうちの人的環境を、続く2
因子は物的環境を、最後の因子は教育成果を示し、
因果モデルを構成する概念（構成概念）に適する
と判断し、次の2つの仮説からなる因果モデルを
構築してSLTP公立校における教育環境と教育成
果との因果関係と、地方分権化後に生じた変化に
ついて検証することにした。

1）SLTP公立校において、生徒の学力や進級と
いった教育成果は、主要な教育要因として抽出さ
れた4因子によって直接・間接的に規定されてい
る。予算が潤沢な学校であれば、質の高い校長を
得やすく、更に教員集団の質も高まっていく。ま
た、予算が潤沢であれば教材・設備などの学習環
境も整備されていく。生徒を指導する教員集団の
質が高く、学習環境が整備された学校ほど生徒の
学力も高く、中退率も低くなる。

2）しかし、分権化という新しい体制への移行
期にある学校現場では、変化に伴う混乱や学校間
の予算格差の拡大などが影響し、教育環境から教
育成果への影響力や有効性が分権化前と比較して
減じたのではないか。そのため新たな取組みの必
要性が生じているのではないか。

以上の仮説をパス図によって表したものが図2
である。煩雑さを避けるために、観測変数や潜在
変数（構成概念）に関連した誤差変数の表示は省

略した。因果モデル内の各概念を構成する観測変
数は表1の通りである。なお表1にOutputsとして
記載されている卒業試験と中退率の2つの観測変
数は、元々は事前の因子分析で抽出された「教育
成果」因子を構成する観測変数であったが、この
因果モデルでは、卒業試験結果を生徒の学力を示
す指標、中退率は進級状態を示す指標ととらえ、
別々のアウトプットとして投入することによっ
て、教育成果をより具体的に検証することとした。

分析方法 SLTP公立校の教育環境と教育成果に
ついて想定した因果モデルの妥当性と、その因果
関係が地方分権化によって受けた影響を共分散構
造分析（豊田 1998；山本･小野寺 1999；田部井
2001）により検討する。2つの異なる年度を比較
するため、分析にあたっては各概念変数に等値制
約を施した多母集団の同時分析を用いた。多母集
団とはこの場合1999/2000年度と2002/2003年度の
2つの年度集団のことである。この2つの母集団に
おいて共通の潜在変数（因子）や因果関係が存在
すると仮定する場合、個別に分析し比較するので
はなく、多母集団の同時分析を行うことによって
モデルの相等性や因子の普遍性などを検証するこ
とが可能になる。分析に際しては、異なる年度に
おける因子の不変性を検証するため、各因子から
観測変数へひくパスに等値制約を課している。分
析にはAmos5.0を使用した。

（3）結果

まず、因果モデルの全体的評価を行うため、
GFI（Goodness of Fit Index:適合度指標）とAGFI

（Adjusted Goodness of Fit Index:修正適合度指標）
を求めた。GFIはモデルの説明力を表す指標であ
り、想定した因果モデルがデータをどの程度説明
しているかを示す。AGFIは同様に説明力をあら
わす指標であるが、推定するパラメータ数の影響
を修正して算出しているため、より安定して説明
力を量ることができるとされている（田部井
2001）。結果は図2の右下にある通り、GFIは.942、
AGFIは.922といずれも高い値を示し、モデルと
データの適合度は高く、想定した因果モデルはデ
ータをよく説明していると判断された。

インドネシア前期中等教育における地方分権化の影響
教育環境と教育成果に関する因果モデルによる評価
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校長資質 教員資質 

学校予算 

学習環境 

潜在変数 観測変数 観測変数の定義 

（カッコ内＝分権化前、カッコ外＝分権化後、数値は標準化解） 

卒業試験 

中退率 

X4

X1

X2

X3

X12 X13 X14 X15

X5 X6 X7 X8 X9 X10

X11

（.74）.83（.36）.32

（.90）.86

（.68）.89

（.05）.14

（.67）.87

（.57）.58 （.02）.05 （.93）.95

（.00）-.02

（.20*）.04

（-.03）-.03

（.86）.81（-.46）-.46 （.33）.46

（.43）.30

（-.16***）-.03

（.30***）.19***

（-.01）.04

（.40***）.40***（.08***）.05**

（.23***）.14**

（.76*）.53*

（.63）.63

GFI=.942

AGFI=.922

***p<.001 **p<.01 *p<.05

表１　分析に用いられた潜在変数と観測変数 

Outputs

Inputs

卒業試験 

（10段階評定） 

中退率（％） 

中学校3学年が受ける国家卒業試験の各学校平均点 

 

在籍生徒数に対する中途退学者の割合 

X1. 政府資金 

X2. 繰越金額 

X3. 教員給与資金 

X4. 勤務年数 

X5. 等級 

X6. 学歴 

X7. 年齢 

X8. 平均勤務年数 

X9. 常勤率 

X10. D1 率 

X11. 4級教員率 

X12. 特別教室 

X13. 教材・備品 

X14. 保護者寄付 

X15. 生徒対教員 

政府から交付される学校運営費（生徒1人当たりRp.） 

前年度繰越金等の収入（同上） 

常勤教員の給与資金（同上） 

校長の勤務年数 

校長の等級（1～18級） 

校長の学歴（0～17段階） 

校長の年齢 

各学校の教員の平均勤務年数 

全教員に占める常勤教員の割合 

学歴がディプロマ1（1年間の高等教育）教員が占める割合 

等級が4（最高級）の教員の割合 

図書室、実験室など特別教室の合計数（生徒1人当たり） 

教科書、教材、備品への年間支出（生徒1人当たりRp.） 

施設の修理・補修、非常勤手当等に使用される保護者寄付金（同上） 

生徒1人あたりの教員数 

学校予算 

 

 

校長資質 

 

 

 

教員資質 

 

 

 

学習環境 

図２　SLTP公立校における教育環境と教育成果の因果モデル

（出所）筆者作成

（出所）筆者作成
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この因果モデルの部分的評価については、1）
因果モデル内の構成概念から観測変数へひかれる
影響指標はすべて5％以下の水準で有意であり、2）
影響指標の中には.02など低いものもあるが、大
部分は.30より高い数値を示している、の2点から、
構成概念と観測変数の関係は適切に対応している
ことが示された。

次に、求められた構成概念間の因果係数から、
モデルにおける要因間の因果関係と、その因果関
係が地方分権化によってどのような影響を受けた
かを検証した。構成概念間の矢印上に記載されて
いる2つの因果係数のうち、カッコ内は地方分権
化政策が実施される前の数値、続くカッコ外の数
値は分権化後のものである。因果係数に付属する
星印はその関係が統計的に有意であることを示し
ている。星の数が多いほどその有意性は高く

（0.1%以下の水準で有意な場合は***、1%以下の
水準では**、5%以下の水準では*）、星印がつい
ていない因果係数は統計的に有意でないことを表
す。

まず、分権化前の状態を見てみると、教育成果
を向上させる直接要因として、人的要因である

「教員資質」が重要な役割を担っていることがわ
かる。「教員資質」から「卒業試験」及び「中退
率」への因果係数は、それぞれ.30と-.16であり、
有意性も高い。表1に示した「教員資質」に関す
る観測変数の内容と、モデル内の各影響指標の値
を考え合わせると、経験豊かで等級も高い教員が
常勤としてたくさんいるほど生徒の学力が向上し
中退も減少することが分析から示唆された。一方、
物的要因である「学習環境」からは「中退率」に
のみ因果関係が認められるがその有意性は高くは
ない。
「教員資質」の向上に影響するのは「校長資質」

と「学校予算」である。両方とも有意性は同じよ
うに高いが、因果係数値では「校長資質」の.23
に対して、「学校予算」は.40とより高く、学校予
算の潤沢な学校ほど「教員資質」も向上すること
が示された。また、校長については、学歴の高さ
よりも、経験豊富で等級も高い校長の存在が教員
集団の資質向上に影響することが示された。また、

「校長資質」は「学校予算」から影響をうけるが、
その因果係数は.08と比較的低く、「学校予算」が

「校長資質」を規定する力はあまり大きくないこ
とが明らかになった。
「学習環境」については、「学校予算」からの因

果係数が.76と高いが、その有意性は低い。
次に、分析で明らかになった以上のような因果

関係が、分権化後にどのように変化したかを見て
いきたい。「教員資質」は分権化後においても

「卒業試験」の結果を向上させるのに有効な要因
であるが、その因果係数は値を.30から.19へと減
少させている。また、「中退率」への有意な影響
力は認められなくなっている。
「教員資質」が「校長資質」から受ける因果係数

も.23から.14と減じている一方、「学校予算」から
受ける因果係数は変わっていない。「校長資質」が

「学校予算」から受ける因果係数は.08から.05へと
大きな変化はないが、有意性は低くなっている。
「学習環境」に関しては、「中退率」への有意な

関係をなくしており、「学校予算」からの因果係
数も.76から.53に減じている。

これらの現象をまとめると、教育成果の向上に
は人的要因の「教員資質」が有効であること；学
校予算が潤沢なほど「教員資質」が向上するが、

「校長資質」も重要な規定要因であること；「学
校予算」の潤沢さは「学習環境」の改善に影響し
うる、という主要な因果関係が認められるが、モ
デル内の少なからぬ因果係数値やその有意性の減
少から、地方分権化後、教育環境から教育成果へ
の因果関係において、その有効性と影響力に低下
が見られると判断される。

以上、分析1においては教育成果の向上に有効な
教育環境要因とその構造を明らかにし、その因果
関係が分権化後にどのように変わったかについて、
全体的傾向をとらえた。次の分析2では、予算別の
グループに分けて検証を進めることにより、全体
の分析では見出せなかった分権化の影響の詳細な
部分についてさらに明らかにしていきたい。

3．分析2：予算状況別にみる分権化の影響

（1）目的

学校予算は、重要な教育環境要因であるが、そ

インドネシア前期中等教育における地方分権化の影響
教育環境と教育成果に関する因果モデルによる評価
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の学校間格差は地方分権化後に拡大している。分
析2においては、SLTP公立校を学校予算の状況別
に分類し、分析1で明らかになった分権化後の教
育環境と教育成果との因果関係の低下が、学校予
算の状況によってどのように異なるのかを検証す
る。

（2）方法

分析1で使用したSLTP公立校に関する学校基本
調査データから、生徒1人当たり学校予算の歳入
平均値を算出し、平均値に満たない予算を有する
学校グループと、平均値を超える予算を有する学
校グループに分類する。分析1と同様の因果モデ
ルと分析方法を用い、予算グループ別に地方分権
化の前後における変化を比較し、その影響の差異
を検証する。（以後、平均値に満たない予算を有
する学校グループを「予算の少ないグループ」、
平均値を超える予算を有する学校グループを「予
算の多いグループ」と呼ぶ。）予算の少ないグル
ープのSLTP公立校は1999/2000年度は3281校、
2002/2003年度は2278校であり、予算の多いグル
ープは1999/2000年度は1572校、2002/2003年度は
1767校である。

学校が所属する地域の経済力を表すGRDP
（Gross Regional Domestic Product、地域内総生産）
に関して、2つのグループの平均値に統計的な有
意差はなく、両グループとも、特定の経済レベル
に偏ったサンプルではないことを事前に確認し
た。

（3）結果

共分散構造分析による検討 予算状況別に分析し
たところ、予算の少ないグループについては
GFI=.942、AGFI=.922、予算の多いグループにつ
いてはGFI=.900、AGFI=.865といずれも高い値が
得られたことから、ともにモデルとデータとの適
合度が高いことが確認された。前者の因果モデル
は図3a、後者は図3bに示す。

まず、校長、教員といった人的要因については、
予算の少ないグループでは「学校予算」が「校長
資質」と「教員資質」を規定し、この関係は分権

化の前後ともかなり有意（0.1%以下の水準）で
ある。一方、予算の多いグループでは、「学校予
算」から人的要因への有意な影響力はあまり認め
られない。
「校長資質」から「教員資質」への影響は、分

権化の前後を通して両グループとも有意であり、
因果関係の値も安定している。加えて、「校長資
質」から「学習環境」への因果係数が、分権化後
に両グループとも有意となっている。

物的要因については、予算の多いグループでは、
分権化の前後とも「学校予算」は「学習環境」と
強く関係している一方、予算の少ないグループで
は分権化前には有意であった「学校予算」から

「学習環境」への因果係数は分権化後には有意性
を失っている。

以上をまとめると、予算の多いグループでは、
人的要因は「学校予算」によって規定されないが、
物的要因は強く規定されており、この因果関係に
は分権化の前後を通して大きな変化はない。一方、
予算の少ないグループでは、「学校予算」は人的
要因を規定する重要な要因であるが、その影響力
は分権化後に低下している。加えて、「学習環境」
への有意性が分権化後には失われており、予算の
少ないグループでは「学校予算」が他の教育環境
に与える効果は減少している。しかし、「校長資
質」の影響力については、分権化後も両グループ
において安定していることに加えて、「学習環境」
への有意性も現われている。

最後に、教育成果への効果については、SLTP
公立校全体における分析結果と同様、「教員資質」
の高さが、卒業試験結果の向上と中退率の減少の
両方に有意に影響し、その効果は卒業試験結果に
対してより強く現われている。「教員資質」が教
育成果に及ぼす影響力は、分権化前はグループ間
で大差はないが、分権化後は、予算の少ないグル
ープの方でより顕著な影響力の低下が認められ
る。
「学習環境」については、両グループとも、「中

退率」の増加への影響が示されている。ひとつの
可能性は、学校規模の影響である。因果モデルを
構築するための事前分析（因子分析）では、「学
習環境」を構成する代表的な４つの観測変数の他
に、生徒総数に関する変数も得られており、学校
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規模の小ささが「学習環境」を向上させることを
示唆していた。しかし、小規模校の中には中退率
の高い遠隔地の学校や都会でも生徒の集まらない
不人気校も含まれる。「学習環境」の改善にもか
かわらず「中退率」が増加となったのは、このよ
うな学校の存在が反映された可能性もある。いず

れにしても、中退率の減少に「教員資質」以外の
学校環境として何が有効であるかについては今後
の課題である。

教育環境の水準比較 これまでは、要因間の因果
係数の変化を基に分権化の影響を調べてきたが、

インドネシア前期中等教育における地方分権化の影響
教育環境と教育成果に関する因果モデルによる評価
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図３a SLTP公立校における教育環境と教育成果の因果モデル

図３b SLTP 公立校における教育環境と教育成果の因果モデル

（予算平均に満たないグループ）

（予算平均を超えるグループ）

（出所）筆者作成

（出所）筆者作成
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次はモデル内の構成概念に着目し、4つの教育環
境要因（「学校予算」、「校長資質」「教員資質」、

「学習環境」）の状況が、分権化後どのように変わ
ったか、そしてその変化には予算の多いグループ
と少ないグループでは差異が認められるのかを見
ていきたい。田中・山崎・柳井・鈴木（1998）は、
因果モデルについて、「同一モデルを異なる集団
に対して適用し共分散構造分析を行った場合、因
果係数による関係の比較を行うとともに構成概念
の水準（平均）についても比較検討することが有
用である。」と述べている。本稿でも田中らに従
い、各構成概念に関して、予算の少ないグループ
と予算の多いグループ別に水準（平均）を求め、
その差異を検討した。具体的には、構成概念は、
因子を構成する観測変数の集合であるので、標準
変換した各観測変数の合計点を概念得点とし、グ
ループ別に平均値を算出し、その差異を各項目に
ついて比較した。結果は表2に示す。

分権化の前後を通じ、全体的に予算の多いグル
ープの方が教育環境の水準は高い。分権化後の変
化としては、予算の少ないグループでは「学校予
算」及び「教員資質」において分権化の前後で統
計的に有意な差異が認められる。予算の多いグル
ープでは「学習環境」についてのみ有意な差異が
認められる。この結果から、両グループとも「校
長資質」に関しては、分権化による有意な変化は
認められなかったが、予算の少ないグループでは

「学校予算」と「教員資質」の水準が分権化後に
低下し、予算の多いグループでは「学習環境」の
水準が低下したと判断される。「教員資質」は予
算の少ないグループにとって「卒業試験」と「中
退率」の両方に影響する重要な要因であり、その

水準の低下は問題である。加えて、予算の少ない
グループにおいては、「教員資質」を規定する

「学校予算」の水準も低下している。分権化にお
ける教育環境水準の低下は、予算の少ない学校に
おいてより深刻であると判断される。

4．まとめと考察

本研究では、学校現場における教育環境と教育
成果の因果モデルを用いて、地方分権化がその因
果関係に及ぼした影響を明らかにし、新たな取組
みの必要性を探ることを目的とした。

分析1においては、SLTP公立校全体を対象とし
た分析によって、以下の2点が判明した。（1）学
校の予算状況の改善は、校長や、特に教員集団の
質向上に影響し、結果的に生徒の学力を向上させ
中退も抑制することに貢献している。校長の資質
も教員資質の向上に有効である。また、学校予算
への投資は教材・施設・設備等の学習環境の整備
にもつながる。（2）上記の主要な因果関係は分権
化後も変わらないが、分権化の前後で比較すると、
全体的に教育環境が教育成果に及ぼす影響力に低
下が認められた。

そこで分析2においては、分権化後に拡大した
予算の学校間格差に着目し、学校を予算の状況別
に分類した上で因果モデルを検証し、分析1で得
られた分権化の影響の更に詳細な部分を明らかに
していった。その結果、比較的予算状況の良いグ
ループにおいては、分析1で得られたように、因
果関係に低下が認められるものの、その減少の程
度は若干であり、学校へのリソースの投入が生徒
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予算の少ないグループ 予算の多いグループ 

構成概念 
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教員資質 

学習環境 

分権化前 

（n=3281） 
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19. 62*** 

  1. 81 

  3. 22*** 

    . 14

1. 70 

-. 02 

1. 22 

1. 46

1. 62 

. 14 

1. 05 

. 91

. 89 

-1. 85 

1. 89

分権化後 

（n=2278） 

t値 分権化前 

（n=1572） 

分権化後 

（n=1767） 

t値 

5. 48***

（出所）筆者作成 
***p<.001

表2 概念得点の平均値の比較
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の成績や進級の改善に及ぼす効果は安定してい
る。また、このグループの特徴としては、学校予
算は学習環境を強く規定しているが、校長や教員
など人的要因はあまり規定していない。校長資質
の高さが教員集団の質を向上させ、それが生徒の
学力や進級に効果を与えるという構図がある。校
長資質は、分権化後、学習環境の向上にも有意な
影響を及ぼすようになっており、重要な環境要因
と判断される。

一方、生徒1人当たりの学校予算が平均に満た
ない比較的予算状況の悪いグループにおいても、
分権化後、因果関係の影響力に減少が認められた
が、その程度はより顕著であった。このグループ
では、予算を起点とする教育環境から教育成果へ
の因果関係においては、一定の投入から生じる効
果が分権化前より減少し、効用が小さくなってい
ると判断される。「校長資質」は、予算の多いグ
ループと同様に重要な環境要因であることは、他
の因果係数の値が低下したなかで校長資質から教
員資質への因果係数は分権化後も安定しており、
学習環境の改善にも有効性が認められるようにな
ったことから確認できる。

最後に、各教育環境の水準の比較においては、
（1）分権化の前後を通して、予算の多いグループ
の方の教育環境が良い、（2）予算の多いグループ
は分権化後、学習環境のみ水準の低下が見られる
のに対し、予算の少ないグループでは学校予算と
教員資質の2つに水準の低下が見られる、の2点が
確認された。分析2において、予算の少ない学校
では、学校予算は教員資質を規定する重要な要因
であり、教員資質も卒業試験と中退率を改善する
ための重要な要因であることが確認されおり、こ
の2つの環境要因の低下は問題である。

国家教育省が毎年全国統一で実施する学力診断
テスト（卒業試験）の結果（10段階評定）を調べ
てみると、若干の差異はあるが両グループとも分
権化後に学力が低下している。予算の多いグルー
プの平均点は、地方分権化の実施前（1999/2000
年度）は5.8点、実施直後（2002/2003年度）は5.4
点であり、予算の少ないグループの平均点は各々
5.7点及び5.2点である。中退率に関しては、予算
の多いグループは1999 / 2 0 0 0年度の2%から
2002/2003年度の1%と減少したのに対し、予算の

少ないグループでは1%から2%と増大している。
中央から地方への権限が委譲されても、地方政

府によって、住民の社会的厚生の改善がなされな
ければ、地方分権化の意図は達成されていない。
本研究では、分権化後の予算の学校間格差の拡大
に着目し、学校予算を起点とした因果モデルによ
って新たな取組みの必要性を探った。教育環境の
水準の低下や一定の学校投入から生じる効果の減
少は、予算の少ない学校により顕著に現われる傾
向があるが、これは従来からインドネシアの教育
課題であった学校間格差の問題を更に深刻にする
可能性がある。教育環境における格差是正に向け
て地方政府に期待される役割は大きい。

SBM及びCBEの導入により、分権化後は学校
及び地域の教育リーダーとしての校長の役割は重
要性を増すと考えられる。分析2の結果からも校
長資質から教員資質への影響力は分権化後も2つ
のグループ両方において比較的安定しており、重
要性が示唆されている。また、学習環境への新た
な有意性も現れている。このことから、教育成果
の向上を促進する施策のひとつとして、分権化前
はほとんど行われていなかった校長研修等を実施
し、経営能力やリーダーシップなど校長の資質向
上をはかる取組みが望ましい。

教育環境の水準比較で明らかになった予算の少
ないグループにおける分権化後の学校予算水準の
低下を考慮すると、該当する学校への補助金等の
供与を通して、予算の安定的確保を助け、学校間
格差の是正をはかることが重要であろう。但し、
予算の少ないグループにおいて、学校予算は教員
資質を介して間接的に教育成果を上げていくこと
が、モデルの妥当性の検証を通して明らかになっ
ている。影響力は低下するものの、分権化後もそ
の因果関係の有意性は高い。このことから、資金
のみを供給するのではなく、教員資質の向上をは
かる取組みを合わせて行うことが重要と考えられ
る。

教員資質の改善が教育成果の向上に重要な役割
を担うことは、予算の多いグループ、少ないグル
ープともに共通しており、教員研修の実施による
資質向上の取組みは、予算の少ないグループを中
心に広く行われることが望ましい。しかし、教育
環境水準の比較分析から、予算の少ないグループ

インドネシア前期中等教育における地方分権化の影響
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において分権化後、教員資質の水準にも低下が認
められたことを考慮すれば、更に重点的な取組み
も必要とされよう。因果モデルの分析の結果から、
経験豊かで等級も高い教員が常勤として多くいる
ことが教育成果の向上に有効であることが示唆さ
れている。分権化後は中学校の教員人事の権限は
県・市の教育局に委譲されている。問題を抱える
学校に対して、教員配属上の工夫が行政的に取組
まれることも、教育の質の均等化のためには重要
と考えられる。

5．おわりに

本研究では、教育環境と教育成果に関する因果
モデルの検証を通じ、インドネシアの地方分権化
がSLTP公立校の教育活動に及ぼした影響を指摘
するとともに、いくつかの課題について提起する
ことができたと考える。

最後に本研究の制約と今後の研究の方向性につ
いて触れておきたい。

（1）地方分権化の過渡期における分析であり、今
後どのように変化していくか、分権化の推移
を見ながら継続的に観察していく必要があ
る。

（2）SLTP公立校よりも教育環境において一般的
に劣るマドラサやSLTP私立校を分析から除
外し、且つ予算状況に基づきグループ分けを
行ったことにより、所属する生徒の属性はあ
る程度コントロールされていると考えられる
が、生徒に関する社会経済指標や地域性等の
データを併せ用いることによって、さらにき
め細やかな分析が可能となるであろう。

以上の2点を今後の研究課題としたい。
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インドネシア前期中等教育における地方分権化の影響
教育環境と教育成果に関する因果モデルによる評価

The Influence of the Decentralization
in the Area of Junior Secondary Education in Indonesia

―An Empirical Study Using Causality Model on the Relationship
between Educational Environment and Outcome―

Atsuko Toi Hiromitsu Muta

Tokyo Institute of Technology 
atoi@hd.hum.titech.ac.jp muta@hum.titech.ac.jp

Abstract

While there is a trend towards decentralization in educational policies, it is not a panacea for the problems
faced by developing countries. The disparity between regions or schools in educational achievements has been
pointed out as one of the defects attributable to decentralization.

This paper offers a justification for such proposition by studying the case in Indonesia. The method of
covariance structure analysis was used in order to find out the influences and effects of the factors related to
educational environment upon educational outcome, and to make comparison between before and after the
introduction of the decentralized system in Indonesia.

The main findings and conclusion are following; generally speaking, the increase in the school budget
improved the quality of educational environment, and led to higher test scores and lower dropping out rates. Such
positive results, however, turned out to be less significant, and the relationship between factors became weaker
during the period after the decentralization system had started. This was particularly the case for the group of
schools whose budget level was relatively small. 

In addition to the efforts to improve the quality of teachers and headmasters, it is important to consider the
measures aimed at correcting the disparity between schools as well as regions. 

Keywords

Indonesia, decentralization, junior secondary education
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はじめに：本研究の意義

本研究は日本の構造調整借款のレビュー結果
（外務省）をベースに、大きく2点を明らかにしよ
うとした。ひとつは構造調整借款開始に到る日本
の政策的背景と判断を明らかにすることである。
構造調整借款は、世界的な規模で起こった債務危
機問題に対応すべく、1980年より、新しい援助モ
ダリティとして世界銀行で始められたもので、80
年代の援助方法に影響を与えている。日本は、
1986年より構造調整借款に着手するが、債務危機
問題発生の時期、あるいは世界銀行が構造調整借
款開始した時から数年のギャップがある。この間

の日本の動向を探ることによって、構造調整に着
手するに到った政策判断の内容を明らかにしよう
とした。

もうひとつは、評価のあり方に関するものであ
る。構造調整借款の背景を探ると、そこには
ODAの枠組みを超え、日米貿易摩擦解消や資金
環流措置という政治的な判断に基づく政策目的の
存在が見えてきた。すると政治的な判断に直結し
た案件の評価対象をどの範囲まで及んで考えるべ
きなのかという疑問が浮上した。本論ではこの点
についても問題提起した。

【研究論文】

構造調整借款20年間のレビューからみる日本政府の政策と判断

要　約

外務省はODA評価の一貫として日本の構造調整借款について初めて包括的なレビューを行った。1986年、
構造調整借款の開始以来、約20年間で9,767億円が投じられている。本論では開始時期の政策背景を探ろ
うとした。そこでみえてきたのは、日米貿易摩擦に取り組む日本政府の葛藤と資金環流措置であった。当
時、構造調整借款は総額650億ドルの資金環流措置のパッケージのひとつで、足の速い援助モダリティで
あることから環流目的に適しているとして選択されたのである。そこで問われるのは、日米貿易摩擦解消
のための資金還流という目的を背負いながらもODAとして構造調整借款を選択したことの妥当性であろ
う。また、ODA政策を超えて政治的判断に直結した案件にかかわる政策評価の対象をどの範囲までに及ん
で考えるべきなのか。本論は、政策評価の課題についても問題提起した。

キーワード

構造調整借款、日米貿易摩擦、前川レポート、資金環流措置、政策評価
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1. 外務省「日本の構造調整借款レビュー」
からみる20年の推移と目的

（1）調査目的

外務省は平成16年度ODA評価の一貫として、
日本の構造調整借款のレビューを実施し、筆者は
本レビューの評価主任をつとめた。昨今、英国、
世界銀行などが実施している一般財政支援という
援助モダリティは国際的な援助潮流になりつつあ
る。日本でも財政支援への取り組みが検討されて
いる。そこで、財政支援と同様にプログラム型

（ノンプロジェクト型）の援助として位置付けら
れる構造調整借款をレビューし、その課題を明確
にすることによって、今後、財政支援取り組みの
ための示唆を引出すことを本レビューの目的とし
ている。

（2）レビュー対象設定の困難性

プログラム型援助には複数の種類があり、その
類型も援助機関によって異なっていた。例えば、
世界銀行の場合には、調整貸付の中に4種類のス
キームに分類されている1。日本の外務省ではノ
ンプロジェクト型は、商品借款、構造調整借款

（SAL）、セクター調整借款（SECAL）、セクタ
ー・プログラム・ローン（SPL）に区分されてい
る（外務省　2002a,p.125）。世界銀行と異なり、
日本では調整融資というカテゴリーは一般的では
なく、構造調整借款という言葉がしばしば用いら
れているが、その概念はあまり明確になっていな
かった。日本の構造調整借款の多くは世界銀行と
の協調融資で行われており、世界銀行と同様に被
援助国の制度改革を目的として実施される融資を
調整融資であると捉え、構造調整借款（SAL）と
セクター調整借款（SECAL）をレビューの対象
とした。

対象の定義をしておく。まず、構造調整借款
（SAL）であるが、日本では「借入国の総合的な
経済政策改善と制度改革を支援するための借款で
あると定義されており、輸入商品の購入を借款の
対象として、必要に応じて構造調整計画実施のた
めのコンサルタント・サービスを行う」としてい

る（外務省 2002、p.130）。具体的には、借入国と
援助側がマクロ経済安定のために必要な政策や政
策改変について話し合い、合意がとれたものにつ
いて構造調整借款供与のコンディショナリティと
する。融資対象は借入国の輸入決済であり、国際
収支支援の意味合いも有する。

次に、セクター調整借款（SECAL）であるが、
「特定セクターの総合的な政策改善と制度改革を
支援することを目的とする」（外務省2002、
pp.130-131）ものであると定義され、輸入商品を
借款の対象商品、あるいは当該セクターの開発に
必要な輸入資機材である。また、当該セクターの
制度改革に必要なコンサルテーションも行ってゆ
く。世界銀行は構造調整借款とセクター調整借款
は相互補完するものであるとしているが（World
Bank 2001）、国全体の経済政策の改変と運営を実
行できるだけの能力が借入国に不足している場合
には、SECALが用いられており、80年代、80年
代を通じて両者は共存している2。

レビューの対象期間は、日本の構造調整借款の
始まった1986年から最近の融資が行われた2002年
度までである。

（3）評価可能性の問題

この調査では評価ではなくレビューと行うとし
ている。レビューとした背景には評価可能性の問
題があった。ひとつは、構造調整借款の形態が細
分化され、その区分体系が援助機関によってまち
まちであったために評価対象を確定することが困
難であったこと、そして20年前に遡りデータを収
集することも困難であり、評価可能性が低いと判
断したのである。

（4）レビュー結果からみる構造調整借款の全体
傾向と融資目的

レビューによって、複数の発見事項があったが、
ここでは全体的な推移と構造調整借款の目的につ
いて着目する。

①全体的な実績の推移と背景
図1は日本の構造調整借款20年間にわたる供与
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額の増減を示したものである。構造調整借款は、
第2次石油危機による石油価格の高騰、米国のイ
ンフレ抑制政策により実質金利が上昇したことに
より、危機に陥った開発途上国を支援するために
1980年、世界銀行によって開始された。世界銀行
の調整融資は他ドナーと協調融資の形で実施され
ており、日本は最大のパートナーとなっている。
日本は、1986年から 2002年までに、78件、総額
9,767億円の構造調整借款を承諾している。年度
別の傾向をみると、案件数、承諾額ともに1988年
にピークを迎えている。その後、1992年から減少
を続ける。1997年頃から再び承諾額が増加し1999
年にピークを迎えている。

構造調整借款承諾額の増減の背景には何があ
ったのかを説明しようとしたが、表の下に「日本
における動き」「世界における動き」の欄を設け、
前者には関連しそうな日本の政策、後者には、世
界銀行や日本の構造調整借款に関連すると想定さ
れた世界の出来事を記していった。これらは、関
係機関からのヒアリングと資料で確認されたもの
を記している。

1988年のピーク時の背景として、資金環流措置
とベーカー構想を挙げた。当時は開発途上国にと
って、プロジェクトを推進するよりも国際収支の
悪化を乗り切る事が急務であり、ノンプロジェク
ト援助が援助潮流の主流となっていた時代でもあ
る。また、86年、87年の融資対象地域はアフリカ
であるが、当時、アフリカは国際収支の悪化に直
面しており、世界銀行、IMFなど複数ドナーは、
アフリカの経済構造改革プログラムの資金確保、
援助有効性を高めるための協調機会をつくるため
にSPA（Special Program of Assistance for  Africa）
を設立した。日本はSPA開始当初、積極的な姿勢
を示し1987年には6件、9億円、1988年には9件、
69億円を承諾している（外務省 2005）。

1999年には第2のピークを示している。1997年
以降、構造調整借款の実績が再び伸びているが、
その殆どは東南アジアを対象としたものであり、
97年に始まったアジア通貨危機への対応である。
アジア通貨危機後、国際収支のバランスを取り戻
すための短期的資金需要と同時に金融システムな
どマクロ経済の安定化のための中長期の資金需要
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図1 日本の構造調整借款実績の推移（金額、件数）

（出所）外務省「調整融資のレビュー報告書」（2005）p.10
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の双方が高まった。日本は「新宮澤構想」などを
通して短期的および中長期の支援を行ったが、主
として構造調整借款を用いて行われた（外務省
2002b）。

1992年から1996年まで構造調整借款の実績は下
降を続けている。この間の「日本の動き」につい
ては、確認できる情報やデータがみつからなかっ
たために記していない。「世界における動き」で
は、世界銀行やIMFによる調整融資などへの批判
が高まった時期であること、HIPCイニシャティ
ブなど重債務国への債務削減を記しているが、こ
れら日本の調整融資にも影響を与えているのでは
ないかと示唆した。

では、ODA全体にとって、構造調整借款はど
のような意味があったのか。1986年から2002年ま
でのODA総額に占める構造調整借款の割合は全
体の5％前後と推定される3。だが、構造調整借款
が開始された1986年は、第3次中期目標（1986-
1992）の時期に当たるが、当時のODA実績目標
は400億ドルである。同時期の構造調整借款は
46.4億ドルであり、同時期のODA総額（実績目標）
に占める割合は13～14％である。したがって、こ
の時期における構造調整借款のプレゼンスは相対
的に大きく、これまでプロジェクト中心であった
日本のODAに影響をもたらしていた時期と考え
られるだろう。

②実績からみる構造調整借款の目的
構造調整借款の実績の推移をみると、時代によ

り実績額の増幅に違いがあり、構造調整を用いた
目的は、時代により異なっていたのではないかと
予想される。そこで、レビュー結果の・援助対象

地域、目的およびコンディショナリティの推移に
着目する。

まず、図2に示した構造調整借款の実績を対象
地域別にみると、件数ベースではアフリカが全体
の50％、東南アジアが17.9％、承諾額ベースでは、
東南アジアが全体の44.8％、アフリカが22.6％を
占めている。また、各地域とも少数の国に融資が
集中していることもわかる。ODA全体に占める
アフリカ援助の比率は10％前後であることに比較
して、アフリカ向け融資が多いことが特徴である。

さらに、図3のアフリカ向け借款の内訳に着目
すると、1986年は16億円、1987年は9億円、1988
年には69億円、1989年は11億円と、実績額の振幅
が大きいが、同時に開始直後数年で相当額の構造
調整借款が提供されている。

1980年代のアフリカの状況に着目するとアフリ
カは自然災害、民族紛争、一次産品の輸出不振な
どから、公的機関からの借入が増加し債務問題が
深刻化していた。このような状況下、1985年、世
界銀行のイニシャティブによって、アフリカの国
際収支問題に取り組むべく、ドナー援助協調の枠
組SPA（Special Program of Assistance for Africa）
が作られた。日本もSPAに積極的に参加したが、
86年の最初の構造調整借款はSPAに参加するかた
ちで開始された（外務省 2003）。

次に東南アジアであるが、主たる対象国はイン
ドネシアとフィリピンである。インドネシアへの
借款は87年、88年の2年間、フィリピンへの借款
は88年から90年の3年間に留まり、その後、アジ
ア通貨危機対応として融資される98年まで融資は
されていない。構造調整借款融資が開始された当
時の両国の状況は、円高ドル安の影響を受け、86
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図2 日本の構造調整借款の対象国割合

（出所）外務省「調整融資のレビュー報告書」（2005）p.23

図3 対アフリカ構造調整借款の実績と推移

（出所）外務省「調整融資のレビュー報告書」（2005）p.28
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年にかけて対外債務比率（対GDP比）が急上昇し
た時期であり（インドネシアは約70％、フィリピ
ンは95％）国際収支支援が必要な状況にあった4。

次に構造調整借款の目的とコンディショナリテ
ィに着目してみよう。80年代は国際収支の改善、
経済改革をその目的の中心としていたことがわか
る。図4は、目的別構造調整借款の推移を示した
ものである。不明が多く、データとしての限界は
否めないが、86-89年代は国際収支支援と経済・
産業、90-96年は経済・産業、97年以降は国際収
支をベースに、経済、産業、社会、公共と複数目
的がまんべんなく組み合わされている。図5はコ
ンディショナリティについて説明したものだが、
金融、経済政策は86年開始から一貫して対象とな
っているが、その上で、公共、社会、農業などの
セクターなどの組み合わせの幅が広がっている。

目的別、コンディショナリティから、構造調整
借款の目的は、対象国の国際収支・経済政策の改
善をベースにしながら、次第に社会開発やガバナ
ンスの改善をも対象にしてきていることがわか
る。

しかしながら、日本は世界銀行との協調融資で
構造調整借款を行っていたため、これらの目的や
コンディショナリティは世界銀行の意向をも反映
している。したがって、これらをもって、日本が
構造調整借款を選択した際の目的とは言い切れな
い。ここで明らかに言えることは、日本は世界銀
行などの援助潮流に合わせて構造調整借款を行っ
ていたということである。

2．問題提起

（1）構造調整借款と日本の目的

では、日本は何故、構造調整借款を始めたのか。
援助の潮流は理由のひとつであるが、それだけが
理由ではないだろう。構造調整借款を開始した当
時、政策対話のあり方やアカウンタビリティのあ
り方について疑問視する意見も出ていた5。

また、世界銀行が構造調整借款を開始したのは
1980年、債務危機がメキシコで起こったのは1982
年である。アフリカの債務問題も80年代初頭には
顕著になっていた。ところが、日本が構造調整借
款に最初に着手したのは1986年で対象地域はアフ
リカである。債務危機問題が顕著であったラテン
アメリカには1988年に初めて構造調整借款を出し
ている。この間の数年の時間差は何を示唆してい
るのだろうか。図1の日本の構造調整借款の実績
の推移では、「日本の動き」として「資金環流措
置」を挙げている。これが、具体的に構造調整借
款とどのような関係にあるのか。

そこで、図6の赤字で囲んだ構造調整借款開始
前後数年の日本の動き、資金環流措置との関係を
探ることによって、構造調整借款という援助モダ
リティを選択した日本の目的を明らかにすること
ができるのではないかと考えた。

構造調整借款20年間のレビューからみる日本政府の政策と判断
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図5 セクター別コンディショナリティ推移

出所：外務省「調整融資のレビュー報告書」（2005）p.20



90

（2）アプローチ

20年前の情報収集は、ヒアリングとデータ収集
調査によって行った。ヒアリング対象者は、資金
環流措置および資金環流計画に直接携わった大蔵
省国際金融局局長、債務危機発生後に銀行諮問団

（Bank Advisory Committee）のメンバーとして他
国の民間銀行、IMF、債務国との交渉に立ち会っ
た元東京銀行常務、構造調整借款実施に関与した
元経済企画庁職員、元海外経済協力基金職員、国
際機関研究者など有識者である。

また、ヒアリング結果にあわせ、それを裏付け
るデータを収集、分析した。また、調査対象は、
ODAによる構造調整借款に限定せず、民間銀行
や輸出入銀行などの動向も探ることにした6。

3．構造調整借款の開始前後の背景

まず、日本を取り巻く国際情勢および、国際的に
勃発した債務危機問題の状況について触れ、次に
このような国内・国際状況の中で日本政府がどの
ような判断を下し策を打っていったのか説明する。

（1）80年代の日本を取り巻く情勢

①日米貿易摩擦
この時期、日米間の貿易不均衡は急増し、貿易

摩擦が日米関係の阻害要因となりはじめていた。

米国は1980年代初頭の高金利のため極端なドル高
になり、同時に財政赤字が急増、その結果、貿易
赤字が急増していった。1985年9月ドル高是正の
ための通貨調整合意、すなわち「プラザ合意」が、
先進5ヵ国の間で行われた。これによって、円高
ドル安へと動いていった。しかしながら日本の貿
易黒字は増加を続け、米国の対日貿易摩擦は解消
されなかった。80年の対日貿易赤字は104億ドル
であったのに対し86年には544億ドルになってい
る（図7）。

一方、日本は国際競争力を増し、景気は緩やか
な回復に留まっており、輸出は伸びたが、輸入は
増えなかった。その結果、貿易黒字、とくに対米
黒字が急増し、80年には69億ドルであったのが、
86年には514億ドルになっている。経常黒字の対
GNP比は81年にはゼロであったのが、86年には
4.3％に到達しており、日本政府は「危機的状況」
とこの状態を評している（世界平和研究所
1997）。この当時、米国では議会を中心に、日本
は不公正な貿易相手国であるというパーセプショ
ンが広がり、対日批判が米国民に広がっていった。

日米間の貿易摩擦を憂慮した中曽根内閣は、輸
出の自主規制や個別産業分野の市場解放措置を実
施していった。輸入数量や価格規制の対象となっ
たのは繊維、鉄工、自動車、半導体などであった。
次に、問題の焦点になったのは日本市場の閉鎖性
であり、エレクトロニクス、電気通信、医療品な
ど市場個別分野において日本が自主的に輸入促進
を行おうとした。具体的には首相自ら国民に外国
製品輸入を呼び掛け、外国大使館から関係者を徴
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集し不満を聞く会を設けたりした。

②前川レポート
しかしながら、個別分野で市場解放措置を実施

しても日米貿易不均衡は容易に解消されなかっ
た。結局は、「輸出が増えやすく、輸入が減り難
い経済構造」を変えるしか貿易不均衡問題を解決
する抜本策はない（世界平和研究所1997）と、中
曽根首相は判断する。1985年、中曽根首相は前日
銀総裁　前川春雄氏を座長とする「国際協調のた
めの経済構造調整研究会」を発足し、翌年4月に
は、報告書「前川レポート」が首相宛に提出され
た。内容は内需拡大を柱にするものであったが、
国際通貨危機の安定化と金融の自由化・国際化へ
の対応策が謳われ、累積債務問題への対応として、
開発途上国への公的資金フローの拡充、国際開発
機関の資金基盤の強化およびその機能のいっそう
の効率化に努めることが記されている。また、経
済・技術協力の推進の項目では、政府開発援助

（ODA）の拡充、民間援助団体（NGO）の活用の
重要性、アンタイド化の推進などの必要性が謳わ
れていた。

このように当時の内閣は、1980年代に顕著にな
った日米貿易摩擦問題に対して抜本的な経済構造
の改革が必要であると判断しているが、その対応
策の一貫として、途上国への援助の拡充や公的資
金のフローの拡充などを挙げている点は注目に値
する。

（2）国際社会情勢：債務危機問題

1980年代は、債務危機問題が勃発し世界経済に
緊張をもたらした時期でもある。そこで、債務危
機の状況や国際社会の対応状況についてみてゆ
く。

①インフレ抑制政策の負の影響
1979年、米国経済衰退を背景に、米国連邦準備

理事会（FRB）は金融政策をインフレ抑制最優先
に転換した。その結果、インフレ率は低下し、先
進国および国際金融市場での実質金利が急上昇
し、同時に先進諸国の経済成長率が低下すること
になった。また一次産品価格は低落し、中低所得

国の輸出は減少した。
この時期に累積債務問題が中・低所得国を中心

に勃発するが、中でも中所得国に問題が集中して
いた。世界の債務残高における中所得国のシェア
は70年代、71％であったものが、82年には86％へ
と上昇している（平田　1993）。

地域的にはラテンアメリカに顕著であり、1982
年メキシコが対外送金を停止し、債務危機問題が
顕在化していった。ラテンアメリカの債務問題の
特徴は民間資金からの債務が大きいのが特徴であ
る。

ラテンアメリカに次いで債務問題が深刻化して
いたのはアフリカ諸国である。石油ショックなど
の影響による一次産品の輸出不振に加え、自然災
害、民族紛争などの打撃を受け債務は70年代から
80年代にかけて8倍以上に膨れ上がっている。
1970年代には55億ドルであったのが、1980年代に
は440.9億ドルに増え、その内容は400.6億ドルが
公的部門からの債務、43億ドルが民間部門からの
債務となっている（毛利　1995）。

②債務危機発生のメカニズム
では、どのように債務危機は起こっていったの

か。1973年第1次石油危機により、石油価格は高
騰し、輸入石油に依存していた先進諸国の多くは
スタグフレーションと貿易収支の悪化、財政赤字
のダメージを受け、対外援助力を失っていった。

一方、大手の民間銀行は先進諸国に貸付先を見
出しにくくなり、原油価格高騰により潤った産油
国の資金（オイルマネー）に着目した。銀行はこ
れらの金を集め、中低所得国に貸付先を求めてい
った（ボルガー、行天、1992）。

原油価格と機械などの完成品価格の高騰、輸出
一次産品の数量不振と価格の下落、先進諸国不況
にともなう出稼ぎ送金の減少など、中低所得国を
襲ったこれらの出来事によって、外貨獲得はより
困難になっていった。そこで、公的機関に比較し
融資条件が緩やかな民間銀行からの借入が行われ
るようになったのである。当時高インフレ状況に
あったために、金利が相対的に低かったことも借
入を促す要因になっていた。民間銀行は、比較的
リスクの少ない中所得国を中心に貸出しを行って

構造調整借款20年間のレビューからみる日本政府の政策と判断
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いた7。第1次石油危機から第2次石油危機の間、
途上国向けの民間銀行からの貸付は5倍に膨れ上
がっている8。借入国の債務は増加し、新規融資
は銀行への利払いに充当される状態になってい
た。

表1に着目すると70年代から90年代に到る中所
得国の債務構成は、民間銀行の比率が40.7％から
61.7％、公的資金は59.3％から38.3％であり、債
務問題の原因は民間銀行に対する債務の急増であ
るといってよいだろう。

そして、1979年のFRBのインフレ抑制政策によ
って、実質金利は上がり民間銀行は貸出しを渋り
始め、債務国側は利払いが不可能な状態に陥って
いった9。

他方、アフリカなどの低所得国で起こった債務
問題はラテンアメリカなどの中所得国で起こった
債務問題とその内容を異にしている点がある。そ
れは債務の構成であり、公的債務比率が高いこと
である。400.6億ドルの公的債務に対して民間部
門からの債務は43億ドルであるので、公的債務は
民間債務の9倍以上である。この点は、後に説明
する日本の資金還流措置のパッケージの中で輸出
入銀行と海外経済協力基金との間の役割分担のあ
り方に影響してくる点である。

（3）国際社会の債務危機対応

①銀行諮問団（BAC）の結成
ラテンアメリカ地域を中心に起こった債務危機

に対して米国政府は即座に対応を始めた。1982年
8月メキシコ危機が起こって1週間も経ないうち
に、IMFに対しては拡大信用供与39億ドル、公的
債務のリスケジュール、先進国中央銀行によるつ
なぎ融資などを交渉した。また、Bank Advisory
Committee（BAC）という、米国、日本などラテ
ンアメリカ向け債権銀行から構成される銀行諮問
団が同年8月に結成され、リスケジュールや新規
融資を取りまとめ、債務国対応が進められた10。
ここでは、IMFが債務解決に向けて経済構造改革
のイニシャティブをとったが、債権者である銀行
と債務国の交渉は両者間で行われ、そこに世界銀
行、米国財務省がオブザーブ参加していた。

②ベーカー構想
1985年、レーガン政権下、ベーカー構想が発表

される。累積債務国45ヵ国への対応を目的とした
もので、まず、IMF・世界銀行を中心に債務国と
の協議の上、経済構造調整プログラムを実施する。
他方で、各国民間銀行は3年間で、総額200億ドル
の新規融資を行うという構想である。この構想の
背景には、債務危機に直面した国々の問題は資金
の流動性にあるので、それを高めるためにはニュ
ーマネーが必要で、したがって新規融資を促す必
要があるという考え方であった。先進国政府、
IMF、世界銀行などの国際機関は、触媒機能は果
たすが、民間銀行が債権回収をするための肩代わ
りには手を貸さないというスタンスをとっていた

（幸島2002、p.128）。民間銀行の過剰貸し付けに
よって引き起こされた債務問題は、民間銀行によ
って解決するべきであるという、基本的なスタン
スがみてとれる。

しかしながら、民間銀行からの新規融資が期待
とおりに集まらずベーカー構想は頭打ちになって
いた11。

③ブレイディ構想
1989年、ブッシュ政権下、ベーカー構想に代わ

るものとして、新債務戦略（ブレイディ構想）が
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DOD合計 
公的資金 
多 国 間  
２ 国 間  
民間資金 
輸出信用 
金融市場 
 
DOD合計 
公的資金 
多 国 間  
２ 国 間  
民間資金 
輸出信用 
金融市場 

100.0 
59.3 
14.6 
44.7 
40.7 
15.8 
22.2 

 
100.0 
89.6 
18.2 
71.3 
10.4 
7.4 
2.0

100.0 
50.2 
12.8 
37.4 
49.8 
12.5 
35.3 

 
100.0 
88.2 
20.1 
68.1 
11.8 
6.8 
4.9

100.0 
41.3 
12.3 
28.9 
58.7 
9.0 

49.0 
 

100.0 
86.7 
26.8 
59.9 
13.3 
5.6 
7.7

100.0 
38.3 
14.0 
24.3 
61.7 
5.3 

56.2 
 

100.0 
87.2 
34.6 
52.5 
12.8 
3.3 
9.5

1970 1974 1978 1982

低所得国グループ 

中所得国グループ 

表1 対外債務の債権者別構成：中所得国と低所得国（％）

（出所）平田喜彦｢現代国際金融の構図｣（1993）p.282、
World Bank｢World Debt Tables｣ （1983-84 edition）
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発表された。ここでは、IMFが債務国との間で政
策対話を行い、構造調整借款協定を結ぶ。IMFと
の協定が成立すると、民間銀行は、債権の債券化

（市場売却が可能）が認められる一方で、債務元
本の一定割合削減、利払いの一定割合削減、新規
融資のいずれかを行う。世界銀行とIMFは債務国
の信用保証を行うが、先進国政府はこれらの国際
機関に対して融資を行うというものである（海外
経済協力基金史2003）。ブレイディ構想の特徴は、
債務元本を現在価値に割り戻すところにあり、実
質的な元本削減を正当化する理由にもなっている

（幸島2002）。ベーカー構想では債務危機は資金の
流動性の問題であるとしていたが、ブレイディ構
想では債務支払い能力に問題があると考えてられ
ていた。

（4）日本政府の政策判断

1986年、中曽根首相は深刻化する日米貿易摩擦
を憂慮し、当時、大蔵省国際金融局長であった内
海氏に資金環流の策を嵩じるように、指示をする。
丁度、「国際協調のための経済構造調査研究会」
より報告書（前川レポート）が首相に提出された
年である。大蔵省は2条件を提示して、資金環流
計画を策定した。2条件とは、ひとつは、アンタ
イドであること、もうひとつは黒字の大部分は民
間に帰属しているので、民間資金の活用を促すこ
とであった。

①資金環流措置とベーカー構想
1986年ワシントンのIMF・世界銀行総会で、日

本政府は100億ドルの資金環流計画を発表した。
これは前年に出されたベーカー構想に対応するも
ので、内訳は、36億ドルが日本輸出入銀行から
IMFへの貸付、アジア開発銀行基金ファンド財源
補充（39億ドル）、世界銀行ジャパン・ファンド
創設（20億ドル）であった。87年、日米首脳会談
で、中曽根首相は更に200億ドルを資金環流にま
わすことを表明し、300億ドルの資金環流計画と
なった。その後、87年に発足した竹下内閣に受け
継がれ89年まで推進されることになった。89年の
アルシュ・サミットにおいて、新たに350億ドル
が拡充され、総計650億ドルの資金環流計画とな

った（海外経済協力基金史2003）。資金環流措置
のポイントは、アンタイドと民間資金の環流であ
る。仮に公的資金を投じたとしても、それが民間
資金の環流を何倍かに増やす触媒機能を果たすこ
とが求められた。そこで、考え出されたのが以下
2つの方法であった。

第1に、世界銀行などの国際機関に「ジャパ
ン・ファンド」を創設することである。ここで、
プロジェクト開発を行うが、それによって資金需
要が増えることになる。国際機関は円建てで資金
調達を行う。これによってジャパン・ファンドと
して積んだ基金の複数倍の資金環流が実現するこ
とが期待されていた。

第2に、日本輸出入銀行、海外経済協力基金の
資金を動員することである。資金環流目的のため
には、これらからの資金動員はアンタイドかつ

「足の速い」方法で行われる必要がある。したが
って、案件形成に時間を必要とし、支払いも長期
間にわたって複数に分けて行われるプロジェクト
型の支援は、資金環流目的には適さない。そこで、
政策対話をベースに少ない支払い回数で実施され
る構造調整借款に白羽の矢があたったのである。
表2は日本政府が発表した資金還流措置を海外経
済協力基金が一覧にまとめたものである。この表
からも、国際機関への拠出、輸出入銀行からの構
造調整融資とODAの構造調整融資がパッケージ
になっていたことがわかる。

ちなみに、日本輸出入銀行のアンタイドローン
の推移に着目すると（図8）、85年には1,010億円、
86年には約3,380億円、87年には4,660億円と資金
環流措置前後で、アンタイドローンの額が急増し
ていることがわかる。

②ラテンアメリカ債務危機対応
資金環流措置を進める中で、日本政府は、当時

ラテンアメリカを中心に起こった債務危機問題に
着目した。ラテンアメリカに着目したのは、その
問題の深刻さばかりが理由ではない。ラテンアメ
リカの累積債務問題は米国国政にとっても重要課
題であったからだ。日米貿易摩擦に悩む日本は、
ラテンアメリカを日米共通の課題として捉えよう
としたのである。

米国にとって、特に、メキシコ、ブラジル、ア

構造調整借款20年間のレビューからみる日本政府の政策と判断
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ルゼンチンの債務国3ヵ国が重要であり、これら
が一度に債務問題で破綻しないように、1ヵ国が
倒れそうな時は、他2ヵ国は維持できるようにし
ようとした。そして、債務国の調整に応じて、ケ
ース・バイ・ケースで救済しようとした。日本は、
これらの3ヵ国を中心に、民間銀行と日本輸出入

銀行からの融資で救済しようとした。日本の銀行
は、民間銀行総額200億ドルの新規融資を期待し
たベーカー構想の有力な協力者になった12。他国
の銀行が貸出しを渋る中で、日本の銀行の貸出残
高は1984年で290億ドルであったが、1986年には
370億ドルにも上った（ボルガー、行天1992、
p.326）。

ちなみに、輸出入銀行からのラテンアメリカ向
け融資は、86年には4.56億ドルであったのが、87
年には16.53億ドルと約3倍に急増している（海外
投資研究所報1986,1987）

③宮澤構想
ベーカー構想の核は、民間銀行による新規融資

であり、日本の銀行は当初積極的に協力していた
が次第に陰りがみえてきた。新規融資をしてもそ
れが米銀への利払いに充当されるだけであり、ま
た、貸倒引当が国際水準に比較して低かったから
である（幸島　2002）13。

そこで、1988年、日本政府はベーカー構想に代
わるプランを考えた。これが宮澤構想と呼ばれる
ものである。宮澤構想のポイントは「三方一両損」
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300億ドル計画 同左計画 
実績見込み 

拡充分 合計 

235億ドル程度 

125億ドル程度 

290億ドル程度 

650億ドル程度 

1987年～92年 
5年間 

650億ドル拡充計画 

100億ドル 135億ドル程度 
（新債務戦略適用国に対して約 
80億ドル以上） 

（新債務戦略適用国に対して約 
20億ドル以上） 

（新債務戦略適用国に対して約 
100億ドル以上） 

145億ドル程度 

350億ドル程度 

55億ドル 70億ドル 

145億ドル 

300億ドル 

1987年～90年 
3年間 

90億ドル以上 
 

（30億ドル） 
 
 

180億ドル以上 
 

（100億ドル） 
（80億ドル） 

 
 

30億ドル以上 
（30億ドル） 

 

300億ドル以上 

1. 期間 

2. 資金配分 

（1） 輸銀（民間銀行の協調融資を含む） 
　   国際金融機関との協調融資 
　   輸銀独自融資 

（2） OECF 
  　 国際金融機関との協調融資 

（3） 世銀等国際金融機関に対する出資 
  　 ・拠出その他 
　    当初計画分（注） 
　　追加分 

計 

（注）39億ドルがIDA増資とADF（アジア開発銀行のファンド）の財源補充のための拠出、36億ドルが外国為替特別会計からのIMFへ 
の貸付、20億ドルが世銀での日本特別ファンドの創設 

（60億ドル） 

表2 資金還流措置とその拡充の概要

（出所）国際協力銀行｢海外経済協力基金史｣（2003）p.215

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

億
円

 

1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 

系列1

輸銀アンタイドローン総額推移 

図8 日本輸出入銀行アンタイドローン総額の推移

（出所）日本輸出入銀行海外投資研究所「海外投資研究所報」
（1992）1978-1990より作成
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と呼ばれるもので、債務国、国際機関と各国の公
的機関、民間銀行のそれぞれが負担をしあうとい
うものである。債務国がIMFと協議し、中期的な
経済構造計画について合意し、補助金削減や増税
など政治的リスクを負う。民間銀行は債務国との
話し合いで、債務の一部を債券化して市場で売却
する代わりに利払いについて軽減する。IMFは債
務国の外貨準備を管理・保障し、債券化しないも
のには引当金を積む、というものであった。

債務国、国際機関と先進国政府、民間銀行のそ
れぞれが負担を担うという点が、宮澤構想の特徴
であった。

宮澤構想はIMFには歓迎されたが、米国政府の
支持は得られなかった。1988年は大統領選の年で
あり、ベーカー構想とは異なるプランが出てくる
ことを良しと考えなかったようだ。つまり、米国
は自国以外から異なるイニシャティブが出ること
を好まず、従って日本からベーカー構想の限界に
対応する別構想が出る事に同意できなかったのだ
という14。

④ブレイディ構想への協力
1989年、ブレイディ構想が発表される。その直

前に、ダラーラ財務省次官補が来日し、ブレイデ
ィ構想への協力を要請している。内容は宮澤構想
と酷似したもので、異なる点は元本削減が民間銀
行向けメニューの中に含まれていた点である。

日本政府はブレイディ構想への協力を決める。
最初のそれはメキシコ向けの融資である。1989年、
民間銀行が有する債権は元本削減もしくは金利が
減免され、メキシコ政府国債と交換される。メキ
シコ政府国債の担保には、米国財務省証券（ゼ
ロ・クーポン債）が充当される。メキシコ政府が
米国財務省証券を購入する際の資金は、IMF

（17.3億ドル）、世界銀行（20.1億ドル）、日本輸出
入銀行が（20.5億ドル）融資した。

ところで、ブレイディ構想のメディア関係者へ
の事前説明は1989年3月10日午後11時に米国より
も数時間先に日本で発表されている。記事を出す
のは米国でブレイディが発表してからという条件
付きで行われた。しかし、その結果、ブレイディ
構想の記事は米国よりも日本のメディアで先に紹
介された。記事発表後はブレイディ構想が宮澤構

想と酷似していると話題になったという。ブレイ
ディ構想のアイディアを宮澤構想が提供していた
としても、米国よりも先んじてイニシャティブを
取らぬよう日本政府は配慮しなければならなった
という。だが、米国よりも数時間早い記事発表は
日本側の密やかな自己主張だったのではないだろ
うか15。

以上、日本の構造調整借款が開始される前後数
年の情勢と日本の政策判断についてみてきた。こ
こで明らかになったのは、日米貿易摩擦の対応策
としての資金環流措置とその一貫として行われた
債務危機問題など国際社会への対応である。ラテ
ンアメリカで起こった債務危機対応に積極的に対
応したのは、国際的な金融秩序の混乱を憂慮した
こともあるが、同時に米国との関係を配慮したか
らで、米国と緊密な関係にあるラテンアメリカの
問題を日米共通課題として捉えたのである。

では、ODAによる構造調整借款にとって、こ
れらの政策判断は何を意味していたのだろうか。

4．ODA政策を超えた政策判断と構造調
整借款

（1）資金還流措置における構造調整借款の役割

構造調整借款の背景には、ODA政策を超えた
首相による政策判断があった。当時、日本政府が
最大の課題としていたのは日米貿易摩擦問題であ
り、その対応策としての資金環流措置が策定され
ている。資金環流の先として、債務問題に苦しむ
ラテンアメリカやアフリカなどの地域が対象とな
っていた。ODAによる構造調整借款は、国際機
関におけるジャパン・ファンドの創設、IMFへの
貸し付け、輸出入銀行による融資から構成される
資金環流措置のパッケージのひとつであった。こ
こで構造調整借款という援助モダリティが選ばれ
たのは、「足の速い援助」でかつアンタイドであ
ることから、資金環流目的に適していたからであ
る。そこで、資金環流措置におけるODA構造調
整借款の役割と位置付けについて確認する。

構造調整借款20年間のレビューからみる日本政府の政策と判断
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①資金環流措置
資金環流措置の対象期間である86年から92年の

構造調整借款の合計金額は46.4億ドルである。資
金環流措置予算総額は650億ドルであるので全体
の7％であり、ODA構造調整借款が資金環流措置
において果たした役割は決して大きいとは言えな
い。しかし、資金環流における海外経済協力基金
分の予算（125億ドル）に占める構造調整借款の
比率は43.8％であり、資金環流目的のODAにおけ
る構造調整借款の役割は大きいといえよう16。

②債務危機対応
では、ラテンアメリカの債務危機対応との関係

はどうか。外務省レビューによれば、ODAのラ
テンアメリカ向けの最初の構造調整借款は1988年
で7億円、翌年は12億円とさほど規模が大きくな
い。ではラテンアメリカ債務危機は何によって対
応したのか。そこで、輸出入銀行によるラテンア
メリカ向け構造調整借款とあわせて図9に示した。
図9によれば輸出入銀行によるラテンアメリカ向
け構造調整借款は例えば、1989年には輸銀は
3,161億円で、ODA構造調整借款は21.58億円程度
で、輸出入銀行による融資が圧倒的に多く、ラテ
ンアメリカの債務危機対応には輸出入銀行の構造
調整借款が対応していたと言えるだろう。

そして、ODAの構造調整借款に再度着目する
と図2の地域別の実績が示すとおり、融資額では
東南アジア、件数ではアフリカが高く、アフリカ

や東南アジアの債務問題や国際収支問題に対応し
ていたといえるだろう。つまり、中南米などの中
所得国の債務危機には輸出入銀行が、東南アジア、
アフリカのそれについては基金が対応するという
役割分担ができていたと思われる。

（2）ODAとして構造調整借款を選択することの
妥当性

では、日本のODAとしては、構造調整借款と
いう援助モダリティを選択することの妥当性をど
う判断していたのだろうか。

これまでの調査から明らかに言えることは、ま
ず、資金環流目的というミッションがあり、それ
を実行するにあたり、国際援助潮流を鑑み、世界
銀行との協調融資のかたちで構造調整による融資
案件が選択されていったという点である17。

だが、構造調整借款を実施するにあたり、日本
国内でいくつかの疑問点が投じられていた。海外
経済協力基金は1988年4月に経済部を設置してい
る。その目的は構造調整借款に専門的に取り組む
ことであった。構造調整借款の専門知識や技術が
不足する中で、世界銀行から専門家を採用するな
どの工夫をしていた。当時、経済部長であった下
村氏によれば、この時期は、構造調整借款を学ぶ
プロセスにあったという。プロジェクトを中心に
援助を実施してきた職員たちにとって、構造調整
借款のメカニズムや想定された効果について、必
ずしも統べてを理解・納得していたわけではな
く、またこれまでのプロジェクト援助と異なり相
手国の政策課題により深く関与するため、構造的
な問題解決の必要性を認めながらも違和感もあっ
たという。

つまり、ODAの構造調整借款に着手した当初
は学習過程にあり、ODAとして構造調整借款を
用いることの妥当性や目的を定めかねていたので
はないだろうか。1992年には、海外経済協力基金
から世界銀行の構造調整借款に対する反論ペーパ
ーが出されているが、ここで日本のODAとして
の構造調整借款に対する意見が明示のかたちで出
されている。その後、構造調整借款の実績が下降
傾向になっていることを鑑みれば、必ずしも日本
のODAとしては構造調整借款を手放しで受け入
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（出所）国際協力銀行HP｢資金環流・資金協力計画｣（1987-1998）、
日本輸出入銀行海外投資研究所｢海外投資研究所報｣（1986-1995）、
外務省｢調整融資のレビュー報告書｣（2005）より作成
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れているわけではない。その一方で、資金環流措
置を背景に当時、構造調整借款の実績額は急増し
ており、当時のODA総額に占める割合も13％以
上と決して少なくない。したがって、日本の
ODAとして構造調整借款を選択したことの妥当
性を検証しておく必要がないだろうか。

5．政策評価の新たなる課題

本論は、日本の構造調整借款のレビュー結果か
ら得られた発見事項を更に発展させ、構造調整借
款の背景にある日本政府の政策判断を探ろうとし
た。そこには日米貿易摩擦など国家の意思に直結
する政策的背景がみえてきた。そこで、外務省の
構造調整レビューと本論の相違点について明らか
にしながら、政策評価の新たな可能性について考
察してみたい。

（1）構造調整（ODA）レビューと本論の相違

外務省の構造調整レビューでは、構造調整借款
の拠出額の年代別増減、地域別傾向、目的やコン
ディショナリティの変化や傾向について明らかに
した。同時に、構造調整20年間の動向に関係した
と思われる、日本の動き、世界の動きを記した。
但し、この点についてはあくまでも動向であって、
確固たる政策判断として記したものではなかった

（図10）。
一方、本論では、ODAの構造調整借款は資金

環流措置のパッケージのひとつとして選択された
という政策判断があったこと、さらにその上位の
政策判断には日米貿易摩擦解消の手段として資金
環流措置が作られたことが明らかにされている。
したがって、当時の国際情勢、それを踏まえた日
本の政治および政策目的との関係がより鮮明にな
った（図11）。

つまり、外務省レビューではODAの構造調整
借款の動向と日本および関連の国際動向を暗に示
唆するに留まっていたが、本論はこの点を明らか
にしながら、ODAのより上位にある政策目的と
判断を明らかにしたのである。では、このことは
政策評価にとって何を示唆しているのだろうか。

（2）どのレベルの政策に着目するのか

図12は構造調整借款の上位にある政策目的、さ
らに上位にある政策目的との関係を図示したもの
である。ODAとしての構造調整借款の目的は、
その上位にある資金環流措置の政策目的にとって
は手段に位置付けられる。さらに、資金環流措置
は、日米貿易摩擦解消という政策目的にとっては
手段になっている。つまり、ODAとしての政策
目的の上に更に上位の政策目的が存在している。
我が国のODA評価ガイドラインに基づけば、ま
ず当該案件とODA政策目的との整合性をもって
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その妥当性を判断することが求められる。
しかし、構造調整借款のようにその上に上位の

政策が顕著に存在している場合、どのレベルの政
策目的をもって政策評価に着手すべきなのだろう
か。ODAはODAとしてその範疇で妥当性を判断
していればよいという意見もあろうが、このよう
な国際情勢を見据えた大きな政治的判断の流れの
中にあって、ODAの政策目的に留まっては余り
にも大きな政策視点を見逃してしまう。

だが、このような政策の上流部分に関する議論
は政治学や政策分析の領域であるとして、評価と
いう学問領域ではあまり着手してこなかったとこ
ろではないだろうか。ささやかな試みであるが本
論はODA目的とさらにその上流にある政策目的
と串刺しにしてみることを試みた。

では、このような試みを可能にした分析視点を
改めて顧みたい。

第1に時間軸で、20年間という長期の枠組みで
構造調整借款供与額の増減の変化をみたことによ
る。増減の変化から、背後に何らかの政策判断が
あったのではないかという推測が成り立った。

第2に国際社会や日本政治・経済の動向にも着
目したことである。本論は、特に日本が構造調整
借款に着手する前後の政策動向に着目したが、国
際社会の動向、すなわち債務危機とそれに対応し
た世銀などの国際機関のアクションとの間に数年
の時間差があったためである。

第3にODA以外の国際協力スキームにも着目し

たことである。ODAの構造調整借款は、日本輸
出入銀行による構造調整借款と国際機関向けジャ
パン・ファンドとの組合せによる資金環流措置の
パッケージのひとつであった。

このことはODAの構造調整借款のみに着目し
ていたのでは明らかにならなかった。同時にこの
ことは、行政府機関の縦割りの仕組みの中での評
価やレビューでは容易に明らかにできない点であ
ることも示唆している。

これらの分析視点をあわせもつことによって
ODAのより上位にある政策の存在に届くことが
できた。1980年代当時の政策決定プロセスに伴う
経験は、日米関係、国際機関との関わり方など豊
富な教訓を含んでいる。このことは今後、我が国
の外交政策、ODA政策を構築してゆく上で貴重
な情報を提供しているのではないだろうか。

6．むすび

構造調整借款の背景にみえてきたのは、前川レ
ポート、そして資金環流措置であった。前川レポ
ートにより積極的な内需拡大策がとられてゆく
が、これが後の経済バブルに発展したことは周知
のことであるが、日本の援助にとっても大きな変
化をもたらす出来事であった。このようにODA
政策の上流に目を向けようとすると、省庁間の枠
組みを超え政治的な判断まで見てゆくことになっ
た。

構造調整借款のように、ODA政策を越えた政
治や政策判断に直結する案件にとって、その妥当
性を判断するには、ODA大綱や中期政策との整
合性のみでは説明しきれない。また縦割りの仕組
みの中での評価体制の限界を暗示しているのかも
しれない。

ODAにとって教訓は何か。資金環流措置に押
されるかたちで「学びながら実行する」状態にあ
ったため、構造調整借款開始当初は日本のODA
としての確たる目標を定めきれていなかったこと
である。その後、90年代に入り、日本は世界銀行
の構造調整借款のあり方について反論ペーパーを
出している18。日本のODAとしての考え方を明示
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のかたちで出したものだ。また、本論では明らか
にしていないが、何故、ODAの構造調整借款を
アフリカを中心に始めたのか、日本政府の目的は
何であったのかを明らかにすることは更なる課題
である。

最近、アフリカを中心に国際援助界で一般財政
支援という政策対話をベースにした援助形態が潮
流になりつつあるが日本政府はこの新しい援助モ
ダリティの取り組みを検討している。そこでは援
助の潮流との調和も重要であるが、同時に日本の
ODAとしての目的を明確に打ち出すことが必要
であろう。だからこそ、構造調整借款という、当
時、新モダリティを用いた日本の取り組みの妥当
性と効果について総括する必要があるのではない
だろうか。
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1   Structural Adjustment Loans（ SALs）， Sector

Adjustment Loans（ SECALs）， Programmatic

Structural Adjustment Loans（PSALs），Special

Structural Adjustment Loans（SSALs），Subnational

Adjustment Loans（SNALs）

2  外務省（2004）「調整融資レビュー」p.15、16の図

表7,8,9からも、SALとSECALが年代を通じて、ほぼ

同比率で実施されていることがわかる。

3   外務省「ODA50年の歩み」に掲載されている「日

本のODA実績の推移（1965-2002）」「中期目標（第1

次～第5次）」から算定した。

4   外務省構造調整借款レビュー報告書では世界銀行の

構造調整融資と日本のそれとの傾向を比べている

が、目的やコンディショナリティは同様の傾向を示

すが、地域別にみると必ずしも世界銀行と一致しな

い。特にそれが顕著なのは東南アジア向け構造調整

借款で日本は91年から97年まで構造調整借款を行っ

ていないが、世界銀行は実施しているというコント

ラストを示している。

5   広瀬氏、下村氏からのヒアリング。

6  内海孚氏　日本格付研究所取締役社長（1981年から

86年まで大蔵省国際金融局局長）、中平幸典氏　信

金中央金庫理事長（92年から大蔵省国際金融局局

長）、幸島祥夫氏（株）T&Kパートナーズ代表取締

役、元東京三菱銀行常務取締役、広瀬哲樹氏　元外

務省審議官、下村恭民氏　法政大学教授、元海外経

済協力基金職員、藤川鉄馬氏　住友信託銀行顧問、

宮本巌（株）キューラメディクス　代表取締役会長　

7   重最貧国の債務状況に着目すると、公的部門の債務

残高は、1970年、53億ドルであるのに対し、民間部

門では2億ドル、1980年は公的部門が4006億ドル、

民間部門は43億ドルである（World Bank,1999）。従

って、民間銀行からの低所得国への貸付は中所得国

へのそれに比較して圧倒的に少ないといえる。

8   民間資金流入総額：1970～1974年は4,617百万ドル

であったものが、1975～1979年には15,646百万ドル

に増えている。出典：丸谷吉男（1989）「ラテンア

メリカの債務危機と外国投資」アジア経済研究所、

第21表　外部資金純流入と構成

9  外務省報告書では、第2次石油危機を債務危機発生

の直接的原因として記したが、正確にはFRBのイン

フレ抑制政策により、実質金利が上昇したことで、

民間銀行がラテンアメリカの債務国に対して新規融

資を渋り始めたことにあると言ったほうが適当であ

ろう。

10 債務国のひとつが、IMFに救済を求めると、IMFは

構造調整借款プログラムを債務国と協議の上作成す

る。次に債権を有する銀行から構成されるBank

Advisory Committeeのメンバーが当該政府と交渉し、

資金ニーズの分析、リスケジュール、新規融資の交

渉を取りまとめる。BACのミッションは、銀行の協

調による金融支援により、債務国の経済の安定成長

を促進し、国際金融の秩序と円滑化をはかるという

ものであった（幸島2002、p.132）

11 BACの元、民間銀行は1983-1984年には53億ドルの

新規融資を増額させたが、85年には8億ドル、86年

には28億ドル減少と徐々に要請に応じなくなってい

った。

12 ラテンアメリカ向け貸出しの内訳は、米国銀行が

37％、日本銀行15％、英国14％、フランス10％であ
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る。他国の銀行が切り詰める中で、邦銀だけが貸出

しを増加させ、34年には290億ドルであったのが、

86年には370億ドルとなった。

13 昭和61年　法人税法第52条、施例96.97

14 内海氏とのインタビューより。大蔵省広報誌「ファ

イナンス」1989年4月号p.5

15 内海氏、藤川氏とのインタビュー。

16 構造調整借款が始められたのは1986年、資金環流措

置は1987年からである。当時の関係者によれば、86

年当時、アフリカで構造調整借款を始めた頃は、援

助潮流に合わせながら、新援助モダリティを学習す

るという目的もあった 。その後、1988年にはアフ

リカ向け構造調整借款額が急増している。このこと

からも、資金環流措置と構造調整借款の関係をみて

とれる

17 構造調整借款に着手するにあたり内政干渉ではない

かという議論もあったが、債務危機のような問題の

抜本解決には政策対話も必要という意見もあった。

そこで世界銀行と協調融資というかたちをとること

によって、内政干渉への批判をかわし、政策対話の

方法を学ぼうとする議論があった（広瀬氏からのヒ

アリングより。）

18 海外経済協力基金（1992）「世界銀行の構造調整ア

プローチの問題について」『基金調査季報』No.73
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The Japanese Ministry of Foreign Affairs recently conducted the first comprehensive review of Structural
Adjustment Loans (SAL) provided by the Japanese government. For the roughly two decades from 1986 to the
present, approximately 9,676 billion yen has been disbursed as SAL. This paper attempts to uncover the political
background for the decision to start SAL in the 1980s. The author focuses on the fact that the Japanese government
faced a serious problem from the US-Japan trade imbalance at the time. Under Prime Minister Yasuhiro
Nakasone,s initiative, it announced the Financial Recycling Plan with the aim of circulating about US$65 billion in
Japanese money to international institutions such as the IMF and World Bank, and to the developing countries,
which were facing serious debt problems. SAL was selected as one of the components of the Recycling Plan, as it
allowed the quicker disbursement of loans than project loans. The question here is the rationale for the selection of
SAL as the modality for ODA. However, it is impossible to evaluate the relevance of the SAL program, which had
a political mission beyond the purpose of simply providing ODA, under the current guideline for evaluating ODA.
This paper raises the question about how to evaluate the program that is directly connected to the grave political
purposes.
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1．はじめに

政策、プログラム、プロジェクトなど、対象人
口の経済、生活、能力、環境等の向上を目指す介
入の効果、インパクト、効率を定量的に評価する
には、どのような標準化された方法があるだろう
か？

筆者は政策評価マトリックス（Policy Evaluation
Matrix, PEM）という枠組みを用いて、インドネ
シアとタイの日本留学者、米国留学者、非留学者

のアンケートの比較分析により、日本の留学生政
策について、人材養成（開発）と日本との友好促
進（国益）という2つの視点からの評価を行って
きた。

本稿では、この手法を改良し、留学生政策、地
域展開型プログラムなどの介入において、非介入
人口と比べた介入人口の指標の変化率から一人当
たりの標準化した効果を算出し、これに介入人口
を乗じてインパクトを、また、インパクトを投入
金額で除して、効率を測定する手法を提案する。

【研究論文】

標準化した効果単位を用いる定量的評価手法の提案
－留学生政策と地域展開型プログラムへの適用例―

要　約

本研究では、非介入人口と比べた介入人口の指標（群）の変化率から標準化した効率を算出し、effect
という単位を与え、この標準化した効果に介入人口を乗じてインパクトを、また、インパクトを投入金額
で除して効率を測定する手法を提案する。更に、この手法を、留学生政策と地域展開型プログラム協力の
評価に適用した事例を紹介する。

本手法の主な利点としては、単位換算が難しい介入の効果を、effectという標準化した単位で定量的に
表現することにより、インパクト、効率についても定量的に測定することが可能になった点が挙げられる。
このため、同じ指標（群）を使って評価する場合には、標準化した効果、インパクト、効率について、異
なる介入主体間の比較や、異なる対象に対する介入の比較、また、経年変化を調べることが可能となる。
評価結果の差異は、主に、介入する側と介入される側の条件の違いによって生じるため、評価結果を比較
することにより、効果的、効率的な介入のあり方について、また、介入対象人口における促進要因、阻害
要因について、考察する糸口が与えられる。

キーワード

標準化効果、定量的評価、効率、インパクト、結果重視の評価

佐藤　由利子
東京工業大学

yusato@ryu.titech.ac.jp

日本評価学会『日本評価研究』第6巻第1号、2006年、pp.103-118
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2．過去の開発評価手法のレビューと本研
究のアプローチ

過去の開発援助、開発介入に関する評価は、主
に開発の視点から行われてきており、特に経済協
力開発機構（OECD）加盟国による開発援助につ
いては、開発援助委員会（DAC）が開発援助評
価原則を定め（OECD 1991）、これに則って各国
のODA評価が行われてきた。

評価手法としては、ドイツのGTZで開発された
ZOPP（Ziel Orientierte Projekt Plannung or Object-
Oriented Project Planning）手法に基づく、ロジカ
ルフレームワークを用いたプロジェクトの計画、
モニタリング及び評価が、OECD加盟国及び国際機
関によって広く採用されている。日本においては、
国際開発高等教育機構（FASID）が中心となり、
ZOPP手 法 を 改 良 し た PCM （ Project Cycle
Management）手法を開発し（1996）、この手法を用
いた開発プロジェクト評価が、開発援助機関で広
く用いられている。PCM手法では、PDM

（Project Design Matrix）というロジカルフレームワ
ークを用いるが、三好（2002、2003）は、この
PDMの左列を集積したPTM（Program Theory Matrix）
によって、複数のプロジェクトから構成されるプ
ログラムのメタ評価を行うことを提案している。

筆者はPDM を上位の政策レベルにシフトした
政策評価マトリックス（PEM）という枠組みを
用いて、留学生政策等の開発援助を、開発と国益
の2つの観点から評価することを提案してきた

（佐藤 2002a、2002b、2003、2004、2005、Sato
2005）。その基本となる考え方や利点は、次の通
りである。

（1）PDMを上位の政策レベルにシフトして作成
したPEMは、PDMと基本的に同じ論理構造
をもち、DAC開発援助評価原則に示す目標
達成度、妥当性、インパクト、効率性、自立
発展性の5つの観点からの総合的な評価を行
うことが可能となる。

（2）PEMは政策に影響を与える、あるいは政策
から派生するほぼすべての要素を列挙してお
り、評価者と政策策定者、その他の関係者が、
政策のセオリーを確認し、議論するプラット
フォームとして有効である。

（3）PEMに示した指標及び指標データ入手手段
に沿って調査項目を組み立てることにより、
評価者は、評価調査を計画することが容易と
なる。

（4）日本の留学生政策は1954年以降、留学生送出
し国の人材養成（開発）と親日家養成（国益）
の2つを政策目標として、政府開発援助

（ODA）の一環として実施されてきたが、他
のODA政策や事業においても、開発と国益
の2つの観点から、同様の形での評価が可能
である。

近年、世界銀行等を中心に、主な関連指標の変
化に着目し、開発のプロセスより、結果を重視す
るモニタリング及び評価手法が広がりつつある

（CIDA 2000, Kusek ＆ Rist 2004）。この手法の利
点としては、指標測定により、評価結果が比較的
簡単に入手できることが挙げられる。他方、評価
結果の背景にある因果関係は、指標だけでは解明
することはできない。このため、結果重視の評価
手法においても、PDMやPEMのようなロジカル
フレームワークを用いた分析を併用することが必
要となる。

筆者はPEMを用いて、インドネシアとタイに
対する日本の留学生政策の評価を、主に世界最大
の留学生受入国である米国との比較において行っ
てきた。このように、他国と比較して日本の政策
の相対的達成度を評価する手法のメリットとして
は、日本の政策の特色、強みと弱みが明確になる
点が挙げられる。他方、デメリットとしては、政
策の背景も中身も違うものを比較しているため、
効果やインパクトを、必ずしも正確に測定してい
ない点が挙げられる。この観点からは、日本留学
者と非留学者（留学せずに自国の大学・大学院を
卒業した者）の回答値や留学しなかった場合とを
比較する方法が、有効と考えられる。

これらの点に鑑み、本稿では、留学者と非留学
者の平均回答値、あるいは留学しなかった場合と
比較することにより、インドネシアとタイに対す
る、日本の留学生政策の効果、インパクト、効率
を再測定する。具体的には、留学しなかった場合、
あるいは非留学者と比較した日本留学者の平均回
答値から標準化効果を、標準化効果に留学生数を
乗じることによりインパクトを、更に、インパク



105
標準化した効果単位を用いる定量的評価手法の提案
－留学生政策と地域展開型プログラムへの適用例―

トを投入金額で除すことにより、効率を算出する。
また、この手法の根拠となる基本的考え方を整

理し、非介入人口と比較した介入人口における主
要な指標の平均変化率と、介入人口の規模、投入
金額に着目して、介入の効果、インパクト、効率
を定量的に計測する手法として一般化する。更に
この手法を、保健分野の地域展開型プログラムの
評価に適用した事例を紹介する。

本稿で提案する手法は、結果重視の評価手法の
流れを汲み、指標変化に着目するものであるが、
PEM等のロジカルフレームワークを併用するこ
とにより、投入、外部条件など、介入に影響を与
える要素を明示し、成果、目標、上位目標の関係
を整理できるため、当該指標変化をもたらした因
果関係の考察も比較的容易である。また、介入や
評価の枠組みを、介入主体が、介入人口や関係者
と共有することが可能となる。

3．効果及び効率測定の基本的考え方と留
学生政策評価への適用

本節では、非介入人口と比較した介入人口にお
ける指標の変化率から、標準化した効果を算出し、
更に、人口規模、投入金額を勘案して、インパク
トと効率を定量的に評価する手法の基本的考え方
を紹介する。更に、この手法を、日本の留学生政
策評価に適用した事例を紹介する。

本稿で提案する評価手法の前提となっている基
本的考え方は、次の通りである。

ある介入において、その目標の達成を端的に示
す指標（群）を設定した場合、非介入人口と比較
した、介入対象人口における当該指標（群）の平
均変化率は、介入がもたらす効果を示しており、
次の数式で表すことができると考えられる。

介入の効果を、非介入人口における指標平均値M
,
と比較

した介入人口における指標平均値Mの変化率と捉えると、
＜ストック指標においては＞
効果＝（M/M

,
）-1=（M-M

,
）/M

,

＜フロー指標においては＞
介入前のベースラインの指標値をBとすると
効果=（M-B）/（M

,
-B）-1=（M-M

,
）/（M

,
-B）

ただし、M
,
=Bの場合には、

効果=（M-B）/M
,
=（M-M

,
）/M

,

経済学用語から、ストック指標は中長期的な特
性を表す指標、フロー指標は1年程度の短期間に
変化する指標と定義する。小野（2004）は、フロ
ー指標とストック指標に関連し、2つの目標達成
度の算出式を挙げている。

目標達成度＝実績値/目標値
目標達成度＝（実績値－基準値）/（目標値－基準値）
筆者は、この小野の考え方を応用し、ストック

指標については、非介入人口と介入人口における
指標平均値を比較することにより、また、フロー
指標については、非介入人口と介入人口の指標が、
介入前のベースラインの指標値から変化した度合
いの比較から、それぞれ介入の効果を算出できる
と考えた。

介入目標の達成を示す複数の指標がある場合に
は、まず、ストック指標とフロー指標のどちらを
使用するかを選択し、次に、選択した指標につい
て、指標間の重み付けが判明している場合には、
それら指標の変化率の加重平均から、また、指標
の重み付けが不明な場合には、便宜的に、それら
指標の変化率の平均から、効果を算出することと
する。

上記数式から算出される効果を示す値は、当該
介入により、介入人口一人当たりにどの程度の変
化が起きたかという「一人平均の変化の度合い」
を示す数値である。介入の種類によって、効果を
金額などの単位付で表す場合もあるが（例えば一
人当たり1万円の経済効果といった表現）、多くの
介入においては、効果を単位換算することは容易
ではない。

このため筆者は、上記数式から算出される効果
を示すeffectという単位を新たに設定し、介入が
もたらす変化として、標準化して表す。例えば、
非介入人口と比べ、介入人口において平均1％の
指標変化があった場合には0.01effect、という形で
表記する。

ベースラインで平均100万円の売り上げが、介
入人口において101万円となり、非介入人口では
100万円のままであった場合、効果は次のように
算出される。

（M-B）/M
,
＝（M-M

,
）/M

,
＝（101万円-100万円）/100万円

＝0.01 effect
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先に示した一人平均1万円の経済効果という表
現は、上記数式の分子の部分を表している。この
ことから、筆者の提案するeffectという単位は、
分母のM

,
（ストック指標の場合とフロー指標で

M
,
=Bの場合）あるいはM

,
-B（フロー指標におい

てM
,
=Bでない場合）を1に置き換えた場合の、標

準化した効果を表す単位であることがわかる。
効果について標準化した値を使う利点として

は、複数の指標を使用するなど、単位換算が難し
い介入の効果を表現できることが挙げられる。同
じ指標（群）を使う場合、異なる介入主体による
効果の比較や、異なる対象に対する効果の比較、
また、効果の経年変化を調べることが可能となる。

次に、標準化効果単位に基づきインパクトを測
定する方法を示す。インパクトは、介入が、介入
人口に対してもたらした変化の総量、つまり、非
介入人口と比較した対象人口個々の指標変化（＝
個別効果）の総和であると考え、非介入人口と比
べた介入人口の指標平均の変化率（＝標準化効果）
に介入人口を乗じた次の数式で表すことができる
と考えられる。インパクトの単位は、effect・人
となる。

介入人口個々の指標値をX1, X2…Xn、各指標値の該当人数
を f1, f 2,…fn 、対象人口をΣf 、介入人口における指標平

均値をM、非介入人口における指標平均値をM
,
とすると、

インパクトは

＜ストック指標においては＞

=効果 ｘ 介入対象人口

＜フロー指標においては＞

＝効果ｘ 介入対象人口

効率については、介入人口における変化の総量
であるインパクトを、すべての投入を金額換算し
た投入金額で除することにより、次の数式で求め
ることができると考えられる。効率は、介入人口
一人当たりの投入金額に対する指標の変化率を示
すとも捉えられる。単位は、effect・人/金額単位
として表される。

以上のような考え方に基づき、インドネシアと
タイに対する日本の留学生政策の効果、インパク
ト、効率を再測定することとしたい。

日本の留学生政策は、1954年に国費留学生制度
が開始して以降、留学生送出し国の人材養成と日
本との友好促進という2つの政策目標の下に実施
されており（佐藤2004:54-55）、これらの政策目
標に対応したPEM（1954年～2001年を想定）は、
表1、表2のとおりである。

人材養成と友好促進に関する留学生政策の効果
を端的に表す指標（群）を選択し、日本留学者と
非留学者（または留学しなかった場合）の指標と
比較した次の数式から、標準化した効果を算出す
る。留学に関する指標は、留学により中長期的に
生じた変化を示しているため、ストック指標と考
えられる。

また、留学生政策のインパクトは、平均留学期
間を4年と想定すると1、来日から4年を経過した
留学修了時点から現れると考えられる。このため
留学生政策が本格化した1954年以降、筆者が調査

佐藤　由利子

留学生政策の標準化効果＝（日本留学者の指標平均値/

非留学者または留学しなかった場合の指標平均値）-1

－  ）  （ f fM M
,

= －  ）  （ M M Σ Σ 
M I I

,
M

,
,

－
－

 ）  （ f fM M
,

= －  ）  （ M M Σ Σ 
 ）  （ M B II

,
－  ）  （ M B
,

,

x

x

＜フロー指標においては＞

効率＝効果 ｘ 対象人口 / 投入
＝効果/(投入/対象人口)
＝効果/一人当たり投入
＝指標の変化率/一人当たり投入
投入金額をIで表すと、効率は、
＜ストック指標においては＞
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（注1）AIEJは文部科学省管轄の財団法人日本国際教育協会（現・日本学生支援機構JASSO）を指す。 
（注2）本PEMは国費及び私費（自費・民間奨学金）留学生を念頭に作成したため、外国政府派遣留学生やJICA長期研修員には適合 
　　   しない。 

（出所）筆者作成 

（上位政策目標）留学生送出し国の
経済・社会が発展する 

（政策目標）日本の留学生政策により
留学生送出し国の発展に貢献する
人材が養成される 

（政策成果） 
1． 優秀で意欲の高い者が留学する 
2． 留学中に十分な知識と技能を習得する 
3． 帰国留学生が留学で習得したこと
を仕事で活用し、また他の人 に々伝達
する 

（政策アウトプット） 
留学生の日本への受入れ 

（主な施策） 
1-1 日本留学情報の提供 
1-2 国費奨学生募集・選考・受入れ 
2-1 留学生に対する教育・研究指導 
2-2 私費留学生への支援 
2-3 留学生宿舎の確保、医療費補助 
3-1 元留学生へのフォローアップ 
 

経済成長率、一人当りGDP等 
 
留学しなかった場合と比較した
帰国留学生の職位と収入の向
上度合い 
1．留学動機、留学中の勉学態
度、日本語能力 
2．留学教育に対する満足度、学
位取得状況 
3.職場での留学成果の活用状
況、知識・技能の伝達状況 
留学生のべ受入れ人数（人年） 
 

（主な施策担当機関・実施機関） 
1-1外務省（在外公館他）、文部科学省（AIEJ） 
1-2外務省（在外公館）、文部科学省 
2-1文部科学省（高等教育機関） 
2-2文部科学省（AIEJ） 
2-3文部科学省（AIEJ、内外学生センター） 
3-1外務省（在外公館他）、文部科学省（AIEJ） 

 

表1　留学生政策に関する政策評価マトリックス（PEM）：人材養成の視点から 

要約 (Summary) 

 

指標 
統計資料 
 
1. アンケート調査 
2.帰国留学生職場での聞取
り調査 
1．アンケート調査、日本大使
館での調査 
2．アンケート調査、面接調査 
3．アンケート調査、職場でのヒ
アリング 
 
統計資料 

 
 
 
 
 
1.留学生の多くが帰国
する 
2.帰国留学生に雇用
機会が提供される 

指標データ入手手段 外部条件 

 

（注1）、（注2）及び（出所）は表1と同じ 

（上位政策目標） 
日本との友好関係が促進される 
（政策目標）日本の留学生政策により、
元留学生が親日家となる 

（政策成果） 
1.優秀で意欲の高い者が留学する 
2.留学中の教育・生活に満足する 
3.留学中に良好な師弟・友人関係を
築き、留学後も継続する 
4.元留学生が日本との友好促進活動
に参加する 
（政策アウトプット） 
留学生の日本への受入れ 

（主な政策） 
1-1日本留学情報の提供 
1-2国費留学生募集・選考・受入れ 
2-1留学生に対する教育・研究指導 
2-2私費留学生への支援 
2-3留学生宿舎の確保、医療費補助 
3-1留学生との交流 
4-1元留学生へのフォローアップ  

対日感情、交流実績 
 
非留学者と比較した帰国留学
生の親日度の変化 
1.留学動機、留学中の勉学態
度、日本語能力 
2.留学中の教育・生活に対する
満足度 
3.師弟・友人関係の構築と継続 
4.日本との友好促進活動への
参加率 
留学生のべ受入れ人数（人年） 

（主な施策担当機関・実施機関） 
1-1外務省（在外公館他）、文部科学省（AIEJ） 
1-2外務省（在外公館）、文部科学省 
2-1文部科学省（高等教育機関） 
2-2文部科学省（AIEJ） 
2-3文部科学省（AIEJ、内外学生センター） 
3-1文部科学省（高等教育機関、留学生交流推進会議、国際
交流団体） 
4-1外務省（在外公館他）、文部科学省（AIEJ） 

 

表2　留学生政策に関する政策評価マトリックス（PEM）：友好促進の視点から 

要約  

 

指標 
統計資料、日本大使館での
調査 
アンケート調査 
 
1.アンケート調査、日本大使
館での調査 
2.3.4.アンケート調査 
 
 
 
 
統計資料 

 
 
 
 
日本との間に大きな外
交的障害がない 

指標データ入手手段 外部条件 
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を行った2001年時点までに現れた留学生政策のイ
ンパクトは、標準化効果に1958年～2001年の留学
修了者人数を乗じた次の数式で算出できると考え
られる。

実際は、1958年～2001年の留学修了者数の正確
な統計が入手困難なことから、1954年～1997年に
来日した留学生全員が留学を修了し、2001年時点
で生存していると仮定し、1954年～1997年の留学
生受入れ人数で代替して、インパクトを算出する
こととする。

また政策効率については、インパクトを、1954
年～1997年の投入金額（各年の予算投入をデフレ
ートした上で累計した額）で除することにより算
出する。効率は、1954年～1997年の留学生一人当
たりの投入金額に対する、指標の変化率を示すと
も捉えられる。

上記の算出式を用いて、筆者が2001年、2002年
にインドネシアとタイで実施したアンケートの結
果から2、人材養成と友好促進の2つの目標に関し
て、留学生政策の標準化効果、インパクト、効率
を計算する。

インドネシアとタイの日本留学者と非留学者の
主な属性は以下のとおりである（佐藤2002a、
2000b、2003、2004、 Sato 2005）。

非留学者の回答者は、日本留学者に近い職業、
男女比、年齢構成となるよう配慮したが、インド
ネシアでは、日本留学者に比べ、非留学者の公務
員・準公務員比率が高い。また、タイにおいては、
日本留学者に比べ、非留学者の平均年齢が若く、
公務員・準公務員比率が小さく、大学教員比率が
高い。日本留学者と非留学者を比較する際には、
これらの点に留意する必要がある。

また、国費留学生と私費留学生（＝自費・民間
奨学金受給者）については、投入予算が異なるた
め、両者を区別して効果、インパクト、効率を測
定した。

表1、2の下段に一部示すとおり、国費留学生施
策としては、国費留学生の募集・選考、受入れが、
私費留学生への施策としては、授業料減免、学習
奨励費などの支援策が、また両者に共通する施策
として、留学情報の提供、留学生に対する研究・
教育指導、留学生宿舎の確保、医療費補助などが
挙げられる。

人材養成に関する主な指標としては、職場にお
ける日本留学者と非留学者の業績の差、留学しな
かった場合と比較した、地位や給与の上昇率など
が考えられる。これらの指標のうち、筆者が実施
したアンケート調査では、日本留学者に対して、
留学しなかった場合と比較した地位や収入の変化
率をたずね、次のような回答平均値が得られた3。

佐藤　由利子

1954年-2001年の留学生政策のインパクト＝留学生政策の

標準化した効果ｘ1958年-2001年の留学修了者人数

1954年-2001年の留学生政策のインパクト＝留学生政策の

標準化効果ｘ1954年-1997年の留学生受入れ数

1954年-2001年の留学生政策の効率

＝留学生政策の標準化効果ｘ1954年-1997年の留学生受入

れ人数/1954年-1997年の投入＝標準化効果/（1954年-1997

年の投入/1954年-1997年の留学生受入れ人数）

＜インドネシア＞

日本留学者：男女比（78：22）、生年平均1957年、職業

（大学教員46％、公務員・準公務員36％、企業勤務者17％）

非留学者：男女比（78：22）、生年平均1961年、職業（大

学教員40％、公務員・準公務員60％）

＜タイ＞

日本留学者：男女比（61：39）、生年平均1957年、職業

（大学教員26％、公務員・準公務員21％、企業勤務者55％）

非留学者：男女比（49：51）、生年平均1967年、職業（大

学教員44％、公務員・準公務員1％、企業勤務者51％）

※職業は複数回答を含む。

＜留学しなかった場合と比較した地位の向上割合＞
インドネシアの国費留学生46.4％、

私費留学生35.0％（有意差）
タイの国費留学生41.2％、

私費留学生45.8％（有意差なし）
＜留学しなかった場合と比較した収入の向上割合＞
インドネシアの国費留学生31.1％、

私費留学生28.8％（有意差なし）
タイの国費留学生26.2％、

私費留学生32.8％（有意差なし）
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ｔ検定の結果、インドネシアでは、国費と私費
留学生の間で、地位の向上には5％水準で有意差

（以下、有意差はすべて5％水準で計算）があるが、
収入の向上には有意差が見られなかった。この背
景として、インドネシアでは、国費留学生制度が、
インドネシア政府により、大学教員や公務員の人
材養成の機会として活用され、復職後、留学経験
を活かして組織で昇進する機会を与えられている
こと、しかし、給与は民間に比べ少なく、私費留
学生（企業勤務者がやや多い）とさほど大きな差
が生じないことが挙げられる。また、タイでは、
国費と私費留学生の回答に有意差は見られず、数
値自体は、私費留学生がやや高い。私費留学生は、
国費に比べ、民間企業、特に日系企業に就職する
者の割合が高く、日本留学経験をビジネスで活か
して、国費留学生同様、地位や収入の向上を達成
していると考えられる4。

地位や収入の向上は、業績評価以外の要素（例
えば派閥等）によって左右されることもあり、ま
た、「留学しなかった場合」との比較は、元留学
生の認識に基づく数値であるため、指標として取
り扱うには注意が必要だが、ここでは便宜上、留
学しなかった場合と比べた地位と収入の向上率
を、人材養成に関する政策効果を同等の重みで示
す指標と見なし、両者の平均から、下記のように
標準化した効果を算出した。

次に、人材養成の観点からの留学生政策のイン
パクトを算出する。1954年から1997年の間に、イ
ンドネシアからの国費留学生は1,742名、私費留
学生は1,412名、また、タイからの国費留学生は
2,396名、私費留学生は2,469名と推計される5。人
材養成に関するインパクトは、国費と私費の標準
化政策効果に、1954年～1997年の国費と私費の留
学生数を乗じて、下記のように算出される。

政策効率は政策インパクトを、1954年～1997年
の政策投入額で除して算出する。なお、私費留学生
については、授業料等の収入を考慮する必要があ
るため、各年の予算投入から授業料等の収入を差
し引いた「純投入」でインパクトを除して効率を算
出する6。純投入がマイナスの場合は、国全体とし
て、収入が投入を上回っていることを示す。人材
養成に関する政策効率は、次のように算出される。

私費留学生については、1954年～1997年の授業
料等収入が予算投入を上回り、純投入がマイナス
であるため、正確な効率は計算できないが、プラ
スの政策インパクトと収入の両方をもたらしてい
ることがわかる。特に、タイの私費留学生におい
ては、もたらすインパクトも収入も大きい。また、
国費留学生については、政策効果の違いから、タ
イよりインドネシアに対する政策効率がよいこと
がわかる。

友好促進に関する政策効果は、表2のPEMに記
載した「元留学生が親日家となる」という政策目
標に基づき、「日本人が好き」という設問に対す
る、非留学者と比べた日本留学者の回答変化率を
指標として用いることとする。
「日本人が好き」という設問7では、1～5の5段

階評価で下記のような回答平均値が得られた。ｔ

標準化した効果単位を用いる定量的評価手法の提案
－留学生政策と地域展開型プログラムへの適用例―

＜人材養成に関する標準化政策効果＞

インドネシアの国費留学生　0.388 effect

インドネシアの私費留学生　0.319 effect

タイの国費留学生　0.337 effect

タイの私費留学生　0.393 effect

＜人材養成に関する政策インパクト＞

インドネシアの国費留学生

0.388effect ｘ1,742人＝675.9 effect・人

インドネシアの私費留学生

0.319 effectｘ1,412人＝450.4 effect・人

タイの国費留学生

0.337 effectｘ2,396人＝807.5 effect・人

タイに対する私費留学生

0.393 effectｘ2,469人＝970.3 effect・人

＜人材養成に関する効率＞

インドネシアに対する国費留学生

675.9 effect・人/ 2,145百万円＝0.315 effect・人/百万円

インドネシアに対する私費留学生

450.4 effect・人/（-698百万円）＝-0.645 effect・人/百万円

タイに対する国費留学生

807.5 effect・人/ 3,178百万円＝0.254 effect・人/百万円

タイに対する私費留学生

970.3 effect・人/（-1,121百万円）＝-0.866 effect・人/百万円
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検定によりインドネシアでもタイでも、日本留学
者と非留学者の間に有意差が見られ、留学経験に
よる親日度の向上が確認された。他方、国費と私
費留学生の間には、有意差は見られなかった。

次に、上記の5段階評価の回答値を原点を持つ0
～4の5段階評価の回答値に直し（各回答値から1
を減）、さらに0～4の回答が各々0％、25％、50％、
75％、100％という比例尺度に対応していると見
なして、非留学者と比べた日本留学生の親日度変
化率から、標準化効果を次のように算出した。

この標準化効果に基づき友好促進に関する政策イ
ンパクトと効率を計算すると、次のようになる。

以上より、私費留学生については、純投入がマ
イナスのため正確な効率は計算できないが、友好
促進に関しても、プラスのインパクトと収入の両
方をもたらしており、特にタイの私費留学生にお
けるインパクトと収入が大きいことがわかる。ま
た、国費留学生については、標準化効果の違いよ
り、タイよりインドネシアにおいて、政策の効率
がよいことがわかる。

人材養成と友好促進に関しては、使用した指標
が異なるため、効果、インパクト、効率を直接比
較することはできない。しかし、同じ目標に関す
る介入を、同じ指標を使って評価する場合には、
この手法を用いることにより、異なる介入主体間
で、また、異なる介入対象間で、効果、インパク
ト、効率を比較することが可能となる。また、経
年変化を調べることも可能となる。

図1は1954年～2001年の、タイの国費留学生に
おける、友好促進に関するインパクトの変化を表
したものである。

佐藤　由利子

「日本人が好き」に対する5段階評価の回答平均値

インドネシア：国費留学生4.17、私費留学生3.94、非留学

者3.80

タイ：国費留学生3.61、私費留学生3.74、非留学者3.41

＜友好促進に関する標準化政策効果＞

インドネシアの国費留学生

{(4.17-1)-(3.80-1)}/(3.80-1)= 0.132effect 

インドネシアの私費留学生

{(3.94-1)-(3.80-1)}/(3.80-1)= 0.05 effect

タイの国費留学生

{(3.61-1)-(3.41-1)}/(3.41-1)= 0.083effect

タイの私費留学生

{(3.74-1)-(3.41-1)}/(3.41-1)= 0.137effect 

＜友好促進に関する政策インパクト＞

インドネシアの国費留学生

0.132effectｘ1,742人＝229.9 effect・人

インドネシアに対する私費留学生

0.05 effectｘ1,412人＝70.6effect・人

タイの国費留学生

0.083effect ｘ2,396人＝198.9effect・人

タイの私費留学生

0.137 effect x2,469人＝338.3effect・人

＜友好促進に関する政策効率＞

インドネシアに対する国費留学生

229.9 effect・人/ 2,145百万円= 0.107 effect・人/百万円

インドネシアに対する私費留学生

70.6effect・人/（-698百万円）＝-0.101 effect・人/百万円

タイの国費留学生

198.9effect・人/ 3,178百万円＝0.063 effect・人/百万円

タイの私費留学生

338.3effect・人/（-1,121百万円）=-0.302 effect・人/百万円
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図１　親日家養成に関するインパクトの経年変化
（タイに対する1954年-2001年の国費留学生政策）
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指標の変化は、留学生受入れ開始後、平均留学
期間4年の経過後に表れると想定されることから、
例えばA年のタイの国費留学生における友好促進
に関するインパクトは、次の数式で表すことがで
きると考えられる。

図1の実線の折れ線は、タイの国費留学生にお
ける、友好促進に関する政策の直接インパクトの
経年変化を示している。ただし、この直接インパ
クトは、留学修了者における指標変化の総和のみ
を計算しており、留学修了者が周辺の人にもたら
す間接インパクトを考慮していない点に留意する
必要がある。

菊田と牟田（2004）はアジア生産性機構による
地域社会総合開発研修プログラムの研修参加者調
査から、講演、セミナー、論文等の手段により研
修成果を伝達した人数を、年間2.47人と計算して
いる。このことから、日本留学修了者が、日本に
関する好意的な情報を周囲に伝達した人数も、年
間同程度であると仮定すると、友好促進に関する
間接インパクトは次の数式で表すことができる。
図１の破線の折れ線は、これら数式に基づいて算
出した、タイの国費留学生における、友好促進に
関する政策の直接と間接を合わせたインパクトの
経年変化を示している。

以上、留学生政策の人材養成と友好促進に関す
る効果、効率、インパクトについて、留学しなか
った場合、あるいは非留学者と比べた日本留学生
の回答の変化率から、定量的に測定した事例を紹
介した。

留学生政策は、日本のODAの一環として実施
されているが、同じくODAとして実施されてい
る研修員受入れ事業についても、同様の手法での
定量的評価が可能であると考えられる。

ODAによる研修員受入れ事業を、国内最大規

模で実施している国際協力機構（JICA）は、ホ
ームページに次のように記載している。
「研修員受入れ事業は、開発途上国の人材育成

を目的として、開発途上国の今後の中核的な行政
官、技術者、研究者などを『研修員』として招き、
その国で必要とされている知識や技術を伝えるも
ので最も基本的な『人づくり』事業の一つとして
位置づけられている。」

人材養成が事業目標であると明言されている
が、研修員が日本を理解し、親日的になることを
通じた開発援助の円滑化や日本との友好促進も、
明文化されていないものの、援助国側の達成した
い目標の1つと推定することができる。このため、
留学生政策評価で使用した人材養成と親日家養成
の2つの視点からの評価手法を適用することは可
能であると考えられる。

研修員受入れ事業については、公開された評価
資料が少ないため、本手法の適用事例を示すこと
はできないが、将来、留学生政策との比較を含め
て、実証的な評価を行うことは、十分意義がある
ことと思われる。

4．地域展開型案件における応用：リプロ
ダクティブ・ヘルス・プログラムの事例

本節では、前節で紹介した介入に関する効果、
インパクト、効率の測定手法を、地域に展開する
リプロダクティブ・ヘルス（RH）プログラムに
応用した事例を紹介する。

地域展開型プログラム/プロジェクトにおける
介入の効果については、非介入地域（介入地域と
よく似た条件の地域）と比べた介入対象地域の指
標の平均変化率から求めることができると考えら
れる。

例えば、農業分野の協力では農業生産性に関す
る指標、保健分野の協力では保健指標、教育協力
では教育指標の、非介入地域と比較した介入地域
における変化率が、開発効果を示すと考えられる。
また援助国の国益の視点からは、非介入地域と比
較した介入地域における、援助国への好感度に関
する指標変化が、介入効果を示すと考えられる。

インパクトは標準化効果に介入対象人口を乗じ

標準化した効果単位を用いる定量的評価手法の提案
－留学生政策と地域展開型プログラムへの適用例―

A年のタイに対する国費政策の友好促進に関する直接イ

ンパクト＝0.083effect ｘ｛1954年の留学生受入れ数＋

1955年の留学生受入れ数＋・・・＋Ａ-4年の留学生受入

れ数｝＝0.083effect x（1954年からＡ-4年までの受入れ人

数累計）

A年の国費留学生政策の親日家養成に関する間接インパ

クト＝0.083effectｘ（1954年からA-4年までの留学生受入

れ数）ｘ2.47人
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ることにより、効率はインパクトを投入金額で除
すことにより、次の数式で求めることができると
考えられる。

効率は、上記式の最後に示すとおり、対象人口
一人当たりの投入に対する、標準化効果としても
捉えることができる。

この手法を、フィリピンで展開するRHプログ
ラムに適用して、評価を行うこととする。

フィリピンのリージョンⅢでは、1992年から
2002年までの11年間、JICAによるRH分野のプロ
グラム協力が行われ、プロジェクト方式技術協力、
青年海外協力隊、現地国内研修、開発福祉支援事
業、無償資金協力事業等の異なるスキームが、リ
ージョンⅢにおけるRHの向上という共通の目標
の下に展開された。本協力のプログラムアプロー
チに基づくロジックモデルは表3の通りである。

本プログラムの核となったプロジェクト方式技
術協力では、最終的にリージョンⅢの6州（人口
779万人）に19のパイロットエリア（対象人口81
万人）を設け、ここを拠点に活動を展開していた。

本プログラムの評価報告（駒澤2002、国際協力
機構2004）によれば、2001年にパイロットエリア

（直接裨益地域）とコントロールエリア（非裨益
地域）において実施したサンプル調査において、
次のようなプログラム目標に関連する指標の差異
が見られた8。

上記から、現在の子供の数9、避妊実行率、子
供の数の決定権が妻又は夫婦両方にある割合の3
つの指標について、コントロールエリアと比較し
たパイロットエリアの指標の変化率を計算する。
更にこれらが目標の達成を示す同等に重要な指標
と仮定して、3グループの指標変化率の平均から

プログラムの効果を算出した結果は下記の通り。

このプログラムはUSAIDとの連携案件であっ
たが、日本側が協力を受けた内容は主にUSAID
が開発した教材の活用であり、更にプログラム後
半には連携はほとんど実施されなかった（国際協
力機構2004、p.64）。このため、投入金額は、
JICAの各種スキームの投入金額の合計から33.2億
円と算定する。主な対象人口は、パイロットエリ
アの81万人であることから、インパクトと効率は
下記のように算出される。

上記の効率を算出する中間式から、効率は、標
準化効果（0.203 effect）を対象人口一人当たりの
投入（4.1万円/人）で除した数値としても算出で
きることがわかる。

同じRH分野で活動する他のドナーやフィリピ
ン政府のプログラム/プロジェクトについて、同
じ指標群を使って測定すること、また、投入金額
を共通の貨幣単位に換算することにより、効果、
インパクト、効率の比較が可能となると考えられ
る。更に、フィリピン以外で展開しているRH分
野のプログラム/プロジェクトについても、同じ
指標、同じ貨幣単位で評価することにより、各国
での協力の効果、インパクト、効率の横断的な比
較が可能となると考えられる。

効果の差は、介入する側の条件だけはなく、介
入される側の条件の違いによっても生じる。評価
結果を比較することにより、効果的、効率的な介
入のあり方についてのみならず、対象地域ごと、
国ごとの促進要因、阻害要因についても、推定の
糸口を与えると思われる。

最後に、この地域展開型案件のインパクト評価

佐藤　由利子

インパクト＝（非介入地域と比較した）介入地域の指標

（群）の平均変化率ｘ 対象人口＝標準化効果ｘ 対象人口

効率＝標準化効果ｘ 対象人口/投入

＝標準化効果/（投入/対象人口）

プログラム協力のインパクト＝0.203effect x 81万人＝

164,430 effect・人

プログラム協力の効率＝0.203 effect x 81万人/33,200百万

円＝0.203 effect/（33,200百万円/81万人）

＝0.203 effect/（4.1万円/人）＝4.95 effect・人/百万円

Pilot Area Control Area

現在の子供の数　　 2.5人　　　 3.2人

避妊実行率　　　　 69.8％　 66.7％

子供の数の決定権

が妻又は夫婦両方　 95％　　　 74％

「子供の数」の指標変化率＝0.28

「避妊実行率」の指標変化率＝0.046

「妻又は夫婦による子供の数の決定割合」の指標変化率＝

0.283％

上記3つの指標変化率の平均から求めたプログラムの標準

化効果＝0.203effect
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と、第3節で述べた留学生政策のインパクト評価
の異なる点を考察する。

留学生政策のインパクト評価においては、介入
人口を留学生及び留学生による間接効果の及ぶ範
囲の人々と捉えているのに対し、地域展開型案件
のインパクト評価においては、介入人口を、直接、
間接に効果が及ぶ者のみならず、効果が及ばない
者も含めた、対象地域全体の人口と捉える点が異
なっている。

留学生政策のインパクト測定においても、対象
人口を対象国の国民全体と捉えることは、可能で
ある。しかし、その場合には、留学生政策による
直接、間接のインパクトの合計を国民人口で除し
た値が、国民一人当たりの平均変化率（政策効果）
となるが10、国民人口の大きさから、実際に国民
一人当たりの平均変化率を確認することは困難で
ある。このため、元留学生と間接効果の及ぶ範囲
の指標の変化率に着目して、インパクトや効率を
評価することが現実的なアプローチである。

他方、地域展開型案件のインパクト測定におい
ては、直接効果の及ぶ者、間接効果の及ぶ者、効
果の及んでいない者に分けて指標を計測するより
は、サンプル調査等により、対象人口全体の指標
を観測して効果を算出する方が、評価調査の手間
も費用も少なくて済む。

ただし、地域展開型案件の協力内容によって、
介入人口の種類が限定されることはしばしば起こ
る。例えば家族計画・母子保健分野の協力におい
ては、主な裨益対象者は再生産年齢にある女性と
子供であることが多い。しかし、直接に裨益する
のは女性や子供であっても、人口増加率の低減や
母子保健指標の改善は、対象地域人口全体にとっ
てプラスのインパクトを持つと考えられる。例え
ば、乳幼児死亡率の低下は、乳幼児の父親にとっ
ても望ましいことである。

このことから、地域展開型案件の評価において
は、直接裨益者を取り巻く人口コーホート（対象
人口を直接裨益者数で除して、コーホートの平均
人数を算出）が存在し、直接裨益者の指標の改善
によって、コーホート全員、ひいては対象人口全
員が裨益すると見なす。

この前提に立つことにより、地域展開型協力の
評価において、対象人口の指標（群）の平均変化

率から標準化効果を算出し、対象人口を乗じてイ
ンパクトを求める本手法は、妥当性を有すると考
えられる。

5．おわりに

本稿では、政策や援助などの介入について、目
標の達成を端的に示す指標の変化に着目し、非介
入人口と比較した介入人口の指標（群）の変化率、
介入人口の規模、投入金額から、効果、インパク
ト、効率を測定する手法を提示した。更に、留学
生政策と地域展開型プログラムの評価に、この手
法を適用した事例を紹介した。

以上の評価結果から、本評価手法の利点として、
次の点が挙げられる。

（1）非介入人口と比較した、介入人口における指
標（群）の平均変化率を、介入の標準化効果
としてeffectという単位で表現することによ
り、通常単位換算が難しい介入の効果を、定
量的に表現することが可能となる。

（2）標準化効果に、介入人口を乗じることにより、
介入がもたらしたプラスの変化の総量である
インパクトを、定量的に示すことが可能とな
る。このインパクトは、effect・人という単
位で示すことができる。

（3）介入人口における変化の総量であるインパク
トを、すべての投入を金額換算した投入金額
で除することにより、単位投入金額あたりの
効率を算出することができる。この効率は、
介入人口一人当たりの投入に対する標準化効
果とも捉えられる。効率の単位は、effect・
人/金額単位として表すことができる。

（4）介入の効果を端的に示す指標（群）の選択、
適切な非介入人口の選択、非介入人口と比較
した介入人口における指標（群）変化率の適
切な測定、介入人口の規模と投入金額の正確
な把握、という条件がそろえば、政策、プロ
グラム、プロジェクトのいずれの形態におい
ても、本手法を用いて、標準化効果、インパ
クト、効率を定量的に評価することが可能と
なる。

（5）同じ指標（群）を使って、本手法による評価

佐藤　由利子
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を行う場合には、効果、インパクト、効率に
ついて、異なる介入主体間の比較や、異なる
対象に対する比較、また、経年変化を調べる
ことが可能となる。評価結果の差異は、主に
介入する側と介入される側の条件の違いによ
って生じるため、評価結果を比較することに
より、効果的、効率的な介入のあり方につい
て、また、対象人口における促進要因、阻害
要因について、考察する糸口が与えられる。

（6）本手法は、指標変化に着目する結果重視の評
価手法の流れを汲むが、PEMなどのロジカ
ルフレームワークを併用することにより、当
該指標変化をもたらした因果関係の考察が容
易となる。また、介入や評価の枠組みを、介
入主体が、介入人口や関係者と共有すること
が可能となる。

（7）開発援助の評価は、主に開発の視点から行わ
れてきたが、援助国に対する印象や理解に関
する指標を設定し、非介入人口と比較した介
入人口における指標の変化を測定することに
より、援助国との友好や理解の促進といった、
援助側の国益についても、定量的に評価する
ことが可能である。

また、本評価手法の課題としては、次の点が挙
げられる。

（1）目標の達成を端的に示す指標（群）の選定に
ついては、介入主体のみならず、介入対象人
口及び関係者の意見を聴取して慎重に行う必
要がある。

（2）指標には十分現れない公平性の観点や、副次
的効果についても、十分配慮することが必要
である。

（3）介入人口と同質の非介入人口（対照群）を選
定することは容易ではないため、非介入人口
と介入人口の差異により、指標の変化率に誤
差が生じる可能性を十分考慮する必要があ
る。

（4）介入対象人口について、介入前と介入後の指
標（群）の変化から、効果、インパクト、効
率を測定する方法についても、検討する必要
がある。

（5）複数の介入が並行して実施されている場合、

異なる開発介入がもたらす相互作用（例えば
所得向上による保健指標の改善等）について
も、検討する必要がある。

今後、これらの課題に取り組むことにより、本
評価手法の改善を図り、適用範囲を広げることを
目指したい。

注記

1  1993年～2000年のインドネシアからの留学生の平均

在学年数が3.131年、タイからの留学生は3.482年で

あるが、これに日本語教育を日本で受ける期間を加

え、約4年とした。

2  2001年にインドネシアで郵送と訪問調査により実施

したアンケート調査では、日本の元国費留学生293

名、元私費留学生37名、元米国留学生63名、非留学

者60名の回答を収集した。2002年にタイで、郵送に

より実施したアンケート調査では国費165名、私費

147名、米国246名、非留学者72名の回答を得た。

（いずれも1954-1997年に留学または高等教育を開始

して既に修了・卒業した者。日本留学者と米国留学

者は、同窓会名簿から無作為抽出した者）。なお、

母集団については、1954年から1997年までに来日し

たインドネシアからの留学生は4,964名（国費留学生

1,742名、インドネシア政府派遣生1,810名、私費留

学生1,412名）、また、タイからの留学生は5,007名

（国費2,396名、タイ政府派遣生142名、私費2,469名）

と推計される。日本留学生の回答者の属性と同窓会

名簿の分析結果を照合した結果、アンケート回答者

の属性は、同窓会名簿記載者の属性をほぼ反映して

いることが、筆者の先行研究（佐藤2002a、2002b、

2003）で確認されている。

3  留学しなかった場合と比べた地位と収入の向上につ

いては、下記の設問（実際はインドネシア語、タイ

語に翻訳）に対し、-20％,-10%, 0, +10%, +20%,

+30%, +40%, +50%, +60%, +70%, ＋80％の11の選択

肢から回答を求めた。選択肢は、予備調査を踏まえ

て設定した。標準偏差は、収入の向上に関するイン

ドネシアとタイの私費留学生の回答で、最も大きく、

31.5％であった。

How much is your status up or down compared to the

case you had not studied in Japan? 

標準化した効果単位を用いる定量的評価手法の提案
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How much is your income up or down compared to the

case you had not studied in Japan?

4  国費留学生と私費留学生の主な職業構成は下記のと

おり（佐藤2004, p.44）。

＜インドネシア＞国費：大学教員58％、公務員・準

公務員22％、企業勤務者14％

私費：大学教員37％、公務員・準公務員17％、企業

勤務者34％

＜タイ＞国費：大学教員37％、公務員・準公務員

18％、企業勤務者52％

私費：大学教員14％、公務員・準公務員15％、企業

勤務者66％

5  文部科学省データ、帰国留学生名簿、日本大使館資

料から推計。

6  各国の国費留学生の予算は、各年の国費＝（留学生

政策による直接・間接のインパクト／国民人口）×

国民人口による直接、間接のインパクト予算額に、

国費留学生に占める各国の国費留学生の割合を乗

じ、また、私費予算額は、各年の私費予算額に、私

費留学生に占める各国の私費留学生の割合を乗じ、

それぞれ、2000年の物価指数を基準としてデフレー

トした上で、該当年度分を累計して算出した。また、

授業料等収入については、国公私立大学の授業料、

検定・入学料（4年に1度支払うとみなす）単価と私

費留学生数、また授業料減免額（留学生予算に含ま

れない分）から、各年の私費留学生による授業料等

収入を算出し、デフレートした上で、該当年度分を

累計して算出した。

7  設問は、下記のように、1～5の選択肢から、文章の

適合度を問う形となっていた。（実際はインドネシ

ア語、タイ語に翻訳）

To what extent, does the following statement apply

（regarding the related topics）?  Please circle the number.

I like Japanese people.
1 2 3 4 5
Not at all ←　　　　　　　　　　 →Very much

8  報告書に記載された目標に関連する指標から、目標

の達成を最もよく示すと判断される指標を筆者が選

択した。避妊などの家族計画に関する行動変化には

通常時間がかかるため、これら指標はストック指標

として扱った。

9 目標に照らし、少ない子供の数が望ましいため、指

標の変化率算出にあたっては、逆数計算を行った。

10  国民全体に対するインパクトは、次のように算出さ

れ、留学生及び周辺の人に対する直接、間接のイ

ンパクトの合計と同じ値である。

国民一人当たりの指標の平均変化率x 国民人口

=（留学生政策による直接、間接の指標変化

ｘ 留学生数/国民人口）x 国民人口

＝（留学生政策による直接・間接のインパクト/国

民人口）x 国民人口

=留学生政策による直接、間接のインパクト
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A Quantitative Evaluation Utilizing Standardized Effect Unit:
Application to the Evaluation of Foreign Student Policy and Regional

Cooperation Program

Yuriko Sato

Tokyo Institute of Technology
yusato@ryu.titech.ac.jp

Abstract

In this paper, the author proposes an evaluation method to measure the standardized effect by measuring the
change of key indicators of the intervened group (in comparison with a non-intervened group). The standardized
effect can be dealt as unit. She gives it a unit name‘effect’. Impact can be calculated by multiplying the
standardized effect and the target population. Efficiency can be calculated by dividing this impact by the total input
expressed in monetary unit. She shows two cases to which she applied this method: the evaluation of Japan's
Foreign Student Policy and that of a regional Reproductive Health Program in the Philippines.

One of the merits of this method is to quantify the effect of intervention and to express it by a standardized unit
‘effect’. By this quantification, it became possible to measure impact and efficiency in a standardized way.

By utilizing the same key indicators and conducting evaluation in this method, it will be possible to compare the
standardized effect, impact and efficiency of different interventions. The difference of effect and efficiency will be
caused by the conditions of the intervening side and the intervened side. So, this comparison will give clues to
explore not only the effective and efficient way of intervention, but also the promoting and hindering factors in the
target population. 

Keywords

standardized effect, quantitative evaluation, efficiency, impact, result based evaluation

佐藤　由利子



119

1．研究の背景

政策決定への住民参加や政策に関わる情報公
開・提供制度は、意思決定過程の透明性の確保、
合意形成の円滑化、複雑な政策課題に関連する情
報・知識・経験の集積と普及に役立つと考えられ
る。これら制度を導入する背景には、政策過程に
参加できる利害関係者のみが政策関連情報を有
し、参加できない人々が情報を持てないという情
報の非対称性によって生じるモラル・ハザードの
防止、行政情報公開への市民運動による世論の圧
力、政治課題の複雑化による旧来型行政システム
による行政サービス提供能力の低下の防止、など

が考えられる。
しかし、これら情報流通や住民参加の制度を分

析できる手法は、限定的で少ない。現在使われて
いる評価手法の多くは、制度導入の有無である。
具体的な調査を例に挙げれば、国際的な調査とし
てOECDが2000年に加盟国の情報公開や住民参加
について調査した報告書“Citizens as Partnership”

（2001）や、日本国内の自治体では日経新聞と日
経産業消費研究所が行っている「行政サービス・
革新度調査」（1999、2001）などに見られるよう
に、多くの場合は当該制度や関連法の有無、もう
少し詳細なもので制度の利用度、制度の認知度が
評価の中心である。

【研究論文】

情報流通に関わる政策の評価と分析－エコマーク事業を事例にして

要　約

少数政治主体による政策の立案や執行が難しくなり、取り組むべき政策課題が複雑になるにつれて、多
種多様な政治主体が政策過程に参加し、政策関連の情報の収集や公開が行われるようになった。しかし情
報を用いた政策や住民参加の政策の評価は、既存手法では十分な分析が出来ない。そこで政治学で定性的
記述を行う政策ネットワーク論と、数理社会学で定量分析を行う社会ネットワーク分析を統合した政策ネ
ットワーク分析を基に、情報政策や住民参加政策の評価法を考案した。本論文では環境政策の中でも情報
的手法を用いた環境ラベルを例にとり、政策ネットワーク分析を行った。環境ラベルの基準形成過程を分
析した結果、商品により政策主体の情報流通に果たす役割や、情報流通のネットワークの構造に違いがあ
ることが明らかになり、それを基に政策提言や評価が行えるようになった。

キーワード

情報的手法、社会ネットワーク分析、政策ネットワーク、環境ラベル、政策評価
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OECD報告書の結果によれば、情報政策や住民
参加制度は先進国といえども、情報公開や住民参
加に関わるすべての制度が整っている国は少な
い。そのため制度導入の有無が評価の中心課題と
なるのはやむを得ない。これは国内で同様の事例
を扱った日経産業消費研究所の調査でも同様であ
る。しかし、政策として情報を用いた手法が様々
な政策領域で利用されはじめた以上、制度運用に
関わる評価は、今後の制度の改善に不可欠である。

一方、政策手法には様々な形が存在するので、
別の種類の政策評価手法が情報流通に関わる政策
で利用可能かを考える。環境政策を例に政策手法
を分類すれば、税、補助金、制裁金などを用いる
経済的手法、危険物の使用制限、大気や水質汚濁
など汚染原因物質の排出規制などを行う規制的手
法が、代表的な政策手法として存在する。これは、
食品安全や医薬品などの政策でも共通して用いら
れる一般的な政策手法である。しかし、地球温暖
化対策のように、政策内容が多岐かつ総合的にな
ると、経済的手法や規制的手法を補完するような
政策手法が用いられるようになった。例えば、政
策課題を利害関係者に周知させたり、問題解決に
必要な情報を提供したりする情報的手法や、行政
サービス需給の不均衡を是正するために、既存の
行政組織以外の主体の参加を促す参加型手法と呼
ばれるものがある。さらに政策評価を論じると、
経済的手法には費用便益分析などの手法が存在
し、規制的手法には規制影響分析といった手法が
存在する。しかし情報型手法や参加型手法、とり
わけ情報型手法において、これら分析手法では十
分な政策評価が出来ない。情報普及や制度利用に
掛かる費用を最小化することも重要であるが、政
策導入の結果、情報が普及し、制度利用が促され
たことを測定することが重要である。そこで制度
の認知度や情報の普及度が、アンケート調査や特
定期間での制度利用者数を基に測定される。先の
日経産業消費研究所の調査にも、制度の利用度や
情報の普及度の調査がある。しかし、それだけで
は政策評価として不十分である。

一例として、日本のタイプⅠ型1環境ラベルの
「エコマーク」の認知度調査（日本環境協会エコ
マーク事務局、2001）を挙げる。エコマークの第
三者認証機関である日本環境協会がエコマークに

関して2000年に行った調査では、認知度は全体の
72％、エコマークをリサイクル商品と誤答した率
は約2割（19.2％）、健康関連商品と誤答した率は
1.4％、適正で安価な商品と誤答した率1.8％、ま
た、第三者で認証していることや製品に基準が存
在していることを知らなかったと回答した比率は
7割以上であった。つまり、制度の存在は認知し
ているが、制度の内容までは理解していないとい
うことになる。特に、環境ラベルの場合、認定商
品の利用が非認定商品に比較して、環境負荷を軽
減するといったことを理解していないのでは、制
度導入の目的を達成していないことになる。また
2002年の調査でも、制度理解は進んだものの誤解
もまだ多く存在している。

以上のように、認知度や情報の普及度だけでは
不十分なケースがある。そのため、政策に関わる
情報がどのように流通しているか考察すること
で、どこに正確な情報の流通の障害が存在するの
かが分かる。これにより、情報発信と情報流通経
路での問題点を洗い出すことが出来る。

また多くの場合、マスメディアは情報提供制度
への関心は高くない。環境政策での情報流通制度
である環境ラベルを事例に、マスメディアで情報
提供制度がどの程度取り上げているのかを示す。
日経gooのホームページ（http://nikkei.goo.ne.jp/）
内に、日経4紙の記事索引データベースがある。
そのデータベースで「環境ラベル」「エコマーク」

「エコリーフ」2という見出し語で平成17年9月25
日から過去1年間の記事数を検索した。検索結果
は順に、18件、32件、7件であった。比較のため、
同じデータベースで「環境問題」「地球温暖化」

「気候変動」「公害」の見出し語を検索したところ、
それぞれ順に680件、1383件、151件、537件であ
った。また、先述のエコマーク認知度調査でエコ
マークを知ったきっかけを調査した結果、実際に
商品を見て知った回答者は約5割、マスメディア
によって知った回答者は3割と、この調査でもマ
スメディアの果たす役割が小さいことが分かる。
このように情報流通に関わる政策では、マスメデ
ィアの広報機能はあまり期待できない。結果、政
策に関わる情報流通を把握するため、政策に参加
するそれぞれの主体がどのような情報流通のネッ
トワークを形成していくかを直接調査することが



121情報流通に関わる政策の評価と分析－エコマーク事業を事例にして

必要となる。
では、政策過程で政策主体がどのようにネット

ワークを構築するのかを記述し、各主体がそのネ
ットワークの中でどのような地位や役割を持つの
かを分析するためには、どうしたらよいのか。

2．政策ネットワーク分析

政策過程での各政策主体の参加に関わる構造を
記述する方法として、定性的な手法としての「政
策ネットワーク」と、定量的な手法として、「社
会ネットワーク分析」がある。前者は政治学や行
政学、後者は数理社会学を中心として、互いに独
自の発展を遂げてきた。そこで筆者は、互いの特
徴と共通点を基に1つの統合した分析手法として

「政策ネットワーク分析」を提示しようと思う。

（1）政策ネットワーク論

政治学や行政学の政策過程論において、意思決
定に当たる主体は様々な形で分析がなされてき
た。特に主体間の関係はモデル化により分析がな
されてきたが、有名なモデルとして、アメリカに
おける「鉄の三角形」モデルや、イギリスでの

「ウェストミンスターモデル」などがある3。特に
アメリカだけでなく日本でも用いられる「鉄の三
角形」モデルは、政策決定に参加できる主体の数
は少数に限られることが特徴である。

この少数主体のモデルは、政策課題が特定領域
の特定問題を取り扱っているときには有効に機能
したが、ある1つの政策課題や政策争点が複雑か
つ複数の領域にまたがるような問題になると、少
数政治主体では対処できなくなり多元主義的なア
プローチが台頭してくる。アメリカの政治学者
Heclo（1978）の議論はこの多元主義アプローチ
の代表例である。彼の議論を借りれば、アメリカ
では1970年ごろまでに、政府の果たす役割は質的
にも量的にも拡大した。例えば、年金、社会福祉、
都市・住宅計画、公害をはじめとした環境問題な
ど、その問題が複雑で、しかも外部経済性がある
ために利害関係者が無数にあるような問題では顕
著となった。

こうした状況は、政策過程において新たな主体
の参加を必要とし、問題解決のための専門家、住
民運動をはじめとしたNPO、情報流通のためのメ
ディア関係者などの主体が、新たに参加するよう
になった。こうした多種多様な主体による政策課
題の問題解決や情報収集のために形成される各主
体の関係と構造を、Hecloは「争点ネットワーク

（Issue Network)」と呼んだ。
さらに、福祉国家による「大きな政府」と石油

危機以降の経済不況は、先進国での財政危機を招
いた。しかし1980年前後から、多くの先進国は、
アメリカのレーガン政権、イギリスのサッチャー
政権に代表される新保守主義的な「小さな政府」
を目指した政権が成立することで、財政再建が行
われた。これら政権での行政への姿勢は、行政の
経済的効率化を目指すニュー・パブリック・マネ
ージメントを中核とし、財政的にはケインズ主義
からマネタリズム的手法、中央集権から地方分権
への転換、公的部門の民営化への移行などの共通
点が多い。またこれら政権は長期であったため、
行政サービスは中央政府や省庁だけでなく、地方
自治体、公企業、民間企業やNPOなどが多元的に
供給する体制が確立された。加えて行政サービス
の供給は、制度のもつ慣性や住民の要望もあり、
削減が困難であった。結果、政策決定過程での多
元的な参加主体体制が維持された。

一方、農業分野など主体の多元化が起こらず、
政策課題の構造や政策参加主体がほとんど変化し
ない政策領域もある。これら領域では「鉄の三角
形」モデルのような少数政策参加主体の構造が維
持されやすい。この少数主体が特定政策領域を支
配するモデルを「政策共同体（Policy Community）」
と呼び、「争点ネットワーク」の対極に置かれた。
またこれら2極の連続体の間に、現実の主体の政
策参加構造は位置しているとする、イギリスの
RhodesとMarsh（1992）らによる「政策ネットワ
ーク（Policy Network）」論が発表された。図1に
まとめたように、政策ネットワーク論は各政策主
体の政策過程参加構造の特徴を分類し、定性的な
記述を可能にした。
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（2）社会ネットワーク分析

この政治学や行政学の研究の発展とは別に、数
理社会学のソシオメトリーを基に、数学のグラフ
理論やコンピュータ科学の進展を吸収しながら、
個人間、組織間、個人－組織間などの社会的関係
を数理的に構造化して分析しようとする「社会ネ
ットワーク分析」という立場がある。

簡単にこの分析の特徴を言えば、個人や法人・
組織などを主体として点、その主体間の関係を線
や矢印で捉え、表記することにある。これら点や
線・矢印からなるグラフをネットワークとし、ネ
ットワークを社会集団や社会構造と捉える。逆に
言えば、グラフの中の位置で、点の役割を数理的
に割り出せる。さらに社会構造の中で、主体がど
のような役割を果たしているか数理的に分析でき
る。この手法をもとに、1970年代以降様々な研究
がなされた。その中には、政策主体の関係性を分
析する研究もある。

特に情報政策や住民参加を考えれば、政策主体
間のコミュニケーションの構造を分析することに
より、政策に関わる情報の交換構造を把握出来る。
加えて、政策に関わる合意形成でどのような障害
が存在するのかなど、政策過程に参加する主体間
の関係が、分析できるようになる。

この社会ネットワーク分析の中で、主体の地位
や役割を分析する手法は、中心性分析である。中
心性分析によりネットワーク中での優位的な立場
を把握し指標化できる。

本論文では、多数ある中心性の中から、特に次
数中心性と近接中心性を用いて主体間の関係を分
析する。

①次数中心性
次数中心性も近接中心性も、先行する社会ネッ

トワーク研究を基にFreeman（1979）が分析手法
としてまとめたものである。そこで、2つの中心
性について説明する。

先に、次数中心性（Degree Centrality）から説
明する。公式は次の通りである。

点 vi がネットワーク上の点 vi を除く任意の点
と接している数が次数deg（vi）である。ネットワ
ーク上の点の数をnとすると、次数の最大はn－1
となる。よって、最大の次数を分母とし、任意の
点 vi の次数deg（vi）を分子とすれば、次数中心値
Cd（vi）が求められる。中心値は0から1の間の値を
とり、0に近いほど他者との関係が希薄、1に近い
ほど他者との関係が稠密であることを表す。ゆえ
に中心値の結果は、局所ネットワークでの主体の
役割の重要度を示す。つまり、派閥などでの主体
の役割を導き出す時に用いられる。

②近接中心性
同様に、近接中心性（Closeness Centrality）の

公式は次のようになる。

グラフ上の点 vi から他の点までの距離の総和
をステータスS（vi）と呼ぶ。この値が小さくなれ
ばなるほど、情報・資源の伝達の経路が小さくな
り、ネットワークの中心に位置することがわかる。

平原　隆史

政策ネットワーク 

特徴 
政策共同体 

垂直的・機能的なヒエラルキー構造 

少数・意図的・限定的 

特定目的を持って資源と情報交換 

政策決定と実行 

ネットワークの構造 

主体の参加 

資源・情報の交流 

政策過程上の役割 

参加主体間は水平的な構造 

多数・自由参入・自由退出 

問題整理のための情報交流 

政策立案の諮問 

争点ネットワーク 

図１　政策ネットワーク概念図

（出所）正木（1999）の整理をもとに筆者作成
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よって、近接中心値Cc（vi）はステータスの逆数と
して定義し、ステータスが最小となるのはn－1で
あるので、これを分子として、ステータスを分母
にとれば、次数中心値と同様、値は0から1の間を
とり、1に近いほど全体への情報・資源の伝達能
力が高いことを示す。つまり、ネットワーク全体
での主体の役割の重要度を示している。

本論文のように情報流通に関わる政策を分析す
るならば、情報交換関係、つまり各主体間のコミ
ュニケーション関係の有無について中心性分析を
行えばよい。

（3）政策ネットワーク分析

政策ネットワークと社会ネットワークを概観し
たが、この2つの研究の流れは、それぞれの研究
を軽視していたわけではない。特に、政策ネット
ワークの研究では、数理社会学の研究に注意を払
ってきた。

政策ネットワーク論には、Dowding（1995）論
文が契機となった「メタファー」論争がある。
DowdingはRhodesとMarshらによる政策ネットワ
ーク論が記述のメタファーに過ぎないという批判
を行った。それに対しMarsh（1998）はその批判
に対し、数理化による比較可能な記述法の確立に
重要性があることを認め、数理社会学のネットワ
ーク概念も条件が整えば、受け入れるべきである
とDowdingの批判を受け入れた。またRhodes門下
の研究者Hugh（2000）は、ネットワーク図を描
きながらイギリス財政での、政策主体の役割の変
化を時系列的に追っている。

一方、数理社会学を用いた政策ネットワーク研
究では、Knokeや辻中（1996）の日米独の労働政
策での比較があるが、こちらでは政治学の政策ネ
ットワーク論の存在に注意を払っていない。また、
Marsh（1998）はこうした数理社会学の政策研究
は、ネットワークの主体の役割にのみ焦点を当て
て、ネットワークの構造評価が出来ていないと論
じている。

では政策ネットワーク自体は、数理的に説明で
きないのか。筆者は、次のように考えることで説
明可能であると考える。

図1で示したように、「政策共同体」は少数主体、

ネットワークにヒエラルキーがあるという特徴が
あり、「争点ネットワーク」は多数主体で、ネッ
トワークは水平的であるということである。これ
を中心性と絡めて考えれば各主体の中心性の値が
分散するのが「政策共同体」、分散しないのが

「争点ネットワーク」となる。つまり、中心性と
りわけ近接中心性の分散で、ネットワークは水平
構造か垂直構造かが分かる。さらに次数中心性を
見ることにより、派閥でのヒエラルキーの存在も
分かる。加えて、「争点ネットワーク」として機
能するには各主体の中心性の平均が高い値でない
と有効に機能していないということもわかる。以
上、筆者は2つのアプローチは統合しながら、政
策ネットワーク自身の数理的説明も可能であると
考える。また、政治学と数理社会学の2つのアプ
ローチを、中心性概念を基に統合した分析法を、
ここではMarsh（1998）の言葉を借りて「政策ネ
ットワーク分析」と呼ぶことにする。そこで政策
ネットワーク分析から見た「政策共同体（略記：
政策）」と「争点ネットワーク（略記：争点）」は
表1のようになる。

また情報的手法を用いた政策や住民参加などの
参加型手法を用いた政策で考えれば、「争点ネッ
トワーク」的な政策ネットワーク構造になってい
ることが、政策が機能するために重要である。そ
こで、環境ラベルを基に、政策過程のネットワー
クと、政策主体の役割について、議論の検証のた
めに実証分析を行う。

3．事例分析：エコマーク

実証分析の対象に環境ラベルを事例に選んだ理
由は、環境問題における情報流通を目的とした政

情報流通に関わる政策の評価と分析－エコマーク事業を事例にして

中心性の特徴 

主体の数 

近接中心性の分散 

次数中心性の分散 

近接中心性の平均値 

 

政策 

少ない 

大きい 

大きい 

無関係 

争点 

多い 

小さい 

小さい 

高い 

表1 政策ネットワーク分析の特徴

（出所）正木（1999）の議論をもとに筆者作成
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策だからである。また、意思決定に関わる主体の
多様性が制度上確保されることも重要である。こ
れによりネットワークの性格を論じることが出来
る。もし主体の属性が2～3くらいに分類できると
すれば、政策ネットワーク分析より、既存のゲー
ム理論や費用便益分析の方が容易に分析できる。
また、主体の属性の数があまり多くないことも重
要である。過剰な主体の属性数は、ネットワーク
があまり詳細すぎて、全体の構成を把握しにくく
なる。よって研究対象が、適当な主体の属性に分
けることが可能な場合に、この分析は最も効力を
発揮すると思われる。

こうした分析上の特徴に、環境ラベル、とりわ
け日本のエコラベルの基準形成過程は当てはまっ
ている。

（1）エコマークと基準形成の過程

エコマークは、日本の第三者認証型環境ラベル
で、ドイツについで世界で2番目に1989年に導入
された。国際標準化に際し、1996年以降、エコマ
ーク商品の認定基準は、生産から廃棄までのすべ
ての過程で出来る限り環境に配慮するような基準
に変更された。現在45商品類型が存在するが、す
でに34類型が新基準の類型となっている。また、
この類型は最低でも5年に1度、類型そのものと基
準の見直しがされる。本論文ではこの基準形成作
業での政策ネットワークを分析する。

最終的な政策決定と審議人員はそれぞれ、エコ
マーク運営委員会やエコマーク類型基準委員会が
決定するが、実際の基準決定作業に携わるのは、
作業部会（以下WG）である。WGは1つの類型の
基準形成作業に10名が参加し、生産者側（企業、
生産者団体など）から3名、消費者側（NPOなど）
から3名、中立側から4名（研究者、行政関係者）
が参加するのが一般的である。WGによって若干
の差があるが、基本的に生産側と消費側の人数は
同数となるよう日本環境協会のガイドラインで規
定されている。さらにWGで決定された基準は、
WG外部の一般の人間に対して、意見を公聴する
パブリックコメントの期間が60日ある。この手直
しを経て、エコマーク運営委員会で基準は了承さ
れる。よってWGによる基準形成作業は、各種の

属性を有するWGと日本環境協会の担当者やエコ
マークに関わる各種委員、さらにWGの外部には
認定商品に関わる企業や、一般消費者などの主体
が存在し、多様な属性の主体が確保される。一方、
主体の属性は多くても30は超えることはない。

また先述の通り、環境ラベルではマスメディア
が機能しないので、こうした基準形成作業期間で
の各主体間の情報交換以外に、政策に関わる正確
な情報が一般に広まる機会はほとんど存在しな
い。これはマスコミのアジェンダ設定機能に関わ
らない政策であれば、どんな政策でも同様なこと
がいえる。

（2）事例分析：エコラベルに関わる政策ネット
ワークと情報流通構造

エコマークを分析するに当たり、エコマークの
事務に当たる日本環境協会の協力を得てWG成員
に関して、予備調査と本調査のアンケートを行っ
た。予備調査は、2004年での紙関連商品でのWG
での意思決定に関わる情報流通ネットワークにつ
いてアンケートを行った。本調査は2005年の8月
にこの3年間にWGに関わった成員全員に対して、
アンケートを行った。

予備調査では、政策主体間のコミュニケーショ
ン構造が不明であるので、この構造がどのように
なっているかを調べる必要があった。そこで政策
策定過程の前後の期間を含めた、電子メール、電
話、ファックス、郵便書簡、直接面談の回数や頻
度を調べ、どういったコミュニケーション経路と
構造が出来上がっているかなどの詳細なデータ
を、アンケートを通じて集めた。また将来的に、
ある政策に関わるイベントが起こる事前、進行中、
事後において、政策主体間のコミュニケーショ
ン・ネットワークの構造が変化するか、情報流通
の中心性が変化するかなど、比較静学的な構造変
化の測定を念頭において調査を進めた。

また予備調査の対象となった商品はどれも紙関
連商品であり、それぞれ｢紙製の事務用品｣｢包装
用の用紙｣｢紙製の包装用材」となっている。この
3つにかかわるWGは先にも述べたが10名で、内
訳は供給者代表・消費者代表が各3名、行政・専
門家などの中立的な立場から4名である。また、

平原　隆史
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WGは3つとも2003年の2月から12月までで9回行
われ、2004年3月1日に改定基準案が公表され、60
日間公告され3、これを受け、基準の最終決定を
行う類型・基準制定委員会で改正案が既に了承さ
れている（2005年9月現在）。

調査は日本環境協会の協力を得て、全WG成員
と協会側の事務担当者に、情報流通に関してアン
ケートを行った。期間は2004年7月13日から31日
まで、郵送法で回答数は4件（内訳：供給・中立
各1、消費2）と、事務担当者に対しては、主体別
に諮問や陳情を受けた回数について調査した。ま
た調査で用いた主体の分類は、次の通りである。
WG帰属の有無：2通り×（生産者（団体）・消
費者（団体）・環境団体・行政関係者・研究者の
6分類）、日本環境協会の事務担当者、WG以外の
エコマーク委員の計14通りに分けて、時間軸

（WG開始前・後）・コミュニケーション回路
（電子メール・電話とファックス・書簡・直接面
談）・情報内容別（基準に関わる情報収集・基準
変更のための交渉）に分けて、情報のやり取りの
回数に関して質問をした。

予備調査の結果を要約すれば、コミュニケーシ
ョン回路や情報内容とは無関係で時間軸だけがネ
ットワークの性格を変化させる。WG会合が始ま

る前の各アクター間のコミュニケーションはほと
んど皆無4であり、WGグループが始まるとコミュ
ニケーションは活発化する。しかし、同じ属性も
しくは日本環境協会の事務担当者の間は活発化す
るが、異なる属性での会合以外のコミュニケーシ
ョンは基本的にほとんどなされない。とりわけ、
消費者団体のWGは会合以外の他のアクターとの
交渉は望まない旨の回答があった。

さらにアンケート結果は、Excelで集計して関
係行列を作成し、UNINET6.0により中心性を計算
したのが表2である。結果から分かるように、情
報流通の中心は日本環境協会の担当者であり、
WGに属する成員であることが分かる。結果とし
て、情報はWGの外部にはあまり流れてないこと
が推測できる。また基準の内容について一般の消
費者が知る情報は少なく、アンケートからも生産
側とは直接のコンタクトはないので、入手した情
報も消費者団体や環境団体からのバイアスがあっ
ても補正しにくく、正確な理解が難しい状況にあ
ると考えられる。また、各主体に属する数字は異
なる。WG以外のエコマーク委員は30名を超える
ことはなく、各WGは4人以上になることはない。
一方、消費者や企業や生産者は無数にいる。その
ため、消費者の中心性が高くても参加している人

情報流通に関わる政策の評価と分析－エコマーク事業を事例にして

主体 

WG以外のエコマーク委員 

エコマーク事務局関係者 

生産者側のWG関係者 

WG以外の生産者団体 

WG以外の生産者（企業等） 

消費者側のWG関係者 

WG以外の消費者団体 

WG以外の消費者 

環境団体のWG関係者 

WG以外の環境団体 

行政のWG関係者 

WG以外の行政関係者 

WGの研究者 

WG以外の研究者 

 

次数 

1 

7 

2 

0 

1 

2 

0 

2 

2 

0 

1 

0 

2 

2

ステータス 

25 

13 

17 

 

19 

17 

 

20 

17 

 

19 

 

18 

18

次数中心値 

　0.0769 

0.5385 

0.1538 

0.0000 

0.0769 

0.1538 

0.0000 

0.1538 

0.1538 

0.0000 

0.0769 

0.0000 

0.1538 

0.1538

近接中心値 

0.3600 

0.6923 

0.5294 

0.0000 

0.4737 

0.5294 

0.0000 

0.4500 

0.5294 

0.0000 

0.4737 

0.0000 

0.5000 

0.5000

N.A 

 

 

N.A 

 

 

N.A 

 

N.A

表２　WG期間でのコミュニケーション・ネットワークの中心性分析の結果（予備調査）

（出所）筆者作成
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の数を考えれば、ほとんど流通していないのも同
様である。加えて、この予備調査からいろいろ問
題点が浮上してきた。研究者のWGがいないため
正確な構造とは言い切れない。また、環境団体と
消費者団体の区別は実際のところ難しく、予備調
査ではこの2つの主体の情報流通の総量を2つに分
けて分析を行った。加えて、情報の照会と基準形
成活動は分離しにくい面もあるので回答に苦慮す
るという意見もある。エコマークに関わるコミュ
ニケーションの頻度を有無に変えたとしてもグラ
フの構造は変化しないので、簡略化した設問が必
要である。また、企業でも流通にかかわる主体の
働きなど、現実には様々な問題がある。そこで、
こうした問題点を踏まえて、本調査を行った。

予備調査で挙げた欠点を補うために、2005年8
月にこの3年間にWGに在籍をしていたすべての
人に対して、より簡便な形で郵送回答法によるア
ンケートを行った。

この調査の対象になった総数は132名、2005年9
月10日までの回答数は69名（うち有効回答数64）
である。また、1人で複数のWGに参加するので
のべ表記で表すと、のべ220名中106名（うち有効
のべ回答数99）から回答があった。今回対象にな
った商品類型は22商品にわたり、内容も複写機や
時計、プリンターなど一般消費者も多く使うもの
や、生分解性潤滑油や土木製品のような法人向け
の商品もあり、より一般的な構造について考察で
きるようになった。

アンケートで質問した項目は、自分の関わった
商品類型と自分の立場（消費・生産・研究・行
政・その他）を回答してもらった上で、14の主体
に対してのWG開催中のエコマークに関わるコミ
ュニケーションを5段階の頻度と、同じ分類の主
体に対するWG以外の期間でのエコマークに関わ
るコミュニケーションの有無を質問した。ちなみ
に14の主体は、自分の参加するWGに属していな
いエコマーク委員、環境協会の担当者、WGでは
生産者代表、消費側代表、行政代表、研究者代表、
流通者代表（存在している場合のみ）の5つ、
WGに属さない主体は、認定商品に関わる製造業
者、認定商品に関わらない製造業者、流通業者、
NPO（環境問題と消費問題に関わるもの）、一般
消費者、研究者、行政関係者の7つの計14主体に

分けてアンケートをとった。また、予備調査で主
体間のコミュニケーション頻度の正確なデータ
は、多くの場合残ってないことが分かった。そこ
で、回答者の記憶に頼る次の5段階の主観尺度に
分け、正確なコミュニケーション頻度の代替とし
た。①情報交換がない、②WGでのみ情報のやり
取りがある（WG以外の主体では、まれに情報の
やり取りがある）、③どちらかと言えば相手から
の情報の流通が多い、④どちらかと言えば自分の
方から積極的に情報を発信する、⑤相互に活発な
情報のやり取りをしている。この5段階に分けた
のは、今後の研究で、主体間での相互の情報の非
対称性にも考慮した分析を想定しているからであ
る。

このアンケート結果から、WG生産者代表・
WG消費者代表・WG研究者代表・WG行政代表の
それぞれののべ数を重み付けして1人当たりの平
均スコアを出した5。次にインフォーマルな関係
性を導き出すためWGに関わる主体と環境協会の
担当者はスコアから2点を引き6、それ以外の主体
からは1点を引いた。結果、得られた点数を四捨
五入して1点以上ある場合、主体間はエコマーク
に関わるコミュニケーション関係を持つ、0点以
下は関係を持たないということにした。また、
WG以外の主体間のエコマークに関わるコミュニ
ケーションが日常的に行われることは、経験に照
らして考えにくい。そのため、WG以外に属する
アクター間のエコマークでのコミュニケーション
関係は存在しないと仮定した7。この平均値から
導き出したものを、以下平均モデルと呼ぶことに
する。また、各種商品類型の分析では、アンケー
ト結果がないものは平均モデルを基に、アンケー
ト結果のある部分だけWG1人当たりの関係性に
転換して、関係行列を構築した。

またアンケートの結果から、流通関係の主体と
はWGの有無を含めて存在していないので分析か
ら外して、13の主体の属性間で次数中心性と近接
中心性を測定した。その13の主体は次の通り、自
分の参加するWGに属していないエコマーク委員

（略記号a、以下同様）、環境協会の担当者（b）、
WGでは生産者代表（c）、消費側代表（d）、行政
代表（e）、研究者代表（f）、WGではない主体か
らは、認定商品の製造業者（g）、認定外商品の製
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造業者（h）、流通業者（i）、環境・消費関連NPO
（j）、一般消費者（k）、研究者（l）、行政（m）と
なる。

最後に当論文での分析対象商品は、生分解性潤
滑油（以下、潤滑油、類型番号110）、紙製の事務
用品（以下、紙製品、同112）、印刷インキ（以下、
インク、同102）、時計（類型番号134）とした。
これらの商品はアンケートの回答率が高く（潤滑
油7名、潤滑油以外6名）で、統計的に考えて結果
の信憑性が高いことが選定理由である。また、そ
れぞれの商品は特性がある。潤滑油とインクは消
費者が法人利用中心で限定的であるが、紙製品と
時計は法人利用だけでなく一般消費者の利用が中
心である。とりわけ、紙製品に関しては先行する
予備調査と比較可能である上、日本環境協会の調
査（2003,2005）でも一般消費者の利用経験が上
位5位以内に位置する商品である（2002年末では3
位、2004年末では4位）8。また時計に関しては、
まだ導入されていない現在パブリックコメント募
集中の類型であり、こうした特徴が、コミュニケ
ーション・ネットワークにどのような影響を与え
るかを考えた上である。これら商品の特性や基準
形成の特性のネットワークに与える影響を、政策
ネットワーク分析を行って論じる。

（3）分析結果

まず分析結果から、平均モデルでの主体のネッ
トワークについて図示する（図2）。

図2はExcelで関係行列を作った後、Netdraw2.8
によってネットワーク図を作成したものである。
また記号は、先述の主体の属性の略記号と同じで
ある。

図2から、平均的なエコマークの意思決定は
WG中心、とりわけ環境協会の担当者中心に、比
較的稠密な結びつきで主体間のコミュニケーショ
ン・ネットワークが形成されていることがわか
る。

また各種の中心性分析は、表2同様にUNINET
6.0で分析した結果、表3のようになる。主体のア
ルファベットは、同じく先述の略号と対応してい
る。

さらに表1に従い、Excelで政策ネットワーク分

析を行った結果が、表4のようになる。
また政策ネットワークに関わる各種中心性の分

散分析の結果は変動係数で出している。変動係数
は標準偏差を平均で割るので、データの内容に関
わらず相対的な比較を可能にする。この利点を踏
まえ、政策ネットワーク分析では、変動係数を利
用した。

分析により、予備調査の項目を除いて、近接中
心性の変動係数は0.2前後の結果を得た。加えて、
係数から分散の幅は小さいと判断でき、全体の情
報流通に関しては争点ネットワーク的であると考
えられる。また、近接中心性の平均値も0.6前後
と高く、争点ネットワーク的な特徴を示している。
一方、次数中心性は変動の幅が大きい。表3より
WGとWG内外で各主体の結果の差が大きい。つ
まりWG内外で中心－周縁関係があると考えられ
る。また予備調査に関しては、明らかに本調査の
各種結果と差が大きく、主体の分類の仕方やアン
ケートの数など、検証すべき点がある。この問題
については後述する。

個別に見ていくと、時計はまだ決定されていな
い類型である事が影響して、近接中心性が低く、
また変動の幅が大きい。つまり政策共同体的な要
素が強いことが分かる。新基準形成を目的にして
いるので、意見収集や諮問より、実行的に意見を
統一しようとする傾向が各主体に共有されている

情報流通に関わる政策の評価と分析－エコマーク事業を事例にして

図２　平均モデルのネットワーク図

（出所）筆者作成
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可能性が高い。また、潤滑油、紙製品、インクに
関しては既存の基準を改定する作業であるため、
より基準の実行性を高めるために広く意見収集を
しようという傾向、つまり争点ネットワーク的な
性格に傾いたのではないかと推測される。

4．問題点と今後の研究

（1）問題点

先にも述べたが、同じ類型で結果が違うのは、
アンケートの結果が問題なのか主体の属性の分類
の違いなのかを考える必要がある。

そこで、2つの調査で共通点のある主体を統合
し、11主体（エコマーク委員、環境協会の担当者、
WGでは生産者代表、消費側代表、行政代表、研
究者代表、WGではない主体からは、生産者、環
境・消費関連ＮＰＯ、一般消費者、研究者、行政）
で中心性の数値を相関分析した。

まず予備調査による紙系商品類型の関係モデル
（以下、紙1モデル）、平均モデルを基に紙関係類
型に関わるアンケート結果の回答がある部分は回
答に置き換えるモデル（以下、紙2モデル）、紙2
モデル同様、予備調査で完全回答がある部分だけ
は置き換えるモデル（以下、紙3モデル）とした。
それぞれUninet6.0で中心性を分析し、Excelで中
心性の結果の相関分析を行った。

結果は表5のようになる。近接中心性と次数中
心性の双方で、平均モデルを基に作成した紙3モ
デルよりも、予備調査の結果のみで作った紙1モ
デルは相関性が高い。さらに次数中心性に着目す
れば、すべての紙モデルのうちで最も平均モデル
に近いモデルは紙1モデルである。また次数中心
性の方が近接中心性より相関性が高いが、どちら
の中心性も相関の値は低くない。よって標本数の
差よりも、主体の属性の分類差が中心性に影響を
与えることが明らかになった。
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（2）今後の研究

以上のように中心性を用いた分析は、政策に関
わるコミュニケーション・ネットワークの構造を
明確にし、その問題点や障害を明確にする。

しかし、いくつかの課題が残されている。
本論文では、情報流通量の差異を投影した分析

を行っていない。これはグラフ理論では有価性と
呼ぶが、関係の有無だけでなく、主体の役割の差
や取引量・交換量を投影する手法である。筆者は、
この有価性に対して拡張近接中心性という議論

（平原2006）から、予備調査での分析を試みてい
る。この有価性のもつ関係の分析を、本調査でも
行う必要がある。有価性を考慮しなければ、コミ
ュニケーション頻度を踏まえた分析は不可能であ
る。また、既存の関係の有価性に対する分析手法
としてボナチッチ中心性や情報中心性などの方法
があり、これら既存の方法との分析の優位性と問
題点を明らかにする必要がある。

また、他の商品類型での分析を行い、さらなる
比較分析によって政策評価手法としての洗練をは
かる必要がある。

最後に、WG前後でのアンケートを行っている
ので、比較静学的な分析も行う必要がある。これ
ら3つの問題を今後の課題とし、研究の深化と情
報的手法の分析手法としての政策ネットワーク分
析を洗練させることを目標として、本論文の結語

としたい。
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注記

1  環 境 ラ ベ ル は 、 そ の 特 徴 に よ っ て 国 際 標 準

（ISO14020）で3つに分類されている。ラベルを第三

者が認証するタイプⅠ、自己宣言するタイプⅡ、数

値明示するタイプⅢがある。タイプⅠは、認定商品

のライフサイクルも含めて環境負荷を低減すること

が目標とされており、国際的に最も一般的に用いら

れている。

2  「鉄の三角形」の主体はアメリカの場合、議会委員

会（小委員会）・関連行政機関・利益団体を指し、

「ウェストミンスターモデル」では、国会・中央政

府指導による議会での多数決による意思決定を指

す。

3  日本環境協会によれば、この3つのパブリックコメ

ントはそれぞれ｢紙製の事務用品｣が163件（うち非

生産者が2件）、｢包装用の用紙｣が13件（うち非生産

者が1件）、｢紙製の包装用材」が6件（非生産者から

はなし）寄せられた。

4  WG以前のコミュニケーションは、行政関連のWGか

らの情報照会が5件、企業からの陳情が11件、環境

協会の別のWG担当者の陳情が3件、生産者WG同士

の話し合いが年に数回（1ヶ月に一回以下）、行政

WGがWG以外の行政関係者と話し合うのが年に数

回、という回答があった。一方、WGに入ると頻繁

なところで1日1回程度、頻度の低いところでも月1

回前後のやり取りが発生する。

5  アンケートの結果からはその他に分類される結果は

出なかった。その他に回答したものでも、立場を書

情報流通に関わる政策の評価と分析－エコマーク事業を事例にして
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かせるようにしたので、その回答によって4つの立

場に分類することができた。

6  頻度で示したがWGの2点はWG以外でのインフォー

マルなコミュニケーションはないことになる。それ

に対しWG以外の主体では2点以上はコミュニケーシ

ョンがあることになる。

7  厳密さを問えば、わずかにはエコマークに関わるコ

ミュニケーションは存在するであろうと想定され

る。しかし、先の日本環境協会の調査でも、多くの

場合、一般消費者がエコマークを知るのは実際に商

品を見てであり（全体の5割程度）、友人などの紹介

（全体の1割程度）ではないことが示されている。こ

のように、エコマークのコミュニケーションはほと

んど存在していない。しかも意思決定に関わるコミ

ュニケーションとなると、ほとんど皆無といってよ

い。

8  2002年末の調査だけが利用経験を聞いているが、そ

の利用率は約8割である。また2004年調査では、現

在家にある商品として調査していて、9％の家庭に

存在している。ちなみに両調査共に順位の高い商品

は再生プラスチック利用商品（2002年調査1位、

2004年調査2位）と衛生用紙（トイレットペーパー、

同2002年2位、2004年1位）である。
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– The Case of Eco-Mark Program –
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Abstract

As design and the execution of a policy by a few policy actors became difficult, and the policy problems that
they have deal with became complicated, various policy actors participated in a policy process, and the collection
and disclosure of policy-related information became do. The evaluation of information approach policies and
citizen's participation policy cannot enough analysis by existing evaluation approaches. Therefore I devised that I
evaluated an information approach policies and citizen's participation policy in the basis by the policy network
analysis that integrated quantitative society network analysis in mathematics sociology with a qualitative policy
network theory in political science. In this thesis, Eco-labeling for use in informational approach is analyzed by
policy network analysis method. Consequently, in the process of these analyses, it became clear to be different in a
role of the policy actors to achieve for the information flowing by each eco-labeling goods, and between each
structure of a network of the information flowing. 
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序

本稿は、評価活動が自治体において波及・生成
する過程を分析することを主な目的としつつ、分
析を通じ得られた知見から、自治体が評価を導
入・活用するに当たっての留意点を示唆する。

ここで、評価（evaluation）とは「プログラム
又は政策の向上に寄与する手段として、その執行
又は成果を、明示された又は暗黙の標準に照らし
て、体系的に評価 （assess）すること」（Weiss
1998, p.4）としており、現在評価と呼ばれている
ものは、業績測定（performance measurement）も
含めて、ほとんどこの定義に含まれる。本稿では、
｢行政評価｣｢政策評価｣｢事務事業評価｣等様々な名

称で呼ばれ、実際に行われているものを幅広くと
らえ、｢評価｣という用語で総称する（古川・北大
路2004、p.327）。

1996年の三重県での評価導入以来、評価を導入
する自治体が急速に増えてきた。総務省によれば、
1999年度に評価を導入済であった自治体は、都道
府県、政令指定都市、市町村の順に各々34%、
8%、2%であったのが、2004年7月末の時点では、
都道府県97.9%、政令指定都市100%、市区45.9%、
町村6.7%へ増加している（総務省2004年調）。そ
の背景には、地方分権の推進により、自己決定・
自己責任を原則とする組織体制の整備が必要にな
ったことや、厳しい財政事情の下での行政運営が
求められていること等の理由により、行政運営の

【研究論文】

地方自治体における評価の波及と生成過程の分析

要　約

本稿は、評価が自治体から自治体へと波及し、生成、実施されていく過程を分析することを目的とする。
先行研究の検討から、波及・生成過程への寄与要因に注目した評価研究が新しいものであることを示し、
全都道府県を対象としたイベント・ヒストリー分析と、10自治体を対象とした事例研究の結果をもとに、
3つの知見を論じる。第1は、政治要因として、首長の熱意、行政改革の伝統及び政権交代の寄与が大きい
こと、第2は、社会経済要因の寄与度は小さく、第3は、準拠集団という枠内での波及現象はみられない代
わりに、全国規模での横並び競争が強力に機能していることである。総括すると、評価の波及と生成過程
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成果が重視され始めたという事情がある（総務省
2003、p.3）。

一般に、自治体が法的に義務づけられていない
裁量的活動に取り組む場合、先行事例を参考にし
ながら開始することが多い。いわゆる「横並び」

「前例」主義である。その場合、評価の目的を含
めて、単純に模倣する傾向は否めない。評価の波
及と生成過程を客観的に分析して両過程に寄与す
る要因を明らかにすることを通じて、今後の取り
組みへの示唆が得られるだろう。

情報公開条例等に見られるように、まだどこの
自治体も採用していない新しい政策が他の自治体
に順次採用され、全国的に広がっていく現象を政
治学では政策波及（policy diffusion）と呼ぶ（伊
藤2002、p.37）。本稿では、統計的な研究手法と
事例研究の双方を用いる。

先行研究の検討から、波及・生成過程に寄与す
る要因に注目した評価研究が新しいものであるこ
とを示し、仮説を提示する。次にイベント・ヒス
トリー分析と事例研究の結果をもとに、知見を論
じる。

１．仮説の設定

（1）先行研究の検討

戦後、昭和40年代までの評価の歴史には、大き
く2つの流れがある。1つは公共事業の経済効果の
測定であり、もう1つは行政効果の測定である

（古川・北大路2004、p. 47）。このうち行政効果の
測定については、1953年に東京都で初めて取り組
みがなされたが（黒沼1961）、組織の仕事全体に
網をかけて広く浅く評価するという業績測定を組
織的、全体的に実施したのは1996年以降の三重県
が初めてである（古川・北大路2004、p. 55）。そ
の後、評価を導入する自治体が急速に増えたこと
を反映して、評価に関する出版が盛んになった。

日本の評価についての文献には、①海外の事例
を紹介したもの（上山1998; 1999）、②予算、会計
との関係から論じたもの（山本2001; 2002; 井堀
2002）、③費用便益分析や費用効果分析の観点か
ら論じたもの（肥田野1997; 森杉1997）、④評価マ

ニュアルとしての役割を意図したもの（山田
2000; 小野・田淵2001）、⑤個別自治体での事例を
紹介したもの（村尾・森脇1999; 梅田2000; 2001;
2002; 上山・伊関2003）、⑥日本の評価の現状をレ
ビューしたもの（上山2002; 山谷2002）、⑦日本に
おける評価理論の体系化を図ったもの（山谷
1997; 古川・北大路2004）がある。

評価の波及、生成過程についていえば、先行例
を見ながら評価を導入する自治体が増加している
実態を通じて波及過程が、また、三重県等での経
緯を詳細に紹介した文献（梅田2000; 2001; 2002;
上山・伊関2003）や評価の成功条件に触れている
文献（山谷1997; 古川・北大路2004）を通じて生
成過程が明らかになりつつあるという解釈も成り
立つ。しかし、両過程に寄与する要因は何かとい
う観点から、精緻な分析を行った例はまだない。

両過程に寄与する要因を探る上で、一般的に自
治体の政策決定要因は、政治要因、社会経済要因、
波及要因の3つに分類できる（例えば、Gray 1994）。
前2者は、自治体固有の属性に由来する内的要因
であり、波及要因は、他自治体の動向という外部
条件に由来する外的要因である。この3つの要因
が情報公開等の政策波及に及ぼす影響を分析した
研究は日本でもなされているが（伊藤2002）、評
価を対象にした研究例はまだない。

（2）仮説

政治要因、社会経済要因及び波及要因ごとに仮
説を提示する。仮説の提示に当たっては、（1）で
参照した個別事例の記述や成功条件を分析した文
献も参照している。

まず、第1の政治要因については、次の8つを挙
げる。仮説の設定に際しては、伊藤（2002）を参
考にした。

1番目は首長の党派性である1。高度成長期にお
いて新政策を自治体が先導した例を首長の革新性
と結びつけた議論があるが（中西1979;  Steiner
1980）、近年は、選挙時にどの政党の支援も受け
ないいわゆる「無党派」が広がる傾向にあり、党
派性の影響力が弱まっていることから、首長の党
派性は評価の導入に影響しないと予想できる。

2番目は首長の経歴である。片岡（1994）は、
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首長が中央官僚出身であると新政策の採用が早い
可能性を示唆している。確かに中央とのつながり
があれば、政策アイデアが中央から即時的に伝わ
ることが可能である。伊藤（2002）が指摘したよ
うに、国の介入によって政策波及が早まることも
あるため、評価についても、国の法制化の動きを
早い段階で知ることで普及速度が速まった可能性
がある。

3番目は首長の当選回数である。梁（1991）は
当選回数が増えるほど市長の影響力が高まるとし
ているが、伊藤（2002、p.70）は多選による影響
力と現状維持の傾向が打ち消し合うと主張してい
る。評価の場合、自らの行政運営の成果を見直す
という考え方は、現状維持の傾向が強まるほど受
け入れ難くなると予想されることから、むしろ、
当選回数が少ない段階の方が評価に取り組みやす
い可能性がある。

4番目は評価にかける首長の熱意である。自治
体における影響力構造の研究では、首長が政策決
定に与える影響力が高く評価されており（中野
1986; 小林他1987）、首長が自ら熱心に評価への取
り組み姿勢を示すことが評価への取り組みを推進
すると予想される。

5番目は首長の選挙年か否かである。例えば、
公約として評価の導入を掲げて当選する場合、選
挙年であることが評価導入の強い動機付けとなる
ことから、選挙年直後は評価の導入が進むと考え
られる。

6番目は議会の影響である。議会の影響は重要
であり、与党が多数を占めるか否かで政策形成の
結果が変化する（小林他1987; 中野1992）。しかし、
評価は条例という形を取らない限り議会審議を必
須としないこと、公共事業と異なり、議員と直接
の利害関係にないことから、議会の勢力比によっ
て評価の導入が左右されることはないと予想され
る。

7番目は行政改革の伝統である。自治体内部に
積極的に行政効率化を求める動きや新しいものを
受け入れる土壌があれば、評価の重要性を素早く
理解できることから、評価の受容が速やかに進む
と予想される。

8番目は政権交代である。三重県のように、旧
政権の継承者を破って当選した新しい首長が自ら

の新規性を打ち出すための手段として評価を活用
している例があることから、政権交代が生じた場
合、評価への取り組みが一気に進むことがありう
る。

したがって、政治要因についての仮説は【政1】
～【政8】のとおりである。
【政1】首長の党派性は評価の導入に影響しない
【政2】首長が中央出身であると評価を導入する
【政3】首長の当選回数が少ないほど評価を導入

する
【政4】首長の熱意があると評価を推進する
【政5】選挙年直後に評価を導入する
【政6】議会の構成は評価の導入に影響しない
【政7】行政改革の伝統があると評価を推進する
【政8】政権交代の結果として評価を推進する
第2の社会経済要因については、自治体規模

（Knoke 1982）、都市集積度（飽戸・佐藤1986）、
財政的余剰（Reed 1986）が大きいと政策決定が
促進されるとする研究を参考にしながら、高度経
済成長時代の財政と異なり財政の逼迫が緊急であ
ることから、財政の効率性の状況も要因としてあ
りうると考え、次のように設定する。
【社1】自治体規模が大きいほど評価を導入する
【社2】都市化が進んだ自治体ほど評価を導入する
【社3】地域が豊かなほど評価を導入する
【社4】財政の効率性が低いほど評価を導入する
第3の波及要因では、政策の相互参照を行う自

治体集団である準拠集団内においても、情報交換
を定期的に行い政策形成の参考としている実態を
反映して、横並び競争が生じていると考える（村
松1986; 1988; 伊藤2002）。
【波1】全国導入数が多いほど評価を導入する
【波2】準拠集団内の導入数が多いほど評価を導

入する

２．研究のデザイン

（1）分析手法

評価の波及過程は、三重県に始まった評価が
次々と他の自治体に導入されていくプロセスであ
り、プロセスの性質上、特定の自治体だけに注目
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しても全体的な傾向がつかめないことから、一定
レベルの自治体全てを対象に統計的手法を用いて
全体的な傾向を把握することが適切である。

一方、評価の生成過程は、各自治体で評価の導
入が決定され、実施されていくプロセスであり、
プロセスの性質上、個別の自治体の事例を詳細に
分析する手法が適している。

したがって、本稿では、統計的な研究手法と事
例を個別に見ていく研究手法の双方を用いること
とし、イベント・ヒストリー分析と事例研究の双
方の手法を用いた。政治要因、社会経済要因、波
及要因のそれぞれの寄与度に関する仮説実証型の
研究である。

評価導入時期については、本格的な実施の前に
試行期間を設けている場合や、北海道の「時のア
セスメント」が「政策アセスメント」へ進化した
ように、一旦評価を導入しても、数年後に評価の
形態を変化させている場合がある。したがって、
どの時点で評価が導入されたといえるのか、判断
の基準を設ける必要がある。情報公開や行政手続
については、条例が成立した時期をもって導入と
することもできるが（伊藤2002）、評価の場合、
都道府県で条例を制定しているのは、2004年7月
末の時点で北海道、岩手県、宮城県、秋田県の4
県のみであり（総務省調）、まだ一般的ではない。
したがって、本稿では、試行段階を経て、評価が
全庁的に本格的に実行された時点を導入時期と考
え、分析対象とした。

（2）イベント・ヒストリー分析

政策波及研究は、米国州政治についての研究か
ら発展した（Walker 1966; Gray 1973）。日本にお
いても、村松（1975; 1988）が、政治に後押しさ
れた横並び競争や革新自治体が政策波及に果たす
役割を明らかにした研究を行っている。

他方、イベント・ヒストリー分析（Even t
History Analysis、以下「EHA」。）は、事象（event）
が生起するパターンを分析する手法であり

（Yamaguchi 1991, p.1）、新政策がある時点で採用
されたかどうかを従属変数とし、それを採用者の
属性、時間、環境等に関する独立変数で説明して
いく統計分析手法である。EHAは時間的、空間

的に広がりのある波及現象の分析に適している
（伊藤2002, p.257）。

EHAは、元々は疫学における生存分析から発
展し、社会学 （Tolbert and Zucker 1983; Rogers
1995）、政治学・行政学（Berry and Berry 1990;
1992; Mintrom 1997）に応用されてきている。日
本の地方自治体研究に応用した例には、伊藤

（1999; 2002）がある。ここで地方自治体における
評価について考えると、行政分野をまたいで横断
的に適用されるとはいえ、評価の導入はそれ自体
が政策と考えられるため、先行研究を踏まえ、政
策波及研究の枠組を適用することが可能である。
また、都道府県の評価は、図1のようにS字曲線
の形で普及が進んでおり、普及パターンの典型例

（Rogers 1995, p.356）であるから、EHAの活用に
も適している。

EHAで重要な概念はハザードレート（hazard
rate: 危険率）であり、これは、ある時点で事象が
生起する瞬間的な確率を意味する（Yamaguchi
1991, p.3）。ハザードレートが時間の経過と共に
どのように変化すると捉えるかによって、
We i b u l lモデル等複数のモデルが存在する

（Blossfeld and Rohwer 2001）。
EHAでは、事象が生起するまでの期間には、

事象が生じ得ない期間（period not at risk for
having the event）と事象が生じうる期間（period
at risk）の2つがある （Yamaguchi 1991, p.2）。本
稿では、評価をまだ導入していない全ての自治体
において導入の可能性があるので、まだどの自治
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図１　都道府県における評価累計導入数

（出所）各都道府県ホームページ（2005年8月1日現在）
（注）本格導入時期で集計（試行導入は除く）
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体も導入を開始していない1995年を分析の起点と
する。

（3）事例研究

事例研究は、幅広い記述や分析を通じて事例を
深く包括的に理解する方法である。事例研究の一
般化可能性を高めるためには、①構成概念妥当性、
②内的妥当性、③外的妥当性、④信頼性の4つの
基準を満たす必要がある（Singleton et al. 1988;
Yin 1994）。本稿では、一般化可能性を高めるた
めに、インタビューや文献等複数の情報源を活用
し、どの情報源からどの情報を得たかを明らかに
する。また、複数の事例を通じて傾向を把握する
等、個々の事例の記述にのみ焦点を当てないよう
留意する。

（4）分析の対象

EHAでは都道府県のみを対象とする。近年、
市区での評価導入が急速に進んでいるが、未だ
45.9％（総務省2004年調）と半数程度の導入であ
ること、データ収集のコストがかかること及び同
レベルの自治体を対象とすることが望ましいこと
が理由である。

一方、事例研究については、北海道、宮城県、
秋田県、神奈川県、静岡県、三重県、草加市、杉
並区、三鷹市、横須賀市の10自治体を対象とする。
これは、事例選択の3つの基準（GAO 1990, p.22）、
すなわち利便性（convenience）、目的合致性

（purpose）及び事例選択の確率（probability）に
よる。①都道府県と市町村の両方を含むこと、②
評価先進自治体である静岡県、三重県、草加市、
三鷹市を含むこと、③事務事業評価の代表である
三重県、業務棚卸法の代表である静岡県、外部評
価の代表である三鷹市等、評価の内容が様々な自
治体を含むこととした。EHAと異なり、事例研
究では都道府県と市町村の双方を扱い、より一般
的な考察を志向する。

3．イベント・ヒストリー分析

（1）分析方法

ア　定式化
政治要因に関する変数をx（pi）, i=1,...,5、社会経

済要因に関する変数をx（sj）, j=1,...,8、波及要因に
関する変数をx（dk）, k=1,2と表現する。評価導入
の有無をyとすると、定式は、

となる。
これは、評価導入の有無が表1の変数によって

決定されることを表したものである。

イ　変数設定
変数の詳細及びデータは、表1のとおりである。

ただし、首長の熱意、行政改革の伝統及び政権交
代に関する仮説【政4】【政7】【政8】はデータの
設定が困難であるため、変数設定を行わずに事例
研究で対応する。

ウ　モデル
本稿で扱うデータは、年単位という離散データ

であり、かつ、データ収集の都合上、2002年で打
ち切られた打ち切りデータ（censored data）であ
る。離散データの場合、離散時間Logitモデル

（discrete-time Logit model）か比例ハザードモデル
（proportional hazards model）を適用する主張があ
り（Yamaguchi 1991, p.15）、離散データを用いた
伊藤（2002）もLogitモデルを使用している。た
だし、伊藤（2002）はハザードレートが年と共に
変化すると考えて時間ダミー変数を加えている
が、変数「全国導入数」と時間ダミー変数を共に
Logitモデルに加えると、多重共線性が生じる可
能性が指摘されている（Beck, Katz and Tucker
1998, p.1273）2。

一方、多重共線性を回避するため時間ダミー変
数を削除すると、2002年のデータ打ち切り時点で
まだ評価を導入していなかった自治体のその後の
導入確率についての情報を分析に加えることがで

地方自治体における評価の波及と生成過程の分析

y =
i =1

5
x(pi )+ x(sj )+ x(dk )Σ 

j =1

8

Σ 
k =1

2

Σ 
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きない。
したがって、本稿では、打ち切りデータを扱う

のに適したWeibullモデルを用いることで、より
精密な分析を行う。Weibullモデルとは、スェー
デンのW.Weibullが鋼球の寿命を解析するために
開発したWeibull分布を仮定したモデルである。
信頼性工学の分野では破壊現象の解析に有効とさ
れており、本稿のような右側打ち切りデータの解
析に適している。

また、比例ハザードモデルについては、本稿の
ような年単位データの場合、評価導入という事象
が頻繁に同時発生するためにバイアスが生じる可
能性が高いことから（Yamaguchi 1991, p.16）、本
稿では用いない。

なお、社会経済要因については、多重共線性が
発生する可能性があることを確認した。したがっ
て、社会経済要因に含まれる8つの変数を互いに
排除した8つの定式について分析を行う。具体的
には以下のとおりである。j＝1の場合を定式（1）
とし、以下、順に定式（2）～（8）とする。

（2）分析結果

EHAの結果を表2に示す。10%水準で有意な結
果のみを記述した。なお、統計ソフトはS-
plus2000を用いている。

10%水準で見ると、全ての定式で「全国導入数」
が有意となり、定式（3）では他に「中央政治家」
が、定式（6）では他に「中央政治家」と「1人当
たり歳出額」が有意となった。「中央政治家」は、
首長の経歴に中央政界での政治経験が含まれるこ
とを意味する。「1人当たり歳出額」は、財政の非
効率性を表す変数である。

古川　俊一　　森川　はるみ

y =
i =1

j

5
x(pi )+ x(sj )+ x(dk ) (j=1,...,8)Σ 
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2
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首長の 
党派性 

変数 内容 

x(p1)

x(p2)

x(p3)

x(p4)

x(p5)

x(s1)

x(s2)

x(s3)

x(s4)

x(s5)

x(s6)

x(s7)

x(s8)

x(d1)

x(d2)

保守系首長 
革新系首長 
相乗り首長 
（ダミー変数） 

中央官僚、地方 
政治家等（ダミ 
ー変数） 

選挙年 
選挙前年 
選挙翌年（ダミ 
ー変数） 

自民党議席割合 
（％） 
 

拮抗議会 
（ダミー変数） 

首長選挙において各系政
党が推薦した場合を1，
それ以外を0とする。 

首長就任までに経験した職
を示すダミー変数。天下り
以外は重複を認める。 

該当する年を1、それ以
外を0とする。（死亡等
による突然の選挙の前年
を除く。） 

自民党議席数÷総議席数
×100

自民党以外の全国政党の
公認議員が議員総数に占
める割合が3割を超える
議会を1，それ以外を0と
する。 

政治要因: x(Pi), i=1,...,5 
 

首長の 
経歴 
（注1） 

首長の 
選挙時 
期 

議会の 
政党勢 
力比 

都市化 
度 

都市化 
速度 

産業集 
中 

財政の 
効率性 
と自律 
性 

政策波 
及 

豊かさ 

規模 人口（万人） 域内人口 

社会経済要因: x(sj), j=1,...,8 
 

人口増減率（％） 

1人当たり製造品 
出荷額（百万円） 

DID（注2）人口 
比（％） 

DID人口÷人口×100 
 

（当年人口－前年人口） 
　÷前年人口×100 
 製造品出荷額総計（百万 
円・実質値）÷人口(人) 
 1人当たり県民所 

得（千円） 
県民所得（百万円・実質 
値）÷人口（人）×1000 
 1人当たり歳出額 

（百万円） 
歳出総額（注3）（百万円 
・実質値）÷人口（人） 

財源依存度（％） 地方交付税と国庫支出金 
が歳入に占める割合（％） 

財源依存度変化 
率（％） 

（当年財源依存度－前年財 
   源依存度）÷前年財源依 
   存度×100 
 波及要因: x(dk), k=1,2 

 
全国導入数 

（注4） 

（注4） 

準拠導入数 

全国における前年までの 
累計導入数 

準拠集団（注5）ごとの前 
年までの累計導入数 
 

pi

sj

dk

（出所）伊藤（2002）をもとに筆者作成。ただし、「財源依存度
変化率」を追加。

（注 1）中央官僚、自治官僚、建設農水官僚、地方官僚、中央
政治家、地方政治家、知事当選回数の7つの属性が含ま
れる。それぞれを1（経験有り）・0（経験なし）とコ
ード化して分析に用いた。知事当選回数のみは、当選
回数そのものをコード化した。

（注 2）人口集中地区（Densely Inhabited Districts）のこと。国
勢調査で用いられている概念

（注 3）歳出総額は、普通会計（一般会計と公営事業会計を除
く特別会計との合計）額である。

（注 4）社会経済要因は前年のデータであり、波及要因である
全国導入数と準拠集団ごとの導入数は、前年までの累
計導入数

（注 5）地域ブロックを基本とするが、政令指定都市を有する
10道府県に東京都と埼玉県を加えた12都道府県は「大
都市集団」として別に扱う。大都市集団に属する自治
体の場合、準拠集団は地域ブロックではなく、「大都市
集団」となる。これは伊藤（2002）に基づいている。

表1 イベント・ヒストリー分析の変数
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波及要因である「全国導入数」が非常に強力に
作用している。情報公開条例、行政手続条例等の
政策波及研究にEHAを用いた伊藤（2002）にお
いても、同じ結果が示されている。このような場
合、「全国導入数」の働きによって他の変数の効
果が限定されている可能性を否定できない。その
ため、「全国導入数」と他の変数間での交互効果

（interaction effect）を見ることにした（表3）。
その結果、新たに「知事当選回数」と「選挙年」

の2つの変数が有意となったが、「全国導入数×知
事当選回数」と「全国導入数×選挙年」の交互効
果が10%水準で有意となっているため、変数の主
効果は交互効果によって限定される。

解釈を深めるため、交互効果を図示するための
操作を行った。手順は次のとおりである。まず、
変数「知事当選回数」「選挙年」「全国導入数」の
平均と標準偏差を求め、それを元に、各変数の値

の変動をHighとLowで表す。結果は表4及び表5の
とおりである。

地方自治体における評価の波及と生成過程の分析

（1） （2） （3） 

（4） （5） （6） 
政治要因   

 
中央政治家

 

社会経済要因   

1人当たり 

歳出額 

波及要因    

 
全国導入数 

適合度 

　　定式 　　　　 （7）　　　    （8） 

波及要因    

 
全国導入数  

適合度  

 

-0.096* 

（0.058） 

-0.106* 

（0.058） 

 0.343* 

（0.177） 

 0.012*** 

（0.003） 

  53.33***

 0.014*** 

（0.003） 

  49.41***

 0.014*** 

（0.003） 

  49.45***

 0.015*** 

（0.003） 

  49.15***

 0.014*** 

（0.003） 

  48.91***

0.014*** 

（0.003） 

48.96***

0.013*** 

（0.003） 

50.14***

0.014*** 

（0.003） 

50.09***

政治要因    

 
中央政治家

    

波及要因    

 
全国導入数  

適合度  

　　  定式 

定式 

（出所）筆者作成。 
（注1）*:p<0.1  **:p<0.05  ***:p<0.01 
（注2）値は係数、括弧内は標準誤差 
（注3）適合度はカイ二乗適合度検定の数値 
（注4）小数点以下第4位四捨五入 
 

－ － 

表2 イベント・ヒストリー分析の結果

政治要因   

 
中央政治家

 

 
知事当選回数

 

 
選挙年  

社会経済要因  

 
1人当たり歳出額 

波及要因   

 
全国導入数  

交差項   

全国導入数× 

知事当選回数 

全国導入数× 

選挙年 

（出所）筆者作成 
（注1）*:p<0.1  **:p<0.05  ***:p<0.01 
（注2）値は係数、括弧内は標準誤差 
（注3）小数点以下第4位四捨五入 
（注4）全国導入数との交互効果における知事当選回数に付与さ 
　　　  れた係数 
（注5）全国導入数との交互効果における選挙年に付与された係数 
 

知事当選回数 選挙年 

-0.093* 

（0.056） 

 

 -0.103* 

（0.058） 

    0.055** 

（0.025)  

 

    0.334* 

（0.172)  

 

        0.020*** 

（0.005)  

 

0.149* 

（0.087） 

 

0.318* 

（0.172） 

 

0.015 

（0.003） 

 

-0.010* 

（0.005） 

 

-0.003**

（0.001） 

 

 － 

 － 

（注4） 

（注4） 

（注5） 

***

表３　交互効果の結果

表4 「知事当選回数」「選挙年」「全国導入数」
の平均値と標準偏差

平均値 変数名 標準偏差 

知事当選回数 2.483 1.425 

選挙年 0.240 0.428 

全国導入数 6.281 8.374 

 （出所）筆者作成 
（注）小数点以下第4位四捨五入 
 

変数名 

知事当選回数 3.907 1.058 

選挙年 0.667 -0.188 

全国導入数 14.655 -2.092 

 （出所）筆者作成 
（注1）小数点以下第4位四捨五入 
（注2）各変数の値の分布を示しているため、負の値をとること 
　　　  もあり得る。 

High 
（平均値+標準偏差） 

Low 
（平均値－標準偏差） 

表５　「知事当選回数」「選挙年」「全国導入数」
の値の変動
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次に、各変数がHighとLowの値を取る場合の推
定値（評価導入の可能性）を求める。表3の係数
と表5の値をY=（定数項）+α（変数1）+β（変
数2）+γ（変数1×変数2）の推定式に当てはめ
ることによって、「知事当選回数」と「全国導入
数」の値の変動が評価導入の可能性に及ぼす影響
を数値で示すことができる。変数1には「知事当
選回数」または「選挙年」を当てはめ、変数2に
は「全国導入数」を当てはめる。

推定の結果は表6及び表7のとおりである。数値
が大きいほど、評価導入の可能性が高いことを示
す。

以上の結果を図示すると、図2及び図3のように
なる。

以上の結果を解釈すると、評価の普及が進み、
全国での導入数が多くなった時期には、知事当選
回数や選挙年は、評価の導入にあまり影響しない。
しかし、全国導入数がまだ少ない時期には、評価
の導入を促進する傾向にあるということができ
る。

（3）考察

第1のカテゴリーである政治要因については、
首長の党派性と議会の構成は評価の導入に影響を
及ぼさないことが示された。首長の経歴では、中
央政治家であった経歴が負の方向に働いた。これ
は、むしろ中央とのつながりのない首長の方が思
い切った政策を打ち出すことができることを表し
ており、最近の地方分権の推進やいわゆる無党派
知事の登場と呼応するものである。

また、交互効果の分析により、次の2点が明ら
かになった。第1点は、全国導入数が少ない場合、
当選回数を重ねて政権基盤を強化した首長の方が
評価を導入しやすい。第2点は、全国導入数が少
ない場合、知事の選挙年であると評価を導入する
可能性が高い。ただし、多数の自治体での導入が
進んでくると、当選回数や選挙年に影響されるこ
とがなくなる。

第2に、社会経済要因については、財政の効率
性が低いほど評価を導入するという仮説が一部支
持された。財政の非効率性を表す変数である「1
人当たり歳出額」が多いほど、評価を導入する可
能性が高い。だが、その他の社会経済要因で有意

古川　俊一　　森川　はるみ

表6 「知事当選回数」「全国導入数」の値の
変動による評価導入可能性

表7 「選挙年」「全国導入数」の値の変動に
よる評価導入可能性

（出所）筆者作成 
（注）小数点以下第4位四捨五入 
 

（出所）筆者作成 
（注）小数点以下第4位四捨五入 
 

知事当選回数 

全国導入数 

HighLow

Low

High
1.242 　　　　1.538 

1.416 　　　　1.579 

 

選挙年 

全国導入数 

HighLow

Low

High
1.234　　　　1.519 

1.379 　　　   1.523 

 

図2 「知事当選回数」と「全国導入数」の
交互効果
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図3 「選挙年」と「全国導入数」の交互効果
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となる変数が得られなかったことは、評価の場合、
自治体規模、都市化度、地域の豊かさ等の指標が
導入の決定に影響しないことを意味する。どの自
治体が先行して政策を導入するかは、社会経済的
な指標だけでは判断できないということである。

第3に、波及要因は、前年までに全国でどれだ
けの自治体が評価を導入したかという情報が強力
に影響することが示された。一方、準拠集団の情
報は影響しないようである。これは、情報伝達が
質量共に活発化している現状においては、準拠集
団という枠にとらわれず、広く全国規模での横並
びが生じている状況を示している。

なお、このEHAの分析結果は都道府県のみを
対象としたものであり、市町村への適用には留意
する必要がある。

4．事例研究

（1）調査方法

2003年8月15日～28日の期間に対象自治体を訪
問し、評価担当幹部又は担当者に1時間程度のイ
ンタビューを実施した。また、これ以外の期間に
おいて、知事または市長もしくはそれに準ずる幹
部その他の関係者に対するインタビュー、文献調
査等、複数の情報源により調査を実施した。

対象自治体インタビューにおける質問項目は次
の2つである。①「評価導入時～現在に至るまで、
政治的環境（首長のご意向、議会との関係など）
が、評価のあり方にどのように影響を及ぼしてき
ましたか。」②「現時点での、評価の効果／問題
点／課題についてお聞かせください。」ただし、
結果として聴取できた内容はこの2点を超えるも
のが多い。

知事または市長もしくはそれに準ずる幹部その
他の関係者に対するインタビューは、あえて事前
の質問項目を設けず、フリートーキング形式で評
価に関する多様な面からの聞き取りを行った。

（2）分析結果

自治体ごとに、「評価のレベル」「行政改革の伝
統」「政権基盤」「議会の関与」「首長の熱意」「職

員の熱意」の6つの項目についてレベル付けを行
った（表8）。レベル付けの対象時期は評価導入時
とし、評価のレベルが高い順に並べ替えている

（したがって、「政権基盤」以外は、年度経過にし
たがって微妙にレベルが変わる可能性があること
に注意）。各項目のレベル付けは、表9の基準に従
って行った。

このうち、評価のレベルは、公共経営改革の結
果を①業務結果、②管理又は意思決定の過程の改
善、③政治行政システムの能力の変化、④システ
ム全体の移行、の4つに分類したPollitt and
Bouckaert (2004, p.98)を参考にしている。レベル1
は、人員、業務量、コスト等の削減が見られるな
ど、数値で表せる範囲での行政活動の効率化を意
味する。レベル2はさらに一歩進んで、行政組織
内での意思決定過程がより効率的なものに変容す
る水準までも指す。レベル3は、改革派の首長が
就任する等を契機に、末端まで改革精神が浸透し
ていくような段階である。

レベルの数値が高いほど、その項目が強力に出
現していることを意味する。

地方自治体における評価の波及と生成過程の分析

三鷹市 3 2  × ○ 1 2 2 ○ 

静岡県 3 2  × ○ 1 2 2 × 

横須賀市 3 1 × ○ 1 3 2 ○ 

三重県 3 0 ○ × 0 3 2 ○ 

草加市 2  0  × ○ 1 2 2 ○ 

秋田県 1 0 ○ × 0 2 1 × 

宮城県 1 0 ○ × 0 2 1 × 

杉並区 1 0 ○ × 1 2 1 × 

神奈川県 1 1 × ○ 1 1 0 × 

北海道 1 0 × ○ 0 2 1 × 

（出所）筆者作成。 
（注）数値はレベルを表す。 
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表8 事例研究の分析結果
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この結果から、次の4つのことが分かる。第1に、
「行政改革の伝統」は、評価の生成に非常に強力
に働いているということである。第2に、政権基
盤については、「政権交代」と「政権継承」のど
ちらがより有効に作用するかを判断するのは難し
いということである。例えば、三重県と宮城県で
は、同じ政権交代という状況であっても、評価の
レベルが異なって現れている。第3に、議会の影
響が定かでないということである。評価は国の行
政改革の流れに合致するものであり、世論にも評
価を歓迎する気風があることから、議会の構成や
首長との関係にかかわらず、賛意を表明する場合
が多いと解釈できる。第4に、「首長の熱意」と

「職員の熱意」の両者が揃った場合に、評価が高
いレベルを示すということである。

（3）考察

【政4】首長の熱意があると評価を推進するとい
う仮説は一部支持された。例えば、宮城県、杉並
区では、首長の熱意はレベル2であっても職員の
熱意は必ずしも高くなく、評価のレベルは低い。
一方、三重県と横須賀市では首長の熱意と職員の
熱意の双方が強力で、評価のレベルも高いという
結果であった。三重県と横須賀市では、首長の熱
意がレベル3で、行政全体のマネジメントを改革
しようという首長の強い意思が働いており、首長
のマネジメントへの関心が評価を高レベルとした
可能性がある。だが、宮城県、杉並区等の結果を
みると、首長の熱意だけでは不十分であり、首長
の考えが職員に浸透し、職員自ら評価の重要性を
理解するに至らないと、評価は効果を十分に発揮
することができないと解釈できる。

次に、【政7】行政改革の伝統があると評価を推
進するという仮説は支持された。静岡県と三鷹市
の場合、評価の導入自体は特段新しいものではな
かった。なぜなら、従来から絶え間ない行政改善
の試みが続けられてきていたため、評価について
も改善の一環と受け取られ、行政活動の成果を指
標によって把握して効率的な行政運営に役立てる
という趣旨が円滑に首長と庁内に浸透したからで
ある。静岡県も三鷹市も、三重県のような強烈な
首長のリーダーシップはうかがえず、静かな改革

古川　俊一　　森川　はるみ
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 評価生成時の首長が政権交代によってトップ 
の座に就いた場合は○、そうでない場合は× 
 

 評価生成時の首長が比較的安定的な政権継承に 
よってトップの座に就いた場合は○、そうでな 
い場合は× 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

職員にキーパーソンが存在する場合は○、存 
在しない場合は× 

（出所）筆者作成。 

表9 レベル付けの基準

（注）ここでの職員とは、役職を問わず、広く職員一般を指す。
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の流れであるが、元々の改革意識が評価の生成に
いかに重要であるかが示された。改革意識を根付
かせることが評価生成の第一歩である。

最後に、【政8】政権交代の結果として評価を推
進するという仮説は一部支持された。杉並区では
公約どおり評価を導入したが、評価によって政権
基盤を強化しようという意思は読み取れなかっ
た。一方、三重県、宮城県、秋田県の場合は、政
権交代という形で初当選し、かつ、当初は政権基
盤が弱かったことから、評価を自らの基盤確立の
ために活用する意思が働いた。ただし、この3県
の中で評価が高レベルなのは三重県だけであるこ
とから、政権交代は評価導入のきっかけとなるが、
評価のレベルを高めるには、首長が評価の導入に
よって組織文化の向上をも意図するほど熱心であ
ること、さらに、首長の熱意と職員の熱意の双方
が揃うことが必要だと解釈できる。この双方が揃
った例として、導入時のレベルはさほど高くなか
ったが、数年を経てキーパーソンが現われはじめ
政策形成のパターンを変化させ、条例化を行うな
ど制度化を進め、レベル2に近づいていったとみ
られる宮城県、秋田県がある。

結論

イベント・ヒストリー分析と事例研究の結果を
統合すると、表10のとおりとなる。

以上の分析結果から、3つの結論を導いた。
第1は、政治要因として、首長の熱意、行政改

革の伝統及び政権交代が評価の波及と生成過程に
寄与していることである。両過程は自治体固有の
政治要因に起因して進行してきたことになる。中
でも、行政改革の伝統という要因が寄与している
ことは、自治体が行政運営の改善に積極的に取り
組む姿勢が重要であることを示している。

第2は、社会経済要因が評価の波及と生成過程
に及ぼす寄与度の小ささである。Dye and Robey

（1980）や飽戸・佐藤（1986）によって、政策決
定過程に及ぼす社会経済要因の重要性が示されて
きたが、地方自治体の評価については当てはまら
ないことになる。その理由としては、大都市圏で
の急激な財政悪化による地域間経済格差の縮小
等、近年の社会経済的な状況の変化が挙げられる。

1996年以降全国で見られた評価の波及と生成過程
は、財政の効率性が低いほど評価を導入する可能
性が高いものの、全体的な傾向としては、予想に
反し、社会経済要因によることなく進行してきた
と解釈できる。

第3は、波及要因の寄与度が非常に大きいこと
である。ただし、評価の場合、情報伝達が質量共
に活発化している現状を反映して、準拠集団とい
う枠内での波及現象はみられなかった。分析結果
として示されたのは、全国規模での横並び競争が
強力に機能していることであり、村松（1975）以
来示されてきた自治体の横並び競争が評価の波及

地方自治体における評価の波及と生成過程の分析

仮説 

政１ 

政２ 

政３ 

政治要因 

社会経済要因 

結果 

支持 

支持 

支持 

不支持 

不支持 

不支持 

不支持 

不支持 

不支持 

強力に支持 

一部支持 

一部支持 

一部支持 

政４ 

政５ 

政６ 

政７ 

政８ 

波及要因 

社１ 

社２ 

社３ 

社４ 

波１ 

波２ 

一部支持 
（全国導入数が 

少ない時） 

首長の党派性は評価の導入に 
影響しない 

首長が中央出身であると評価 
を導入する 

首長の当選回数が少ないほど 
評価を導入する 

首長の熱意があると評価を推 
進する 

選挙年直後に評価を導入する 

議会の構成は評価の導入に影 
響しない 

行政改革の伝統があると評価 
を推進する 

政権交代の結果として評価を 
推進する 

自治体規模が大きいほど評価 
を導入する 

都市化が進んだ自治体ほど評 
価を導入する 

地域が豊かなほど評価を導入 
する 

財政の効率性が低いほど評価 
を導入する 

全国導入数が多いほど評価を 
導入する 

準拠集団内の導入数が多いほ 
ど評価を導入する 

（出所）筆者作成 

表10 仮説の検証結果
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過程においても強力に寄与していることが分かっ
た。

総括すると、評価の波及と生成過程において、
全国的な横並びに加え、政治要因が重要であるこ
とが明らかとなった。特に、評価の有効な活用の
度合いは、首長の熱意、行政改革の伝統及び政権
交代に相当依存している。このことは何を意味す
るか。第1に、導入に当たっても展開に当たって
も、トップダウン型の契機は必要不可欠である。
およそ大方針はトップの理解がなければ進まな
い。第2に、しかし、トップの方針だけでは制度
化されないし、骨抜きになって定着しない。中間
管理職の貢献、改革に取り組む組織風土や伝統が
なければ持続しないし、形式的な書類作成の弊に
陥る。第3に、アクターが変わり、外的圧力が加
わるという意味で、政権交代も1つの要因足りう
るのである。

注記

1  今回の分析対象期間（1995～2002年）は、保守・革

新の別が弱まり、選挙時にどの政党の支援も受けな

いいわゆる「無党派」が広がり始めた時期に当たる。

一般には、「無党派」をいわゆる「改革派」と見な

す向きもあるが、その捉え方は曖昧である。本稿で

は、「党派性」を従来の保守・革新の流れを汲むも

のと定義し、時代とともに党派性の影響力が弱まっ

ていると考え、仮説を提示した。

2  Masuyama (2002)は、変数「全国導入数」を加えるこ

とそのものが多重共線性を引き起こすと指摘してい

る。しかしながら本稿では、その可能性を考慮しつ

つも「全国導入数」の重要性に鑑み、交互効果の検

証を行い、慎重にモデルに組み込むことで対処した。

なお、「全国導入数」を除いてEHAを行うと、他の

ほぼ全ての変数が有意となったが、これは、「全国

導入数」という重要な変数を取り去ることの弊害を

示していると解釈した。
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Abstract

This paper analyses the diffusion and development process of evaluation and performance measurement in
Japan,s local governments.  We indicate that unprecedented is the analysis of such process focusing on
contributing factors to the diffusion and developmental process, and employs event history analysis of 47
prefectures and complementarily a case study approach for 10 representative local authorities. The results of these
two approaches suggest three points: first, an eagerness of governors or mayors, a tradition of administrative
reform, and change of administration contribute to the initiation and developmental process; second, social-
economic factors do not contribute so much as is generally expected, and third, reference group has not impacted
on the diffusion process, but a countrywide catching up/imitating strategy among local governments has proved an
important contribution to this diffusion. To sum up, political factors are significant, in addition to this strategy. 
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1．Introduction

After the World Conference on Education for
All in 1990, an international focus on the importance
of assistance in basic education has been established,
and the number of school construction projects (SCPs)
implemented or funded by donor agencies has
increased. SCPs are of vital importance for two
reasons; 1) the existence of school buildings or
classrooms can directly and/or indirectly relate to
major concerns in basic education1; and 2) school

construction (SC) occupies a large part of the total
amount spent on education assistance.

Japan is one of the largest donor countries that
have provided assistance for SC in numerous
developing countries. In Japan's Official Development
Assistance (ODA), most SCPs have been conducted in
the framework of General Grant Aid (GGA)2.
Regarding the SCPs in GGA, some donors have made
the criticism that the construction costs per school
building (or classroom) are much higher than those in
other donors'or NGOs' projects3. Positive character-
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istics in SCPs in GGA are also pointed out, such as: 1)
school buildings are designed to be sustained for 30 to
50 years from the viewpoint that safety and durability
are emphasized; and 2) school buildings are
constructed even in areas where construction is
technically difficult for the purpose of technology
transfer to local contractors (IDJ 2004). Thus not only
the construction costs but also the viewpoint of
whether assistance is provided while meeting the
needs of target areas and groups should be considered
in evaluation.

Even though SCPs are classified as cooperation
in hardware, it is crucial to look at the effectiveness of
projects through evaluation from the standpoint of not
only whether school buildings are utilized as the basis
for education activities, but also whether projects have
contributed to the development of local human
resources through the school buildings utilization. In
that sense, SCPs are unique. Meanwhile, there have
not been many studies of evaluation of SCPs that
clearly focus on this uniqueness.

2．Objectives and Methods

The main objectives of this paper are to
reconsider evaluation methods for SCPs at the primary
and secondary education levels and to improve future
prospects for education assistance by establishing
evaluation guidelines for donor-funded SCPs in
developing countries in an inductive manner. Chapter
3 deals with key issues regarding SC in developing
countries by widely examining characteristics of SCPs
and their evaluation in Japan's ODA. Chapter 4
focuses on Indonesia as a case study in evaluation of
SCPs, using conceptual models based on stakeholder
analysis in order to look at the current status and
trends in developing countries. Chapter 5 presents
evaluation guidelines for donor-funded SCPs in
developing countries4, and Chapter 6 includes
considerations for education assistance.

Table 1 shows the list of projects and types of
documents under review. It includes the 14 SCPs in
GGA conducted in the fiscal year 2004 and 4 out of a
total of 9 in Loan Aid since 19905 in Japan's ODA, and
the WB and ADB projects since 1990 in Indonesia
which have a SC component. Also, two documents
published by the Ministry of National Education of
Indonesia (MoNE) are referred to later.

3．SCPs in Japan's ODA

3.1 General Description of“SC”
Based on review results,“school construction”

can be generally described as construction6 or
renovation of school buildings (including classrooms)
at general education institutions at the primary and
secondary education levels. SCPs also involve, in
many cases, construction of principals' offices,
teachers' rooms, storage rooms, libraries, laboratories,
multi-purpose rooms, playgrounds, and support
facilities including water supply, electrical systems
and restrooms. Furthermore, soft components for
school management and the development of pilot
models, and provision of school furniture and
equipment are often involved. 

3.2 Expected Effects and Indicators in SCPs

Table 2 shows summarized analysis results of
expected effects from SCPs and corresponding key
indicators7. Direct effects are generally divided into
two categories, while indirect effects are divided into
three categories. Each category contains several items.
The items marked with circles are actually examined,
while the rest are not covered or even mentioned in the
ex-post evaluation reports. Only a few indicators are
found for about half of the items, and no indicator is
found for one of them. Not all indicators in the list are
directly related to the construction of school and
support facilities. Only those underlined are actually
employed in the ex-post evaluation reports.
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4．SC in Indonesia Case

4.1 Comprehensive Approach in Education

Cooperation

SC has been merely one (sub) component of the
projects that ADB and the WB have conducted in the
education sector in Indonesia. Figure 1 compares three
conceptual models of assistance framework in
education cooperation comprising a SC component.

All three show how capital, as input, finally manifests
effects on students as an end outcome. In the GGA
model, in which a Japanese consulting firm plays an
important role as a contractor of (A) grant, two main
activities are basically depicted: (a) school buildings
and facilities construction as cooperation in hardware;
and (b) the soft component of school management
support through the central/local government and the
school committee. Also, (c) the effects of technology

Table 1  List of Documents under Review
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Table 2  Expected Effects from SCPs and Corresponding Key Indicators
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Figure 1  Three Types of Conceptual Models of Assistance Framework in Education Cooperation
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transfer are depicted. In the second model of Loan Aid
in Japan's ODA, SC is the main component under (B)
the loan, in which the recipient country uses more
discretion and involves fewer stakeholders. Also, (C)
repayment of loan is assumed after project completion.

Meanwhile, in the third model of the two
agencies' framework, in addition to (a) and (b), other
components through the central/local government are
shown, such as: (d) training of teachers; (e)
development and provision of materials for teaching;
(f) provision of information to students' parents; and
(g) other possible components. Also, (D) capital for
construction; (E) salary for teachers; (F) school
management budget; and (G) scholarships for students
are important elements. This model is more
comprehensive regarding which interaction among
more stakeholders within the community can be seen. 

Accordingly, the two agencies' evaluation
reports do not focus only on the SC component, but
rather cover all components widely. One issue is
noteworthy: the connections between components are
not always clear and thus, attribution of project effects
to activities is not precisely described. Therefore there
is still room for improvement in their evaluation ― i.e.
focusing, in order to deepen analyses, on different
aspects of a project in the application of the DAC's
five criteria from holistic viewpoints. This approach
can also be applied in SCPs in GGA.

4.2 The Government's Evaluation Framework and

System

“New School Units Development Program
Implementation Guidebook,”issued by MoNE in
2004, was originally developed with the WB's support,
for the purpose of smoothly implementing, through
provision of block grants, new SCPs at the lower
secondary level8. From review results, the guidebook
illustrated key issues, including: 1) specific criteria for
the selection of school sites; 2) a detailed description
of roles and responsibilities of stakeholders who are
involved in the project implementation and
management, including the MoNE and local
government officers at each administrative level,

members of the SC committee and local consultants in
the field; and 3) a clear range of project monitoring
and evaluation, and description of persons in charge
and their tasks. In other words, the government owns
its framework and analysis viewpoints for evaluation
of SCPs at the lower secondary level in the local
context. This is a case example that proves that local
standards and criteria for management and evaluation
of SCPs exist in a developing country.

“School Improvement Grant Program II ― SC
Advisory Services,”also issued by MoNE in 2004,
mainly focuses on technical aspects in renovation of
elementary and junior high schools through the second
school improvement grant program by the Indonesian
Government, and deals with renovation activities
through the program at 2,875 schools in 16 provinces
in 2003. From review results, the report illustrated
general key issues regarding evaluation of
management and results of grant programs, including:
1) quality and efficiency of renovation activities; 2)
effects of grant; 3) transparency of activities; and 4)
social participation. The report also deals with specific
points, such as: 1) aesthetic elements as a construction
quality issue; 2) the importance of a higher ratio of
capital allocation for hard components as well as a
provision of manpower or donation from the local
community; and 3) the importance of a higher degree
of understanding and recognition of tasks and
responsibilities at all administrative levels for
promoting smooth implementation of activities and
preventing people from concealing budget
information. Indonesia obviously has its own
evaluation system for school renovation activities with
clear recognition of some issues specific to school
renovation in the field. 

The question may be asked: is Indonesia
considered to be a special case among developing
countries? In fact, there are other countries that have
recently established similar kinds of guidelines with
donor agencies' support. In Afghanistan, the Ministry
of Education and UNICEF have developed guidelines
for school facilities construction and published them in
2003 (JICA et al.2004). In East Timor, the basic
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designs for education facilities established in the
Fundamental School Quality Project, supported and
initiated by the WB in 2002, have been adopted as the
standards (JICA and MKJ2003). Likewise, in
Vietnam, the designs for school buildings used in a
Japanese GGA project have been adopted as the
standards (IDJ2004). These countries, including
Indonesia, are not considered to be the only cases. 

5．Evaluation Guidelines for SCPs

5.1 Issues in Current Evaluation of SCPs

One main issue in current evaluation of SCPs
that emerged from review results was the difficulty in
using the DAC's five criteria effectively. In some
cases, evaluation viewpoints and items are confused
and corresponding indicators are insufficiently set or
not employed, as mentioned in Chapter 3. In other
cases, holistic viewpoints are lacking in evaluation of
projects that are composed of multiple components
involving different stakeholders, as stated in Chapter
4. Another issue is new trends in the establishment of
guidelines and local standards for SC and relevant
systems in developing countries, as discussed in
Chapter 4. Considering these points, an extract of
newly established evaluation guidelines for SCPs is
presented in this chapter.

5.2 Premises for Guidelines

The guidelines can be applied for evaluation of
SCPs at any time, regardless of whether the target
projects, as described in 3.1, are completed, on-going
or in the future9. Potential users are mainly those
involved in evaluation of SCPs in developing
countries, which are supported by any donor
regardless of the type of assistance framework. The
guidelines are developed with the application of the
DAC's five criteria, and from the standpoint that
extended effects on school management or local
communities from other soft components or support
facilities construction should also be examined.

Another important premise is to integrate the
recipient country's existing system. Evaluators need to

obtain relevant information in the recipient country,
and to examine whether existing guidelines and local
standards for SC have been applied in project
formulation and implementation, and if not, the
reasons why. In the case that the target country has its
own established evaluation system, the possibility of
utilizing existing reports or data and applying local
viewpoints in evaluation may be considered.

5.3 Guidelines Based on DAC's Five Criteria

Figure 2 shows a conceptual picture of the five
criteria and relationships among stakeholders. This has
been developed, based on the discussion in 4.1, for the
purpose of visualizing main viewpoints for the criteria
linked to each relationship10. The main viewpoints are
as follows: (a) relevance principally relates to the
policies between the donor and the recipient country;
(b) efficiency directly concerns the performance of the
construction company itself; (c) effectiveness usually
refers to positive changes brought to school, students
and the target community from SC and other
components; (d) sustainability particularly focuses on
school management issues and the school committee's
role; and (e) impact basically deals with the issue of
human resources development in the community, and
sometimes with extended effects at the national level if
the project is widely conducted in other regions.
Detailed evaluation viewpoints for each criterion are
described as follows.

5.3.1 Relevance

Relevance is assessed from the main viewpoints
1 to 3 as shown in Table 3. Key issues for each
viewpoint are shown in italic. Regarding the
appropriateness of the selection of assistance
framework in the case of bilateral aid, which has never
been discussed in the actual evaluation of SCPs in the
past, differences in construction costs per school
building within the selected framework may be
questioned. This issue needs to be discussed from the
recipient country's viewpoint within their policy
framework. In fact, the construction cost per building
is merely an indicator that could show the durability of
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the building. The degree of durability should be
determined considering the possibility of being
affected by natural disasters in target regions.
Accordingly, the construction cost per building and
the number of schools to be constructed may change.
That is, this cost issue highly involves political and
technical judgment based on the recipient country's

request. Thus construction costs are more a matter of
the relevance of the target project, rather than the
efficiency.

In terms of the issue of the donor country's
relative level of development in the target region,
evaluators need to look at the degree to which the
construction technology level in the region has been

Satoshi Morita, Yasuyuki Sagara

Figure 2  Conceptual Picture of DAC's Five Criteria and Relationships among Stakeholders

Table 3 “Relevance” and Evaluation Viewpoints
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considered in decision-making in terms of
coordination with other assistance frameworks
(especially technical cooperation) and implementation
of soft components within the target project. The
issues of coordination with other donors and assistance
frameworks should also be considered in discussing
relevance of the target project.

5.3.2 Efficiency

The issue of comparison of the costs per school
building within different assistance frameworks is not
a matter that concerns efficiency. Rather, differences
between original plans and actual results within the
selected assistance framework should be assessed
regarding particular items shown in Table 4, and
reasons questioned on the assumption that the selected
framework is appropriate. The guiding premise here is
that the original plans, including“project range”and

“project designs,”were appropriately made. As an
important basis for value judgments, local knowledge
and systems should be emphasized, which is an
important evaluation viewpoint that has emerged from
this study. Regarding“project range,”evaluators
should examine the appropriateness of the original
plans based on the technical knowledge of local
technicians or consultants in the region, considering
local construction criteria or the current status of
equipment purchase. In terms of“project designs,”
items related to performance of stakeholders are
assessed with maximum consideration of existing

relevant guidelines or rules in the country regarding
stakeholders' tasks and responsibilities in SC.

5.3.3 Effectiveness

Firstly, construction of school buildings,
laboratories, playgrounds and support facilities has
effects11 on target groups or societies. These effects are
categorized as: 1) direct effects ― i.e. improvement of
education and the study environment for students; and
2) indirect effects on local communities. Effects from
soft components are also examined if they have been
involved in the project range. Key issues shown in
Table 5 are all re-categorized from the contents of
Table 2, and the corresponding indicators for each
issue in the table can be employed as they appear. To
assess direct effects, evaluators first need to obtain
existing data or conduct surveys to collect necessary
data in the field, and then consider the possibility of
applying existing local criteria or numerical values,
with a view towards gender equality. Meanwhile, it is
generally difficult to precisely measure effects on
quality of education. Among the items listed under
indirect effects, the issue of technology transfer is a
new important consideration in the evaluation of
SCPs. This is true, not only in GGA, but in Japan's
ODA case, regardless of the type of assistance
framework, or even in other donor's assistance
frameworks. From the observation in 3-2, it is
desirable to develop indicators regarding this matter.

Secondly, it is important to examine effects from
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assisting the management of daily utilization of school
buildings and facilities as soft components. In this
case, the local community's participation is key ― i.e.
the actual level of the local community's
understanding, cooperation and involvement.

5.3.4 Sustainability

Sustainability is assessed from the three main
viewpoints as shown in Table 6. Among the key issues
listed, the appropriateness of conditions for school
location is an important consideration that has
emerged from this study. Evaluators need to assess the
neighborhood environment while considering the
possibility of applying existing guidelines or criteria
set by the recipient country. Another new issue in the
evaluation of SCPs is the degree to which school
buildings and support facilities satisfy geological,
meteorological and socio-cultural conditions. This
should be examined considering local criteria based on
technical knowledge of local technicians and
consultants. Listed items should be examined

periodically after the completion of the project. 

5.3.5 Impact

Mid-/long term project effects on the education
sector in target regions or the recipient country should
be examined. More specifically, as shown in Table 7,
evaluators need to assess the degree to which the
project contributes to the development of human
resources and the education environment in the region,
or at the national level in cases where the project is
conducted nation-wide. Indicators such as the
enrollment rate and the number of students per class
can be used, and changes in types of employment or
future study of graduates can be assessed. Also,
correction of discrepancies in education quality among
regions over a long term is another consideration.
Evaluators, however, should keep in mind that it is
very difficult to scientifically prove direct project
effects even when those indicators are used.

In cases where a pilot component is involved
using model schools in the project, it is necessary first

Satoshi Morita, Yasuyuki Sagara
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to distinguish target beneficiaries in the pilot
component from other beneficiaries in the project12,
and examine the usefulness of the developed school
management model, its potential applicability to other
regions, and the appropriateness of component designs
for applying the model. These issues have rarely been
discussed in actual evaluation reports in the past.

5.4 Remarks for Application of Guidelines

Evaluators should first consider exogenous
conditions and their influence on the target project.
Main exogenous conditions related to SCPs include: 1)
consistent allocation of budgets for school
management and facilities maintenance; 2)
improvement of infrastructure around schools and
access conditions; and 3) employment and placement
of teachers. These conditions are directly subject to the
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Table 7 “Impact”and Evaluation Viewpoints
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decision-making of the central and local governments
in the recipient country. Also, 4) improvement of
education regarding sanitation is an important issue
related to construction of support facilities. 

The contents of statistical data in the education
sector of the recipient country highly affect the way of
evaluation. Evaluators need to clearly understand the
education policy of the target region or country and
make evaluation designs utilizing available
information or data, and may have to change the
designs at any point, depending on the situation.

These guidelines emphasize the importance of
local systems and standards in evaluation and will, no
doubt, be refined through utilization in the field. In the
case that users are identified, evaluation viewpoints
can be more specific. It is desirable to add new
viewpoints, items and indicators after examining more
cases of SCPs. However, some criteria regarding SC
that are specific to a certain country, may not
necessarily be applied in other countries due to the
different socio-economic and cultural factors, and
thus, collection of such data may sometimes not be
useful. Meanwhile, it is meaningful to collect
indicators and relevant data regarding the
improvement of education and study environment for
students in relation to follow-ups for EFA and the
Millennium Development Goals.

6．Summary and Prospects

This study presented a list of collected indicators
related to SC, conceptual models of assistance
framework in education cooperation, new trends
regarding SC in developing countries, a conceptual
picture of the five criteria and relationships among
stakeholders for evaluation of SCPs and an extract of
newly established evaluation guidelines for SCPs. Key
issues that emerged in establishing the guidelines
include: 1) the issue of cost per school building should
be discussed from the viewpoint of relevance; 2) in
order to examine extended effects of SC and other
components, it is necessary to apply the five criteria

from holistic viewpoints, considering stakeholders'
roles in the local community; and 3) various systems
regarding SC are being established in the education
sector in developing countries, and evaluators should
take them into maximum consideration in evaluating
SCPs.

Recently, a shift from single projects in
education to comprehensive education assistance has
been observed at some donor agencies. Meanwhile,
evaluation methods for education assistance may
accordingly change to become more systematic
(Muta2003). For instance, there has been a move
among donor agencies towards joint evaluation in
basic education (Imoto2003). The shift of interest in
assistance evaluation from the project level to the
program and policy levels is another issue that has
arisen in evaluation of education assistance
(Nagao2003). This shift is key to promoting
coordination not only in evaluation, but also in aid
implementation among donors. Regarding SCPs in
developing countries, donors need to adjust and
modify their project designs in accordance with
existing local systems related to SC. The number of
single projects may decrease and comprehensive
education assistance may expand. In that case,
evaluation should be implemented in a holistic and
systematic way, and the application of the presented
guidelines will be helpful.
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Notes

1    As seen in the“Dakar Framework for Action”agreed

at the World Education Forum in 2000, main issues

include: 1) qualitative improvement and quantitative

expansion of school attendance in primary and

secondary education; 2) reduction of disparities in

education; and 3) improvement of educational

management (JICA 2002a).

2    Since 1979, 184 projects have been conducted in 47

countries, and the total amount provided has been 151.6

billion yen (based on obtained JICA documents).

3    The main reasons for this are as follows: 1) contractors

are limited to Japanese firms; and 2) the rule of annual

budgeting is always applied (IDJ2004).

4    Based on results of interviews conducted by the author

(Morita), donor agencies in Japan and the WB and ADB

have not developed evaluation guidelines for their SCPs.

In“JICA Evaluation Handbook for Basic Education

Development Projects”published in March 2004, no

specific issues or indicators related to SC are mentioned.

5    Regarding the other 5 projects, no evaluation documents

were published as of December 2004.

6    “Construction” of school buildings includes: 1) new

construction; and 2) re-construction. The former

includes: 1) new construction at a site where a teacher

previously regularly offered classes to a certain number

of students in the open air; and 2) new construction at a

site where no classes of any kind were previously

offered. The latter means construction of new school

buildings after tearing down originally existing school

buildings.

7    “Expected effects”emerged mostly from the review

results of the B/D study reports, while key indicators are

from those of both the ex-ante evaluation tables and the

ex-post evaluation reports.

8    A block grant is a subsidy that the government has

provided since 1998 for constructing new school

buildings in areas in poverty or management and

maintenance of existing schools, financially supported

by the WB or ADB (JICA2001). Prior to this, there was

a specially funded program to support construction of

elementary school buildings all over the nation, called

“Inpres,”initiated in 1973. After achieving a nearly 100

percent average enrollment rate for elementary

education at the national level in 1993, the government

has raised the goal of realizing a nine-year compulsory

education system by 2010.

9    Emphasis may be placed on different viewpoints

depending on the evaluation timing ― usually,

relevance is emphasized in ex-ante evaluation; relevance

and efficiency in mid-term evaluation; relevance,

efficiency and effectiveness in terminal evaluation; and

sustainability and impact in ex-post evaluation

(JICA2002b). 

10  In evaluation, it becomes important first to place the

target project in the recipient country's policy structure.

Regarding the relationships between policy structure and

the DAC's five criteria, refer to Miyoshi et al. (2003).

11  The application of economic analysis methods may not

be useful in an attempt to measure some of the target

project's effects in the education sector. For instance, the

cost-benefits analysis is usually not implemented in

JBIC projects in the education sector in which there is

no profitability in general or benefits cannot easily be

measured quantitatively (JBIC2003). The cost-effects

analysis involves some technical difficulties regarding

data collection, and is also usually not applied

(OECF1999).

12  Refer to Morita et al. (2003) for a model of“pilot

project regarding model development and its

application.”
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1．はじめに

我が国における評価研究者及び評価実務者の情
報交換の場として、また評価活動の向上と普及の
ための事業を推進すること（学会規約第3条）を
目的に本学会が設立されたのが2000年9月、その
後2002年3月に研修委員会が発足し、そして学会
設立から3年後の2003年には研修委員会事業とし

て「学生評価インターン出前サービス事業」（以
下、評価インターン事業という。）が始動してい
る。

同委員会は当該事業を「学生会員にとっては評
価を体験する機会として、委託者である自治体や
NGOにとっては外部の評価者による評価を低コ
ストで受けられる機会」と位置づけており、主に
評価人材の育成と評価文化の浸透を企図している

【実践・調査報告】

学生評価インターン制度の拡充に向けた一考察
―「ラオスのこども」の組織運営に関する評価調査を事例として―

要　約

我が国の様々な分野で評価が導入・検討されるに伴い、「評価慣行の一層の普及・定着にとって専門性
を備えた評価人材の育成が不可欠の課題」（長尾 2005）といった「評価活動を実践・研究する人材」の確
保を模索する動きが出てきている。評価人材を中・長期的に確保・育成しようとするとき、これまでの

（1）評価実施機関を中心に進められてきた評価人材育成に加え、（2）大学等の高等教育機関がその役割の
一部を担うという方向性も検討の余地がある。然るに、本学会研修委員会が展開する評価インターン事業
は、後者（2）との関連で、評価初学者に評価実務経験の場を提供する実践的な評価人材育成事業である
と言えるが、評価体験が自己目的化する恐れもあり、評価依頼者にとって有意な評価結果をもたらせたか
いう意味における評価の質は、何れの評価インターンも問われなければならないと考える。そこで本稿で
は、評価インターンとして国内NGOの組織評価調査に参加した経験をもとに、その評価事例を紹介し、併
せてその有用性についてPatton（1997）および長尾（2003）が展開する実用重視評価の理論、とりわけ長
尾が掲げる実用重視評価の6つの視点に照らして考察を加える。その結果、いくつかの点において実用重
視評価の要素を認めることができたが、同時に課題も見出された。今後の制度拡充のために、評価インタ
ーンは実用重視の視点に立ち、結果の有用性に配慮した評価調査を実施することが必要である。

キーワード

実用重視評価、評価結果の活用、組織評価、評価人材育成、学生評価インターン

茂木　勇
立教大学大学院

isamsan136@ybb.ne.jp

日本評価学会『日本評価研究』第6巻第1号、2006年、pp.161-174
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（日本評価学会 2005）。
翻って、我が国の評価人材育成を概観するとき、

これまでもODA評価に関連するものとして、
JICAのPCM研修をはじめ、国際開発高等教育機
構（FASID）や国際開発センター（IDCJ）等が実
施する研修プログラムの例があり、また政策評価
ないし行政評価に関しては、総務省の政策評価統
一研修や政策評価フォーラムのほか、地方自治体
においても評価実務研修が実施されるなど、その
役割は主に評価実施機関が担ってきた経緯があ
る。

一方で、我が国において評価活動が浸透し、
様々な分野で評価が研究・実践されるに伴い、

「評価慣行の一層の普及・定着にとって専門性を
備えた評価人材の育成が不可欠の課題」（長尾
2005）といった指摘も出ている。

それゆえ今後、評価人材を中・長期的に確保し
ていこうとするならば、上述の（1）評価実施機
関を中心としたこれまでの評価人材育成に加え
て、（2）大学等の高等教育機関がその一翼を担う
という方向性も検討の余地がある。米国を始めと
する諸外国の事例1 を見るとき、また我が国にお
いても評価論講座を開講する大学が近年増えつつ
あることを鑑みるに、その実現可能性は少なから
ずあると思われる。

然るに、評価インターン事業は、研修委員会の
企図によれば、後者（2）の視点との関連で、評
価初学者に評価実務経験の場を提供する、優れて
実践的な評価人材育成事業であると言えるだろ
う。ただし、ここで注意が必要なのは、評価依頼
者すなわちインターン受入先にとって意味ある介
入とならなければ、評価実務としては価値がない
点である。したがって、単なる“評価体験”に終
始することなく「評価依頼者にとって如何に有意
な評価結果をもたらせたか」いう意味における

「評価の質」は、何れの評価インターン参加者に
ついても問われなければならないと思われる。

以上を踏まえ、本稿では、平成16年度評価イン
ターンとして国内NGOの組織評価に参加した筆
者の経験をもとに、まず評価インターンが実施し
た評価調査の一例を紹介する。そのうえで当該調
査についてPatton（1997）が提起し、国内では長
尾（2003）が要約・紹介している実用重視評価の

理論に照らし、長尾の掲げる6つの視点を手掛か
りに考察を加える。そして考察の結果を踏まえ、
今後の評価インターン制度の拡充のための提言な
いし課題の指摘を行いたい。

2．評価インターン調査「ラオスのこども」
の組織運営に関する評価調査の概要2

本節では、評価インターン調査の一連の流れ
（計画・実施・報告）について、時系列に沿って
振り返ることとしたい。

（1）評価調査実施の経緯と目的

「ラオスのこども」とは
評価対象団体である「特定非営利活動法人ラオ

スのこども」3 は、1982年にチャンタソン・イン
タヴォン氏（現共同代表）が地域バザーで売れ残
った日本語の絵本をラオスのこどもたちに送り始
めた活動（「ラオスの子どもに絵本を送る会」）を
前身としており、現在では３本の柱となる活動、
すなわち、
①創作絵本・紙芝居などの出版事業
②読書推進運動（図書箱・図書袋配布プロジェク

ト、学校図書室の整備・運営、教員へのセミナ
ー開催支援）

③子ども文化センター事業（8か所の運営、スタ
ッフ研修支援）

を中心に活動を行っている。設立以来、20年の活
動期間を経て、2003年5月にＮＰＯ法人の認証を
取得、法人化に至っている。また、法人化にむけ
た準備の過程において、任意団体時代に漠然と共
有してきた活動の目的・理念を明確にする一方、
新たに理事会を設け、意思決定の手順を定めるな
ど、組織機構の整備を進めてきた。法人化の狙い
は偏に「組織の責任を明確にし、信頼性の高い組
織運営を確保しつつ、ボランティアによる多様で
自発的な活動を実現すること」にあったが、同団
体はその部分に不安を抱えていた。

評価調査の流れ
評価調査の主眼は、したがって「ラオスのこど
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も」の組織評価を行うことにあるが、評価調査の
基本的な流れとしては、概ね「JICA事業評価」
で利用されている手法を参考にしている。JICA
事業評価では、評価調査を大きく「調査の計画」

「調査の実施」「調査の報告」の3つのステップに
分けており、また各ステップの作業内容を明確に
していることから（図1）、プロジェクト評価・組
織評価の別を問わず、はじめて評価実務に取り組
む評価インターンにとって、評価手順を理解する
うえで参考になる（国際協力機構2004）。

オリエンテーションと評価仕様書
調査実施に先駆けて平成16年9月3日、学会（研

修委員会）、評価委託団体（ラオスのこども）、評
価インターン、評価アドバイザー、助成団体担当
者（笹川平和財団）、インターン事務局の出席の
もと「評価インターン・オリエンテーション」が
開催された。

当日の流れとしては、参加者の自己紹介にはじ
まり、研修委員会より評価インターン事業の趣旨
や概要について説明がなされた後、評価アドバイ
ザーの司会により、「ラオスのこども」と評価イ
ンターンの間で評価の目的や手順、スケジュール
等を明確にするため、評価仕様書（案）を作成し
た。

しかしながら、オリエンテーションの時間内で

は十分に詰められない部分もあり、この評価仕様
書（案）をベースに、「ラオスのこども」と評価
インターンの間で数度にわたる意見交換の機会を
設けることとなった。その際、評価委託者との

「依頼内容の行き違い」を避けるために、評価イ
ンターンは以下の3点に留意しながら、出来る限
り「対話」の機会を設けて合意形成を図っている。

（イ）両者のもつ「評価」に対するイメージを
より近づけること

（ロ）団体側の「評価」に寄せる期待を十分に
汲みとること

（ハ）技術的かつ時間的に、評価インターンが
担える内容を明確にすること

また、評価仕様書の検討過程で効果的であった
のが、「ラオスのこども」の運営メンバー（理事
と事務局）を対象としたフォーカス・グループ・
インタビュー（以下FGIという。）であった。な
ぜなら、FGIでは組織の全体像の把握に有効であ
るのみならず、運営メンバー間において、評価へ
のイメージや期待に大きな差があったことを評価
委託者と評価インターンの双方が認識できたから
である。

結果的に、評価仕様書の作成に時間を費やすこ
ととなったが、団体代表者のみならず、運営メン
バーから評価に対する印象や期待、日常的な問題
意識を共有できたことで、これらを評価仕様書へ

（1）評価の目的の確認 ・評価結果の活用目的は何か 
・想定される利用者は誰か 

（2）評価対象のプロジェクトの情報整理 ・対象プロジェクトの計画内容の把握 
・対象プロジェクトの実施状況の把握 

（3）評価のデザイン　 ・どのように評価するのか 
・評価設問、判断基準・方法、必要なデータ、 
　情報収集方法の検討 

（4）データの収集　 ・現地調査の実施 
・国内調査の実施 

（5）データの分析と解釈　 ・データの解釈と判断基準 
・提言の策定、教訓の抽出 

（6）評価結果の報告　 ・評価結果のとりまとめと伝達 

フィードバック 

調査の 
計画 

調査の 
報告 

調査の 
実施 

図1 JICA評価調査の基本的流れ

（出所）国際協力機構（2004）、p.39



164

反映させることができた。このことは、評価結果
を利用すると思われる関係者の意向を汲む効果が
あったと言える。

以上より、今回の評価調査は「ラオスのこども」
の組織評価を行うものであり、その目的は、「法
人化より1年が経過した同団体について、組織運
営に関する全体的な評価を行うこと、加えて積極
的な参加を促す、責任体制の明確な組織運営のあ
り方について改善の選択肢を提示する」ことが確
認された。

（2）組織評価の方法

上記のとおり、「組織運営に関する全体的な評
価」を評価目的としたことから、組織運営能力に
ついて多角的に分析することとなった。然るに、
評価インターンは独自に評価指標を持っておら
ず、また指標作成も困難であったため、既存の評
価指標を使用することとした。文献調査及びイン
ターネットを利用した調査の結果、評価指標候補
として以下の4つを掲げた。
①特定非営利活動法人ハンガー・フリーワールド

組織評価表4

②東京ボランティア・市民活動センター「組織評
価」資料5

③Philippine Council for NGO Certification評価指標6 

④国際協力NGOセンター「NGOアカウンタビリ
ティ基準（案）」7

これら4つの基準は異なる特徴があったことか
ら、以下の通り比較検討を行っている。

まず4つの基準は大きく①②④と③の2つに大別
することができた。前者は組織評価のみを扱うも
の、後者は組織評価に加えて一部プログラム評価
を含むものであり、本調査では前者のタイプが適
すると判断した。続いて、①②④の3つの基準は
②④①の順により詳細な基準となっており、意思
決定や情報共有、財務管理といった組織運営を測
定する視点（評価項目）をそれぞれ設けており、
基本的な要素は何れも共通していると判断した。

これを踏まえて、評価インターンは以下の3つ
の理由から④国際協力NGOセンター（JANIC）の

「NGOアカウンタビリティ基準（案）」（以下、

JANIC基準という。）を指標として採用するに至
っている。

第1に、JANIC基準はNGO活動の発展を目途に、
NGO関係者が共同かつ自主的に作成した指標で
あり、評価インターンが使用する評価指標として

「ラオスのこども」関係者の納得性が得られやす
いと考えたこと。

第2に、JANIC基準を実際に利用した団体に対
して、作業における注意事項や実施状況等につい
て聞き取りしたところ「使いやすい基準」との指
摘8 もあり、評価作業が円滑にできるものと考え
たこと。

第3に、「ラオスのこども」は、JANIC基準の一
部を使って平成16年6月に内部評価合宿を実施し
ており、すでに同基準の存在を知っていたこと。
加えて今回の評価調査は外部評価であるため、団
体として過去に実施した内部評価と今回委託した
外部評価の比較が可能となり、これも同団体にと
っては有益であると考えたこと。

（3）調査項目とデータ収集方法

JANIC基準はNGOの組織運営に必要とされる要
素を9つのカテゴリに分類のうえ、評価項目とし
ている。

【JANIC基準の9つの評価項目】
①目的（理念、使命）
②意思決定
③情報の共有と公開
④組織の機構・役割
⑤業務の遂行
⑥財務
⑦明文化
⑧法令等の遵守
⑨組織の強化

「ラオスのこども」はNGOとしての活動歴は長
く古参の部類に属するものの、法人化してから1
年と間もなく、体制整備を進めている段階にあっ
たため、すべての評価項目を評価対象とするか否
か、インターンの間でも意見が分かれたが、評価
仕様書に立ち返れば「組織運営に関する全体的な

茂木　勇
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評価」を行う旨を盛り込んでおり、結果として9
分野すべてを評価対象項目とした。

次に9つの評価項目ごとに設けられている質問
項目（67項目）について、その判断根拠となるデ
ータ内容、対象となる関係者、調査の手段等を一
覧化し、明確に判断が行なえるよう様式化した

（表1－1，1－2）。

また、評価調査におけるデータ収集について
は、以下①～⑥の方法により行っている9 。

①公開資料・文献レビュー
②イベント会場の視察
③運営会議の傍聴
④内部書類閲覧
⑤聞き取り調査（理事、事務局員、ボランティ

ア、元事務局員）
⑥アンケート調査（メーリングリスト利用）
今回、①～⑥の各手法を用意しているが、これ

は複数のデータ収集方法を組み合わせることでデ
ータの精度をあげようとする「トライアンギュレ
ーション（三角検証）」10 の考え方を実践した結
果である。また、データ収集方法⑥として掲げた
アンケート調査については評価委託者の関心が特
に高く、アンケートの質問内容について3度の協
議・修正を経て実施するに至った。回収率は低か
ったものの、評価委託者の意向を十分に汲んだア
ンケート調査となっている。

（4）レイティング作業　

評価作業は、まず9つある評価項目を3つに分け、
評価インターン3名がそれぞれ3項目ずつ主担当と
なった。続いて、各自でひと通りの評価レイティ
ングを行った後、評価者3名で67の質問項目ごと
にレイティング値とその判断根拠を示しつつ、評
価の「すりあわせ作業」を行った。この「すりあ
わせ作業」では、主担当を司会に評価インターン
がそれぞれのレイティング値を示しながら、根拠
となる書類の記載事項、各種規程の存在、 聞き
取り調査の結果、アンケート集計結果などを材料
に協議を重ねる形式をとった。とりわけ評価イン
ターンの間で数値に隔たりがある場合は、その判
断根拠を相互に示して協議し、再度レイティング

を行った。この方式は多くの時間がかかる一方、
インターン3人で協議するため、判断材料の見落
としや勘違いを防げるため、評価レイティングの
精度を維持する効果があった。

これらの作業を経て、項目別評価結果シートに
まとめるとともに、本調査のレイティング値と評
価委託者が平成16年6月に実施した内部評価結果
を比較するために、チャート比較図を作成して、
これを対比させた（図2）。

図2によれば、評価委託者と評価インターンの
レイティング値は「2.意思決定」でほぼ一致した
ものの、「3.情報共有と公開」、「4.組織の機構・役
割」、「7.明文化」の3項目では評価インターンの
数値の方が高く、またその他5項目では評価委託
者の数値が高くなっており、相対的に評価インタ
ーンのレイティング値の方が低い傾向にある。た
だし、数値の大小よりは、チャート図の形状（凹
凸）が異なる点が両者の認識の差であると考えら
れるから、外部者から「ラオスのこども」を見た
とき、情報共有と公開、組織の機構・役割、明文
化の3項目に組織運営の強みを見出すことができ
ると判断した。

（5）評価結果に基づく改善策の提案

評価結果に基づく提言・改善策の提示について
は、内容の目安として「大提言」「中提言」「小提
言」の3種類に区分した。

大提言：団体の目的や機構、人員など組織運
営の根幹を抜本的に改善するもの

中提言：団体の組織運営において、その機能
向上に資する改善を行うもの

小提言：団体の内部事務を改善するもの

本件調査の結果を踏まえ、評価インターンから、
大提言2件・中提言4件・小提言6件からなる合計
12件の提言・改善策を提示した（表2-1,2-2）。こ
れらの提言・改善策を含む評価結果概要につい
て、平成17年2月に理事および事務局に対して報
告し、その後同年8月「ラオスのこども」定期総
会11 の場においても評価結果概要を報告した。こ
れは「より多くの関係者が集まる定期総会の場で
評価結果報告会を実施することで、組織の問題点

学生評価インターン制度の拡充に向けた一考察
－『ラオスのこども』の組織運営に関する評価調査を事例として－
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大項目 7．明文化 

4 指標 

理事会 5名 

3名 

2名 
事務局 

監事 

活動会員 

その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

書類閲覧 

ヒアリング 

アンケート 

現地見学 

その他 

団体のミッションは誰からも分かるように明文化されているか 

組織の目的（理念、使命）を明文化する。 

項目番号 7－1 担当者 茂木 

評価項目 

達成度 

参考データ ラオスのこども定款 

調査対象 

調査方法 

評価メモ 

評　価 
大項目 

・定款第3条（目的）において団体の活動目的・使命は明確にされている。 
・また、ラオスのこども通信の裏表紙には定款3条（目的）が記載され、明文化に加えて、 
　常に社会に発信する姿勢が見受けられる。 
　以上より、評価結果を「達成している（＝4）」とした。 

（注）評価項目「7．明文化」の一つ「7－1．組織の目的（理念、使命）を明文化する」の評価シートを抽出掲載したもの。 

（注）9つの評価項目のうち「1.目的」「2.意思決定」を抽出掲載したもの。 

（出所）茂木・山田・山村（2004） 

（出所）茂木・山田・山村（2004）をもとに筆者作成 

小項目 
判断基準・指標 
・根拠 
アンケート 

アンケート・聞き取 
り調査 

関係者聞き取り 
定款 
NPO立上げ検討 
資料 

理事 
事務局 
会員（ML 
参加者） 

理事 
事務局 
活動会員 

聞き取り 
調査 
アンケート 

聞き取り 
調査 
アンケート 

定款 
議事録 
ニュースレター 
 

議事録、聞き取り 
調査 

議事録、聞き取り 
調査 

定款記載、聞き取 
り調査 
議事録、聞き取り調 
査、ニュースレター 

聞き取り調査 

到達 必要なデータ 調査対象 調査方法 

1．目的 

2．意思 
　  決定 

1－1．組織の目的（理念、使命）を明確に 
し、必要に応じて見直す。 

2－1．組織の意思を決定するにあたって 
は、組織内外の関係者の意思を把握し、 
反映させる。 

1－2．関係者の幅広い参加を得て目的 
（理念・使命）の明文化と見直しを行う。 

2－2．意思決定にはより客観的な判断が 
できるように多分野の人の参加を得る。 

2－3．意思決定の仕組みとプロセス、基準 
を明確にする。 
2－4．意思決定は、透明かつ民主的に行 
ない、決定の理由を明らかにする。 
2－5．決定する事項について利害関係を 
有する者は、その決定に加わらない。 

表1－1 項目別評価シート（「7．明文化」のサンプル）

表1－2 「ラオスのこども」組織評価　評価シート（大項目１・２：サンプル）
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項　目 

1. 目的 

2. 意思決定 

3. 情報の共有と公開 

4. 組織の機構・役割 

5. 業務の遂行 

6. 財務 

7. 明文化 

8. 法令等の遒守 

9. 組織の強化 

ラオスの 
こども 

評価イン 
ターン 

2.8 

2.5 

2.5 

3.1 

2.7 

2.9 

3.0 

3.2 

2.8

2.5 

2.4 

2.8 

3.5 

2.4 

2.6 

3.3 

2.4 

2.3

３
・
情
報
の
共
有
と 

　
　
公
開 

５
・
業
務 

　
　
の
遂
行 

６
・
財
務 

７
・
明
文
化 

８
・
法
令
等
の 

　
　
遒
守 

９
・
組
織
の 

　
　
強
化 

２
・
意
思
決
定 

４
・
組
織
の
機
構 

　
・
役
割 

１
・
目
的 4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

ラオスのこども 

評価インターン 

図２　レイティング集計結果及びチャート比較図

大提言 

 

（2件） 

 

中提言 

（4件） 

　 

　 

　 

小提言 

（6件） 

団体の目的理解・共有化について改善するもの 

 

理事－事務局の兼任体制の見直しを行うもの 

 

団体の情報システムを改善するもの 

新人教育担当理事の創設、またはボランティア 

コーディネーターの設置 

団体の組織強化（人材育成制度）を図るもの 

団体の組織強化（広報部設置）を図るもの 

団体の情報共有（ＩＴの高度利用）を改善するもの 

新入会員用ガイダンスプログラムの開発 

団体の内部事務（通信事務）を改善するもの 

団体の内部事務（資金管理）を改善するもの 

団体の内部事務（就業規制）を改善するもの 

団体の組織強化（イベント担当制）をを図るもの 

 

1 目的 

 

4 組織の機構・役割 

 

3 情報の共有と公開 

4 組織の機構・役割 
 

9 組織の強化 

9 組織の強化 

3 情報の共有と公開 

5 業務の遂行 

6 財務 

6 財務 

7 明文化 

9 組織の強化 

 

団体の内部事務を改善 

するもの 

 

 

 

 

 

 

区分 

 

提言内容 

 

関連評価項目 

 

提言の区分 

 
団体の目的や機構、人員 

など組織運営の根幹を抜 

本的に改善するもの 

 

団体の組織運営におい 

て､その機能向上に資す 

る改善を行うもの 

 

（出所）茂木・山田・山村（2004）

表2－１　評価結果に基づく提言・改善策一覧

（出所）茂木・山田・山村（2004）をもとに筆者作成
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提言区分 

４．組織の機構・役割 

定款 
職務権限規程 

（出所）茂木・山田・山村（２００４）をもとに筆者作成 

（出所）「ラオスのこども」による報告をもとに筆者作成 

組織の全体構成と各機関や部署の役割、権限を明確にしておく。 

組織全体の構成と各機関や部署の役割・権限は明確にされているか 

項目番号 

指標 ３ 

４─１．Ｂ 担当者 山田 大 項 目  

評価項目 具体的な評価の視点 「ラオスのこども」のコメント 

評価項目 

達 成 度  

参　　考 
デ ー タ  

問
題
点 

改
善
案 

中提言 

新人教育担当理事の創設／ボランティアコーディネーター設置 提言内容 

（ 参　考 ） 関連評価項目 
 

事務局の日常業務の簡素化・効率化を考えるとき、現状のボランティア（活動会員）のマネジメントに要して
いる負担を軽減すべきと考える。 

取りうる選択肢としては２つあるものと考える。 
（１）理事の中から「新人教育担当理事」を指名する。 
（２）または理事に限らず「ボランティアコーディネーター役」の人材を育成して、ボランティア（活動会員）

のまとめ役、教育担当の任にあたってもらう。 

①評価実施プロ
セスの妥当性 
 
＝評価の計画、
実施の過程は適
切であったと思
うか。それはな
ぜか。 

（ア）評価対象への理解度 ・団体内外のいろいろなポジションの人間に聞き取りしていたので
組織の全体像について必要なところまで理解したと思われる。 

（イ）調査項目・評価指標の適切性 ・団体運営を中心的に行うものと、ボランティアや支援者の間でど
のような意識の差があるのかについて特に関心を寄せていたが、実
際の評価項目はそこに留まらず、組織を全体的に見渡すものとなり、
財務関係や法令遵守なども見てもらった点が良かった。 

（イ）評価報告内容の分かり易さ（報
告書の質、発表等） 

・わかりやすいと感じた。 

（ア）インターンの資格、インターン
の実施能力の適性度 

・社会人経験ありの方であったことが良かったように思う。 

（イ）調査実施体制の適性度、インタ
ーンの人数、アドバイザーの役割 

・実施体制およびインターンの人数は、今回程度でよいと思う（ア
ドバイザーに関しては後述あり）。 

（ウ）事前オリエンテーションの内容 ・評価を受ける側は初めての経験であるため、オリエンテーション
の席で「何を評価してもらいたいか」をアドイザーを含めて深めて
いけたのが良かった。 
・「何を」「どのように」「何のために」評価する或いはさせるのか、メ
ンバーのもつイメージは当初“ばらばら”だったので、できれば会の
メンバーが多数いる場で行えれば、なお良かったのではないかと思う。 
・その後、評価インターンと何度か協議して最終的にまとまったが、
評価の目的や評価手法を決めるまでには、時間がかかるものだと感じた。 

（ウ）データ収集源・収集方法の適切
性 

・アンケートや聞取調査は精力的に実施してもらい、特にアンケー
トは協議を重ねて何回か作り直してもらった。その結果、アンケー
ト回答者については意識・意見などある程度わかったので良かった。
また、回答者が少なかった点は残念であり、アンケート未回答者の
意識や意見も知りたいところであった。 

（ア）教訓・提言などの受け入れ団体
にとっての有用性 

・指摘された内容は「おっしゃるとおり」という感じであった。運
営メンバーにとっては「分かっているが手が回らない」点でもあるが、
再認識した部分が多かった。 
・ボランティアや支援者に対して評価結果を報告してもらう予定な
ので組織全体でこれら問題を共有し、改善につなげたい。 

②評価の有用性 
 
＝評価結果は団
体にとって有益
であったか。そ
れはなぜか。 

③インターン制
度の有効性 
 
＝インターン制
度は有効に機能
していたか。そ
れはなぜか。 

表2－2 評価結果に基づく提言・改善策（中提言：サンプル）

表3 受入団体による評価
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の共有につながる」という評価委託者の意向を反
映させた企画であり、評価インターンとしても組
織運営の改善にむけて協力できたものと考える。

（6）評価インターン受入団体による評価

日本評価学会評価インターン報告会において、
受入団体である「ラオスのこども」より、評価イ
ンターンの活動と評価結果に対する評価報告がな
された。これに係わる評価設問は、研修委員会が
事前に作成しており、3つの評価項目によって構
成されている。受入団体の評価として口頭報告さ
れた内容を表3にまとめている（当該内容につい
ては第3節以降で触れることとしたい）。

3．実用重視評価との接点

以上、評価インターンによる評価調査の一例を
概観してきたが、当該事例のように「組織運営に
関する全体的評価と改善策の呈示」を目的とする
評価調査にあっては、いかに組織運営の改善につ
ながるかが問われていると言える。

然るに、評価結果が対象組織にとって有用なも
のであったか（意味あるものであったか）検討す
ることは、2つの点において重要であると考える。

第1に、評価初学者の“評価体験”に終始せず、
評価依頼者に対して意味ある介入とならなけれ
ば、そもそも評価目的を満たしたことにならない
こと。

第2に、評価インターンによる評価活動が“有
用である”と認知されることにより、今後、評価
インターン制度の需給が拡大し、中・長期的には
評価文化の浸透に貢献しうると考えられること。

そこで本節では、評価インターンによる評価調
査について、有用性の視点から評価を試みること
にする。その際、評価の有用性に注目した評価方
法として、Patton（1997）によって提起された実
用重視評価の考え方を援用し、以下に掲げる実用
重視評価の６つの視点を手掛かりに考察する。

（1）実用重視評価の基本的な考え方

実用重視評価は、従来の定量的手法と定性的手
法の相克を評価の有用性という尺度で統合しよう
と、Patton（1997）によって提起された理論であ
り、本学会においても長尾（2003）がその基本的
な考え方や実践事例、問題点について紹介・論考
している。長尾によれば、実用重視評価はその基
本的な考え方として6つの視点から考察すること
ができる。
（イ）評価者の役割
（ロ）利害関係者の評価活動への参加
（ハ）成果重視の評価デザイン
（ニ）データの分析、解釈、判定
（ホ）提言と報告
（ヘ）政治的圧力への対応

実用重視評価で最も重要な原則は、個々の評価
の目的に沿って結果の有用性を極大化することで
あるとされる。有用性の大小は評価結果の活用に
よって決まるため、上記のいずれの視点において
も、その要諦は「結果の活用」に資するか否かに
ある。例えば（イ）評価者の役割については、評
価者はまず評価の目的を見極めるとともに、評価
結果の活用に関心をもつと想定される層を特定化
することが求められ、また評価の目的別に利害関
係者の範囲を考慮して、評価への関与の度合いを
コントロールすることが必要とされる（長尾
2003, p.60）。

また（ロ）利害関係者の評価活動への参加では、
評価結果の想定利用者を評価作業に参加させるこ
とにより、関係者相互の事業に関する理解の共有、
事業に対する当事者意識の向上、事業への関与の
拡大を導き、結果として評価結果の活用を担保で
きると考える（長尾2003, p.60）。

さらに（ハ）成果重視の評価デザインの視点に
ついては、評価の「成果」を評価結果の利用者が
望ましいと考える形で規定し、それに基づいて評
価を組み立てることにより、結果の活用の確率は
高まると考える。したがって評価者は、事業関係
者および利害関係者と評価枠組（①事業成果の定
義、②成果指標、③データ収集方法）について、
繰り返し協議することが重要となる（長尾2003,
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p60）。
加えて（ニ）データの分析・解釈・判定に関し

ては、通常の評価と基本的には同様とするが、そ
の過程に評価結果の想定利用者を参加させること
で、結果に対する当事者意識を持つようになると
考える（長尾2003, pp.60-61）。

そして（ホ）提言と報告は、実用重視評価が最
も重視するところであり、評価結果の利用につい
て最大限の努力が必要とされる（長尾2003, p.61）。

最後に（ヘ）政治的圧力への対応では、実用重
視評価において評価者は、事業と事業関係者に積
極的に関わるため、ともすると政治的な綱引きに
巻き込まれる場合がある。その際には評価の想定
利用者にとって有益な成果が得られるような評価
を実施できるよう政治的ゲームに主体的に関与す
ることもあるとしている（長尾2003, p.61）。

（2）評価インターンはどこまで有用な評価を行
えたのか

前項では長尾の論考を拠り所として、実用重視
評価の基本的な考え方について触れた。そして、
実用重視評価の最も重要な原則が「個々の評価の
目的に沿って結果の有用性を極大化すること」で
あることを確認した。

然るに、評価インターンが実施した評価調査は、
これら実用重視評価の要素をどこまでクリアでき
たであろうか。ここでは評価インターン活動およ
び評価インターン受入団体による評価について、
長尾の掲げる6つの視点をもとに振り返ることと
したい。

視点1：評価者の役割
評価の目的および評価結果の想定利用者の特定

については、研修委員会が事前に用意した評価仕
様書フォーマットを完成できれば、概ね達成でき
る段取りになっていた。加えて今回は、組織運営
の改善を目的とする形成評価の性格が強く、利害
関係者の幅広い参加が必要と考えられた。

しかし先述の通り、オリエンテーションで評価
仕様書（案）を作成した後、評価委託者とインタ
ーンの間で数度にわたる話し合いが必要であった
のは、評価目的ひとつとっても、評価委託者の内

部が一枚岩ではなく、各個人の置かれている立場
によって評価に対するイメージや期待が一様でな
いことが原因であった。今回のケースではFGIを
実施して、これらの共有を図るとともに、運営メ
ンバーの日頃の問題意識を汲んだ評価仕様書を作
成することができたことから、実用重視の視点を
ふまえた評価仕様書になったものと考える。

ただし、受入団体評価では、評価アドバイザー
同席のオリエンテーションの段階で、幅広い層を
参加させて評価仕様書を作成することが提案され
ているが、今回の評価インターンが早い段階でこ
れを行えなかったことに起因する改善提案である
と思われる。今後、評価インターンがこれを円滑
に行えるよう効果的な手法を検討する必要がある
だろう。

視点2：利害関係者の評価活動への参加
視点1と重複するが、今回の評価調査では、評

価仕様書の作成段階で運営メンバー（理事および
事務局）の協力を得たことがあげられる。また、
データ収集の一環として実施されたアンケート調
査では、質問内容の構成について運営メンバーと
3度の協議・修正を行って評価委託者の意向、す
なわち「知りたいこと」を洩らさないように設計
しており、同調査に対する関心・期待を高めるこ
ととなった。

その結果、受入団体評価では、アンケート作成
過程及びアンケート回答結果について参考になっ
たと評価されていることから、実用重視評価の要
素に対応できたものと考える。

ただし、利害関係者と言っても運営メンバーの
他にボランティアや資金提供者がおり、これら主
体の積極的な参加を得ているわけではないため、
今後、組織評価であっても評価活動への参加の度
合いを高める方策を検討する必要があるだろう。

視点3：成果重視の評価デザイン
ここでいう成果重視の意図は、ロジカル・フレ

ームワークやプログラム・セオリー・マトリック
スを用いて、事業における「投入－活動－結果－
成果」の因果関係を明示しつつ、ターゲットグル
ープにとって望ましい事業成果を定義して評価デ
ザインを行うことにあるが、今回のケースは組織
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運営の改善を目的とする組織評価であるため、視
点3とは直接的には関連性が薄い。

視点4：データの分析・解釈・判定
今回の評価調査では、JANIC基準を用いてレイ

ティングを実施しているが、数値が出揃った段階
で評価委託者に対して経過報告を行った。先述の
通り評価委託者は同基準を経験済であったから、
不明瞭な箇所や自己認識と大きく異なる数値（特
に認識より低い数値）について関心が集中した。
評価インターンは根拠を示して説明を行うことで
納得を得たが、なかにはインターン側の認識不足
や事実誤認により、再レイティングを行った箇所
もあった。

また、受入団体評価においては、組織を全体的
に見渡した点および財務関係・法令遵守について
も判断根拠を示してレイティングした点も評価さ
れており、結果として実用重視の視点を加味でき
たものと思われる。

ただし、今回のケースのように評価委託者にと
って既知の基準を用いてレイティングを行うのは
むしろ稀であり、一般的には評価インターンにと
って、データ分析・解釈・判定の過程に実用重視
評価の要素を取り入れるには、より周到な準備が
必要であると思われる。

視点5：提言と報告
提言と報告については実用重視評価が最も重視

するところであるが、提言・改善策を含む評価結
果概要について「ラオスのこども」定期総会11 の
場において報告した。

これは「より多くの関係者が集まる定期総会の
場で評価結果報告会を実施することで、組織の問
題点の共有につながり、組織にとってプラスにな
る」という森共同代表の考えを反映させたもので
あった。当日、会場からは「組織のもつ強み弱み
が分かった」「評価報告が分かりやすく楽しく聞
けた」とのコメントが寄せられた。運営メンバー
だけでなく、組織全体で問題点の共有化を図れる
という意味で、定期総会等における評価調査報告
は有効であると考える。

受入団体評価では「運営メンバーにとって“分
かっているが手が回らない”点が指摘され、課題

を再認識した部分が多かった」との評価が寄せら
れた。その意味で提言・改善策は評価委託者にと
って想定範囲内であったようである。ただし、評
価結果報告書の提出が平成17年3月、定期総会が
同年8月であったが、この間に提言・改善策のい
くつかの項目については、すでに改善の取り組み
を始めており、少なからず組織運営改善の契機に
なったものと考えられる。

視点6：政治的圧力への対応
今回のケースについては、組織評価であったこ

ともあり、事業や事業関係者との政治的交渉に関
与する要素はなかった。

4．まとめ－評価インターン制度の課題と
制度拡充に向けた提言－

以上、実用重視評価の基本的視座より、評価イ
ンターンの行った組織評価の事例を振り返りなが
ら、その有意性を眺めてきた。その結果、評価イ
ンターンの評価事例にも、実用重視評価の要素が
認められる箇所があったといえる。例えば「評価
者の役割」「利害関係者の評価活動への参加」「デ
ータの分析・解釈・判定」「提言と報告」の各視
点では不十分ながらも実用重視評価を実践できた
と考える。しかしながら、同時に実用重視評価導
入の難しさや評価インターンに関わる問題点も見
出されることとなった。

そこで以下では、評価インターン制度の課題と
今後の制度拡充に向けた提言について4点指摘し
たい。

第1に実用重視評価の問題点のひとつとして
「倫理的問題」があることについては、長尾
（2003､p.64）も指摘しており、評価結果の想定利
用者の重視する姿勢は、腐敗の危険性を招きかね
ない点がある、とされる。これに対しては、評価
者が特定グループの利益や関心だけでなく、一般
的・社会的利益への配慮とのバランスをいかにと
るかが重要と指摘されている。したがって、実用
重視評価の実践には、高度な倫理性を要求される
が、そもそも評価インターンでは、評価者倫理に
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ついてはオリエンテーションのなかでも特段に触
れられていない12 。

奇しくも受入団体評価の「インターンの資格」
について、「社会人経験ありの方であったことが
良かった」とする評価コメントが寄せられたのは、
評価者倫理の重要性と関係があると思われる。評
価インターンに何らかの倫理性規準を遵守させる
ことも一案である。

第2に評価インターンは、評価委託者との協議
のなかから評価仕様書を作成するのに思いのほか
時間を取られるが、仮に幅広く参加者を募って評
価仕様書を作成しようとすると、その効果的な方
法論をいまのところ確保できていない。恐らく通
常の会議形式では非効率であるし、FGIでは全員
参加は困難である。

確かに、参加型ミニワークショップを開催する
ことで、参加者に共通イメージの構築とその後の
評価活動への参加が期待できるが、ワークショッ
プ運営にも特殊の技能を要することから、果たし
て評価インターンにできるものか新たな課題が生
じる。評価仕様書の効果的な作成方法は、したが
って早急に検討すべき課題である。

第3に、評価結果の報告方法については、基本
的に評価委託者の考え方によるところが大きく、
評価報告書の提出で完了するケースもあれば、評
価報告会を開催するケースもあるだろう。

今回の評価インターンの経験からすれば、組織
評価にあっては組織運営幹部のみならず、関係者
全体に向けた報告会の開催が望ましいものと考え
る。評価インターンと評価委託者のマッチングの
際に、評価報告会の開催について推奨するなどの
措置も一考に値する。

第4に、実用重視評価の問題点のひとつに「評
価者の質の問題」が指摘され、実用重視評価の実
践には評価者の知識、経験、能力が大きく依存す
る（長尾2003, pp.64-65）とされる。しかも、実
用重視の評価者に求められる交渉者の役割は、評
価実務を初めて経験するインターン単独ではそも
そも困難であり、評価アドバイザーや学会研修委
員会のバックアップが不可欠であると言える。し
たがって、現行のアドバイザー体制をさらに拡充
させ、評価者の質の問題を回避できるようなバッ
クアップ体制の検討についても、検討する価値は

あると言えるだろう。

最後に、評価インターン制度の一層の拡充の必
要性を指摘したい。当該制度の目的とするところ
は、大きく「評価能力の向上」と「評価文化の浸
透」があるが、筆者の評価インターンの参加経験
から言えば、仕様書の検討から報告書の作成に至
るまで、時間的・費用的制約のなかで実施できた
ことは、評価初学者にとって評価能力の向上に直
結する経験であったと考える。16年度の評価イン
ターンに参加した学生からも「当初の評価計画段
階で苦労したが、最終的には改善策について数多
く言及できた」或いは「評価依頼者とやり取りし
つつ、アンケート質問項目の修正・作成した過程
で学ぶことが多かった」、さらには「評価するこ
との難しさと、評価されたものをさらに読みとく
ことの難しさを体感した」との感想が寄せられて
いる。これらの言葉が示すように、評価インター
ン制度は初学者ゆえの試行錯誤はあるものの、参
加者の評価能力向上に有効であると考える。今後、
一層の制度拡充によって、評価研究の裾野が拡が
っていくことと思われる。
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事務局長の山口誠史氏より「JANIC基準は、もとも

とNGO関係者に簡便に内部評価を実施してもらえ

るよう設計されているため、使いやすい」との参考

意見を得た（2004/11/12聞き取り）。

9  なお、本調査では組織運営の評価に特化した活動を

行い、同団体が実施するプロジェクト評価は行わな

いものとして評価仕様書を作成しているため、「受

益者に対するインタビュー」を含めていない。

10 トライアンギュレーション（三角検証）については

国際協力機構（2004, p.91）を参照。

11 平成17年8月13日、東京都大田区内で開催された。

12 評価者の倫理性については、評価インターン報告会

の際、評価アドバイザーより全米評価学会の定める

評価者基準原則について簡単に紹介があった。全米

評価学会は‘Guiding Principles for Evaluators’として

以下の5つの原則を示している。

①Systematic Inquiry

②Competence

③Integrity/Honest

④Respect for People

⑤Responsibilities for General and Public Welfare

詳細は全米評価学会公式ホームページを参照。

http://www.eval.org/Guiding%20Principles.htm
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A Study of Student Intern Program for Its Promotion:
The Case of Evaluation on Nonprofit Organization Operation of 

“Action with Lao Children” (DeknoyLao)

Isamu Moteki

Graduate School of Social Design Studies, Rikkyo University
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Abstract

Evaluator training systems in Japan have just started and "The Japan Evaluation Society (JES)" gives great
impacts on their promotion, especially student intern program managed by training committee seems to be
successful as its dawn.

Therefore, it can safely be said that student intern program mainly aims at evaluator training, but it doesn't
mean there's no need to pay attention to the quality of evaluation. If student intern neglects“utilization of
evaluation findings”at all, time and cost participants(clients) paid will be wasted because neither reports nor
comments are useless for most of them.

This paper first outlines the case study of student intern's evaluation on Japanese nonprofit organization and
then examines the utility of it in the context of utilization-focused evaluation. Consequently, looking at the case
with six viewpoints of utilization-focused evaluation, some positive elements and challenges are found out through
it. In order to develop our evaluator training systems hereafter, student intern should pay more attention to
utilization of evaluation findings based on utilization-focused evaluation.. 

Keywords

utilization-focused evaluation, utilization of evaluation findings,
organization evaluation, evaluator training, student intern
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（JICA総合的な評価：総合分析を題材として）」 三好　皓一（立命館アジア太平洋大学）
渡辺　　博（東洋エンジニアリング）

共通論題Ⅴ「評価の評価-評価の質保証のための仕組みと手法」 牟田　博光（東京工業大学）
共通論題Ⅵ「マニフェストと評価」 岩渕　公二（政策21）

吉川　富夫（県立広島大学）
共通論題Ⅶ「環境評価と政策評価」 松岡　俊二（広島大学）

3. 自由論題セッション報告
自由論題Ⅰ「行政評価ひろしまセッション」 吉川　富夫（県立広島大学）

梅田　次郎（日本能率協会コンサルティング）
自由論題Ⅱ「環境協力評価」 長谷川　弘（広島修道大学）
自由論題Ⅲ「ODA評価の課題」 三好　皓一（立命館アジア太平洋大学）
自由論題Ⅳ「政策評価の課題」 山谷　清志（同志社大学）
自由論題Ⅴ「ODA評価手法」 石田　洋子（コーエイ総合研究所）
自由論題Ⅵ「保健衛生評価」 梅内　拓生（国際医療福祉大学）
自由論題Ⅶ「自治体による評価の課題」 小野　達也（鳥取大学）
自由論題Ⅷ「開発能力アセスメント」 松岡　俊二（広島大学）
自由論題ⅠⅩ「教育評価」 齋藤　貴浩（大学評価・学位授与機構）
自由論題Ⅹ「日本評価学会最初の5年の歩み」 古川　俊一（筑波大学）
自由論題ⅩⅠ「満足度意識調査の評価活用」 星野　敦子（十文字学園女子大学）
自由論題ⅩⅡ「ジェンダー評価」 村松　安子（東京女子大学）
自由論題ⅩⅢ「評価インターンによる調査報告」 源　由理子（国際開発コンサルタント）

日本評価学会第6回全国大会
開催のご報告とお礼

2005年12月10-11日開催（広島大学）の日本評価学会第6回全国大会には180名を超える多くの方にご出席いただき誠
にありがとうございました。会員各位の日頃の研究や実践活動の報告を基に、評価研究者、実務者の間の経験、情
報、知識を共有化する場として、皆様にとって有益な機会となりましたら幸甚に存じます。至らない点も多々あっ
たかと存じますが、多くの方のご尽力により本大会を開催することができましたこと、心より感謝申し上げます。
今後とも当学会の活動にご高配賜りますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。

第6回全国大会
実行委員会委員長 石井　眞治
プログラム委員会委員長 長尾　眞文





日本評価学会第６回全国大会「評価による質の保証」（於：広島大学）
プログラム（実績）

9：00～9：45

午前の部
9：:45-11：45

午後の部Ⅱ
15：15-17：15

共通論題Ⅰ
行政評価と行政の質の保証

―外部評価を中心に―
（窪田好男）

共通論題Ⅱ
評価人材の育成―大学院

レベルの評価教育への期待
（長尾眞文）

自由論題Ⅴ
ODA評価手法

（石田洋子）
共通論題Ⅲ

公益法人制度と評価の役割

（田中弥生）

共通論題Ⅳ
セクター評価によるODAの質の
向上（JICA総合的な評価:総合分

析を題材として）
（三好皓一、渡辺博）

自由論題Ⅵ
保健衛生評価

（梅内拓生）

自由論題Ⅰ
行政評価ひろしま

セッション
（吉川富夫、梅田次郎）

自由論題Ⅱ
環境協力評価

（長谷川弘）

自由論題Ⅲ
ODA評価の課題

（三好皓一）

自由論題Ⅳ
政策評価の課題

（山谷清志）

受　付

お昼休み／ポスターセッション
（理事会11:50～12:50）

17：30-18：30 総会

19：00-20：30
懇親会

広島大学附属中・高等学校・食堂
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第１日：2005年12月10日（土）

自由論題報告の時間は原則として、発表20分、質疑8分、交替2分（計30分）です。
（ ）内は座長

9：00～9：30

午前の部
9：30-11：30

午後の部Ⅰ
12：45-14：45

午後の部Ⅱ
15：00-17：00

共通論題Ⅵ
マニフェストと評価

（岩渕公二、吉川富夫）

共通論題Ⅶ
環境評価と政策評価

（松岡俊二）

自由論題Ⅸ
教育評価

（齋藤貴浩）

前日企画：2005年12月9日（金）
学校評価シンポジウム：「学校評価システムによる義務教育の質の向上」
14：00～16：30 広島大学東千田キャンパス大講義室
特別研修会：「参加型評価の理論と実践―協働社会の推進をめざして―」
10：00～17：00 広島大学東千田キャンパス第3演習室

自由論題Ⅹ
日本評価学会

最初の5年の歩み
(古川俊一) 

自由論題XI
満足度意識調査の

評価活用
（星野敦子）

自由論題XII
ジェンダー評価

（村松安子）

自由論題XIII
評価インターンによる

調査報告
（源由理子）

共通論題Ⅴ
評価の評価―評価の質保証

のための仕組みと手法
（牟田博光）

自由論題Ⅶ
自治体による評価の課題

（小野達也）

自由論題Ⅷ
開発能力アセスメント

（松岡俊二）

受　付

お昼休み
11：30-12：45

お昼休み／ポスターセッション

第２日：2005年12月11日（日）

午後の部Ⅰ
13：00-15：00

お昼休み
11:45-13:00
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午前の部（9:45-11:45）

9：45-10：13
広島市の行政評価制度について

糸山隆（広島市）

10：15-10：43
三次市の行政評価システム「The 行政チェック」

奥野通（三次市）

10：45-11：13
自治体の行政評価と人事評価－今後の自治体改革に向けて－

佐藤幹（ローカル･マニフェスト推進ネットワーク中国）

11：15-11：43
市町村財政情報をわかりやすく示す工夫　
～住民が財政を語るために～

平野誠治（広島県）

9：45-10：13
環境国際協力評価活動に関する一考察と提言：わが国と欧米
諸国と国際機関との比較

廣野良吉（政策研究大学院）

10：15-10：43
北東アジアにおける経済発展段階に応じた地域環境協力の形成

青正澄（共立総合研究所）

10：45-11：13
持続可能な開発評価の基礎的研究（2）環境税導入国を中心とし
た経済・税・環境との関係の検討

○泉田晃彦（国際医療福祉大学大学院・院生）、
梅内拓生（国際医療福祉大学大学院）

11：15-11：43
廃棄物分野における評価活動

和田英樹（廃棄物政策研究所）

9：45-10：13
援助の「妥当性」の評価に関する考察

三輪徳子（国際協力機構）

10：15-10：43
開発援助事業におけるプロセス評価に関する考察
～コミュニティ開発型プロジェクトを事例として～
源由理子（国際開発コンサルタント）

10：45-11：13
費用便益分析を用いたODA水供給プロジェクトの効率性評価
に関する研究

○永吉洋之（東京大学大学院・院生）、
山田淳（立命館大学）、
Victor Muhandiki（立命館大学）、
佐伯健（国際協力機構）

11：15-11：43
合同評価を通じた評価体制整備への取組

○野田邦雄、速見公子、鈴木いづみ、
鴫谷哲（国際協力銀行）

9：45-10：13
公的研究機関の技術評価

原田隆（産業技術総合研究所）

10：15-10：43
政策評価にみる本質的矛盾―アカウンタビリティと経営

古川俊一（筑波大学）

10：45-11：13
途上国の財政制度と財政執行の評価方法：PEFAプログラム
の業績測定枠組みの考察

上野宏（南山大学）

11：15-11：43
日本の構造調整借款20年間のレビューからみる日本政府の政
策判断

田中弥生（東京大学）

午後の部Ⅰ（13：00-15：00）

1. 評価と民主的コントロール―「信頼できる第三者」による
評価の可能性―
砂原庸介（東京大学大学院・院生）

2. 政策評価と政策研究　―岩手県「県民参加型外部評価」の
取組み―
南島和久（岩手県立大学）

3. 独立行政法人評価の展開と今後の課題―通則法枠外の評価
環境をめぐって―
西山慶司（法政大学大学院）

自由論題セッションⅠ 行政評価ひろしまセッション
座長　吉川富夫（県立広島大学）、梅田次郎（日本能率協会コンサルティング）

自由論題セッションⅡ 環境協力評価
座長　長谷川弘（広島修道大学）

自由論題セッションⅢ ODA評価の課題
座長　三好皓一（立命館アジア太平洋大学）

討論者　松本哲男（名古屋大学）

自由論題セッションⅣ 政策評価の課題
座長　山谷清志（同志社大学）

共通論題セッションⅠ 行政評価と行政の質の保証　
―外部評価を中心に―

座長　窪田好男（神戸学院大学）

討論者　梅田次郎（日本能率協会コンサルティング）

12月10日（土）
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1. 大学院レベルにおける評価教育・問題提起
入山映（立教大学大学院）

2. 教育学研究科における評価教育～教職大学院を中心として～
中原忠男（広島大学大学院）

3. 大学評価の現状からの問題提起
米澤彰純（大学評価・学位授与機構）

4. 大学院レベルの評価人材教育への期待～大学院生の視点よ
り～
茂木勇（立教大学大学院・院生）

13：00-13：28
理論に基づいた開発援助の評価

山下道子（国際協力銀行）

13：30-13：58
開発事業におけるインパクト評価手法改善への取組み

○小林信行、魚住麻子、野田邦雄（国際協力銀行）

14：00-14：28
ベキ法則に基づく健康と経済のマクロ指標を用いた政府開発
援助政策評価法の基礎研究（IV）

○正木朋也（統合社会科学研究会）、
梅内拓生（国際医療福祉大学）

14：30-14：58
ODA国別評価手法についての考察

○駒澤牧子（アースアンドヒューマンコーポレーション）
金子眞知（アースアンドヒューマンコーポレーション）

午後の部Ⅱ（15：15-17：15）

パネリスト
横田信孝（内閣官房）

竹内正興（国際開発センター）

工藤泰志（言論NPO）

古川俊一（筑波大学）

1. 総合的な評価の必要性について
三好皓一（立命館アジア太平洋大学）、
渡辺博（東洋エンジニアリング）

2. JICAにおける「評価結果の総合分析」の経験と教訓
三輪徳子（国際協力機構）

3. 「評価結果の総合分析・初中等教育/理数科分野」について
浜野隆（お茶の水女子大学）

4. 評価結果の総合分析・情報通信技術/IT人材育成と各分野
におけるIT活用
大嶋淳俊（UFJ総合研究所）

15：15-15：43
わが国の健康づくり指標と評価
健康日本21とローカル・マニフェスト
伊関友伸（城西大学）

15：45-16：13
保健医療薬剤政策評価の基礎研究（２）－循環器系薬剤を中
心に－

○高他武始（国際医療福祉大学大学院・院生）、
梅内拓生（国際医療福祉大学大学院）

16：15-16：43
適切な医薬品使用に関する考察（２）－ストレス関連疾患を
取り上げて－

○梅原貞臣（国際医療福祉大学大学院・院生）、
梅内拓生（国際医療福祉大学大学院）

16：45-17：13
保健医療プロジェクトの新しい学際的な評価法に関してのケ
ーススタディ

○仲佐保（国立国際医療センター）、
中村安秀（大阪大学）、草郷孝好（大阪大学）、
池田光穂（大阪大学）、天沼直子（大阪大学・院生）、
倉沢愛子（慶應大学）

総　会（17：30-18：30）

懇親会（19：00-20：30）

共通論題セッションⅡ 評価人材の育成
―大学院レベルの評価教育への期待

座長　長尾眞文（広島大学）

自由論題セッションⅤ ODA評価手法
座長　石田洋子（コーエイ総合研究所）

共通論題セッションⅢ 公益法人制度と評価の役割
座長　田中弥生（東京大学）

共通論題セッションⅣ セクター評価によるODAの質の向上
（JICA総合的な評価：総合分析を題材として）

座長　三好皓一（立命館アジア太平洋大学）、渡辺博（東洋エンジニアリング）

自由論題セッションⅥ 保健衛生評価
座長　梅内拓生（国際医療福祉大学）



180

午前の部（9：30-11：30）

1. 外部評価委員会による評価の評価－総務省政策評価・独法
評価委員会を例に－
山谷清志（同志社大学）

2. 評価方式による行政監査の取組について
井畑晃洋（三重県）

3. 外部有識者によるODA評価の二次評価
牟田博光（東京工業大学）

4. 評価の評価：大学評価・学位授与機構による試行的大学評
価の検証方法とその結果
齊藤貴浩（大学評価・学位授与機構）

9：30-9：58
基礎自治体における参加型評価に関する一考察～相模原市村富
公園再整備事業を事例として～

茂木勇（立教大学大学院・院生）

10：00-10：28
公園を介した官民連携

山崎肇（県立広島大学大学院・院生）

10：30-10：58
問題指摘着目型の法制度の実態評価～その類型と試行：リサ
イクル法制度を例に～

田崎智宏（国立環境研究所）

11：00-11：28
自治体評価にみる本質的課題とその解決方法に関する考察

田中啓（静岡文化芸術大学）

9：30-9：58
社会的能力アセスメントに基づく援助投入評価

○高橋与志（広島大学）、松岡俊二（広島大学）、
工藤高志（広島大学・院生）

10：00-10：28
後発移行経済国タジキスタン政府の開発マネージメント・キ
ャパシティ・アセスメント

登丸求己（玉川大学）

10：30-10：58
環境対策における社会的能力の評価

○村上一真（広島大学・院生）、松岡俊二（広島大学）

午後の部Ⅰ（12：45-14：45）

1. 問題提起
吉川富夫（県立広島大学）

2. わが国におけるローカル・マニフェストと評価の現状と課題
西尾真治（UFJ総合研究所）

3. マニフェスト主導型の行政運営に向けた取組み
鎌田徳幸（岩手県）

4. マニフェストとアカウンタビリティ
平松英哉（同志社大学大学院）

1. 経済学からみた環境評価とその政策利用
竹内憲司（神戸大学）

2. 生態学からみた環境評価とその政策利用
中越信和（広島大学大学院）

3. 開発援助における環境社会配慮
渡辺泰介（国際協力機構）

4. 開発プロジェクトにおける環境影響評価と経済評価の統合
長谷川弘（広島修道大学）

12：45-13：13
数学的リテラシー（PISA）に影響を及ぼす国別要因の分析

○渡邉美紀（東京工業大学大学院・院生）、
牟田博光（東京工業大学大学院）

13：15-13：43
Effectiveness of Piloting Activities on Students' Attitude
(Case Study of IMSTEP, Bandung, West Java)

○Harun, Imansyah(Indonesia University of Education), 
Ogasawara, Aimi (Tokyo Institute of Technology),
Muta, Hiromitsu (Tokyo Institute of Technology)

13：45-14：13
学校評価の実践：広島市の公立校４校の事例を通して

田畑直子（メルボルン大学・院生）

14：15-14：43
人間性教育と性教育評価の基礎　第２報　～社会の動向、性
行動の動態と教育政策の検討～

○高田恵子（国際医療福祉大学大学院・院生）、
梅内拓生（国際医療福祉大学大学院）

12月11日（日）

共通論題セッションⅤ 評価の評価
―評価の質保証のための仕組みと手法

座長　牟田博光（東京工業大学）

自由論題セッションⅦ 自治体による評価の課題
座長　小野達也（鳥取大学）

自由論題セッションⅧ 開発能力アセスメント
座長　松岡俊二（広島大学）

共通論題セッションⅥ マニフェストと評価
座長　岩渕公二（政策21）、吉川富夫（県立広島大学）

討論者　山谷清志（同志社大学）

共通論題セッションⅦ 環境評価と政策評価
座長　松岡俊二（広島大学）

自由論題セッションⅨ 教育評価
座長　齋藤貴浩（大学評価・学位授与機構）
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午後の部Ⅱ（15：00-17：00）

15：00-15：28
ロッシら「プログラム評価：システマティックアプローチ第
７版」の改訂プロセスに見る米国　プログラム評価研究の発
展と日本における課題

大島巌（東京大学大学院）

15：30-15：58
日本評価学会５年の歩みと政策評価、ODA評価
山谷清志（同志社大学）

16：00-16：28
自治体行政評価の動向―2001年から2005年まで
小野達也（鳥取大学）

15：00-15：28
大学生の意識調査をベースとした日本のODAの説明責任に対
する間接評価

高千穂安長（玉川大学）

15：30-15：58
韓国におけるサイバー大学生の満足度に影響する要因分析及
び学習環境把握

○金性希（東京工業大学大学院・院生）、
牟田博光（東京工業大学大学院）

16：00-16：28
自治体公共サービス満足度ランキング向上の方法論
大島章嘉（市民満足学会／ワード研究所）

16：30-16：58
大学における授業改善をはかる要因類型化手法
○星野敦子（十文字学園女子大学）、
北原俊一（十文字学園女子大学）、
新行内康慈（十文字学園女子大学）、
安達一寿（十文字学園女子大学）
綿井雅康（十文字学園女子大学）、
牟田博光（東京工業大学大学院）

コメンテーター　齋藤貴浩（大学評価・学位授与機構）

15：00-15：28
日本学術会議におけるジェンダー主流化への胎動
原ひろ子（城西国際大学大学院）

15：30-15：58
ジェンダー関係の平等化推進と成人学習の評価
國信潤子（愛知淑徳大学大学院）

16：00-16：28
北九州市男女共同参画基本計画進捗状況評価
○三隅佳子（アジア女性交流･研究フォーラム）、
山田貴広（北九州市役所）

16：30-16：58
男女共同参画の視点から見た環境施策―北九州市の事例を手
がかりとして

織田由紀子（アジア女性交流･研究フォーラム）

15：00-15：28
広島県県立教育センターの事業改善評価　
＜派遣先：広島県立教育センター＞
○原口裕紀子（立教大学大学院・院生）、
○山田孝子（立教大学大学院・院生）
コメンテーター：寺地靖仁（尾道市教育委員会）

15：30-15：58
学校評価表の開発とその課題＜派遣先：尾道市栗原北小学校＞
○串本剛（広島大学大学院・院生）、
○渡辺明美（早稲田大学大学院・院生）
コメンテーター：森田哲（広島県立広島中学校）

16：00-16：28
メロウ倶楽部の事業評価　＜派遣先：（特活）メロウ倶楽部＞
薮並郁子（立教大学大学院・院生）
コメンテーター：西出順郎（琉球大学）

駒澤牧子（アースアンドヒューマンコ
ーポレーション）

16：30-16：58
NPO法人岡山NPOセンター（組織評価）
○佐藤浩子（立教大学大学院・院生）、
○中川力介（早稲田大学大学院・院生）、
コメンテーター：西出順郎（琉球大学）

ポスターセッション（12/10, 11お昼休みに開催）

1. 認証制度の意義
小室雪野（国際開発センター）

2. 教員評価者研修導入の事前プロセス
寺地靖仁（尾道市教育委員会）

3. 教員評価者研修の実際
池田武彦（広島県立教育センター）

4. ポスターセッション：広島県における学校評価の事例
東広島市立西条小学校 （高木美佐恵）
三次市立青河小学校 （池尻まゆみ）
尾道市立栗原北小学校 （石田謙豪）
広島県立教育センター （斉藤美由紀）
広島県立広島中学校 （森田哲）
広島県立府中東高等学校 （柴田武秀）
広島市立基町高等学校 （菅本和秀）

自由論題セッションⅩ 日本評価学会最初の5年の歩み
座長　古川俊一（筑波大学）

自由論題セッションⅩⅠ 満足度意識調査の評価活用
座長　星野敦子（十文字学園女子大学）

自由論題セッションⅩⅡ　ジェンダー評価
座長　村松安子（東京女子大学）

討論者　大沢真理（東京大学）

自由論題セッションⅩⅢ 評価インターンによる調査報告
座長　源由理子（国際開発コンサルタント）

特別セッション：学校評価研修プログラムの認証制度について
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共通論題セッションⅠ「行政評価と行政の質の保証―外部評価を中心に―」
座長　窪田 好男（神戸学院大学）

討論者　梅田 次郎（日本能率協会コンサルティング）

本セッションでは窪田好男（神戸学院大学）を司会として3つの報告が行われた。いずれの報告につい
ても、討論者の梅田次郎（日本能率協会コンサルティング）との間で議論が行われるとともに、フロアと
の討議も活発に行われた。

まず砂原庸介氏（東京大学）の「評価と民主的コントロール ―『信頼できる第三者』による評価の可
能性―」が報告された。本報告では、政治学の業績に依拠しつつ、実際に評価情報を活用する主権者にと
ってどのような評価情報が説得的かという議論を展開した。評価論に新たな視点を導入する重要な指摘で
ある。他のアプローチで本テーマを深める余地もある、言い換えれば新規参入の余地も大きいと感じた。

ついで南島和久氏（岩手県立大学）の「政策評価と政策研究 ―岩手県『県民参加型外部評価』の取組
み―」が報告された。本報告では、NPOの政策21の活動を例に政策研究型の外部評価をあるべき姿として
提示した。評価は行政が行うものというイメージに対し、外部主体が自立的・主導的に行うこともできる
という事実を提示したことは重要である。

最後に西山慶司氏（法政大学）の「独立行政法人評価の展開と今後の課題 ― 通則法枠外の評価環境を
めぐって」が報告された。本報告は、制度開始後4年を経過した独立行政法人評価について、内閣レベル
のトップダウン的決定、業績評価の顕著な分散化、内閣の関与の実質的な制度化など、当初は想定されな
かった変化が生じていることを論じた。国や自治体の政策評価に比べて注目されにくい独立行政法人評価
を取り上げた貴重な業績である。

なお、報告者とフロアとの間で活発な質疑応答が行われたが、それにとどまらず、以後の他のセッショ
ンで本セッションの報告内容が繰り返し引用された。この事実は、本セッションのインパクトの大きさを
物語るのではないだろうか。

現在、外部評価の主流は学識者・有識者による委員会方式であるが、その有効性等への疑問 ―とりわ
け、本来は政治が果たすべき役割を学識者・有識者の委員会に代行させている― が本セッション立ち上
げのきっかけの一つとなった。各報告とも、疑問に最終的な解答を提示したとはいえないかもしれないが、
それぞれ今後の研究発展の余地の大きいテーマを取り上げており、今後の成果が期待される。

今後も継続して同様のセッションが企画されることを期待して結びとしたい。

共通論題セッションⅡ「評価人材の育成　－大学院レベルの評価教育への期待」
座長　長尾 眞文（広島大学）

本セッションでは、評価慣行の一層の普及･定着にとって、専門性を備えた評価人材の育成が不可欠の
課題であるとの認識のもとに、大学院レベルの評価教育に的を絞って、異なる立場･視点からその現状と
将来的な可能性、および評価学会がその促進に果たし得る役割について討議した。冒頭で入山映氏（立教
大学）が「大学院レベルにおける評価教育」について問題提起を行い、中原忠男氏（広島大学）が「（広

共通論題セッション報告
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島大学）教育学研究科における評価教育～教職大学院を中心として～」、米澤彰純氏（大学評価・学位授
与機構）が｢大学評価の現状からの問題提起｣、茂木勇氏（立教大学大学院）が｢大学院レベルの評価人材
教育への期待～大学院生の視点より～｣のテーマでそれぞれ短い報告をした後、参加者も加わり質疑応答
を中心とする活発な意見交換がなされた。

入山氏の問題提起では、「評価」カリキュラムを組む場合の問題点として、①学部においてこれに対応
する教育を受けた経験のない学生が大部分を占めることが想定され、初学者を対象とするものとならざる
を得ないこと、②教授陣のavailabilityおよび大学側からする様々な理由双方から、当面開講可能な課目数
が限定されること、③実務上のスキルとして科目履修を要求あるいは評価するクライエントが存在しない
ことの3点が挙げられ、同氏の大学院における評価教育経験に基づいて、初学者と実践に必要とされるレ
ベルの間のギャップを埋めるため、理論だけでなく実地の訓練の頻度を増加する必要、その関連での学会
の役割の重要性が指摘された。

中原氏は、同氏の大学院教育学研究科の経験を念頭に、従来から教育評価に関わる教育や研究はなされ
ているが、近年における教育界の動向や学校教育の成果に関する社会的関心の高さや説明責任から、①目
標準拠評価、②学校評価、③教師評価等に関わる評価方法の開発やそれに基づく評価人材教育といった新
たな課題が出ており、平成19年度から開設される予定の「教職大学院」で専門職教育の一環としてとりあ
げられる見込みと報告。

米澤氏は、大学は公的機関であり、アカウンタビリティや質保証・向上の観点から、近年さまざまなレ
ベルで多岐的な評価を行っていること、その関連で的確な自己活動の説明能力や、他者に対して適切で公
平な評価を行う能力の重要性が認識されるようになったこと、そして大学院レベルの評価教育のあり方と
その実現における連携の可能性について報告。

最後に、茂木氏が、実際に大学院で評価教育を受けた経験から、評価人材教育の議論で、重視されるべ
き受益者側の視点について報告し、学生の受講満足度も教育効果も評価実習によって高くなること、その
意味で昨年度参加した学会の評価インターン･プログラムが極めて有用であったこと、そしてその継続的
な実施の可能性を大学と地域の連携による評価人材教育の拡充の方向に認めると述べた。

報告に続く質疑応答･一般討議で一番問題となったのは、評価人材育成の前提として求められる専門性
をどのように設定するか、その際に評価専門性と分野別専門性の組み合わせをどう考えるかで、必要とさ
れる評価作業の想定によって大きく異なることが確認された。また、その関連で、専門職大学院教育の枠
の中で、評価にどれだけ比重をおくことができるかも議論されたが、現実的な解は｢評価副専攻｣程度との
認識であった。さらに、評価教育で重視されるべき実地演習をいかに実現するかについて、オーストラリ
ア･メルボルン大学の評価業務の受託を教育に活用する経験等の説明もあり、学会評価インターン制度の
拡充の可能性についての期待も述べられた。

共通論題セッションⅢ「公益法人制度と評価の役割」
座長　田中 弥生（東京大学）

本セッションでは、115年ぶりに改正される公益法人制度における評価の役割について議論した。討論
者は、横田信孝（内閣官房　公益法人制度改革事務局）、竹内正興（（財）国際開発センター）、工藤泰志

（（特）言論NPO）、古川俊一（筑波大学）であり、本制度策定作業に着手中の横田氏より新制度のあらま
しについて説明があった。

本制度改革の背景には言わば2つの矛盾する目的がある。すなわち、KSD事件などに象徴される公益法
人のスキャンダルや天下り問題などの排除と解決という比較的ネガティブな目的、そして「民が担う公」
を促進するという積極的な目的である。両者を同時に満たすような制度設計が検討されてきたが、・従来
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の役所が設立許可をあたえる制度から登記のみで非営利法人が設立できるようになったこと（非営利法人
としては登記で設立可能）、・登記された非営利法人の中から公益性ある法人が認定されるが、公益性の
判断は内閣府のもとにおかれる有識者委員会（地方は知事のもとの有識者委員会）が行う、という非営利
法人の登記、公益性ある非営利法人認定の2段構えの方式が採用される。また、公益性が認められた法人
に対しては、寄付優遇と収益事業への税優遇の二つが付与されることになる。

この案に対して、二つの目的に照らして本制度が設計されているのか、・すなわち公益性の判断の有
無、・公益性を失った法人の整理のあり方が明らかになっているのかとの質問があった。続いて、公益性
判断の難しさや政府がそれを行うことへの疑問が投じられた。これに対し、横田氏からは公益性の積極的
評価は行わず、公益法人にそぐわない法人をチェックするに留まるだろうとの説明があった。

また、「民が担う公」を促進するには、公益法人自身の自己評価を制度に組み入れる必要があるとの問
題が座長より提起された。則ち、政府のチェックは最低限に留め、公益法人自身が評価を行い、それを公
開し最終判定は寄付者に委ねるというものである。パネルではこの案を支持する意見が多く、評価方法の
一例として、言論NPOが開発したネガティブ・チェック方式が説明された。また、公益法人側の自己評価
能力は十分とは言えず、それをサポートするような人材育成、あるいは訓練機会の提供が必要ではないか
という意見が出された。新法案制定後は現行2万6千団体の公益法人に加え、新規参入団体の公益性チェッ
ク作業が開始されるが、同時に自己評価の視点も寄付者との関係でますます重要視されるだろう。この点
について評価学会として何らかの役割を担えるはずであるとの意見が複数のパネルから出された。筆者も
その可能性があると思うが、そのためには本制度設計の意味や我が国の民の役割について十分認識をもつ
必要がある。

共通論題セッションⅣ「セクター評価によるODAの質の向上（JICA総合的な評価：総合
分析を題材として）」

座長　三好 皓一（立命館アジア太平洋大学）
渡辺 博（東洋エンジニアリング）

本セッションではまず、座長から「総合的な評価の必要性について」で、問題提起を行った後、「JICA
における評価結果の総合分析の経験と教訓」発表者、三輪徳子（国際協力機構）、「評価結果の総合分析・
初中等教育/理数科分野について」発表者、浜野隆（お茶の水大学）、「評価結果の総合分析・情報通信技
術/IT人材育成と各分野におけるIT活用について」発表者、大嶋淳俊（UFJ総合研究所）の3つの論題が報
告された。
「JICAにおける評価結果の総合分析の経験と教訓」では、特定分野に関する評価結果の総合分析は、総
括評価として対象分野における事業結果の全体傾向を示すうえでも、形成評価として当該分野の協力に関
する教訓を体系的に抽出するうえでも有用性が高いこと、特に後者は、評価結果のフィードバックの推進
に有益であること、既存の評価結果の活用の点で評価コストの節約を可能とすること、1次評価の質が分
析の制約要因となり得ること、当該分野や分析の方法論に関する知見など、評価者の総合的な分析能力が
分析の質を決める鍵となることが報告された。
「評価結果の総合分析・初中等教育/理数科分野について」では、JICAにより数多く実施された技術協力
プロジェクト：初等・中等教育理数科分野について、プロジェクトを整理・類型化し、案件の案件形成・
実施過程と協力内容、結果の分析を通じて、貢献要因・阻害要因、今後の案件形成・実施に係る教訓につ
いて検討、案件の成否に影響する要因として、特に「計画・立案」「成果の普及手段」「連携」「制度化」

「モニタリング・評価」をとりあげ、初等・中等教育（理数科分野）のプロジェクトを展開（計画・実施）
する上での課題が報告された。
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「評価結果の総合分析・情報通信技術/IT人材育成と各分野におけるIT活用について」では、情報通信技
術/IT人材育成に係る対象案件として1997年以降協力を終了した案件7件、IT活用に係る対象案件として教
育、保健・医療、貧困、環境の4分野における具体的な活用可能性を示す4分野5案件を選択して実施され、

「IT人材育成」については、評価結果の見直し、各案件におけるITの位置づけ、社会状況におけるITの位
置づけ、「人材育成」の対象者、協力アプローチ等を基に協力形態の類型化と分析を行い、「各分野におけ
るIT活用」では、対象分野におけるITの活用形態、IT 活用対象者、活用者へのインパクト、ならびに留意
点について分析を行ったことが報告され、これらの結果を基に、今後のIT分野における新規案件の計画立
案に際して留意すべき教訓や対策を導き出したことが報告された。

共通論題セッションⅤ「評価の評価―評価の質保証のための仕組みと手法―」
座長　牟田 博光（東京工業大学）

本セッションの目的は異なるジャンルで行われている各種の評価の評価（二次評価）の取り組みを横断
的に取り上げ、評価の品質保証に向けた仕組み、手法のあり方について、議論を深めることであり、以下
の4件の発表の後、質疑応答があった。
「外部評価委員会による評価の評価－総務省政策評価・独法評価委員会を例に－」（山谷清志）では、政
策評価と独立行政法人評価の二次評価として、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の評価を取り上
げた。政策評価も独立行政法人評価も、まず内部評価から始まり、評価の客観性を保ち「お手盛り評価」
を排する仕組み、プロセスが構築されたが、制度設計段階からいくつかの危惧はあった。評価を実際に運
用した後に、予測しなかった問題も出てきた。いろいろな機能不全、予測できなかった課題への対応に追
われ、それがメタ評価制度そのものの意義を損ないそうな状況を導いている、との報告があった。
「評価方式による行政監査の取り組みについて」（井畑晃洋）では、三重県の総合計画の施策を対象にし
た行政監査を取り上げた。「みえ行政経営体系」に基づき行われる評価は執行機関の自己評価であり、監
査委員の監査（評価）は独立した第三者評価である。総合計画に定める施策ごとに、施策、基本事業及び
事務事業を体系的に3E（経済性、効率性、有効性）、Value For Money（金額に見合う価値）及びBest Value

（サービスの質と改善可能性の評価）の視点から監査（評価）を実施し、県民に情報を提供しているが、
アンケート結果から、行政監査の結果が業務の改善に役立てられている、との回答が多かった、との報告
があった。
「外部有識者によるODA評価の二次評価」（牟田博光）では、JICAの事後評価の二次評価を取り上げた。
2003年度の評価と比較して2004年度の評価の質が大きく向上した。その理由としては、2003年度の二次評
価結果を基に、2004年2月に「事業評価ガイドライン」の大幅な改定があり、そのガイドラインに沿って
一次評価の質の改善が図られた事が大きいと考えられ、二次評価結果の具体的なフィードバックが一次評
価の質の向上に効果があった事を示している、との報告があった。
「評価の評価：大学評価・学位授与機構による試行的大学評価の検証方法とその結果」（齊藤貴浩）では、
大学評価・学位授与機構が2000年度から2003年度まで国立大学及び大学共同利用機関を主な対象に行った
3回の試行的評価結果を取り上げた。「大学の教育研究活動等の改善に役立てる」目的については、ある程
度の貢献が認められるものの、大学の個性の促進については、まだ改善すべき点も多く残されている、と
の報告があった。



共通論題セッションⅥ「マニフェストと評価」
座長　岩渕 公二（政策21）

吉川 富夫（県立広島大学）
討論者　山谷 清志（同志社大学）

本セッションでは、近年のローカル・マニフェストの普及と検証活動が自治体運営に及ぼしている影響
と課題を探るべく、本セッションを企画した吉川富夫会員（県立広島大学）から問題提起を行った後、

「わが国におけるローカル・マニフェストと評価の現状と課題　発表者、西尾真治会員（UFJ総合研究所）」、
「マニフェスト主導型の行政運営に向けた取組み　発表者、鎌田徳幸会員（岩手県）」、「マニフェストとア
カウンタビリティ　発表者、平松英哉会員（同志社大学大学院）」の3つの論題が報告された。

問題提起では、ローカル・マニフェストの普及と検証の活動が自治体の運営と評価にどのような影響を
与えているのか、行政システムとアカウンタビリティの視点から論点が提起された。それを受け、「わが
国におけるローカル・マニフェストと評価の現状と課題」では、わが国の自治体におけるローカル・マニ
フェストの活用と検証活動の実態を踏まえ、マニフェスト・サイクルの確立に向けた評価のあり方が報告
され、マニフェストの質の向上とともに、マニフェストをチェックする住民および議会の関与が提起され
た。「マニフェスト主導型の行政運営に向けた取組み」では、わが国で最初にローカル・マニフェストを
掲げ、マニフェストに基づく県政運営を強力にすすめている岩手県の事例から、マニフェスト主導型の行
政運営に必要な予算制度の改革や職員の意識改革の重要性が報告され、マニフェスト導入に伴う行政組織
内部のシステム整備のあり方が提起となった。「マニフェストとアカウンタビリティ」では、具体的な政
策目標を明記したローカル・マニフェストは首長の責任を明確化することから、自治体運営における政治
と行政の責任分担を再構成する可能性が報告され、アカウンタビリティ向上に向けたマニフェストの意義
が提起された。

報告後、討論者の山谷清志会員（同志社大学）ならびにフロア会員から報告に対する質問・意見が出さ
れ、活発な議論が展開された。報告および質疑を通じ、検証可能性を最大の要件とするローカル・マニフ
ェストの導入が、その機能を十分発揮できていない現状と課題が浮き彫りになるとともに、評価研究の立
場からローカル・マニフェストを自治体運営に活かす理論的技術的支援の必要性が実感された。

共通論題セッションⅦ「環境評価と政策評価」
座長　松岡 俊二（広島大学）

本セッションは、生態学（景観生態学）、経済学（環境経済学）などの視点から環境評価が現実の開発
政策や環境政策（Policy, Program, Project）評価にどのように使われているのか、また使われていないのか
を具体的に議論し、今後の環境評価研究の方向を明らかにする。また、国際開発などの政策実施の現場に
おいて、環境評価をどのように利用していくのかについて議論することを目的に設定された。本セッショ
ンでは、竹内憲司（神戸大学、環境経済政策学会理事）「経済学からみた環境評価とその政策利用」、中越
信和（広島大学、日本景観生態学会会長）「生態学からみた環境評価とその政策利用」、渡辺泰介（国際協
力機構）「開発援助における環境社会配慮」、長谷川弘（広島修道大学）「開発プロジェクトにおける環境
影響評価と経済評価の統合」の4報告が行われた。

竹内憲司（神戸大学）「経済学からみた環境評価とその政策利用」では、環境の経済評価に関する最新
の研究トピックとその政策利用の現状が紹介され、今後の展望が示された。その際、環境の改善や悪化に
対する人々の支払い意志額（Willingness to Pay）や受け取り意志額（Willingness to Accept）を、実際の行
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動データや仮想的なアンケートへの回答データを用いて推計する手法の動向と問題点が述べられた。
中越信和（広島大学）「生態学からみた環境評価とその政策利用」では、生態学が対象の構造と機能だ

けでなく、その過程や歴史性、地理的固有性をも加味して研究が行なわれることが紹介された。また、環
境評価にあたって、これらの生態学的特性が適用されることは環境の質的側面をより深く評価することを
可能にすることが指摘された。

渡辺泰介（国際協力機構）「開発援助における環境社会配慮」では、開発援助における環境社会配慮の
特徴をみながら、事業評価と環境社会配慮の関わりについて報告された。環境アセスメントの特徴として、
意思決定への参加プロセス、社会的影響、戦略的環境アセスメント、代替案、説明責任と透明性の確保が
指摘され、途上国の環境アセスメント制度の特徴やODA評価との関連が述べられた。

長谷川弘（広島修道大学）「開発プロジェクトにおける環境影響評価と経済評価の統合」では、開発途
上国における農林業プロジェクトの環境経済評価を対象に、開発プロジェクト評価システムにおける定量
的な環境価値の内部化の必要性を踏まえ、従来の環境影響評価と経済評価とを統合する「環境経済評価」
の導入について考察するとともに、その効率的実現に向けた評価手法上の課題や実務的重要事項について
提案が行われた。

全体討論では、特に、環境の経済的評価手法（費用便益分析）と環境アセスメント手法（公害項目と自
然生態系評価）との関係が活発に議論された。大方の意見としては、環境アセスメントと環境の経済的評
価は制度的に切り離して行う方が好ましいというものであった。
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自由論題セッションⅠ「行政評価ひろしまセッション」
座長　吉川 富夫（県立広島大学）

梅田 次郎（日本能率協会コンサルティング）

本セッションは、学会開催地に焦点を当てた評価（自治体の行政評価）の課題を集めたというところに
特徴がある。広島県の自治体の行政評価は、日本全体の中では先行事例というわけではない。しかしそう
であるがゆえに、標準装備化された時代の行政評価、ローカル・マニフェストが先行する行政評価などの
新しい課題に直面しているのである。

こうした事例として、「広島市の行政評価制度について」報告者：糸山隆（広島市）、「三次市の行政評
価システム『The 行政チェック』」報告者：奥野通（三次市）、「自治体の行政評価と人事評価―今後の自
治体改革に向けて」発表者：報告者（広島市）、「市町村の財政情報をわかりやすく示す工夫～住民が財政
を語るために～」報告者：平野誠治（広島県）の4つの論題が報告された。
「広島市の行政評価について」では、行政評価導入3年を経た中間的な総括として、ベンチマーク指標と

政策との因果関係の把握の困難さ、事務事業レベルでの行政評価の希薄さによる市政改善効果の弱さ、行
政評価への住民の関心の薄さなどが、担当セクションの認識として報告された。これに対して、ベンチマ
ーク指標と事務事業指標との混同、行政評価を行う目的の不鮮明さが指摘され、今後は施策中心に行政評
価を行ったらどうかという提案があった。
「三次市の行政評価システム『The 行政チェック』」では、行政評価導入1年ではあるが、担当者による

一次評価、庁内組織による2次評価、行政チェック市民会議による外部評価という3段階の評価を実施し、
予算編成にも反映させている状況が報告された。これに対して、市長マニフェストとの関係に質疑が集中
した。市長マニフェストがトップダウンで行政評価の実施を促進した面はあるが、全体としてマニフェス
トと行政評価の連携はいま試行錯誤中ということがわかった。
「自治体の行政評価と人事評価」については、現在さまざまな自治体で取り組まれている行政評価と人

事評価には重複があるので、今後は、行政評価（業績評価）とコンピテンシー評価を分離すべきことが主
張された。そして、最近の民間企業でのコンピテンシー評価を取り入れた人事評価の事例、広島市の人事
評価の事例などが紹介された。
「市町村の財政情報をわかりやすく示す工夫」では、大規模な合併がすすんだ広島の基礎自治体の財政

状況を住民にわかりやすく提示することのできる工夫が紹介された。例えば、自治体の財政を一般的な家
庭規模の歳入・歳出、資産・負債にブレークダウンさせることによって、財政状況が身近な情報に転換さ
れるのである。これに対して、自治体の財政状況は、議員にさえもわかりにくいので、こうした工夫を積
み重ねることによって、自治体の自立した経営に貢献できるだろうという支持の声が寄せられた。

自由論題セッションⅡ「環境協力評価」
座長　長谷川 弘（広島修道大学）

本セッションでは「環境国際協力評価活動に関する一考察：わが国と欧米諸国と国際機関との比較、発

自由論題セッション報告
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表者：廣野良吉（政策研究大学院）」、「北東アジアにおける経済発展段階に応じた地域環境協力の形成、
発表者：青正澄（共立総合研究所）」、「持続可能な開発評価の基礎的研究（2）：環境税導入国を中心とし
た経済・税・環境との関係の検討、発表者：泉田晃彦（国際医療福祉大学）、梅内拓生（同）」及び「廃棄
物分野における評価活動、発表者：和田英樹（廃棄物政策研究所）」の4件の論題が報告された。
「環境国際協力評価活動に関する一考察」では、日本、欧米諸国及び国際機関の援助事業における環境

政策・評価の比較結果が報告された。環境配慮の実施時期には三者間で差があるものの内部環境評価の手
順、国別援助計画実施のための環境配慮ガイドライン導入などは基本的に共通する一方、環境分野におけ
る成果評価や外部評価など日本が海外に学ぶべき点も多いことが明らかにされた。
「北東アジアにおける経済発展段階に応じた地域環境協力の形成」では、ストックホルム会議（1972年）

以降のグローバルな環境協力活動を踏まえ、日中韓を中心とする北東アジア地域での持続可能な環境協力
実現に向けた課題と展望が報告された。環バルト海沿岸地域を事例とし、地域環境レジームの構築あるい
は認識共同体の重要性が説かれ、科学的調査・研究における本学会の役割も議論された。
「持続可能な開発評価の基礎的研究（2）」は、環境税の導入を開始している15カ国を対象に、GDP、炭

酸ガス排出量、環境税収額及び総税収額の関係性についての分析結果を報告したものであった。CO2排出
量とGDPの間には従来の研究成果と同様の正の相関が認められたが、同一経済レベルの国々であってもそ
れらのCO2排出量には差があり、各国の環境税の内容が排出量を大きく左右してしまう可能性が示された。
「廃棄物分野における評価活動」では、廃棄物関連事業における内外の評価活動状況と課題が浮き彫り

にされた。これまでは廃棄物処理システムの事前評価が主流であったこと、行政評価の一環として国内自
治体で行われてきた廃棄物関連事業評価も事務事業評価に終始し中途半端なものが多い実態が明らかにさ
れた。模範事例として文京区の評価サイクルが示され、代替シナリオの設定、定量的評価軸、パフォーマ
ンス評価、市民参加などの重要性が説かれ、今後のあるべき評価の方向性について活発な質疑が交わされ
た。

自由論題セッションⅢ「ODA評価の課題」
座長　三好 皓一（立命館アジア太平洋大学）

討論者　松本 哲男（名古屋大学）

本セッションでは4つの報告がなされた。
まず、三輪徳子会員（国際協力機構）から、「援助の『妥当性』の評価に関する考察」について報告が

なされた。DAC評価に焦点を当て、効率的な援助実施の観点から、妥当性の評価の現状について問題を提
起し、妥当性の視点の重要性と妥当性の評価のあり方について論じた。特に、妥当性については評価にお
いて重要な項目であるが十分な議論がなされていない、また、各援助機関においても認識に差異ある点が
報告された。また、今後の課題として、判断基準の明確化、妥当性と効果の関係、妥当性の視点の範囲の
3点が指摘された。報告に対しては、受益者に視点、時間における妥当性の変化、価値観の変化など観点
から討議がなされた。源由理子会員（国際開発コンサルタント）は「開発援助事業におけるプロセス評価
に関する考察－コミュニティ開発型プロジェクトを事例として－」について報告を行ない、ケニアの貧困
層エンパワーメント・プロジェクトの終了時評価を事例として取り上げ、開発援助プロジェクトのプロセ
ス評価を行なうことの意義を問いかけた。特に、新しい技術や知識に触発された人々が自分たちの文脈の
中でそれを内在化していく「プロセス」を見ることが重要であること、また、それらを評価することによ
って開発援助の戦略、すなわちアプローチや自立発展性を考察できること、さらには、援助介入の有効性
を高められることの重要性について指摘がなされた。報告に対しては、オーナーシップ、成果重視などの
観点から討議がなされた。永吉洋之会員（東京大学）は、「費用便益分析を用いたODA水供給プロジェク
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トの効率性評価に関する研究」について報告を行なった。本報告では、ODA評価の効率性に関して、セク
ター毎の特徴を考慮した具体的な評価手法の必要性を指摘し、スリランカ国における水供給プロジェクト
の事例を使い、有収水量増加に伴う水道事業収入増加分、施設の維持管理費削減分、貨幣価値換算した水
汲み拘束時間短縮、水の購入費用削減分の4項目を指標化に基づく効率性評価の手法を提示した。報告に
対しては、都市と農村における生活環境の違いが与える影響、感度分析の必要性などの観点から討議が行
われた。野田邦雄会員（国際協力銀行）は、「合同評価を通じた評価体制整備への取組」について報告を
行ない、JBICが実施している終了案件に対する合同評価を通してのタイ、インドネシア、インドの計画官
庁、受入実施機関の評価能力の向上、評価体制整備に対する支援の試みを紹介した。合同評価の成果とし
ては、DAC 評価5項目の理解のための技術移転、オーナーシップの強化、制度調和化を、また、合同評価
のファローアップや合同評価の管理・活用についての必要性を指摘した。報告に対しては、合同評価の利
点、開発援助としての評価、合同評価のドナー指向性などの観点から討議がなされた。

自由論題セッションⅣ「政策評価の課題」
座長　山谷 清志（同志社大学）

政策評価の課題というこのセッションの4報告は、大きく二つのテーマに区別される。一方は政策評価
の現状問題に関する報告である。第1報告「公的研究機関の技術評価」で原田隆会員（産業技術総合研究
所）は多額の資金を要する研究開発プロジェクトのアカウンタビリティ問題について論じた。評価がその
鍵になるのは当然であるが評価疲れ、一律評価の困難、評価者のレベルの3問題が自由な研究を難しくし
ているという。要するに、公的研究機関の技術評価は評価におけるコミュニケーションの問題である。第
2報告「政策評価にみる本質的矛盾―アカウンタビリティと経営」において古川俊一会員（筑波大学）は、
政策評価が求めるアカウンタビリティ志向と生産性・業績志向が矛盾する点、日本の行政の制度的特徴・
文化伝統がNPMを標榜するアングロサクソン国家のそれと違う点を指摘、万能薬はなく、役割を限定しつ
つシステム的に補完することを提言する。深い洞察による鋭い提言である。

他方のテーマは評価の取り組むべき課題である。第3報告「途上国の財政制度と財政執行の評価方法：
PEFAプログラムの業績測定枠組みの考察」において上野宏会員（南山大学）は、途上国の財政制度に向
けた業績測定の枠組み（PEFAプログラム）を紹介、それが先進国、とくに日本においても有効ではない
かという提案をする。業績測定と予算会計制度の関連をめぐる混乱を考えると、傾聴に値する重要な提案
である。最後の第4報告「日本の構造調整借款20年間のレビューからみる日本政府の政策判断」（田中弥
生・東京大学）は、実務と言うよりは評価の研究として重要な検討課題である。これまでの評価は政策に
しても組織運営管理にしてもミクロな部分を対象にして研究されてきたが、確かにこの報告が言うように
長いスパンのマクロ政策に関する研究・評価は少なかった。一つの大きな研究領域の扉を開いた観がある。
以上、この4報告はいずれも非常に刺激的であり、また今後の実務と研究にとって多くの示唆に富んだ貴
重な報告であった。座長や司会者としてこれほど興奮した経験はかつてなかったことを付け加えたい。

自由論題セッションⅤ「ODA評価手法」
座長　石田 洋子（コーエイ総合研究所）

本セッションでは「理論に基づいた開発援助の評価　発表者、山下道子（JBIC）」、「開発事業における
インパクト評価手法改善への取り組み　発表者、小林信行（JBIC）、野田邦雄（同）、魚住麻子（同）」、

「ベキ法則に基づく健康と経済のマクロ指標を用いた政府開発援助政策評価法の基礎研究（Ⅳ） 発表者、



191

正木朋也（統合社会科学研究会）、梅内拓生（国際医療福祉大学）」、「ODA国別評価手法についての考察
発表者、駒澤牧子（アースアンドヒューマンコーポレーション）、金子眞知（同）」の4つの論題が報告さ
れた。
「理論に基づいた開発援助の評価」は、PRSに関連して理論の再構築を迫られる世銀の取り組みが報告

された。プログラム理論再構築の手法と課題、開発プロジェクトの有効性などが主な論点となり、質疑応
答では、世銀のPRS評価の試みについて具体的な内容に関心が集まった。
「開発事業におけるインパクト評価手法改善への取り組み」では、JBICのインパクト評価手法改善につ

いて、中国やインドの評価事例を通して、手法や課題が紹介された。質疑応答では、貧困削減への円借款
事業の貢献、既存データに頼るのでなく計測可能な指標を取る必要性などが議論された。
「ベキ法則に基づく健康と経済のマクロ指標を用いた政府開発援助政策評価法の基礎研究（Ⅳ）」は、一

人当たりGDPと乳児死亡率の関数がベキ法則に従うことに着目し、社会安定性との関連性分析の進捗報告
であった。国の経済と健康の関係を評価する一助となる可能性もあり、今後の成果が期待される報告であ
った。
「ODA国別評価手法についての考察」は、外務省ガイドラインや先行研究に基づく政策評価手法に関す

る報告であった。援助額に基づいてODAの貢献度をチェックする国別評価フレームワークが提案され、外
務省やJICA、JBIC評価担当部署からの参加者によって、それぞれの活動に基づくコメントや内容修正が積
極的に行われた。

自由論題セッションⅥ「保健衛生評価」
座長　梅内 拓生（国際医療福祉大学）

本セッションでは以下の4題の発表があった。

「わが国の健康づくり指標と評価　健康日本21とローカル・マニフェスト」伊関友伸（城西大学）
健康日本21の理念を行政レベルで実効性あるものにすることをねらってローカル・マニフェストと連携

する可能性を探る視点から、行政の取り組みを分析、評価している。このために自治体行政評価の進化モ
デルを考案し、行政と住民との相互協力による理念の実行レベルでの進展がローカル・マニフェストとの
連携により可能になる見解をしめした。

「保健医療薬剤政策評価の基礎（2）―循環器系薬剤を中心に―」高田武治、梅内拓生（国際医療福祉大学）
健康維持に必要である薬剤の適正使用の評価にはその国の政治、経済、文化などさまざまな要因を考慮

しなければならない。本報告は日本と米国を比較し日本では高血圧、喫煙率が高く、米国では肥満や、カ
ロリー摂取率が高いこと、さらに米国では疾患発生率が高いにも自分は健康であると思っている率が高い
といったことなどから薬剤の適正使用への取り組みとその評価は国民、住民の健康観を視野に入れて行う
ことが重要であることを指摘した。

「適切な医薬品使用に関する考察（2）」梅原貞臣、梅内拓生（国際医療福祉大学）
本発表はストレス関連薬品の生産量、使用量と、自殺率や離婚率などの社会要因との関連を中心に日本

と米国を比較し、医薬品適正使用を目指した行政や住民活動の評価には宗教も含め個人、社会レベルでの
健康観、価値観などを視野に入れて行うことが大切であることを指摘した。

「保健医療プロジェクトの新しい学際的な評価法に関してのケーススタデイ」



仲佐保（国立国際医療センター）、中村安秀、草郷孝好、池田光穂、天沼直子（大阪大学）、倉沢愛子
（慶応大学）

JICA保健医療プロジェクトの評価を行うために関係する多方面の専門家チーム（保健医療、医療人類学、
社会学、開発経済学）による合同現地調査を実行した。その結果、途上国の多様なリアリティを複眼的に
とらえる可能性があることを発表した。

自由論題セッションⅦ「自治体による評価の課題」
座長　小野 達也（鳥取大学）

本セッションでは4つの報告が行われた。
まず、茂木勇氏（立教大学大学院）の「基礎自治体における参加型評価に関する一考察～相模原市村富

公園再整備事業を事例として～」が報告された。本報告は、街区公園の再整備事業における住民参加の事
例をもとに、参加型評価の可能性に言及しようとするものであった。

次に山崎肇氏（県立広島大学大学院）の「公園を介した官民連携」が報告された。本報告は、公園を介
した官民連携の4事例を紹介しつつ、今後の官民連携における指定管理者制度の有用性を指摘したもので
ある。

3番目の報告は田崎智宏氏（国立環境研究所）の「問題指摘着目型の法制度の実態評価～その類型と試
行：リサイクル法制度を例に～」であった。本報告は、リサイクル法制度について問題指摘着眼型の実態
評価を試みたもので、自治体における各種制度の見直しに向けた評価にも通じる論点が提出されている。

最後に、田中啓氏（静岡文化芸術大学）の「自治体評価にみる本質的課題とその解決方法に関する考察」
が報告された。本報告は、自治体の行政評価が今新しい段階に差し掛かっており、これまでの考え方や取
り組みの変更・転換が求められるのではないかという問題提起を行ったものであった。

なお、本セッションにおける4報告のうち3本は、セッションのタイトルである「自治体による評価の課
題」そのものを直接論じたものではなかったが、報告の内容とフロアとの質疑応答は、何れも「自治体に
おける評価」なるものに示唆を与えるものであったことを付言する。

自由論題セッションⅧ「開発能力アセスメント」
座長　松岡 俊二（広島大学）

本セッションは、高橋与志（広島大学）・松岡俊二（広島大学）・工藤高志（広島大学）「社会的能力
アセスメントに基づく援助投入評価」、登丸求己（玉川大学）「後発移行経済国タジキスタン政府の開発マ
ネージメント・キャパシティ・アセスメント」、村上一真（広島大学）・松岡俊二（広島大学）「環境対策
における社会的能力の評価」という3報告より構成された。全体として3報告は、開発政策や開発援助の前
提としての当該社会のマクロ的（社会的）能力を問題とし、能力のアセスメント手法とその適用のあり方
に焦点を当てたものであった。

高橋与志（広島大学）・松岡俊二（広島大学）・工藤高志（広島大学）「社会的能力アセスメントに基
づく援助投入評価」は、広島大学と三菱総合研究所が行っているJICAアジア地域特定テーマ評価「経済連
携事業」に基づく報告であった。報告では、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンのASEAN4ヵ
国における貿易分野のキャパシティ・デベロップメントを対象に、貿易センター事業を中心としたJICA援
助を、広島大学21世紀COEプログラムが研究開発を行っている社会的能力アセスメント手法により評価を
試みたものである。貿易分野の社会的能力を、アクター・ファクター分析や能力の発展ステージ分析とい
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う視角から分析し、援助投入の整合性（妥当性）や援助の能力形成への貢献を評価したものであった。
登丸求己（玉川大学）「後発移行経済国タジキスタン政府の開発マネージメント・キャパシティ・アセ

スメント」は、報告者がJICA専門家として、タジキスタン政府の開発行政を分析し、改革の提言を行うた
めに実施した開発管理能力のアセスメントに基づく報告であった。報告では、開発システムの整合性、開
発行政機構の効率性、人的資源の生産性という3つの評価基準が提示され、開発行政の改革が提言された。

村上一真（広島大学）・松岡俊二（広島大学）「環境対策における社会的能力の評価」は、北九州市と
大阪市の大気汚染対策能力の形成を対象として、政府（都市行政）部門における社会的能力の構成要素を
因子分析により定量的に提示した報告であった。報告では、人材・予算などの「環境政策資源」（人的・
組織的資源要素）、企業への融資などの「経済的支援」（政府・企業関係要素）、研究報告などの「科学的
知見」（知識・技術要素）、立入検査などの「直接規制」（政策・対策要素）という4要素が提示された。ま
た、人的・組織的資源要素が能力全体の5割程度を説明するという興味深い分析結果が報告された。

自由論題セッションⅨ「教育評価」
座長　齊藤 貴浩（大学評価・学位授与機構）

本セッションでは4つの報告が行われた。
渡邉美紀（東京工業大学大学院）、牟田博光（同）による「数学的リテラシー(PISA)に影響を及ぼす国

別要因の分析」では、生徒の学力到達度調査（PISA2003）における23カ国の個人データから、従来の個人、
家庭、学校の各要因に加え、教育政策・施策の決定権限がどこにあるかという要因が、学力に影響を与え
ていることが示された。この要因がどのように学力に影響を与え、また最終的に個人、家庭、学校の各要
因にブレークダウンされていくのか、それらの過程も含めたさらなる調査研究が望まれる。

HARUN, Imansyah（東京工業大学大学院）、小笠原愛美（同）、牟田博光（同）による「インドネシア中
等理数科教育における指導方法改善の効果」は、当該パイロット・プロジェクトの効果について論じた研
究である。プロジェクトにより、実験校が統制校（比較対象となる学校）に比べて指導方法に優れ、その
ことが、生徒の態度に影響を与えていることが示された。この評価を詳細に分析し、より効果的なプロジ
ェクトとなることが期待される。

田畑直子（メルボルン大学）による「学校評価の実践：広島市の公立校4校の事例を通して」では、広
島市の学校評価制度を事例とし、学校教育目標に即した学校評価によって教職員の意識改革が進み、意思
統一が図られ、そして教育の質の向上に繋がるという流れが示されるとともに、留意点として、全教職員
による分担、評価項目の厳選、学校の実態に沿った評価システムの確立が挙げられた。この実践事例及び
帰結は他の事例とそう変わるものではなく、学校評価に関する研究は今後その普遍性と特殊性についてよ
り検討が加えられていくものと考えられる。

高田恵子（国際医療福祉大学大学院）、梅内拓生（同）による「人間性教育と性教育評価の基礎　第2報」
では、日本の青少年を取り巻く家族、社会、規範、性行動などの社会的要因について紹介があり、性感染
症への感染や中絶等の指標は他国と比べて数値的には問題ではないが、その増加率等が表す社会的変化は
注視されるべきであり、問題が拡大する前に、学校、家庭、行政が協力して取り組むことの必要性が報告
された。次の報告では更なる進展が見られることを願う。

以上、どれも優れた報告であり、広島市の教育委員会委員長にもご参加いただくなど、フロアとの間
で活発な議論が行われた。参加者の皆様には心から感謝申し上げる。



自由論題セッションⅩ「日本評価学会最初の5年の歩み」
座長　古川 俊一（筑波大学）

本セッションでは「ロッシら『プログラム評価：システマティックアプローチ第7版』の改訂プロセス
に見る米国プログラム評価研究の発展と日本における課題」（発表者、大島巌（東京大学）、「日本評価学
会5年の歩みと政策評価、ODA評価」（発表者、山谷清志（同志社大学）、「自治体行政評価の動向―2001年
から2005年まで」発表者、小野達也（鳥取大学）」の3つの論題が報告された。

大島報告では、1979年に体系的テキストとして出版されたロッシらの改訂経過を細かく考察し、対人サ
ービスプログラムの評価を重視していること、1990年代以降学術引用件数が増加していること、プログラ
ム理論、利害関係者の位置づけの変遷など翻訳者ならではの指摘がなされた。最後に日本におけるプログ
ラム評価への示唆がなされた。

山谷報告は実際にこの5年政策評価の委員として、またODA評価の実務責任者としての経験をふまえ、
歴史的な回顧をしたあと、評価学会大会報告の分析から実務上と理論・研究者のすみわけ、手法と対象に
わかれた報告という分析をした。残された課題として、政策評価については、独立行政法人の評価、客観
性の担保評価、あるいは政治レベルに近いODA評価などの課題が示された。また、学会の特徴から、今後
学際的な特徴を伸ばしていくことが提案されるとともに、政策評価、ODA評価、独立行政法人評価の間の
関係の整理についての試論が示された。

小野報告は地方自治体の評価導入の状況、評価学会における研究、発表の詳細な経緯を紹介するととも
に、行政評価の課題認識と、マネジメントサイクルの実現、外部との関係構築、基礎的ツールの開発など、
真価発揮の条件について述べた。

会場からは、学会が今後目指すべき方向、例えば評価文化の普及などについて、活発な意見がかわされ
た。

自由論題セッションⅩⅠ「満足度意識調査の評価活用」
座長　星野 敦子（十文字学園女子大学）

本セッションでは、コメンテーターとして齋藤貴浩先生（大学評価・学位授与機構）をお迎えして、
「大学生の意識調査をベースとした日本のODAの説明責任に対する間接評価　発表者、高千穂安長」、「韓
国におけるサイバー大学生の満足度に影響する要因分析及び学習環境把握　発表者　金　性希（東京工業
大学）、牟田博光（同）」、「自治体公共サービス満足度ランキング向上の方法論　発表者　大嶋章嘉（市民
満足学会／ワード研究所）」、「大学における授業改善をはかる要因類型化手法　発表者　星野敦子（十文
字学園女子大学）、北原俊一（同）、新行内康慈（同）、安達一寿（同）、綿井雅康（同）、牟田博光（東京
工業大学）の4つの論題が報告された。
「大学生の意識調査をベースとした日本のODAの説明責任に対する間接評価」は大学生に対する意識調

査に基づいてODAの説明責任の実態分析を行ったもので、間接的にODAの評価をするという新たな試み
についての報告であった。サンプリングや調査方法などについていくつかの提案がなされ、今後の研究の
発展が望まれる。
「韓国におけるサイバー大学生の満足度に影響する要因分析及び学習環境把握」は2001年に韓国におい

て設立されたサイバー大学の学生を対象としたアンケートに基づいて、満足度の規定要因の分析を行った
もので、多数の関連要因を取り入れた重回帰モデルを中心とした意欲的な研究である。新たな学習形態に
よる大学評価という点で、議論も活発に行われ、更なる研究の進展が期待される。
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「自治体公共サービス満足度ランキング向上の方法論」は自治体の満足度調査に基づいて、ランキング
向上のためにシミュレーションを実施し、向上のための具体的な方法論を示した。千葉県浦安市のケース
を取り上げ、実際的で示唆に富んだ報告であった。サービス部門の重要度をどのように決定するかという
点が課題として議論された。
「大学における授業改善をはかる要因類型化手法」は大学における授業評価とコンジョイント分析を組

み合わせることにより、授業評価の結果を的確に授業改善にむすびつける方法を提案した。コンジョイン
ト分析は環境評価の分野で広く利用されていることから、環境評価への援用の可能性が議論において示唆
された。

自由論題セッションⅩⅡ「ジェンダー評価」
座長　村松 安子（東京女子大学）

討論者　大沢 真理（東京大学）

本セッションでは以下の4報告があった。｢日本学術会議におけるジェンダー主流化への胎動｣ 原ひろ
子（城西国際大学大学院）、「ジェンダー関係の平等化推進と成人学習の評価」國信潤子（愛知淑徳大学大
学院）、北九州市男女共同参画基本計画進捗状況評価」三隅佳子（（財）アジア女性交流研究フォーラム）、
山田貴宏（北九州市役所）、｢男女共同参画の視点から見た環境施策評価―北九州市の事例を手がかりとし
て｣ 織田由紀子（（財）アジア女性交流研究フォーラム）

1995年以来国際社会で合意されている男女平等社会実現のための政策手段が「ジェンダーの主流化」で
ある。「主流化」は政策･施策の企画段階から最後の評価までのすべての段階･局面にジェンダー視点を導
入することであり、主流化それ自体が評価を含んでいる。しかし評価学の中でのジェンダー分析、特にジ
ェンダー評価はまだ緒についたばかりである。

報告は4本とも、評価が立ち遅れている分野での革新的な報告であった。原報告は、1970年代から始ま
り、2000年には2010年までに女性会員10%と数値目標を設定し、2005年には「課題別委員会　学術とジェ
ンダー」を立ち上げた日本学術会議における取組みが将来の課題と共に報告された。國信報告は、男女共
同参画社会形成に不可欠な成人教育のジェンダー主流化が、最近誤った情報や情報の不正確な伝達の影響
を受けてその内容が｢すり替え｣られている現状を受けて、有効な対抗手段として客観的成人教育評価への
DAC5段階評価の適用を提案する。三隅･山田報告は、北九州市の男女共同参画施策の評価過程を、進捗状
況評価、簡易評価、詳細評価、重点評価から総合評価にいたる全プロセスに渡って報告した。全国の地方
公共団体が試行錯誤中の新しい評価法確立に向けての努力である。織田報告は、民生部門、特に市民の日
常生活の中からの地球温暖化対策としての｢環境家計簿｣データを使って、ジェンダー視点からの環境政策
評価に必要なデータの検討を行った。

コメンテーターは研究報告の一層の展開のための議論だけでなく、追加情報を補足、評価指標に対する
具体的提案･方法、データの単位（世帯データか個人データかなど）など多くの提案でセッションの議論
をより一層興味深いものにした。

自由論題セッションXⅢ「評価インターンによる調査報告」
座長　源 由理子（国際開発コンサルタント）

本セッションは、学会研修委員会が中心となって取り組んでいる「評価インターン制度」の中間報告を
兼ねて、各インターンによる調査報告を行ったものである。



まず、広島県立教育センターについては「事業改善評価手法の提示」を目的とした調査報告が、原口裕
紀子会員、山田孝子会員（以上、立教大学大学院）により発表された。評価の目的は同教育センターが事
業改善評価を行うための評価手法のあり方について提示するもので、その背景には予算の適正配分と研修
講座の質の向上を図るためにより適切な評価手法を導入したいという意向がある。報告では、評価手法を
検討するための手段として研修事業の一部を評価する方法論と作業の途中経過が報告された。コメンテー
ターの寺地靖仁会員（尾道市教育委員会）からは、評価方法は概ね妥当であるが今後は組織内に埋もれた
データをより活用し評価の簡素化を図ることも重要であるとの指摘があった。

次に、尾道市栗原北小学校に派遣された串本剛会員（広島大学大学院）、渡辺明美会員（早稲田大学大
学院）から、「学校評価表の開発とその課題」について発表があった。同小学校が独自に開発した学校評
価表とインターンが作成した評価表を比較することにより、評価表の開発・利用における課題を明らかに
するもので、報告では調査結果を踏まえ重点化（簡素化）、客観性の向上、構造化を特徴とした評価表の
提案がなされた。コメンテーターの森田哲会員（広島県立広島中学校）からは学校評価表は学校改善のツ
ールであるがともすると簡素化し過ぎて形骸化する恐れがある点に留意が必要であること、学校内部に評
価人材が必要とのコメントがあった。フロアーからは客観性に関連し、主観的とされる観察などの手法を
排除することの是非が論点として挙げられた。
（特活）メロウ倶楽部の評価では、藪並郁子会員（立教大学大学院）から事業評価の途中経過について

発表があった。メロウ倶楽部は中高年層を対象としたインターネットを活用した会員貢献・社会貢献活動
を行うNPOであるが、評価インターンによる事業の振り返りを通し活動を見直し、組織運営のあり方を検
討することへの期待がある。コメンテーターの西出順郎会員（琉球大学）、駒澤牧子会員（アースアンド
ヒューマンコーポレーション）から、評価の枠組み、調査のポイント、評価目的について再整理する必要
性が指摘され、フロアーからは組織評価、活動評価などの言葉の使い方の再考が必要とのコメントがあっ
た。

最後の発表となった岡山NPOセンターの事例では、佐藤浩子会員（立教大学大学院）、中川力介会員
（早稲田大学大学院）から組織評価の途中報告があった。岡山NPOセンターは岡山県の指定管理者として
中間支援組織の機能を持つが、組織強化のために第三者の視点から評価を行うものである。インターンが
作成した組織評価フォーマットに基づき各項目ごとの評価結果（中間報告）が報告されたが、コメンテー
ターの西出会員からは評価項目の設定、評価のプロセスにクライアントの顔が見えにくいことが指摘され、
フロアーからは組織評価フォーマット作成過程及び中間支援組織の研究に関する先行研究へのコメントが
あった。中間支援組織の問題点は広く調査研究されているので、今後はポジティブな面に眼を向けること
により打開策を探っていくことも必要との指摘もあった。

以上四つの報告は評価手法の開発、事業評価、組織評価と異なった評価理論と、学校評価、NPO評価の
異なった分野に基づくものであるが、各コメンテーター及びフロアーから適切かつ活発なコメント・指摘
をいただいた。3月の最終報告に向けて、これらのコメントを反映したより質の高い評価調査の実施を期
待したい。
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企画委員会

1. 研究受託事業
平成17年度は国際協力機構より「事業評価の二次評価」について受託した。国際協力機構はすべての技

術プロジェクト案件について終了時評価を行っているが、年間約50件とその数が多いところから、内部評
価として実施している。しかし、評価内容の透明性、客観性を担保するために、作成された評価報告書を
外部有識者事業評価委員会で確認する事にしている。外部有識者事業評価委員会の下に作業部会を設け、
計量的な分析を加味して、公正なレビュ－を行っているが、この部会の仕事を学会が請け負ったものであ
る。

この成果の一部は平成17年12月開催の第6回全国大会で「外部有識者によるODA評価の二次評価」（共通
論題セッションV 評価の評価―評価の質保証のための仕組みと手法）として一部発表された。また、こ
の結果は平成17年度末に公表された国際協力機構「事業評価年次報告書2005」の中に集録されている。

このような受託事業は学会としての社会的貢献を具体的な形で示すと共に、会員に評価作業を経験して
もらう場を提供することにもなる。さらに学会に対しては財政的な貢献もできるなど利点が大きい。企画
委員会としてはこのような受託事業を積極的に拡大していきたいと考えている。

2. 顕彰事業
学会賞には論文賞、奨励賞、功績賞の3種がある。
2005年度は学会賞受賞者選考細則第6条により、2005年8月30日付けで学会ホ－ムペ－ジ上に学会賞候補

者の公募を行い、11月10日まで自薦、他薦を受け付けた。11月22日に学会賞審査委員会を開催した。論文
賞、奨励賞、功績賞のそれぞれについて、申し合わせに基づき、功績、論文、発表原稿等公表された資料、
アンケート結果、及び、日頃の学会活動などを総合的に検討し、さらに、受賞候補者の意思確認のため
メ－ルにて議論を継続し、12月5日、学会賞受賞候補者選考について審査員全員一致で下記の結論に達し
た。

学会賞受賞者選考細則第7条では、論文賞は、選考当該年度の前年度に発行された本学会誌に掲載され
た原著論文等から推薦されるものとする、と定められている。日本評価研究第5巻第1号及び第2号の原著
論文の中から、編集委員会の推薦に基づき、論文賞受賞候補者として、大久保智哉会員を選考した。

奨励賞は、選考当該年度の前年度に開催された全国大会での発表等から推薦されるものとする、と定め
られている。第5回全国大会、及び春季第2回全国大会の場で発表された原稿等公表された資料、及び、そ
れぞれの大会でのアンケ－ト結果などを総合的に検討し、受賞候補者として田中弥生会員を選考した。
功績賞は、今回は該当者なしとした。

これらの選考結果は、企画委員長を通じて理事会に諮られ、原案通り承認された。また、この2人の受
賞者には、12月10日の総会の場で、学会から賞状及び副賞が授与された。

企画委員長　牟田　博光
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研修委員会

活動方針：
研修委員会では、「評価の普及および評価に関する人材育成に寄与すること」を目的として、各種セミ

ナーの開催、研修プログラムの開発、教材の作成、講師の派遣、その他人材育成に関わる活動の実施支援
を行うことを基本方針とし、2005年度には以下のような活動を展開した。

活動状況：
1．「評価インターン出前サービス」の企画・実施

「評価インターン出前サービス」は、学会の学生会員に対して「実際に評価を経験する」機会を提供す
べく、「評価を外部に委託したい」と考えている地方自治体やNGO・NPOで実際に評価を体験させていた
だく事業である。今年度は、以下の4団体が受け入れ団体となり、計7人の学生会員をインターンとして派
遣した。その途中報告は2005年12月の全国大会（広島大学）の場で報告され、2006年3月には、最終報告
書がとりまとめられた。

1） 広島県立教育センター　「広島県県立教育センターの事業改善評価」
山田　孝子（立教大学21世紀社会デザイン研究科）
原口裕紀子（立教大学21世紀社会デザイン研究科）

2） 広島県尾道市立栗原北小学校　「学校評価表の開発とその課題」
串本剛（広島大学教育学研究科）
渡辺明美（早稲田大学アジア太平洋研究科）

3） NPO法人メロウ倶楽部　「メロウ倶楽部の事業評価」
藪並郁子（立教大学異文化コミュニケーション研究科）

4） NPO法人岡山NPO活動センター　「岡山NPOセンターの組織評価」
中川力介（早稲田大学公共経営研究科）
佐藤浩子（立教大学21世紀社会デザイン研究科）

研修委員会共同委員長　源　由理子
西出　順郎
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広報委員会

1. 活動方針
広報委員会は、その目的である、「評価の意義を広く普及し、学会活動の強化を支援するために、日本

評価学会および学会の行う種々の事業を広報し、学会の情報活動に寄与する」ことを、したがって、評価
学会の活動のみならず広く評価に関わる情報も会員の皆さんと共有すべくあらゆる機会を捉えて実現を目
指します。

2. 活動状況
（1）「学会活動の強化と学会の健全な運営を目指して会員獲得に努めます」

会員獲得のための学会説明などのツールについては、ホームページを第一に考えていますが、国、自治
体、企業などの説明ツールとしては、マス・メディアを使ったパブリシティを利用する方向で引き続き交
渉します。

（2）「会員に対する広報活動の充実」
外務省、独立行政法人国際協力機構（JICA）の評価報告をタイムリーに評価学会会員に広報できるよう、

外務省、国際協力機構の評価資料を発表後、内容について転送する仕組みを構築しました。

（3）「広報の手段は主として学会ホームページを活用します。従って、学会からのおしらせはホームペー
ジに随時掲載します」。

より読みやすく、タイムリーに情報をお伝えすべくホームページリニューアルの外注を計画し、業者を
選定しましたが、具体的な内容について引き続き交渉中です。

(4) 「ホームページの有効性を評価します」
2006年には、ホームページの有効性評価を行うために、ホームページへのアクセス件数、アクセス件数

を会員数で徐した数値の検討などを実施します。

3. 今後の方針
広報委員会は、第3回委員会を2005年12月28日に開催しました。引き続き年2回の広報委員会の開催とと

もに、進捗状況管理、新企画の検討などを行い広報面での有効性、効率性を高めて行きます。

広報委員長　高千穂　安長
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国際交流委員会

1. 地球環境に関する合同ワークショップ
地球環境ファシリティ（GEF）は途上国における地球環境プロジェクトに世界銀行、UNDP、UNEPなど

を通じて無償で資金供与を行う国際機関であり、日本はその主な出資者である。わが国におけるGEFなら
びに地球環境問題に対する認識を深めるため、昨年11月23日、当委員会主催・GEFおよび国連大学共催に
よる合同ワークショップが東京青山の国連大学エリザベス･ローズ会議場で開催された。

当日、財務省（宮原国際局開発企画官）、環境省（田中地球環境局環境協力室長）の挨拶に続き、Zakri
国連大学高等研究所長、廣野日本評価学会副会長、Good地球環境ファシリティ事務局長の基調演説（代読）
に継いで、今年度のGEFの活動の評価を担当したICF Consulting社 のWagner上級副社長から評価報告書で
ある"Third Overall Performance Study of the Global Environment Facility"（OPS3）の説明、柳下上智大学大学
院教授の「日本の対中環境協力プログラム」の分析評価、Dr. Tengberg UNEP Programme Officerの「GEFを
通じたUNEP/国連大学のプログラム協力」の説明があった。午後には、再びWagner氏からOPS3 の評価手
法についての説明、国連大学および同高等研究所所員から国連大学の環境プログラムについての説明がな
され、最後にGEFの活動の評価と今後の課題や展望についてのセッションが持たれた。各セッションの議
長は、廣野氏、Zakari氏、Van den Berg GEF評価室長、安井国連大学副学長が交互に務めた。

前号にて報告の通り、当委員会は昨年8月以降、分科会にわかれてOPS 3などの分析を進めてきた。11月
には全体会議を開き、GEFの活動についての当委員会の評価と提言の内容を決めた。本ワークショップへ
の当委員会からの出席者は、廣野氏の他、梅内氏（国際医療福祉大学）、湊氏（FASID）、山下氏（JBIC）、
田中氏（モンゴリア･リンクス）、藤本氏（あかう）、正木氏（統計社会科学研究会）、山口氏（コムシスネ
ット）、山田氏（立教大学大学院生）であった。各出席者は質問・意見表明に活発に参加した。最後のセ
ッションで、当委員会の提言として、藤本氏が次の趣旨の発言を行った。
①　GEFの現行の方針では、資金供与は急成長中の大国に集中し、中小途上国には恩恵が及ばない。しか

し、中小途上国の環境問題も地球環境にとって無視できない。
②　中小途上国の政府には環境問題に関心を払う余裕はない。一方、これらの国の民間団体・私企業の中

には、環境改善と経済成長を同時にもたらす事業に強い関心と識見を持っている例がみられる（例
2004年ノーベル平和賞受賞者ワンガリ・マータイ女史のGreen Belt Movement)。しかしこれらの民間
組織は国内において無視される傾向がある。

③　これらの民間組織の希求と識見を環境改善と経済成長に結びつけるためには、GEFが国際金融公社な
どの協力を得て、彼らを認知し、資金的技術的援助に加えて現地政府説得の支援を行うことが適当で
ある。

④　GEFは既にSmall Grants Programを通じてNGO/NPO民間組織へも資金供与を行っているが、これには
限度がある。日本評価学会は、GEFが民間組織への資金供与のより大きな支援プログラムを設定する
こと、そのための資金を民間からも調達する手段を開発すること、を提案する。

日本が貢献する国際機関の評価に本学会が参加することは、大いに意味があると考える。

2. 第5回ODA評価ワークショップへの参加
2006年1月26、27日にODA評価ワークショップが外務省により開催された。アジア諸国、国際機関、援

助機関の参加のもと活発な議論が行われたが、日本評価学会の会員も数名が参加した。詳しくは外務省ホ
ームページ参照。
http://www.mofa.go.jp/mofa/gaiko/oda/index/kaikaku/hyoka.html
→「評価に関するセミナー・ワークショップ」
→「第5回ODA評価東京ワークショップの開催」を参照

国際交流委員長　廣野　良吉
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日本評価学会春季第3回全国大会のご案内

春季第3回全国大会
実行委員会委員長　 高橋　一生
プログラム委員会委員長　牟田　博光

来たる2006年6月24日(土)、日本評価学会春季第3回全国大会が国際基督教大学（東
京都三鷹市）にて開催されます。

参加申込方法および会場の詳細につきましては、決まり次第追ってご連絡いたしま
す。またプログラムにつきましては、更新の都度、学会メーリングリストおよびホー
ムページでご案内いたします。
会員各位におかれましては奮ってご参加くださいますようよろしくお願い申し上げま
す。

記

1. 日時： 2006年6月24日（土）

2. 場所： 国際基督教大学（東京都三鷹市）
住所：東京都三鷹市大沢3-10-2

以上
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特定非営利活動法人日本評価学会定款

第１章　総則
（名称）
第１条 本法人は、特定非営利活動法人日本評価学会と称し、英語名は、The Japan Evaluation Society

（略称JES）とする。
（事務所）
第２条 本法人は、主たる事務所を東京都江東区富岡二丁目９番１１号に置く。

（目的）
第３条 本法人は、広く国民一般に対する透明性確保、説明責任遂行のため、公共的な活動やNPO等の

社会的な活動に関する評価の重要性が強く認識されていることに鑑み、評価に関する研究及び
応用を促進し、評価に関する関連機関等との情報交換を図るとともに、この分野の学問の進歩
発展及び評価に携わる人材の育成等に貢献することにより、広く一般市民に対し評価活動の向
上と評価の普及に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）
第４条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

（1）社会教育の推進を図る活動
（2）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
（3）国際協力の活動
（4）男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
（5）経済活動の活性化を図る活動

（事業の種類）
第５条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

（1）評価に関する調査・研究事業　
広く一般市民の参加を得て客観性を保持し得る評価手法、評価基準の開発を行う。

（2）評価に関する研修事業
評価に関する学術研究会、講演会、国際シンポジウム、研修などを開催し、評価人材の
育成に努める。

（3）評価に関する交流事業
評価研究者、評価実務者、評価利用者等評価に関連する内外の人々との交流、情報交換
の場として国際交流や全国大会を実施する。

（4）評価に関する広報・普及事業　
評価に関する情報を広く知らしむべく、ホームページの作成、学会誌その他刊行物の発
行等、普及啓蒙活動を行う。

（5）評価実施事業
公平、中立の観点に立ち、法人として第三者評価を実施する。

（6）評価に関する顕彰事業
評価に関する研究および評価活動の普及に貢献した人を広く顕彰する。

（7）その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
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第２章　会員
（種別）
第６条 本法人の会員の種別は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」と

いう。）上の社員とする。
（1）正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人。
（2）学生会員 本法人の目的に賛同して入会した、原則として大学以上の学生で、学生会員を

希望する者。尚学生会員は、卒業時に本人が希望する場合は会長に申し込みを
おこなったうえで、正会員となることができる。

（3）賛助会員 本法人の目的に賛同し、その事業を後援する団体。
（4）名誉会員 本法人に功労のあった者及び広く評価分野に関連ある分野における学識経験者

で理事会の推薦に基づき総会の承認を経た個人。

（入会）
第７条 会員の入会について、特に条件は定めない。
２　　　　正会員、学生会員、賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書によ

り会長に申し込むものとする。また、名誉会員として推薦された者は、入会の手続きを要せず、
本人の承諾をもって会員となるものとする。

３　　　　理事会は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
４　　　　会長は、第２項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にそ

の旨を通知しなければならない。

（会費）
第８条 正会員、学生会員、賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第９条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

（1）退会届の提出をしたとき。
（2）本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
（3）継続して2年以上会費を滞納したとき。
（4）除名されたとき。

（退会）
第１０条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

（除名）
第１１条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

（1）この定款に違反したとき。
（2）本法人の名誉を毀損し又は設立の趣旨に反する行為を行なったことにより、総会において、

除名すべきものと認められた場合
２　　　　前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えな

ければならない。
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（拠出金品の不返還）
第１２条 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第３章　役員
（種別及び定数）
第１３条 本法人には、次の役員を置く。

（1）理事　20名以上25名以内
（2）監事　1名以上2名以内

２　　　　理事のうち1人を会長とし、若干名を副会長とする。

（選任等）
第１４条 理事及び監事は、総会において、正会員の中から選任する。
２　　　　会長及び副会長は、理事会において、理事の互選により定める。
３　　　　役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超

えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超
えて含まれることになってはならない。

４　　　　法第20条各号のいずれかに該当する者は、本法人の役員になることができない。
５　　　　理事及び監事は、相互に兼ねることができず、本法人の職員を兼ねてはならない。

（職務）
第１５条 会長は、本法人を代表し、会務を統括する。
２　　　　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名し

た順序で、その職務を代行する。
３　　　　理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、会務の執行を

決定する。
４　　　　監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の会務執行の状況を監査すること。
（2）本法人の財産の状況を監査すること。
（3）前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく

は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報
告すること。

（4）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
（5）理事の会務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

（任期等）
第１６条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
２　　　　補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者

の残存期間とする。
３　　　　役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなけ

ればならない。
４　　　　前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会

が終結するまでその任期を伸長する。
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（欠員補充）
第１７条 理事又は監事のうち、その定数の3分の１を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しな

ければならない。

（解任）
第１８条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決によ

り、これを解任することができる。
（1）心身の故障のため、職務の遂行の堪えないと認められるとき。
（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

２　　　　前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えな
ければならない。

（費用弁償）
第１９条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
２　　　　前1項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

（顧問）
第２０条 本法人に顧問若干名を置くことができる。
２　　　　顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
３ 顧問は、本法人の運営に関し、会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
４ 顧問の任期については、第16条第1項の規定を準用する。

第４章　会議
（種別）
第２１条 本法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
２ 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

（総会の構成）
第２２条 総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）
第２３条 総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更
（2）解散及び合併
（3）事業計画及び収支予算
（4）会員の除名
（5）事業報告及び収支決算
（6）役員の選任又は監事の解任、役員の職務
（7）会費
（8）解散における残余財産の帰属先
（9）その他運営に関する重要事項
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（総会の開催）
第２４条 通常総会は、毎年1回開催する。
２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
（2）正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
（3）監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

（総会の招集）
第２５条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
２ 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に

臨時総会を招集しなければならない。
３ 総会を招集する場合には会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の

日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（総会の議長）
第２６条 総会の議長は、会長をもってこれにあてる。

（総会の定足数）
第２７条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席が無ければ開催することができない。

（総会の議決）
第２８条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。

（総会での表決権等）
第２９条 各正会員の表決権は平等なものとする。
２ やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、

書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
３ 前項の代理人は、代表権を証する書面を総会毎に議長に提出しなければならない。
４ 第１項の場合において、正会員は、表決内容等について、総会の議長に一任することができる。
５ 第１項及び前項の規定により、表決権を行使する場合は、当該正会員は総会に出席したものと

みなす。
６ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができ

ない。

（総会の議事録）
第３０条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所
（2）正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付

記すること。）
（3）審議事項
（4）議事の経過の概要及び議決の結果
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（5）議事録署名人の選任に関する事項
２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が、記名押印又は署名しなけ

ればならない。

（理事会の構成）
第３１条 理事会は、理事をもって構成する。ただし、監事、顧問、幹事ならびに第53条第2項に定める

事務局長は、理事会に出席し意見を述べることができる。

（理事会の権能）
第３２条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項
（2）総会の議決した事項の執行に関する事項
（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の開催）
第３３条 定例理事会は、毎年3回開催する。
２ 前項にかかわらず次に掲げる場合には、臨時理事会を開催することができる。

（1）会長が必要と認めたとき。
（2）理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があ

ったとき。
３ 理事会は、理事現在数の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

（理事会の招集）
第３４条 理事会は、会長が招集する。
２ 会長は、前条第2項第2号の場合にはその日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
３ 会長は、緊急に理事会を招集する必要がある場合において、やむを得ない事情によりこれを開

催できないときには、理事の承諾を得て、書面により議決を得ることができる。この場合、理
事会は開催されたものとみなす。

４ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催
の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（理事会の議長）
第３５条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

（理事会の議決）
第３６条 理事会における議決事項は第34条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
２ 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

（理事会の表決権等）
第３７条 各理事の表決権は、平等なものとする。
２ やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について

書面又は代理人をもって表決することができる。
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３ 前項の場合において、理事は、表決内容等について理事会の議長に一任することができる。
４ 第１項及び前項の規定により、表決権を行使する場合は、当該理事は理事会に出席したものと

みなす。
５ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができ

ない。

（理事会の議事録）
第３８条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所
（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。）
（3）審議事項
（4）議事の経過の概要及び議決の結果
（5）議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が、記名押印又は署名しなけ
ればならない。

第５章　資産
（資産の構成）
第３９条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された財産
（2）会費
（3）寄付金品
（4）財産から生ずる収入
（5）事業に伴う収入
（6）その他の収入

（資産の管理）
第４０条 本法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
2 この法人の資産は特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

第6章　会計
（会計の原則）
第４１条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

（会計区分）
第４２条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

（事業年度）
第４３条 本法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
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（事業計画及び予算）
第４４条 本法人の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会の議決を経た後、毎事業年度の

開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により、当該事業年度
開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合、
当該事業年度の開始の日から90日以内に総会の議決を得るものとする。

２ 会長は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、理事会の議決を得なけ
ればならない。

（暫定予算）
第４５条 第43条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事

会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

（予備費）
第４６条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（事業報告及び決算）
第４７条 本法人の事業報告書、財産目録、賃借対照表及び収支決算書等決算に関する書類は、会長が毎

事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経た後、当該事業
年度終了後90日以内に総会の決議を得なければならない。

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（臨機の措置）
第４８条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放

棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第７章　定款の変更、解散及び合併
（定款の変更）
第４９条 本法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議

決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければなら
ない。

（解散）
第５０条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議
（2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
（3）正会員の欠亡
（4）合併
（5）破産
（6）所轄庁による設立の認証の取消し

２ 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ
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ばならない。
３　　　　第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）
第５１条 本法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、法第11条第3項

に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

（合併）
第５２条 本法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所

轄庁の認証を得なければならない。

第８章　公告
（公告の方法）
第５３条 本法人の公告は、この法人の掲示場に提示するとともに、官報に掲載して行う。

第９章　事務局
（事務局の設置）
第５４条 本法人に、本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
２ 事務局には、理事会の同意を得て会長が委嘱する事務局長を置く。
３ 事務局組織、運営、職員及びその他必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

第１０章　雑則
（細則）
第５５条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

（委員会及び分科会）
第５６条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び分科会を設けることができる。
２ 委員会及び分科会は、その目的とする事項について、調査及び研究し、または審議する。
３ 委員会及び分科会の組織、構成及び運営その他必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定め

る。
（支部）
第５７条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、総会の議決に基づいて支部を置くことができる。
２ 支部には、理事会の同意を得て会長が委嘱する支部長を置く。
３ 支部の位置、組織、運営その他必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

附則

１　この定款は、本法人の成立の日から施行する。

２　本法人の設立当初の役員は、別表の通りとする。
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３　本法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成16年度の事業報告書及び
収支決算の決議をする総会の日までとする。

４　本法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、本法人成立の日から平成16年9月30日
までとする。

５　本法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ
ろによる。

６　本法人の設立当初の会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
正会員 15,000円
学生会員 5,000円
賛助会員 1口100,000円 （1口以上）

【別表】
設立当初の役員

役 職 名　 氏　名
会　　長　 宮内　義彦
副 会 長　 廣野　良吉
副 会 長　 牟田　博光
理　　事　 竹内　正興
理　　事　 荒木　光弥
理　　事　 梅内　拓生
理　　事　 喜多　悦子
理　　事　 木村　　孟
理　　事　 熊岡　路矢
理　　事　 坂元　浩一
理　　事　 白須　　孝
理　　事　 杉下　恒夫
理　　事　 鈴木　絲子
理　　事　 高千穂安長
理　　事　 高橋　一生
理　　事　 長尾　眞文
理　　事　 古川　俊一
理　　事　 三好　皓一
理　　事　 森　　茂子
理　　事　 弓削　昭子
監　　事　 高瀬　国雄
監　　事　 松下　　弘
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日本評価学会誌刊行規定
2005.2.15改訂
2002.9.18改訂
2001.9.9改訂

（目的および名称）
1. 日本評価学会（以下、「学会」という）は、評価に関する研究および実践的活動の成果を国内外の学

界をはじめ評価に関心をもつ個人および機関に広く公表し、評価慣行の向上と普及に資することを目
的として、「日本評価研究（仮名）」（英文仮名：“The Japanese Journal of Evaluation Studies”、以下、

「評価研究」という）を刊行する。
（編集委員会）
2. 「評価研究」の編集は、後で定める「編集方針」にもとづいて編集委員会が行う。
3. 編集委員会は、学会会員20名以内をもって構成し、委員は学会理事会が選任する。編集委員の任期は

2年とし、再任を妨げないものとする。
4. 編集委員会は、互選により委員長1名、副委員長2名および常任編集委員若干名を選出する。
5. 編集委員会は、最低年1回編集委員会を開き、編集方針、編集委員会企画、その他について協議する

ものとする。
6. 編集委員会は、その活動等について、随時理事会へ報告し、承認を受けるとともに、毎年1回学会年

次大会の場で、過去1年の活動成果と翌年の活動計画に関する報告を行う。
7. 委員長、副委員長および常任編集委員は、常任編集委員会を構成し、常時、編集実務に当たる。

（編集方針）
8. 「評価研究」は、原則として、年2回刊行する。
9. 「評価研究」の体裁は、B5版とし、和文又は英文とする。
10. 「評価研究」に掲載する原稿（以下「論文等」という）の分類は、以下の5カテゴリーからなるもの

とする。
（1）総説
（2）研究論文
（3）研究ノート
（4）実践・調査報告
（5）その他

11. 「評価研究」への投稿有資格者は、学会会員および常任編集委員会が投稿を依頼した者とする。学
会会員による連名での投稿および学会会員を主筆者とする非会員との連名での投稿は、これを認め
る。編集委員による投稿はこれを認める。

12. 投稿原稿を上記分類のどのカテゴリ－として扱うかは、投稿者の申請等をもとに常任編集委員会が、
下記の「作業指針」に従って決定する。

（1）「総説」は、評価の理論あるいは慣行について概観する論文とし、その掲載については編集委員
会が企画・決定する。

（2）「研究論文」は、評価の理論構築あるいは慣行の理解について重要な学問的貢献となると認められ
る論文とし、その採否については次項に定める査読プロセスを経て常任編集委員会が決定する。

（3）「研究ノート」は、「研究論文」作成過程での理論的あるいは経験的な研究の中間的成果物に相当
する論考で、その採否については次項に定める査読プロセスを経て常任編集委員会が決定する。

（4）「実践・調査報告」は、評価事業の実践あるいは評価にかかわる調査の報告で、その採否について
は次項に定める査読プロセスを経て常任編集委員会が決定する。

（5）「その他」には、編集委員会が独自に企画する特集に掲載する依頼原稿や学会誌の刊行に関する編
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集委員会からの学会会員への連絡等が含まれる。
13. 論文等は2名の査読者により査読することとし、その人選は編集委員会が行う。「研究論文」につい

ては、査読結果と編集委員会が査読者とは別に指名する担当編集委員1名の参考意見をもとに、編集
委員会が掲載に関する決定を行う。「総説」、「研究ノート」、「実践・調査報告」および「その他」の
論文については、査読結果にもとづき編集委員会が掲載に関する決定を行う。

14. 編集委員が「評価研究」に投稿した場合には、当該委員はその投稿に係わる常任編集委員会あるい
は編集委員会の議事に一切参加しないものとする。

15. 上記いずれのカテゴリーの投稿についても、常任編集委員会による掲載の判断は可･不可の二者択一
で行うこととする。但し、場合によっては編集委員会の判断で、小規模の修正による掲載も認める。

「研究論文」としての掲載が適当でないと判断された場合でも、投稿者が希望すれば、常任編集委員
会は「研究ノート」あるいは「実践･調査報告」としての掲載を決定できる。

（投稿要領の作成公表）
16. 編集委員会は、上記の編集方針にもとづき投稿要領を作成し、理事会の承認を得て、広く公表する。

（配布先）
17. 「評価研究」は、学会会員に無償で配布するほか、非会員に有償で提供する。

（抜刷の配付）
18. 「評価研究」掲載論文等の抜刷り30部を、投稿者（原著者）に無料で配布する。それ以上の部数を

希望する場合は投稿者（原著者）の自己負担とする。
（インターネット上の公開）
19. 「評価研究」掲載論文等は、投稿者（原著者）の了承を得て全文をインターネット上で公開する。

（著作権）
20. 「評価研究」に掲載された論文等の著作権は各投稿者（原著者）に帰属するものとし、編集権は本

学会に帰属するものとする。
（事務局）
21. 「評価研究」編集及び配布の事務は、それに関連する会計も含めて学会事務局が担当する。

（以上）
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『日本評価研究』投稿規定

2003.4.18改訂
2002.3.25改訂
2001.9.9改訂

１. 『日本評価研究』（The Japanese Journal of Evaluation Studies）は、評価に関する論文、論考、調査報
告等を掲載する。

２. 『日本評価研究』は、会員間の研究成果交流の場を提供し、内外における評価研究の一層の発展に
資することを主目的として発行されており、原則として会員による寄稿を掲載する。なお、依頼原
稿を除き、ファーストオーサーは学会員でなければならない。

３. 投稿された原稿は、編集委員会の責任において審査を行ない、採否を決定する。審査にあたっては、
1原稿毎に2名の査読者を選定し、査読結果を参考にする。（査読者には、投稿者名を伏せて査読を依
頼する。）

４. 原稿料は支払わない。

５. 『日本評価研究』に掲載された論文等は、その全文をインターネット上の本学会のホームページに
掲載する。

６. 投稿にあたっては、投稿原稿が、①研究論文、②総説、③研究ノート、④実践・調査報告、⑤その
他のうち、どのカテゴリーに入るかを明記する。ただし、カテゴリーについての最終判断は、編集
委員会で行なう。「研究論文」は評価の理論構築あるいは慣行の理解について重要な学問的貢献とな
ると認められる論文、「総説」は、評価の理論あるいは慣行について概観する論文、「研究ノート」
は「研究論文」作成過程での理論的あるいは経験的な研究の中間的成果物に相当する論考、「実践・
調査報告」は評価事業の実践あるいは評価にかかわる調査の報告、「その他」は編集委員会が独自に
企画する特集に掲載する依頼原稿等である。

７. 投稿方法
（1）使用言語は日本語又は英語とする。
（2）著者校正は原則として第一校までとする。
（3）英文原稿については、ネイティブスピーカーによる英文チェックを済ませ、完全な英文にして

投稿すること。
（4）ハードコピー4部（A4版）を提出する。その際、連絡先（住所、Tel、Fax、Email）と原稿の種

類を明記すること。掲載可と判断された原稿については、必要なリライトを経た後に、最終原
稿のハードコピー2部とDOS/Vフォーマットのフロッピーを用いたTEXTファイルを提出する。
その際、オリジナル図表を添付すること。

（5）刷り上がりは最大14ページとする。これを超える場合は、その経費は著者負担とする。
（6）日本語原稿の最大文字数は以下のとおり。①研究論文20,000字、②総説15,000字、③研究ノート

15,000字、④実践・調査報告20,000字、⑤その他適宜。それぞれ和文要旨を400字程度、英文要
旨を150words程度、及び和文・英文でキーワード（5つ以内）を別に添付する。印刷は1ページ、
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20字×43行×2段（1,720字）とする。20,000字の原稿の場合、単純計算では英文要旨1ページを
加えて合計13ページとなるが、図表の量によっては、それ以上のページ数となり得るので、注
意すること。

（7）英文ではA4版用紙に左右マージン30mmをとり、10ポイントフォントを使用し、1ページ43行の
レイアウトとする（1ページ約500words）。論文冒頭に150words程度のAbstractをつける。14ペー
ジでは、7,000words相当になるが、タイトルヘッド等を考慮して、最大語数を約6,000words（図
表、注、文献込み）とする。図表の量によっては、ページ数が予想以上に増える場合もあり得
るので、注意すること。

８．送付先
〒135-0047  東京都江東区富岡2－9－11  京福ビル
財団法人 国際開発センター内 日本評価学会事務局
TEL: 03-3630-8031
FAX: 03-3630-8095
E-mail:  jes_secrt@idcj.or.jp
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『日本評価研究』執筆要領
2002.9.18改訂
2002.3.25改訂

１. 本文、図表、注記、参考文献等
（1）論文等の記載は次の順序とする。

日本語原稿の場合
第1ページ：表題、著者名、所属先、E-mail、和文要約（400字程度）、和文キーワード（5つ以内）
第2ページ以下：本文、謝辞あるいは付記、注記、参考文献
最終ページ：英文表題、英文著者名、英文所属先、E-mail、英文要約（150words程度）、英文キー
ワード（5つ以内）

英文原稿の場合
第1ページ：Title; the author’s name;  Affiliation;  E-mail address;  Abstract (150 words) ;  Keywords (5
words)
第2ページ以下：The main text;  acknowledgement;  notes;  references

（2）本文の区分は以下のようにする。
例１（日本語）

１．
（1）

①
（2）
（3）

例２（英文）
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

（3）図表については、出所を明確にする。図表は原則として、筆者提出のものをそのまま写真製版
するので、原図を明確に作成すること。写真は図として扱う。

例１：日本語原稿の場合
図１ ○○州における生徒数の推移

（注）
（出所）
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表１ ○○州における事故件数

（注）
（出所）

例２：英文原稿の場合

Figure １ Number of Students in the State of ○○
Note:
Source:

Table １ Number of Accidents in the State of ○○
Note:
Source:

（4）本文における文献引用は、「･…である（阿部1995、p.36）。」あるいは「･…である（阿部1995）。」
のようにする。英文では、(Abe 1995, p.36) あるいは(Abe 1995)とする。
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（5）本文における注記の付け方は、（･…である1。）とする。英文の場合は、（….1）とする。
（6）注記、参考文献は論文末に一括掲載する。

注記
1 ………。
2 ………。

（7）参考文献は、日本語文献は著者の五十音順、外国語文献は著者のアルファベット順に記し、年
代順に記載。参考文献の書き方については以下のようにする。
日本語単行本：著者（発行年）『書名』、発行所

（例）日本太郎（1999）『これからの評価手法』、日本出版社
日本語雑誌論文：著者（発行年）「題名」、『雑誌名』、巻（号）：頁－頁

（例）日本太郎（1999）「評価手法の改善に向けて」、『日本評価研究』、1（2）：3－4
日本語単行本中の論文：著者（発行年）「題名」、編者『書名』、発行所、頁－頁

（例）日本太郎（2002）「行政評価」、日本花子『評価入門』、日本出版社、16-28
複数の著者による日本語文献：著者・著者（発行年）『書名』、発行所

（例）日本太郎・日本花子（2002）『政策評価』、日本出版社
英文単行本：著者 （発行年）.  書名.  発行地：発行所.

（例）Rossi, P. H. (1999).  Evaluation:  A Systematic Approach 6th edition. Beverly Hills, Calif:
Sage Publications.

英語雑誌論文：著者（発行年）.  題名.  雑誌名, 巻（号）, 頁－頁.
（例）Rossi, P. H. (1999). Measuring social judgements.  American Journal of Evaluation, 15(2),

35-57.
英語単行本中の論文：著者（発行年）. 題名. In 編者 (Eds.), 書名. 発行地：発行所, 頁－頁.

（例）DeMaio, T. J., and Rothgeb, J. M. (1996).  Cognitive interviewing techniques:  In the lab and
in the field.  In N. Schwarz & S. Sudman (Eds.), Answering questions:  Methodology for
determining cognitive and communicative processes in survey research. San Francisco, Calif:
Jossey-Bass, 177-196.

2名の著者による英語文献：姓, 名, and姓, 名（発行年）.  書名.  発行地：発行所.
（例）Peters, T., and Waterman, R.（1982).  In Search of Excellence:  Lessons from America’s

Best Run Companies. New York: Harper & Row.
3名以上の著者による英語文献：姓, 名, 姓, 名, and姓, 名（発行年）.  書名.  発行地：発行所.

（例）Morley, E., Bryant, S. P., and Hatry, H. P. (2000).  Comparative Performance Measurement.
Washington: Urban Institute.

（注１） 同一著者名、同一発行年が複数ある場合は、（1999a）、(1999b) のようにa,b,cを付加して
区別する。

（注２） 2行にわたる場合は2行目移以降を全角1文字（英数3文字）おとしで記述する。
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日本評価研究査読要領

日本評価学会　『日本評価研究』編集委員会
2005年9月10日決定

1. 本査読要領の趣旨
本査読要領は、『日本評価研究』における掲載論文等の審査の要である査読手続きについて、投稿す

る会員及び査読を依頼される会員に対して解説を行い、審査手続きを効率的かつ効果的に行うことを目
的として、定めるものです。

2. 査読の目的と投稿者の責任
査読は、投稿原稿が『日本評価研究』に掲載される論文等としてふさわしいものであるか否かについ

ての判定を当編集委員会が行う上で必要とされるものです。
査読に伴って見いだされた疑問や不明な事項について、必要な場合は修正意見をつけて、修正を求め

ることがあります。査読は、その意味で、投稿原稿の改善に資するものでもあります。ただし、修正が
求められた場合においても、論文等の内容に関する責任は著者が負うべきものであり、査読者の責に帰
するものではありません。

査読者は2名で、編集委員会において学会会員の中から当該分野の専門家を選び依頼されますが、学
会会員以外に依頼することもあります。

3. 査読の視点
査読は、以下の5つの視点によりますが、投稿原稿の種類によって、重点が違います。

（1）テーマの重要性・有用度
（2）研究の独自性
（3）論理の構成
（4）実証法・方法論の妥当性
（5）評価理論・実践への貢献

・研究論文の査読については、上記の5項目全てに配慮する。
・研究ノートの査読については、上記5項目のうち、特に（1），（2），（3），（4）の諸項目に配慮する。
・実践・調査報告の査読については、上記5項目のうち、特に（1），（3），（5）の諸項目に配慮する。
・総説の査読については、上記5項目のうち、特に（3）と（5）の諸項目に配慮する。

4. 投稿に当たっての留意点
2. に掲げた査読の視点以外に、基本的な論文の完成度の問題があります。例えば、
●論文等として体裁が整っているか、
●執筆要領にしたがっているか、
●簡潔明瞭に記述されているか、
●実証的なデータは適切に位置づけられているか、
●注や参考文献は本文と対応しているか、
●専門用語の使用は適切か、
●語句や文法的な誤りがないか、
●誤字脱字はないか、
●句読点に誤りはないか、
●英文要約などの英文表現は適切か、（必ずしも和文要約の直訳である必要はなく、英文としてまと
まっていること）

●字数は規程に従っているか、
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など、内容及び形式に関する留意点があります。
大学院生及び実務家の投稿において、論文としての体裁が整わないまま送付されている例があり、査

読そのものに至らないものもあるので、しかるべき指導を受けた後に投稿されるよう強く勧めます。

5. 査読にあたっての判断事例
（1）完成度において不十分であるが掲載を考慮できる場合

萌芽的な研究、発展が期待できる論文等は評価論の発展のためにできるだけ評価してください。
●検証は十分とはいえないが、理論や定式化が学問の発展に有用である。
●考察は十分とはいえないが、新たな理論の形成・促進に有用である。
●文献調査は十分とはいえないが、研究の位置づけは明確である。
●比較研究は十分とはいえないが、適用例としては意義がある。
●考察は十分とはいえないが、社会的、または、歴史的に重要な事例の評価として意義がある。
●考察は十分とはいえないが、特定の社会活動の評価として意義がある。
●論文の構成や表現は適切とはいえないが、内容は評価できるものがある。
●論理性は十分とはいえないが、実務上の有用性がある。
●有意義な実践・調査報告である。

（2）掲載を考慮するのが困難と判断される事例
●問題意識や問題の設定が不明確
●基本的な用語の概念の理解や分析枠組が不明確または不適切
●論拠とするデータ等の信頼性が乏しい
●論旨の明確さや論証の適切さがない
●論文の構成、表現（用語、引用、図表等）が適切でない（または整合性がとれていない）

6. 判定
掲載についての判定は以下の4つの類型に分かれ、最終的に常任編集委員会において決定します。た

だし、これらの判定は、評価できる項目や問題のある項目の多少によるものではありません。（3）及び
（4）にあるように、投稿論文の種類以外であれば、掲載を考慮できるとする場合があります。別の種類
となる場合、字数の関係で、大幅に修正を要することがあります。

（1） 掲載可とする。
（2） 小規模の修正による掲載可とする。
（3） 大幅な修正による掲載可とする。

但し、（総説／研究論文／研究ノート／実践・調査報告）として掲載を考慮できる。
（4） 掲載不可とする。

但し、（総説／研究論文／研究ノート／実践・調査報告）として掲載を考慮できる。



～投稿案内～ 
 

　日本評価学会では、「日本評価研究」掲載のための投稿原稿を募集しております。1年に2回
（3月末／9月末）の投稿締切を設けておりますので、ご興味をお持ちの方は投稿規定・執筆要
領をご参照のうえ、奮ってご投稿ください。 
 

投稿先：特定非営利活動法人　日本評価学会事務局 
　〒135-0047　東京都江東区富岡2-9-11京福ビル 
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